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総則 

 

第１章 総則 
 

第１節 基本的事項 

 

第１ 計画の目的 

  この計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 42条の規定に基づき、大津市防災会議が

大津市の地域に係る災害（地震災害、風水害、等すべての災害）に関し、市域の災害予防、災害応急

対策及び災害復旧・復興等に関する事項を定め、市、指定地方行政機関、指定公共機関等の行う防災

活動を総合的かつ計画的に実施することにより、市民の生命、身体及び財産を災害から保護すること

を目的とする。 

 

第２ 計画の構成 

  本市の地域防災計画は、平成７年１月 17 日に発生した阪神・淡路大震災等の災害を教訓として、平

成 10 年 3 月に全面修正したことに続いて、平成 15 年 6 月 11 日に公表された琵琶湖西岸断層帯の地震

に係る長期評価に対して実施した防災アセスメント（被害想定等）結果による修正等を行なってきた。

この計画は、平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災や多発する台風、局地的豪雨の発生、竜巻や

突風等の近年の災害を踏まえて、市及びその他の防災関係機関、さらには市民の役割と責任を明らか

にし、風水害、震災、大規模事故、原子力の災害に対処するための基本的な計画である。 

  計画の構成及び内容は次のとおりとする。 

 

第１章 総則 

計画の目的や構成、習熟と修正、防災理念を定める。 

第２章 災害予防計画 

  災害の発生を未然に防止し、又は被害を最小限度にとどめるための基本的な計画とする。 

第３章 災害応急対策計画 

  災害が発生する恐れがある場合、又は災害が発生した場合に災害の発生を防ぎょし、又は応急的救

助を行う等、災害の発生及びその拡大を防止するための基本的な計画とする。 

第４章 災害復旧・復興計画 

市民の生活安定のため緊急措置及び公共施設の災害復旧及び災害復興を行うための基本的計画とす

る。 

資料編 

 計画書本編を補足するための資料（地図、施設の一覧表等）を記載するもの 
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総則 

大津市地域防災計画の構成 

 
 

第３ 計画の習熟と修正 

１ 計画の習熟 

  この計画に関わる大津市の職員及び防災関係機関は、平素から研究、訓練その他の方法により、こ

の計画及びこの計画に関連する他の計画の習熟に努めなければならない。 

  また、このうち地域における災害対策の総合的な推進を図るため、必要な事項については市民に公

表する。 

 

２ 計画の修正 

  この計画は災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要があると認められるとき

はこれを修正する。 

 

３ 修正歴 

 

作 成 昭和４０年１０月  

修 正 平成１０年３月 阪神・淡路大震災等の災害を教訓とした全面修正 

修 正 平成１３年２月 機構改革に伴う一部修正 

修 正 平成１８年３月 琵琶湖西岸断層帯地震に係る長期評価に対して実施した防災

アセスメント結果を反映 

修 正 平成１９年２月 旧志賀町との合併に伴う初動体制の抜本的な見直し及び災害

種別毎に計画を編集 

修 正 平成１９年７月 機構改革に伴う一部修正 

修 正 平成２１年３月 防災関連法制度改正、機構改革等に伴う一部修正 

大津市地域防災計画 

風水害等対策編 
 

震災対策編 

大規模事故対策編 

原子力災害対策編 

資 料 編 
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総則 

修 正 

修 正   

平成２２年４月 

平成２４年２月    

中核市移行に伴う機構改革等による一部修正 

機構改革に伴う一部修正 

大戸川浸水想定区域発表に伴う一部修正 

滋賀県水防計画の変更に伴う一部修正 

修 正 平成２５年３月 東日本大震災の災害における教訓、南海トラフを震源とする

地震の被害想定※、大津市南部豪雨の災害を教訓とした一部

修正 

修 正 平成２５年７月 制度改正による名称変更等による一部修正 

修 正 平成２８年２月 災害対策基本法等の一部の改正に伴う修正 

修 正 平成２９年２月 市の取組の反映等 

修 正 平成３０年３月 市の取組の反映等 

修 正 平成３１年３月 市の取組の反映等 

修 正 令和２年７月 市の取組の反映等 

修 正 令和３年３月 市の取組の反映等 

修 正 令和４年３月 災害対策基本法等の一部改正に伴う修正、市の取組の反映等 

修 正 令和５年３月 市の取組の反映等 

修 正 令和６年３月 市の取組の反映等 

修 正 令和７年３月 市の取組の反映等 

修 正 令和８年３月 災害対策基本法等の一部改正に伴う修正、市の取組の反映等 

 

４ 用語 

この計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

本 市：大津市 

 県  ：滋賀県 

本 部：大津市災害対策本部 

県 本 部：滋賀県災害対策本部 

震 災 対 策 編：大津市地域防災計画（震災対策編） 

風 水 害 編：大津市地域防災計画（風水害等対策編） 

大 規 模 事 故 編：大津市地域防災計画（大規模事故対策編） 

原 子 力 編：大津市地域防災計画（原子力災害対策編） 

資 料 編：大津市地域防災計画（資料編） 
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総則 

第２節 防災理念 

第１ 基本防災理念 

 大津市における防災理念を、「市民・地域・まちの防災力を高め、災害に強く安心・安全に暮らせ

る大津の形成」と定める。市民一人ひとりが自らの身の安全は自らで守るという自覚を持って行動す

ることを基本に、自主防災意識を育て地域の結束を高め、行政・防災関係機関は各種の防災施策を充

実し、「自助」、「共助」、「公助」のすべてが互いに連携を深め合うことで総合的な防災力の強化

を図り災害に強く「安心」して暮らせる「安全」な大津を築いていくものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 基本方針 

１ 災害に強いまちづくりの推進 

大津市総合計画において、本市のまちづくりの基本理念を「持続可能な都市経営」「共助社会の確

立」「自然、歴史、文化の保全、再生、活用」とし、将来の都市像を「ひと、自然、歴史の緑で織り

なす住み続けたいまち“大津再生”」と定め、取り組むべき基本方針のひとつに『安心、快適に住み

続けることのできる活力あるまちを創る』ことを掲げている。 

この実現のために、市民が安心、安全に暮らすことのできるまちづくりを進めるべく、次の視点に

基づき、「災害に強いまちづくり」を推進する。 

１ 災害に対するまちの安全性の確保 

市民・地域・まちの防災力を高め、 

災害に強く安心・安全に暮らせる大津の形成 

災害被害を軽減する国民運動の推進 

生活圏での 

安心・安全の確保 
安全都市への基盤整備 

防災人としくみの形成 

災害に強いまちづくり 
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２ 地域防災力の向上 

３ 災害への情報基盤の整備 

 

２ 生活圏での安心・安全の確保 

 災害からの被害を最小に抑える最大の力は「地域力」であり、常日頃の防災まちづくりの取り組み

が非常時の力強い対応力となるものである。大地震や大水害で発災時直後の救助救援は、その地域の

助け合いに頼らざるを得ないものである。一人ひとりの防災意識と行動を結集し、自律した地域力が

根付く圏域（安心・安全を生み育てる地域空間・場所）を地域防災の核とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)地域防災圏 

市民の生活する身近な地域（およそ市民センターの所轄区域）を災害対応の地域核と捉えて「地域

防災圏」と表現する。 

この圏域では、消防団や自治会及び自治連合会等を中心とした各種のコミュニティ活動が展開され

ており災害に強いまちづくりを地域において推進するうえで重要な役割を果たすものと考えられる。 

市民一人ひとりが防災知識を深め行動に移すとともに、家庭、地域とその範囲を広げながら自主防

災に取り組むことや、事業所と地域の連携体制を考えるうえでも基礎となる重要な圏域である。 

 指定緊急避難場所、指定避難所、防災体制等、災害対策は地域防災圏を単位に検討していくものと

し、市民が安心して暮らせる生活圏を整備していく。 

市は、市民センターを地域の防災拠点と位置付け、職員の災害時初動体制を整備する。 

 

 

   

            

全    市    域 

 

 

  

市内を６つのブロックに分けた圏域 

       

ブロック防災圏 （第２次圏） 

 

 

 

市民センター所轄区域（学区）を単位とした圏域 

  ・職員初動体制：初動支所班 

  ・地域防災拠点：市民センター 

地域防災圏 （第１次圏） 
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(2)ブロック防災圏 

 地域防災圏と全市域の中間的役割を担う圏域として設定し、市内を６ブロックに分割する。北から

小松～小野（旧志賀町）、葛川～仰木の里、雄琴～唐崎、滋賀～平野、膳所～大石、田上～瀬田東の

６ブロックとする。 

 この圏域では、災害時における地域防災圏での活動を支援・調整するとともに、情報収集・伝達や

救援救護、物資の搬送等について地域防災圏と市（災害対策本部）をつなぐ役割を担う。 

市は、拠点を消防署（分署を含む）とブロック内の各市民センターに設定する。 

 

３ 安全都市への基盤整備 

 地震をはじめ水害や土砂災害等、多様な災害に柔軟に対応できるよう、予防対策を推進する。 

 ・治山・治水事業の推進 

 ・住宅、学校や病院等の公共施設等の耐震化・不燃化の推進 

 ・都市公園、都市計画道路等幹線道路の整備 

 ・防災街区整備事業、土地区画整理事業の推進 

 ・計画的な市街地の誘導 

 ・消防体制の強化 

 ・救急・救助体制の強化 

 

４ 防災人としくみの形成 

 「自らの身の安全は自らが守る」という防災の基本に立ち、市民一人ひとりが防災に関心を持ち、

理解を深めて、減災対策に心掛け、「災害時に個人・家庭・地域・職場それぞれの役割をふまえた適

切な行動が取れる人（防災人）」づくりをめざす。 

 特に昨今、頻発している局地的豪雨や台風、地震等による大規模な災害が発生した場合には、市や

消防をはじめとする防災関係機関が、その被害のすべてに迅速に対応することが困難である。そのた

め、地域の連携によって初動対応を図ることがきわめて重要であることから、災害時に一刻を争う人

命の救護、避難行動要支援者の避難等に対応する自主防災組織の育成に力を注ぎ、地区防災計画の策

定に努めると共に各事業所での防災体制の強化等を推進する。 

 ・防災人の育成 

 ・防災訓練の充実等、自主防災活動の強化、地区防災計画の策定 

 ・事業所の初動及び防災体制の強化 

 ・緊急時の情報連絡システムの整備 

 ・各種防災関係機関の連携強化 

 

５ 災害被害を軽減する市民運動の推進 

国は、災害被害を軽減するため、個人や家庭、地域、企業、団体等が日常的に減災のための行動と

投資を息長く行う国民運動の展開を呼びかけ、その推進に関する基本方針を下記のとおり示した。 
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大津市においても、この基本方針を地域防災計画に反映させ、災害被害を軽減する市民運動を推進

するものとする。 

(1)防災（減災）活動へのより広い層の参加（マスの拡大） 

ア 地域に根ざした団体における身近な防災への取組 

イ 予防的な取組を加味した防災訓練の工夫 

ウ 地域における耐震補強の取組の面的な広がりの推進 

エ 防災教育の充実 

オ トップから一人一人まで参加者への動機づけ 

(2)正しい知識を魅力的な形でわかりやすく提供（良いコンテンツを開発） 

ア 多様な媒体の活用による防災教育メニューの充実 

イ 災害をイメージする能力を高めるための質の高い防災教育コンテンツの充実 

ウ 災害のリスクや対策等に関する情報の作成、公開、周知の徹底（被害想定、ハザードマップ等） 

(3)企業や家庭等における安全への投資の促進（投資のインセンティブ） 

ア 企業や家庭等における安全への投資の促進 

イ ビジネス街、商店街における防災意識の醸成 

ウ 事業継続計画（ＢＣＰ）への取組の促進 

(4)より幅広い連携の促進（様々な組織が参加するネットワーク） 

ア 企業と地域社会の連携 

イ 様々な主体が連携した地域における防災教育の推進 

ウ 災害に関する情報のワンストップサービス 

エ 防災ボランティアの地域社会との積極的な連携 

(5)市民一人一人、各界各層における具体的行動の継続的な実践（息の長い活動） 

ア 市民運動の継続的な推進枠組みの形成 

イ 地域における防災活動の継続的な推進の枠組み作りの促進 

ウ 防災活動の優良な実践例の表彰 

エ 人材育成のためのプログラムの開発 

オ インセンティブの拡大の検討 
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第３節 大津市域の概要 

第１ 自然的条件 
 

(1)地形・地質 

大津市は滋賀県の南西部から西部に位置し、その形状から湖西地域と湖南地域に大きく分けられる。 

 

【湖西地域】  

湖西地域では、比良山・比叡山などの山地及び堅田丘陵などの丘陵が南北方向に広く発達し、その

西側に狭い幅で湖岸低地が分布する。北部の葛川から坂本付近までの山地は、主に丹波帯とよばれる

中古生代の地層からなる。丹波帯は海洋性起源の岩石と陸源性の砕屑岩からなる地層で、近畿地方の

北部に広く分布している。釈迦岳や比良岳は主に比良花岡岩からなり、坂本付近から山上町付近まで

の山地は中生代白亜紀の火成活動により形成された花崗岩からなる。 

旧志賀町から真野、雄琴付近にかけては、山地と低地の間に堅田丘陵が広がっている。堅田丘陵は

古琵琶湖層群堅田累層からなり、これは約 100 万年前以降に形成された淡水成の地層で、大昔の琵琶

湖の堆積物である。  

段丘は主に堅田丘陵及び主な河川沿いに発達し、主に未固結の砂礫層からなる。湖岸沿いには沖積

低地が細長く分布し、平野・三角州が大部分を占めるが、部分的に河川敷や旧河道も見られる。堅田

丘陵では大規模に土地が改変されており、和邇春日や小野湖青、小野水明、小野朝日地区など宅地造

成による人工地が広がっている。 

旧志賀町付近では山地からは多くの河川が西から琵琶湖に向かって流れており、これらの河川作用

により山地の前面には扇状地や自然堤防が広く形成されている。 

沿岸部では、多くの河川の河床が上昇し天井川となっている。琵琶湖の湖岸には浜堤が見られ、南

小松では浜堤の内側に近江舞子沼（内湖）が発達する。この地域では小規模な河川が多く分布してお

り、扇状地も小規模なものが形成されている。こうした扇状地は複合扇状地と呼ばれる。柳が崎以南

の湖岸では、埋立地が多い。  

 

【湖南地域】 

湖南地域の瀬田川右岸（西側）では、主に中古生代の丹波帯からなり、石山寺以南では丹波帯の北

側に中生代白亜紀の花崗岩が見られる。瀬田川左岸（東側）では、大部分が中生代白亜紀の花崗岩

（田上花崗岩）からなるが、大石富川町付近より南の地域では丹波帯が分布する。  

台地・段丘は瀬田周辺に広く分布する。この丘陵は瀬田丘陵とよばれ、古琵琶湖層群草津累層からな

る。草津累層は約 200 万年前以降に形成された淡水成の地層である。また瀬田川右岸（西側）では、

石山から石山寺周辺に分布している。  

扇状地は湖西地域より少ないが、山地のへりに部分的に発達する。湖岸沿いには沖積低地が分布し、

平野・三角州が大部分を占めるが、萱野浦・玉野浦や瀬田川沿いの唐橋町付近では埋立地が見られる。 
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(2)気象  

【一般気象】 

大津市の気候区分は、夏の高温寡雨、及び冬季の温暖気候など瀬戸内式気候に近い。夏季は琵琶湖

及び湖南地方を含む県央地域で降水量が少なく周辺山間部に多い。通年では近江盆地で少ない傾向が

ある。 

気温は通年で琵琶湖岸では高く周辺部では低い。夏季は志賀から琵琶湖大橋付近で高温となり、冬

季の低温は北西部の比良山地で顕著になる。湖南地方において気温が高い理由は、夏季の盆地気候に

よる昇温、冬季の季節風が温暖な琵琶湖の影響をうけて低温緩和が生じるためである。 

 

【気象統計】 

大津アメダスの記録によれば、平年値で、年間平均気温 15.1℃、最高気温の平均値 19.9℃、最低気

温の平均値 11.1℃、降雨量 1,566.6mmである。6 及び７月は年間で最も雨量が多く 200mm以上の多雨月

となっている。 

過去 5 ヵ年の降雨量は、2020 年 1,645mm、2021 年 1,816 ㎜、2022 年 1,482 ㎜、2023 年 1,408 ㎜、

2024年 1,670mmと推移している。 

また、近年の地球温暖化による局所的な集中豪雨や台風の大型化により、市域でも水害に対する危

険性が高くなっている。これらの危険性を示す資料として、浸水想定区域図や想定浸水深（地先の安

全度マップ）が県により公表されている。 

 

【気象極値】 

大津市内にはアメダス大津、アメダス南小松の 2箇所の地域気象観測所がある。アメダス観測所 2箇

所の雨量，風向･風速の極値を表 3-1-1、表 3-1-2 に、降水量と平均気温の平年値を図 3-1-1 にまとめ

た。 
 

表 3-1-1 アメダス大津の雨量，風向･風速の極値 
観測所：アメダス大津 

位 置：北緯 34度 59.5 分、東経 135度 54.7 分 標高：標高 86ｍ 住所：大津市萱野浦（近江大橋南方） 

 
資料出典：気象庁 HP 

 

要素名／順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 統計期間

日降水量 170.5 170 158 157.5 155 154 143 136 134 131 1977年12月

(mm) (2013/9/15) (2017/10/22) (1985/6/25) (2013/9/16) (1982/8/1) (2003/6/24) (1995/5/12) (2018/7/5) (1987/7/19) (1995/7/21) 2025年11月

日最大1時間降水量 76 64 59 55 52 50.5 50 48 47.5 47 1977年12月

(mm) (2004/7/10) (2005/7/14) (1989/9/6) (1981/7/21) (1995/8/16) (2014/8/16) (1988/8/18) (1980/8/27) (2011/8/26) (2003/9/24) 2025年11月

月降水量の多い方から 505 496 486 483 471.5 462 451 448 435 426.5 1977年12月

(mm) (2006/7) (1995/7) (1989/9) (2011/5) (2017/10) (1988/6) (1993/8) (1985/6) (1987/7) (2014/8) 2025年10月

年降水量の多い方から 2090 2037 1950 1940 1907 1863 1816 1812 1790 1768 1977年

(mm) (1980) (1989) (2003) (2015) (1993) (1998) (2021) (2010) (2006) (2018) 2024年

日最大風速・風向 14.9 東南東 12 東 11.9 西 11.8 西 11.7 西 11.6 東南東 11.6 西北西 11.4 西 11.2 西北西 11.2 西 1977年12月

(m/s) (2018/9/4) (1994/9/29) (2019/12/27) (2012/4/3) (2010/12/3) (2018/8/23) (2012/3/31) (2021/12/17) (2018/9/30) (2017/1/14) 2025年11月
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 表 3-1-2 アメダス南小松の雨量，風向･風速の極値 
 

観測所：アメダス南小松 

位 置：北緯 35度 14.1 分、東経 135度 57.4 分 標高：標高 90ｍ 住所：大津市南小松（近江舞子） 

資料出典：気象庁 HP 

 
 

図 3-1-1 降水量と平均気温  平年値（1991 年～2020 年の 30 年間） 

   

 

要素名／順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 統計期間

日降水量 214.5 188 184 161 154 141 139 138.5 137 135.5 1976年4月

(mm) (2018/7/5) (1990/9/19) (1983/9/28) (1996/8/28) (1989/9/3) (1979/6/29) (2011/9/4) (2024/5/28) (1993/6/19) (2010/7/14) 2025年11月

日最大1時間降水量 68.5 66.5 59 58 54.5 53 48 46 45 44.5 1976年4月

(mm) (2012/8/18) (2014/8/15) (2007/7/12) (2014/8/23) (2020/7/8) (2010/8/16) (2004/8/7) (2004/8/5) (1978/7/9) (2008/9/21) 2025年11月

月降水量の多い方から 661.5 561.5 530 491 474 439 434.5 430 425.5 423 1976年4月

(mm) (2020/7) (2014/8) (1989/9) (1988/6) (1999/6) (2011/9) (2018/7) (1990/9) (2021/8) (2006/7) 2025年10月

年降水量の多い方から 2488 2295 2248 2217 2212 2206 2171 2161 2154 2142 1976年

(mm) (1989) (1993) (1980) (1990) (2003) (2010) (1988) (1998) (1983) (2004) 2024年

日最大風速・風向 19.6 北西 18.8 北西 16.5 南 16.0 北西 15.9 北西 15.7 西北西 15.7 北西 15.6 北西 15.5 北西 15.2 北西 1978年11月

(m/s) (2017/10/22) (2017/10/23) (2018/9/4) (2022/4/29) (2022/9/20) (2018/9/30) (2013/9/16) (2009/10/8) (2017/9/18) (2024/4/9) 2025年11月
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第２ 社会的条件 

(1)人口 

平成 18年 3月 20日に旧志賀町と旧大津市とが合併し新しい大津市が発足した。令和 7年 4月現在の

大津市の人口は 342,941人、世帯数 158,955世帯となっている。 

表 3-2-1 によれば、令和 7 年資料による 65 歳以上の高齢者人口が占める割合は 28.1％である。令和

2 年国勢調査によれば大津市の高齢者の割合は 24.9％であり、高齢化は進行しつつある。 

 

表 3-2-1 高齢者人口    

     令和 7年 3月 31 日現在 

総人口 65 歳以上 割合 

342,941 96,301 28.1％ 

※大津市 HP(年齢別・学区別人口統計表 令和 7年 4月より算出) 

 

 

(2)交通 

【道路】 

大津市は交通の要衝に位置し、京都市方面、草津市を経て名古屋方面に至る国道１号と琵琶湖西岸

の国道 161号および県道高島大津線とが主な幹線道路となっている。 

国道１号は、瀬田川西岸では大津市街山際を通り、東岸では平野部を通過している。国道１号のバ

イパスである京滋バイパスは大津市街、京都市街を迂回して名古屋方面と大阪方面とを接続し、瀬田東

IC 以西は自動車専用道路となっている。京滋バイパスのインターチェンジは大津市内に 3箇所ある。 

県道高島大津線は市街地の逢坂付近で国道１号から北に分岐し琵琶湖西岸沿いに北上する。一方、

湖西道路で代表される国道161号バイパスは大津市西端の藤尾南ランプで西大津バイパスとして国道１

号から北に分かれ、長等トンネルを経て坂本北ICに至りそこから湖西道路として堅田丘陵を北上し、

志賀ICに至り、さらにそこから志賀バイパスとして北小松地先の国道161号現道接続部分まで通ってい

る。湖西道路のインターチェンジは大津市内に5箇所あり、また湖西道路は自動車専用道路となってい

る。 

高速道路は名神高速道路が大津市市街地の南縁部を丘陵沿いないし山沿いに通っており、また、新

名神高速道路が市の東部山地を通っている。名神高速道路のインターチェンジは、大津市内に大津 IC、

瀬田西 IC、瀬田東 IC の 3 箇所があり、新名神高速道路のインターチェンジは、大津市に近接して草津

市に草津田上 ICが存している。 

 

【鉄道】 

大津市には次のような鉄道路線があり、比叡山鉄道線を除いて全線複線化（又は複々線化）・電化

されている。 

JR琵琶湖線〔東海道本線〕・JR湖西線〔西日本旅客鉄道株式会社〕 

京阪石山坂本線・京阪京津線〔京阪電気鉄道株式会社〕・比叡山鉄道線〔比叡山鉄道株式会社〕 

琵琶湖線は JR 東海道本線の京都～米原間と北陸本線米原～長浜間の愛称である。日本を代表する鉄
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道幹線であり大津市内では琵琶湖の南端に沿って走る。大津市内には大津、膳所、石山、瀬田の４駅

がある。 

湖西線は、京都市山科区の山科駅から滋賀県長浜市の近江塩津駅に至る全長 74km の路線で琵琶湖西

岸を走る。運行する列車のほとんどが京都駅まで直通しており、京都・大阪方面への通勤・通学路線

となっているほか、堅田駅に停車する北陸方面行きの特急もある。大津市内には 12駅がある。 

京阪石山坂本線と京阪京津線とは合わせて大津線と総称され、全区間が軌道法の適用を受けるいわ

ゆる路面電車で一部に道路との併用区間もある。石山坂本線は大津市の石山寺駅から坂本比叡山口駅

までを結ぶ全長 14.1kmの路線で、琵琶湖西岸の市街地を通っている。駅は 21あり中間のびわ湖浜大津

駅が京津線との乗り換え駅となっている。また、JR琵琶湖線とは JR膳所駅-京阪膳所駅、JR石山駅-京

阪石山駅などで、JR湖西線とは JR大津京駅-京阪大津京駅で乗り換える。 

京津線は京都市山科区の御陵駅から大津市のびわ湖浜大津駅までを結ぶ全長 7.5kmの路線である。京

津線には 7駅があり、うち大津市内には 4駅（びわ湖浜大津駅を含む）があり路線は国道 1号と併走し

ている。 

 

【港湾】 

市内には、県や市のほか、民間が所有している港が官民合わせて 12 港（近江舞子港、琵琶湖大橋港、

南小松港、堅田港、雄琴港、膳所港、柳が崎港、大津港、におの浜観光港、瀬田唐橋港、石山港、南

郷港）と、北小松、和邇、堅田の３漁港が整備されている。特に大津港は、湖上観光の基地として活

用されている。  
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(3)産業 

大津市は、琵琶湖の南端から西岸にかけて南北に細長く広がっており、京阪神大都市圏への近接性

や国土幹線に位置する交通利便性などにより、古くから内陸工業地域として発展してきた。 

近年には、大学等の立地(龍谷大学や立命館大学が市域及び近隣に移転、大学・短大が 6 校ほか、21

の研究所が立地するなど高等教育・研究機能の集積)が進み、大学との連携による新たな産業活性化が

進められようとしている。 

一方で、既存工場の産業構造空洞化の問題などと既存事業所の操業環境改善に向けた取り組みを実

施している。 

また、市内には世界遺産に登録されている比叡山延暦寺その門前町である坂本地区、石山・南郷温

泉、雄琴温泉、湖上観光の玄関窓口となる大津港などがあり、高い文化性と豊富な歴史・伝統文化資

源をもつ観光地として発展している。琵琶湖大橋以北では近江舞子に代表される水泳場、比良山系な

ど自然にあふれる観光資源も豊富である。  
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第４節 防災計画の大綱 

 
予防計画 防災基盤の整備 

防災体制の整備 

市民の防災意識の向上と活動の推進 

応急対策計画 災害対策本部の設置 

情報通信の確保 

消防・救助・救急及び医療活動 

緊急輸送活動 

指定緊急避難場所・指定避難所対応 

救援・救護・保健衛生活動 

行方不明者の捜索・遺体対応 

災害廃棄物の処理 

ライフライン施設・設備の応急復旧 

ボランティアとの連携 

応急教育活動 

復旧・復興計画 災害復旧・復興計画の策定 

生活再建等の支援 

 

第１ 予防計画 

１ 防災基盤の整備 

 災害に強いまちづくりに向けて、水害や土砂災害に柔軟に対応できるような予防対策に取り組む。 

 避難路となる幹線道路や緊急輸送道路の確保、延焼防止帯等の観点から都市計画道路や都市公園の

整備を推進するとともに、計画的な市街地の誘導をはじめ住宅密集地の解消や道路整備等をめざし防

災街区整備事業、土地区画整理事業に取り組む。また、治山治水対策やライフライン施設の強化に努

め、消防・救急・救助活動の強化をめざす。 

２ 防災体制の整備 

災害発生時の災害対策本部体制や職員初動体制をはじめ、各種防災関係機関の体制強化を図る。日

頃より訓練などを通じてこれら関係機関の相互連携に努めるとともに、他都市等との応援体制やボラ

ンティアとの連携に留意する。 

また、避難指示等、市民への緊急情報の周知に万全を期すために避難行動要支援者への対応にも留

意し、緊急時の情報連絡体制を充実・整備するとともに災害時に通信の途絶がないように情報伝達手

段の多重化等に努める。 

３ 市民の防災意識の向上と活動の推進 

 「自らの身の安全は自らで守る」という防災の基本に立ち、市民の防災知識の向上と「災害時に個

人・家庭・地域・職場それぞれの役割をふまえた適切な行動が取れる人（防災人）」づくりをめざす。 

 兵庫県南部地震以後、発災時直後の地域住民自らによる救出救助活動の重要性が唱えられるように

なり、また、東日本大震災では、これまでの想定を上回る地震や津波が発生し、その後も局地的豪雨

や台風による被害が発生していることから、避難の呼びかけや救出活動などにおいて地域住民自らの

防災初動活動や日頃からの防災意識の向上等による地域防災力の強化が必要であることが明確となっ

ている。特に自主防災組織の活動率の向上が早急に図れるよう重点的な取り組みを推進する。また、

各事業所での防災体制の強化に努めるとともに地域と連携した地域防災の充実をめざす。 
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第２ 応急対策計画 

１ 災害対策本部の設置 

 発災時に迅速・的確な応急・復旧対応を図るため、予め想定した職員の緊急配備を行い、災害発生

時の初動体制を確立するとともに、大津市災害対策本部を設置して災害応急対策に取り組むなど、災

害の規模に応じた配備体制で迅速に対処する。 

また、各種防災関係機関相互の連携を図り、適宜、迅速に自衛隊の派遣や県・他都市への応援を要

請する。 

２ 情報通信の確保 

災害発生時、特に発災直後に最も重要な業務は、迅速的確な情報収集であり、すべての応急対策が

この情報を基に展開されていく。 

 発災時に市内部の相互通信を確保するとともに、各種防災関係機関相互の連絡経路が絶えることの

ないよう通信手段の多重化等に努める。 

 また、予め作成するマニュアルに基づいて、発災後の時間経過に応じて必要となる情報の収集・整

理・判断を迅速・的確に行う。 

３ 消防・救助・救急及び医療活動 

 消防・救助・救急活動は、消防局が中心となって実施し、健康福祉部は・市三師会の協力を得て医

療救護所を設置する。また、状況に応じて日本赤十字社をはじめ県内外に医療チームの派遣を要請す

るなど医療活動に万全を尽くす。なお、これら活動は、消防団や自主防災組織等、地域住民と連携、

協力して取り組む。 

４ 緊急輸送活動 

 道路施設の損壊や交通の集中による道路交通のマヒを避けるため、警察との連携による道路交通規

制と指定した緊急車両の通行及び障害物の除去、仮設等の応急復旧を行い、早期の道路交通の確保に

努める。 

 また、道路交通以外に大津市の特性を生かし、湖上交通の活用やヘリコプターによる効率的な緊急

輸送を実施する。 

５ 指定緊急避難場所・指定避難所対応 

 災害対策基本法に基づく事前措置や避難指示をはじめ、その他法令に従って適切に市民等を避難誘

導する。特に避難行動要支援者への対応に留意し、迅速に情報の周知が図れるよう万全を期すものと

する。 

 防災アセスメントで予測される避難者数を踏まえて設定した市内の地域防災圏毎の指定緊急避難場

所、指定避難所を適切に開設し、円滑に運営されるよう対応に努める。また、指定緊急避難場所等の

位置については前もって市民に周知し、各地域の防災訓練等を通じて市民自ら避難経路の設定や確認

ができるように、災害時の避難対策を充実する。 

また、要配慮者・子育て世帯等のニーズや年齢・性別による被災時のニーズの違い等に留意した安

全・安心な指定避難所の設置・運営に努める。 

６ 救援・保健衛生活動 

 食料及び生活必需品は、市民自らの備蓄と市の備蓄を活用し、合わせて２日間を目安に対処する。 
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また、飲料水については、応急給水の実施により対処する。滋賀県には、１日分の救援が期待でき、

それ以後は幅広く流通備蓄や災害相互応援協定都市等からの支援を得て対応する。 

 また、指定避難所の生活環境や被災者の健康管理やし尿処理等の防疫活動、保健・衛生対策に努め

る。 

７ 行方不明者の捜索・遺体対応 

 行方不明者の捜索や遺体安置所、資材の確保、火葬場の手配等について、迅速に対応するとともに、

広域的な協力も含めた体制で対処する。 

８ 災害廃棄物の処理 

 災害時には、いわゆる災害廃棄物が長期にわたり大量に排出されるため、応急～復旧段階に及ぶ大

きな問題となる。この廃棄物は、日常、大津市が行うごみ処理以外に新たに発生するものであり、道

路の寸断、交通渋滞等と相まって、通常の体制では対処が不可能なため、発生量を的確に予測し、仮

置場の確保や滋賀県・他都市等への応援要請等により迅速・計画的に対処する。 

９ ライフライン施設・設備の応急復旧 

市民生活や防災関係機関の対応等に必要なライフライン施設（水道、ガス、電力、電話、下水道、

ＩＴ）の被害情報を速やかに収集整理し、被害状況や復旧の情報をマスコミや広報紙にて逐次市民に

提供しつつ、迅速な復旧対応にあたる。 

10 ボランティアとの連携 

 ボランティアは災害対応にとって重要かつ不可欠な存在であることをふまえて、災害時にはボラン

ティアの受け入れ体制や活動体制の整備に努めるなどボランティアとの迅速な連携体制を図る。 

「災害発生時に被災者の生活や自立を助け、また行政や防災関係機関等が行う応急対策を支援するこ

とを目的とし、自発的に能力や時間を提供する個人・団体」を災害ボランティアと考え、専門能力を

生かす「専門ボランティア」と労力提供型の「一般ボランティア」に分けて、適切な対応にあたる。 

11 応急教育活動 

災害時には、学校等の施設が被災したり指定避難所として活用されたりすることから教育の継続が

困難になる。そのため、施設の安全性や教職員の態勢を判断の上で、応急教育を実施するなど円滑な

教育復旧に努める。 

 

第３ 復旧・復興計画 

１ 災害復旧・復興計画の策定 

大規模な災害が発生した場合には、滋賀県や防災関係機関との連携の下で市民ニーズの把握に努め、

まちの復旧・復興に向けたビジョン、シナリオ、プログラムを速やかに策定し、計画推進のための資

金確保、体制整備、市民への計画周知等を行う。 

２ 生活再建等の支援 

 災害時における被災者の混乱状況から、人心の安定や社会秩序の維持、生活安定を図るため、罹災

証明書等の交付、滋賀県や防災関係機関との連携による災害救助法や被災者生活再建支援法に基づく

各種措置の実施、災害見舞金等の配分、義援金・義援物資の配分、応急仮設住宅の供給、災害応急基

金の融資、税・使用料等の減免等を実施する。 
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第５節 他計画との関係 

１ 防災基本計画 

 防災基本計画は、わが国における防災活動の基本方針及び基本的な施策体系を明らかにし、地方公

共団体や指定行政機関、指定公共機関等が防災計画を策定する基準として、各種災害を想定して防災

に関する事項を網羅的に示したものである。地方公共団体が地域防災計画を策定する際には、地域の

自然的、社会的条件等を勘案して、各事項を検討、必要な事項を記載するものとされており、大津市

地域防災計画においても、防災基本計画の内容に沿って地域特性やその他大津市における防災上の特

色をふまえた計画策定を行うことが必要である。 

２ 防災業務計画 

 防災業務計画は、指定行政機関等が策定する防災計画であり、各省庁がそれぞれの所管業務におけ

る防災活動の基本方針及び基本的な施策体系を明らかにしたものである。大津市地域防災計画を策定

する際には、各防災業務計画に対応する関係業務の内容について、反映・整合を図ることが必要であ

る。 

３ 滋賀県地域防災計画 

 滋賀県地域防災計画は、県内市町の地域防災計画とともに地域防災の根幹をなすものである。その

ため県市一貫した災害対応を行うため、大津市地域防災計画は、滋賀県地域防災計画との矛盾・抵触

等が生じないよう、整合を図ることが必要である。 
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第６節 主な防災関係機関の業務大綱 

 

大津市における主な防災関係機関は、災害予防、応急対策及び復旧・復興に係る業務として、おお

むね以下の事項を処理するものとする。 

 

第１ 大津市 

 大津市は、平常時においては滋賀県、その他防災関係機関と連携し、各種災害予防活動に努めると

ともに、災害発生時においては、県や防災関係機関、地域住民等の協力のもと、応急対策活動の第一

次的責任者として各種業務を行う。 

ア  大津市防災会議及び大津市災害対策本部に関する事務 

イ  防災対策の組織の整備 

ウ  市内自主防災組織、防災に係る公共的団体等の育成指導 

エ  防災施設・設備の整備及び点検 

オ  防災知識の普及、教育及び訓練 

カ  防災に必要な資機材等の備蓄、整備及び点検 

キ  災害に関する情報の収集、伝達及び被害調査 

ク  水防、消防その他の応急措置 

ケ  被災者の救出、救護等の措置 

コ  避難の指示、避難者の誘導及び指定避難所の開設 

サ  災害時における保健衛生の措置 

シ  被災児童、生徒の応急教育の実施 

ス  市所管被災施設の復旧等、災害復旧の実施 

セ  災害時におけるボランティアの受入れ対策 

 

第２ 指定地方行政機関 

 指定地方行政機関は、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、所管する防災活動

を実施するとともに、市及び県の防災活動に対する協力・支援を行う。 

１ 近畿財務局（大津財務事務所） 

ア  公共土木等被災施設の査定の立会 

イ  地方公共団体に対する災害融資 

ウ  災害時における金融機関等に対する金融上の措置の要請 

エ  国有財産の無償貸付等 

 

２ 近畿中国森林管理局（滋賀森林管理署） 

ア  国有林野の治山治水事業の実施、施設の整備 

イ  国有保安林、保安施設等の保全 

ウ  森林火災対策 

エ  災害応急対策用材（国有林材）の供給 

オ  国有林野における災害復旧 

 

３ 近畿地方整備局（琵琶湖河川事務所） 

ア  直轄公共土木施設の整備と防災管理に関すること 
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イ  応急復旧資機材の整備及び備蓄に関すること 

ウ  直轄公共土木施設の応急点検体制の整備に関すること 

エ  直轄河川の洪水予警報及び水防警報の発表及び伝達に関すること 

オ  直轄公共土木施設の二次災害の防止に関すること 

カ  直轄公共土木施設の復旧に関すること 

 

４ 近畿地方整備局（滋賀国道事務所） 

ア  直轄公共土木施設の整備と防災管理に関すること 

イ  応急復旧資機材の整備及び備蓄に関すること 

ウ  直轄公共土木施設の応急点検体制の整備に関すること 

エ  災害時の道路通行禁止と制限及び道路交通の確保に関すること 

オ  直轄公共土木施設の二次災害の防止に関すること 

カ  直轄公共土木施設の復旧に関すること 

 

５ 近畿農政局(滋賀県拠点) 

ア  農地及び農業用施設等に関する災害復旧事業及び災害防止事業の指導並びに助成 

イ  農業関係被害情報の収集報告 

ウ  農作物、家畜等の防災管理指導及び病害虫の防除指導 

エ  被害農林漁業者等に対する災害融資あっせん・指導 

オ  排水、かんがい用土地改良機械の緊急貸付け 

カ  野菜、乳製品等の食料品、飼料及び種もみ等の供給対策 

キ  災害時における主要食糧の需給調整 

 

第３ 陸上自衛隊 

 自衛隊は、共同訓練の実施等により、平素から市及び県との連携体制を構築しておくとともに、災

害発生時においては、災害派遣要請に応じて市及び県の応急対策活動に対する協力・支援を実施する。 

ア  災害派遣計画の作成 

イ  県、市町、その他の防災関係機関が実施する災害応急対策の支援協力 

 

第４ 滋賀県 

 滋賀県は、平常時においては県内市町、その他防災関係機関と連携し、各種災害予防活動の総合的

推進に努めるとともに、災害発生時においては、市町の実施する応急・復旧対策活動の支援を行う。

また、災害が単独市町を越えて広域にわたる場合などに、市町等の協力のもと、連絡調整その他の防

災活動を実施する。 

ア  滋賀県防災会議に関する業務 

イ  防災対策の組織の整備 

ウ  市町及び指定地方行政機関の防災事務又は業務の実施についての総合調整 

エ  防災施設の整備 

オ  防災のための知識の普及、教育及び訓練 

カ  防災に必要な資機材の備蓄及び整備 

キ  災害に関する情報の収集、伝達及び被害調査 

ク  水防その他の応急措置 

ケ  被害者の救出、救護等の措置 

コ  避難の指示、並びに指定避難所開設の指示 
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サ  災害時における交通規制及び輸送の確保 

シ  災害時における保健衛生の措置 

ス  被災児童、生徒等の応急教育 

セ  災害復旧の実施 

ソ  自衛隊への災害派遣要請 

タ  災害時におけるボランティア活動の支援 

 

第５ 滋賀県警察本部・大津警察署・大津北警察署 

ア 警備体制の確立 

イ 情報収集・伝達および被害状況の迅速確実な把握 

ウ 避難誘導、被災者の救出・救助その他二次災害の防止 

エ 行方不明者の捜索、遺体の検視 

オ 社会秩序の維持 

 

第６ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性に鑑み、平素から災害予防活動を推進す

るとともに、災害発生時においては、市及び県の応急対策活動に対する協力・支援を実施する。 

 

＜指定公共機関＞ 

１ 西日本旅客鉄道株式会社 

ア  鉄道施設の整備と防災管理 

イ  災害時における鉄道車両等による救援物資、避難者等の緊急輸送の協力 

ウ  災害時における県、市町の鉄道通信施設の利用に関する協力 

エ  被災鉄道施設の復旧 

２ 東海旅客鉄道株式会社 

ア 鉄道施設の整備と防災管理 

イ 災害時における鉄道車両等による救援物資、避難者等の緊急輸送の協力 

ウ 災害時における県、市町の鉄道通信施設の利用に関する協力 

エ 被災鉄道施設の復旧 

３ NTT西日本株式会社 

ア  電気通信設備の整備と防災管理 

イ  災害非常通信の確保及び気象予警報の伝達 

ウ  被災施設の復旧 

４ 日本赤十字社 

ア  医療救護 

イ  こころのケア 

ウ  救援物資の備蓄及び配分 

エ  血液製剤の供給 

オ  義援金の受付及び配分 

カ  その他応急対応に必要な業務 

キ  ア～カの救護業務に関連し、次の業務を実施する。 

・復旧・復興に関する業務 
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・防災・減災に関する業務 

５ 日本放送協会 

ア  放送施設の保全 

イ  市民への防災知識の普及 

ウ  気象等予警報、被害状況等の報道 

エ  指定避難所への受信機の貸与 

オ  被災放送施設の復旧 

カ  社会事業団等による義援金品等の募集配分 

６ 日本通運株式会社 

ア  災害時における貨物自動車による救援物資、避難者等の緊急輸送の協力 

７ 関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社 

ア  電力施設の整備と防災管理 

イ  災害時における電力供給の確保 

ウ  被災電力施設の復旧 

８ 西日本高速道路株式会社 

ア  名神高速道路等の整備と防災管理 

イ  災害時における名神高速道路等の輸送路の確保 

ウ  被災道路施設の復旧 

９ 日本郵便株式会社（大津中央郵便局） 

ア 郵便物の送達の確保 

イ 被災者に対する郵便葉書等の無償交付、被災者が差し出す郵便物の料金免除、被災地あて 

  救助郵便物の料金免除 

ウ 郵便局の窓口業務の維持 

 

＜指定地方公共機関＞ 

１ 京阪電気鉄道株式会社 

ア  鉄道施設の整備と防災管理 

イ  災害時における鉄道車両等による救援物資、避難者等の緊急輸送の協力 

ウ  被災鉄道施設の復旧 

２ 琵琶湖汽船株式会社 

ア  港湾施設の整備と防災管理 

イ  災害時における船舶等による救援物資、避難者等の緊急輸送の協力 

ウ  被災港湾施設の復旧 

３ (一社)滋賀県バス協会 

ア 災害時における自動車等による救援物資及び避難者等の緊急輸送の協力 

４ (一社)滋賀県トラック協会（大津支部） 

ア 災害時における自動車等による救援物資及び避難者等の緊急輸送の協力 

５ 株式会社京都放送、びわ湖放送株式会社 

ア 放送施設の保全 

イ 住民に対する防災知識の普及 

ウ 気象予警報、被害状況等の報道 

エ 被災放送施設の復旧 

オ 社会事業団等による義援金品の募集配分 
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６ 滋賀県土地改良事業団体連合会 

ア 農業用ため池及び農業用施設の整備と防災管理 

イ 農地及び農業用施設の被害調査と復旧 

７ 滋賀県医師会 

ア 災害時における医療救護の実施 

イ 災害時における防疫の協力 

８ 滋賀県看護協会 

ア 災害時における医療救護の実施 

イ 災害時における防疫その他保健衛生活動への協力 

ウ 災害時における医薬品等の管理 

９ 滋賀県薬剤師会 

ア 災害時における医療救護の実施 

イ 災害時における防疫その他保健衛生活動への協力 

ウ 災害時における医薬品等の管理 

10 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会 

ア 災害ボランティア活動の支援 

イ 避難行動要支援者の避難支援への協力 

11 (一社)滋賀県ＬＰガス協会 

ア ガス施設の整備と防災管理 

イ 災害時におけるガス供給の確保 

ウ 被災施設の復旧 

12 滋賀県道路公社 

ア 琵琶湖大橋有料道路の整備と防災管理 

イ 災害時における琵琶湖大橋有料道路の輸送路の確保 

ウ 被災道路施設の復旧 

 

第７ 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

以下の団体、機関等は、その業務の公共性に鑑み、平素から災害予防活動を推進するとともに、災

害発生時においては、市及び県の応急対策活動に対する協力・支援を実施する。 

１ 農業協同組合、森林組合、漁業協同組合等 

ア 共同利用施設の災害応急対策及び災害復旧の実施 

イ 農林水産関係の市及び県の実施する被害調査、応急対策に対する協力 

ウ 被災農林漁業者に対する融資及びあっせん 

エ 被災農林漁業者に対する生産資材の確保あっせん 

２ 大津商工会議所、大津北商工会、瀬田商工会 

ア 災害時における物価安定についての協力 

イ 災害救助用及び復旧用物資の確保についての協力 

３ 報道機関 

ア 住民に対する防災知識の普及と予警報等の周知徹底 

イ 住民に対する災害応急対策等の周知徹底 

ウ 社会事業団等による義援金品の募集配分 

４ 大津市医師会 

 ア 災害時における医療救護に関すること。 

 イ 負傷者に対する医療活動に関すること。 
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 ウ 指定避難所等における被災者等のカウンセリングに関すること。 

 エ 救護所等でのリハビリテーション指導に関すること。 

 オ 災害時における死亡確認に関すること。 

５ 大津市歯科医師会 

ア 災害時において歯科医療を要する負傷者に対する応急処置に関すること。 

イ 救護所等における歯科治療・衛生指導に関すること。 

ウ 検死・検案に際しての法歯学上の協力に関すること。 

６ 大津市薬剤師会 

ア 救護所等における傷病者等に対する服薬指導、相談に関すること。 

イ 救護所等における医薬品の仕分け、管理に関すること。 

ウ 備蓄医薬品等の輸送に関すること。 

７ 社会福祉法人 大津市社会福祉協議会 

ア 大津市災害ボランティアセンターの設置・運営に関すること。 

イ 災害ボランティア活動に関すること。 

ウ 避難行動要支援者の避難支援に関すること。 

エ ボランティア活動保険に関すること。 
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第２章 災害予防計画 
 

第１節 災害に強いまちづくり 

 

第１ 整備方針 

【基本方針】 

 道路、公園、河川をはじめとする都市基盤整備や土地区画整理事業による市街地の面的な整備を推

進するとともに防災に配慮した土地利用を誘導し、災害に強いまちづくりをめざす。 

 さらに、防災街区整備事業を活用し、事業の推進に努める。 

 また、地域における防災活動の活性化を図るため、概ね市内の市民センター管轄区域単位毎に地域

防災圏を設定し、防災体制の整備を推進する。 

 

(1)まちの防災化の促進 
＜政策調整部、都市計画部、建設部＞                     

ア 避難路、避難地、延焼遮断帯、防災活動拠点ともなる幹線道路、公園、河川、港湾等、骨格的な

都市基盤整備施設の整備 

イ 老朽木造住宅密集市街地の解消等を図るための土地区画整理事業等による市街地の面的な整備及

び住宅市街地総合整備事業(密集型）等による居住環境の整備 

ウ 水面・緑地帯の活用 

 

［資料編 10 都市基盤 ア 土地区画整理事業・市街地再開発事業等・住宅市街地総合整備事業（密集型）等］ 

 

(2)各種防災計画・事業との連携 
＜総務部、都市計画部、消防局＞ 

 国、県等が定める各種の防災計画や防災事業の推進のための事業と整合性を図るとともに積極的に

活用し、防災対策の充実に努める。 

ア  防災基本計画 

イ  防災業務計画 

ウ  滋賀県地域防災計画 

エ  防災街区整備事業 

オ  都市防災総合推進事業 

 

(3)地域防災圏の設定 
＜総務部、市民部、消防局＞ 

ア 災害発生時の地域における災害対策の重要性に鑑み、地域における防災体制の確立を図るため、

概ね市内の市民センター管轄区域単位毎に地域防災圏を設定する。 

イ 各地域防災圏においては、概ね学区や自治会を単位とした自主防災組織体制の整備及び育成に努

めるとともに、市民センターを自主防災拠点として防災資機材の備蓄に努め、地域の特性を生かし
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た実践的な防災訓練を実施する。 

また、地域防災圏と市全域の中間的圏域として、市内を６つの「ブロック防災圏」に区分し、災

害時においては、ブロック圏域内の対策活動の調整を行う。 

 

［市内の地域防災圏］ 

小松市民センター 

木戸市民センター 

和邇市民センター 

小野市民センター 

葛川市民センター 

伊香立市民センター 

真野市民センター 

真野北市民センター 

堅田市民センター 

仰木市民センター 

仰木の里市民センター 

雄琴市民センター 

日吉台市民センター 

坂本市民センター 

下阪本市民センター 

唐崎市民センター 

滋賀市民センター 

山中比叡平市民センター 

藤尾市民センター 

長等市民センター 

逢坂市民センター 

中央市民センター 

平野市民センター 

膳所市民センター 

富士見市民センター 

晴嵐市民センター 

石山市民センター 

南郷市民センター 

大石市民センター 

田上市民センター 

上田上市民センター 

瀬田市民センター 

瀬田北市民センター 

瀬田南市民センター 

瀬田東市民センター 

小松地域 

木戸地域 

和邇地域 

小野地域 

葛川地域 

伊香立地域 

真野地域 

真野北地域 

堅田地域 

仰木地域 

仰木の里地域 

雄琴地域 

日吉台地域 

坂本地域 

下阪本地域 

唐崎地域 

滋賀地域 

山中比叡平地域 

藤尾地域 

長等地域 

逢坂地域 

中央地域 

平野地域 

膳所地域 

富士見地域 

晴嵐地域 

石山地域 

南郷地域 

大石地域 

田上地域 

上田上地域 

瀬田地域 

瀬田北地域 

瀬田南地域 

瀬田東地域 

大 

津 

市 
役 
所 

志 

賀 

分 

署 

北 

消 

防 

署 

西 

分 

署 

中 
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署 

南 
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防 

署 

東 

消 
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署 

大 

津 

市 

消 

防 

局 

大 

津 

北 

警 
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署 

大 

津 
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署 

地 域 防 災 圏 

青山市民センター 青山地域 

志
賀
ブ
ロ
ッ
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北
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ッ
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西
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ロ
ッ
ク 

中
ブ
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ッ
ク 

南
ブ
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ッ
ク 

東
ブ
ロ
ッ
ク 



      第１節 災害に強いまちづくり 

 

 

26 

予防 

第２ 災害に強い基盤整備 

【基本方針】 

 防災アセスメント結果等を資料として活用し、各種の都市基盤施設の整備や市街地の面的な整備を

推進し、災害に強いまちの形成をめざす。 

 

(1)防災活動拠点の整備 
＜総務部、市民部、建設部、企業局、消防局、指定避難所所管部局、NTT 西日本㈱、関西電力送配電㈱＞  

 災害発生時の防災活動拠点となる市庁舎、消防局、消防署、市民センター、その他指定避難所とし

て指定した施設、ライフライン施設等については、必要に応じて次の対策に努め、防災活動の機能性

確保をめざす。 

ア  防災資機材の備蓄 

イ  備蓄倉庫の設置 

ウ  非常用通信手段の確保 

エ  非常用電源等の代替性の確保 

オ  電気設備機器への浸水対策 

 

(2)オープンスペースの確保 
＜都市計画部、建設部＞ 

 オープンスペースは、避難場所や緊急輸送路、物資の集積拠点等として重要な機能を発揮するもの

である。そのため、都市公園をはじめとして、河川敷の有効活用や都市計画道路の整備、各種開発時

のオープンスペースの確保に努めるとともに、利用計画の検討を推進する。 

 

(3)公園等の整備 
＜都市計画部＞ 

 公園等は、災害時に安全な広場となるとともに防災活動拠点としても有用な空間であることから、

これら防災上の観点も充分に鑑みて、防災機能の設置についても積極的に配慮する。 
 
［資料編 10 都市基盤  エ 都市公園］ 
［資料編 10 都市基盤 オ 児童遊園地］ 

 

(4)老朽木造住宅密集地の解消 
＜都市計画部＞ 

 老朽木造住宅の密集地においては、洪水時の避難上の支障、風害時の建物倒壊による閉塞等の可能

性に備え、関係機関との連携による迅速な避難誘導体制の整備、地域における危険性に関する意識の

共有等に努める。 

 土地区画整理事業 

 市街地再開発事業 

 住宅市街地総合整備事業 

 密集住宅市街地整備促進事業 
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(5)河川管理施設の防災力の向上 
＜建設部、琵琶湖河川事務所、滋賀県＞ 

河川管理者は、治水計画に基づき河川改修事業を推進し、堤防の安全度や水門等の河川構造物の耐

震性の向上等に努める。 
 

(6)雨水渠施設の整備 
＜企業局＞ 

公共下水道計画区域内の市街地における雨水渠整備を推進し、浸水解消に努める。 

 

(7)水害対策 
＜総務部、健康福祉部、こども未来部、産業観光部、建設部、消防局、企業局、滋賀県、琵琶湖河川事務所＞ 

ア 豪雨による河川やため池の破堤等、二次災害による水害を防止するため、消防機関を中心とする

水防活動体制の強化に努める。 

イ 水害発生の危険性の高い地域を中心に水防資機材の備蓄を行う。 

ウ 雨水貯留浸透施設設置の促進を通じて、河川への雨水流出を抑制、あるいは調整し、浸水被害の

軽減を図る。 

エ 道路、歩道について、透水性舗装の採用に努め、道路排水施設については浸透桝の採用に努める。 

オ 市域の開発事業で雨水浸透が可能な地域の開発事業については、開発事業者に対し雨水浸透施設

の設置を誘導する。 

カ 居住する地域の災害リスクや住宅の条件等を考慮したうえで取るべき行動等や適切な避難先を判

断でき、日頃の備えにも繋がるよう、水害に関するハザードマップを作成し、印刷物等の配布によ

る周知啓発を行うとともに、想定浸水深（地先の安全度マップ）については、市のホームページに

掲載するなどしてその周知に努める。また、出前講座等の実施を通じて、それぞれのマップに対す

る住民の理解を促すとともに、地域における避難訓練の実施等への動機付けを行い、さらには、安

全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、避難先として安全な親戚・知人宅も選択肢

としてあること、警戒レベル４で「危険な場所から全員避難」すべきこと等の避難に関する情報の

意味の理解の促進に努める。 

キ 水害の危険区域については、定期的に防災パトロールを実施し、現況の把握に努める。 

ク 浸水想定区域内に主として高齢者、障害者、乳幼児その他、特に防災上の配慮を要する者が利用

する施設（資料編別冊参照）があることから、あらかじめ定めた系統（風水害編 応急（図：要配慮

者利用施設への伝達））により洪水予報等を伝達し、当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避

難の確保を図るため、避難確保計画の作成や、訓練の実施に対して支援する。 

ケ アンダーパス部等の道路の冠水を防止するため、排水施設及び排水設備の補修等を推進する。 
 

［資料編  9 災害危険箇所等 (2)水防 ア 国土交通省所管管理区間重要水防箇所］ 
［資料編  9 災害危険箇所等 (2)水防 イ 県管理区間（指定区間）重要水防区域］ 
［資料編  9 災害危険箇所等 (2)水防 ウ 浸水想定区域図（大津市域）］ 
［資料編  9 災害危険箇所等 (2)水防 エ 想定浸水深（地先の安全度マップ）］ 
［資料編  9 災害危険箇所等 (2)水防 オ 防災重点農業用ため池］ 
［資料編  9 災害危険箇所等 (2)水防 カ 構造物重要水防箇所］ 
［資料編  9 災害危険箇所等 (2)水防 キ 瀬田川洗堰操作規則］ 
［資料編  12 水防 ア 水防倉庫］ 
［資料編  12 水防 イ 水防倉庫備蓄資材基準法］ 
［資料編  12 水防 ウ 公共土木施設応急復旧用資機材の備蓄状況］ 
［資料編：別冊 琵琶湖浸水想定区域内の要配慮者利用施設一覧］ 
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[資料編：別冊 大戸川浸水想定区域内の要配慮者利用施設一覧] 
[資料編：別冊 草津川浸水想定区域内の要配慮者利用施設一覧] 

 

(8)土砂災害対策 
 ＜総務部、産業観光部、都市計画部、建設部、消防局、滋賀県＞ 

 豪雨によるがけ崩れなど、土砂災害のおそれのある危険箇所について、防災ハザードマップを作

成・公表し、地域住民への周知に努める。 

また、定期的に防災パトロール等を実施し、現況把握を行うとともに、災害予防上の措置を講ずる

必要があると判断されるときは、地すべり等防止法、砂防法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関

する法律、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」

という。)、森林法等に基づく法指定等を関係機関に働きかける。 

ア 対策工事の推進 

土砂災害防止のため、地すべり等防止法、砂防法、急傾斜地法、森林法等に基づく山腹、砂防え

ん堤、法枠や擁壁等の土砂災害防止用土木構造物の対策工事を推進するよう県に要請する。 

イ 市街化の抑制 

災害防止の観点から、森林法により土砂流出防備等のため保安林として指定されている区域、地

すべり防止区域、降水や出水によるがけ崩れや水害等の被害が想定される区域、次項の土砂災害特

別警戒区域に指定された区域等については、市街化の抑制に努める。 

 
［資料編 9 災害危険箇所等 (1)砂防・治山  ア 急傾斜地崩壊危険区域］ 
［資料編 9 災害危険箇所等 (1)砂防・治山  イ 地すべり危険地］ 
［資料編 9 災害危険箇所等 (1)砂防・治山  ウ 山地災害危険地（渓流）］ 
［資料編 9 災害危険箇所等 (1)砂防・治山  エ 山地災害危険地（山腹）］ 
［資料編 9 災害危険箇所等 (1)砂防・治山  オ 雪崩危険箇所］ 
 

ウ 土砂災害警戒区域等の土砂災害防止対策の推進 

(ｱ) 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定 

県は、「土砂災害防止法」に基づき、土砂災害から市民の生命及び身体を保護するため、土砂災

害の発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域を

指定する。 

(ｲ) 警戒避難体制の整備 

ａ 市は土砂災害警戒区域の指定があった時は、地域防災計画において警戒区域ごとに土砂災害に関

する情報の収集及び伝達、予報又は警報の発令、避難、救助その他警戒区域における土砂災害を

防止するために必要な警戒避難体制に関する事項について定める。 

ｂ 住民の円滑な警戒避難が行われるよう、また、居住する地域の災害リスクや住宅の条件等を考慮

したうえで取るべき行動等や適切な避難先を判断できるよう、地域ごとにこれらの事項を記載し

た印刷物（ハザードマップ等）の配布やインターネットでの表示等により必要な事項を住民に周

知するとともに、避難訓練の実施や、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、

避難先として安全な親戚・知人宅も選択肢としてあること、警戒レベル４で「危険な場所から全

員避難」すべきこと等の避難に関する情報の意味の理解の促進に努める。 



      第１節 災害に強いまちづくり 

 

 

29 

予防 

 ｃ 警戒区域内に主として高齢者、障害者、乳幼児その他、特に防災上の配慮を要する者が利用す

る施設がある場合には、当該施設の利用者の円滑な警戒避難が行われるよう土砂災害に関する情

報、予報及び警報の伝達方法を地域防災計画に定める。  

(ｳ) 開発、建築に関する制限等 

県は土砂災害特別警戒区域において次の制限を行う。 

ａ 特定の開発行為に対する許可制 

b 建築物の移転等の勧告 
 

［資料編 9 災害危険箇所等 (1)砂防・治山  カ 土砂災害警戒区域等指定箇所］ 
［資料編：別冊 土砂災害（特別）警戒区域指定避難所一覧］ 
［資料編：別冊 土砂災害（特別）警戒区域内の要配慮者利用施設一覧］ 
 

(9)農業用ため池の防災対策 
＜産業観光部＞ 

農業用ため池は、ため池管理者等が管理作業を適正に行うことで、決壊等による水害の発生を防止

することができるため、農業用ため池の管理者等による適正な管理がなされるよう啓発に努める。 

防災重点農業用ため池については、県と市で協力し、地震・豪雨耐性評価及び劣化状況評価を実施

し、防災工事が必要と判定されたため池については、計画的な事業化の推進に努める。 

ため池の低水利管理を行うために必要な整備を推進し、流域治水対策に努める。 

農業用としての利用がなくなったため池については、廃止や洪水調節機能の活用に必要な改修に努め

る。 
［資料編 9 災害危険箇所等 (2)水防  オ 防災重点農業用ため池］ 
 

(10)宅地災害対策 
＜都市計画部、建設部、滋賀県＞                    

急傾斜地、大規模盛土造成地等における災害を防止するため、宅地災害のおそれがある箇所を公表

し、地域住民への周知に努める。 

また、定期的に防災パトロール等を実施し、現況把握を行うとともに、災害予防上の措置を講ずる

必要があると想定される時は、宅地造成及び特定盛土等規制法等に基づく措置を講ずる。 

なお、崖崩れ対策として、丘陵地や傾斜地など宅地が被害を受ける危険性の高い地域においては、

県等防災関係機関と連携し、違法宅地造成、無許可工事及び危険箇所等に対しては、宅地造成及び特

定盛土等規制法や急傾斜地崩壊による災害の防止に関する法律、土砂災害防止法等の規定に基づき、

適切に対応する。 

 

(11)不特定多数の者が出入りする建物の災害予防対策 
＜都市計画部、消防局＞              

ア 公共施設、駅、商業施設や劇場など、多くの人が出入りする建物における災害は大きな被害をも

たらすと想定されるため、定期的な立入検査等により防災体制及び防災設備の実態把握を行う。 

イ 防火対象物定期点検報告制度等の的確な運用を行い、災害予防を推進する。 

ウ 建築物等からの看板等の落下による人的被害を未然に防ぐため、適正な安全管理について啓発活

動を行う。 

 



      第１節 災害に強いまちづくり 

 

 

30 

予防 

(12)被災宅地危険度判定調査実施体制の構築 
＜産業観光部、都市計画部、建設部＞ 

ア 市内の被災宅地危険度判定士への連絡体制の確立や、職員の被災宅地危険度判定士資格の取得、

県等の関係機関との連携により、被災宅地危険度判定調査実施体制につとめる。 

イ 国・県の動向をふまえて土砂災害の危険度を応急的に判定する技術の確立及び技術者の養成等に

ついて検討する。 

 

(13)危険物施設保安対策 
＜消防局、滋賀県＞                    

 危険物の貯蔵・取扱・運搬については、消防法、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関す

る規則、告示及び審査指針等によるほか、総務省消防庁、滋賀県防災危機管理局及び県内各消防本部

と連絡を十分に行い、危険物施設関係者等と緊密な連携を取り、規制業務の円滑な推進と保安体制の

整備を図る。 

ア 立入検査等の実施 

各施設について、その位置、構造、設備及び管理の状況が関係法令と適合するよう、また、火災

予防上危険の有無を検査するとともに不備欠陥事項については早期改善を図るよう指導する。また、

関係法令に基づく自衛消防組織と活動要領の作成を指導する。 

イ 防災対策指導 

個々の施設に潜在する危険性を過去の事故事例等から把握し、設備・建築物等の耐震化、危険物

の流出拡散防止措置等のハード面や定期点検の徹底、関係法令及び災害予防教育の徹底、各種災害

を想定した訓練の実施等ソフト面での対策が各施設で講じられるよう指導する。 

特に、災害発生時の役割分担の明確化、電源の遮断、火の始末、初期消火、通報、危険物の流出

防止、避難誘導等の二次災害防止計画の策定や従業員等の状況に応じた各種訓練の実施指導を行う。 

ウ 指定数量以上の危険物を安全に貯蔵、取扱うための申請及び事前協議 

被災状況によって、指定数量以上の危険物を危険物施設以外の場所で貯蔵し取り扱う場合は、消

防法第１０条ただし書に規定する承認が必要となるため、予め想定される行為については、「震災

時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きの運用について」に基づき、管轄

消防署と事前協議を行い、手続きを簡素化したうえで、災害発生後の安全対策を構築する。 
 

［資料編 11 危険物施設 ア 危険物製造所］ 

［資料編 11 危険物施設 イ 危険物貯蔵所］ 

［資料編 11 危険物施設 ウ 危険物取扱所］ 

 

(14)毒物・劇物取扱施設保安対策 
＜健康福祉部（保健所）＞ 

毒物・劇物取扱施設については、その取扱いに係る保健衛生上の危害を防止するために、毒物及び

劇物取締法に基づいて、監視指導を行う。 

ア 実態の把握 

毒物・劇物等、災害時において重大な危害を及ぼすおそれのある物質については、登録（法第４

条第１項、第３項、第４項）、届出（法第 10条第１項）等に基づき的確に実態の把握に努める。 
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イ 立入検査等の実施 

立入検査等（法第 17条第２項）を通じて貯蔵・取扱いの安全対策について指導を徹底する。 

ウ その他 

届出義務のない毒物・劇物業務上取扱者については、業者リストを保健所に備えるとともに、消

防署、大津警察署・大津北警察署に対しても事前に情報提供を行い、災害時に備える。 

 

(15)有害物質取扱・排出施設保安対策 
＜環境部＞ 

有害物質取扱・排出施設については、その取扱いに係る環境上の危害を防止するために、関係各法

令に基づいて、規制及び指導等を行う。（根拠法令：大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシ

ン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 他） 

ア 実態の把握 

有害物質等、環境上重大な危害を及ぼすおそれのある物質については、届出等に基づき実態を把

握する。 

イ 立入検査等の実施 

立入検査等を通じて届出等の内容確認及び排出規制の遵守状況等について確認及び指導する。 

 

(16)化学薬品取扱い施設の安全化 
＜環境部、消防局＞ 

化学薬品を取り扱う学校、病院、研究所等に対し、保管の適正化等、指導を行い安全対策を推進

する。 

 

(17)複合災害対策 
＜総務部、産業観光部、建設部、消防局、企業局、滋賀県、琵琶湖河川事務所＞ 

複合災害（同時又は連続して２つ以上の災害が発生し、それらの影響が複合化することにより、被

害が深刻化し、災害応急対策が困難になる事象）の発生の可能性を認識し備えの充実に努める。災害

対応に当たる要員、資機材等については、後発災害の発生が懸念される場合、先発災害に多くを動員

し後発災害に不足が生じないように要員・資機材の投入の判断を行うように努めるとともに関係機関

への支援を仰ぐ。 
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第２節 災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

第１ 災害発生時の職員初動体制 

【基本方針】 

 災害発生直前及び直後の市職員の災害対応を整理したマニュアルを整備する。 

 

(1)災害時職員行動マニュアルの策定 
 ＜総務部＞             

 災害発生直前、及び災害発生直後における市職員の迅速・的確な初動災害対策活動を推進するため

に、市職員の災害時における初動体制や心構えを明記した「災害時職員行動マニュアル」を策定し、

全庁的な防災体制を整えておくものとする。 

マニュアルには組織体制や時系列で応急活動の内容、留意事項等を記載する。また、マニュアルに

従った図上訓練等を実施し、結果に応じて随時、マニュアルを見直すとともに市職員の意識高揚に努

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)部局別災害対応マニュアルの策定 
 ＜各部局＞ 

各部局は、「災害時職員行動マニュアル」で示される活動内容について、具体的な活動計画を定め

た部局別災害対応マニュアルを策定し、災害応急活動の習熟に努める。 

 

 

 

 

 

●災害時職員行動マニュアルの概要 

 

（目的） 災害対応のポイントや留意点を時系列順に簡潔にマニュアル化し、担当部局を明記

することで全ての職員が定められた災害対応をこなすことができるようにする。 

 

（体裁） 1.災害時に重要な対応項目の抽出 

     2.担当部局の明確化 

     3.時系列の行動をフローチャート化 

     4.判断基準等の明記 

 

（マニュアル記載項目名） 

    ▲警戒～参集体制▲災害情報収集▲災害広報▲避難所開設・運営▲自衛隊等広域支援 

    ▲災害医療救援▲緊急輸送路確保▲食糧・水・物資調達▲ライフライン復旧▲建物被

害度判定▲住宅確保▲要配慮者対応▲環境衛生▲遺体埋葬火葬▲災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ対応▲罹

災証明書等▲災害廃棄物処理▲義援金・義援物資 等 
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第２ 情報の収集・連絡への備え 

【基本方針】 

 防災行政無線を中心に情報伝達手段の多ルート化に努めるとともに、防災関連情報の蓄積や被害情

報の分析等のため、大津市総合防災情報システムを活用する。 
 

(1)情報通信手段の多重化・充実 
＜総務部、消防局、企業局、滋賀県、NTT 西日本㈱＞ 

災害による被害が市の中枢機能に重大な影響を及ぼす事態に備え、市町、都道府県、国その他防災

機関との連絡が相互に迅速かつ確実に行えるよう、消防救急デジタル無線、高機能消防指令システム、

消防局高所監視カメラシステム、滋賀県防災行政無線、防災行政無線、ＩＰ無線、衛星携帯電話、災

害時優先電話、滋賀県防災情報システム、大津市総合防災情報システム等を活用する。また、情報伝

達手段の多重化や充実、必要に応じてシステム同士の連携を図っていく。 

 
［資料編 3 防災行政無線 ア 滋賀県防災行政無線施設］ 
［資料編 3 防災行政無線 イ 大津市防災行政無線施設］ 
［資料編 4 通信  ア 消防局高所監視カメラシステム］ 
［資料編 4 通信  イ 大津市消防通信系統図］ 
［資料編 4 通信  ウ 衛星携帯電話］ 
 

(2)多様な情報収集対策 
＜総務部、市民部、消防局、企業局、滋賀県＞ 

 大規模災害の発生時には、被災地からの情報が途絶し、そのために初動時において的確な災害対策

を実施することが困難になることが考えられる。そこで、市内各地から多様な災害関連情報を収集し、

災害への迅速かつ確実な対応を図るため、以下の事項に留意する。 

ア 住民、民間企業、報道機関等からの情報等多様な災害関連情報等の収集 

自主防災組織や各種団体等を通じて、地域住民や民間企業の災害関連情報を迅速・円滑に収集、さ

らに放送機関、新聞社等と協力・連携し、正確な情報を収集する。 

イ 観測機器の整備 

関係機関と連携し、量水標、雨量計等の観測機器の市域への設置充実やこれら機器のネットワーク

化に努める。 

ウ 車両、消防艇、無人航空機、防災ヘリコプター等を活用した情報収集 

 災害関連情報の収集のためには、被災地に足を運び、被災状況を確認することが重要である。そ

こで、車両、消防艇、無人航空機等を活用するとともに、県の防災航空隊等との連携を図り、陸上、

湖上、空中から災害の状況に応じた的確な情報を収集する。 

 

(3)災害対策システムの活用等 
 ＜政策調整部、総務部、消防局＞               

ア 防災情報システムの活用 

平素より災害関連情報を集約し、蓄積するとともに、災害時には地図情報等を活かして迅速・的

確な災害対策の実施を支援する「大津市総合防災情報システム」（市職員用システム）を活用する。 

イ ハザードマップ・カルテ等の更新 



      第２節 災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

 

34 

 

予防 

防災情報システムにおいて収集・蓄積した情報を活用し、防災に関する情報を網羅した「ハザー

ドマップ・カルテ」等を更新する。 

 

(4)定期点検の実施と災害時通信技術の習得 
＜総務部、建設部、消防局、企業局、滋賀県、NTT西日本㈱＞ 

ア 定期点検の実施 

消防救急デジタル無線、高機能消防指令システム、支援情報管理システム、消防局高所監視カメ

ラシステム、滋賀県防災行政無線、防災行政無線、災害時優先電話、滋賀県防災情報システム、大

津市総合防災情報システム等の情報通信設備について、平常時より災害対策利用を想定した点検を

実施する。 

イ 通信技術の習得 

非常通信の取扱いに慣れ、機器操作に習熟するための通信運用訓練を実施する。さらに、関係機

関、協力機関との迅速・円滑な連携体制の構築を図るため、防災関係機関と連携した通信訓練を実

施する。 
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第３ 広域応援協力体制の充実 

【基本方針】 

 災害時に必要な応援体制の確立のため、国の機関による応援や代行及び他の地方自治体や民間機関

等との応援協定の締結を行う。 

 

(1)地方自治体間の相互応援協定の締結 
＜総務部、消防局＞ 

市は、近隣の自治体に加えて、大規模災害による同時被災を避ける観点から、遠方に所在する地方

自治体との間での災害応援協定の締結を推進する。また、被災時に周辺自治体が後方支援を担える態

勢となるよう、必要に応じ相互に協定を結び、それぞれにおいて、後方支援基地として位置付けるな

どの必要な準備に努める。 

応急活動及び復旧活動を想定し、地方自治体間で食料、飲料水、生活必需品等の提供、応援職員の

派遣等に関する相互応援協定の締結を推進し、平常時より定期的な情報交換の機会を設けるなど、連

携の強化を図る。 

ア 近畿圏等の自治体 

近畿圏等の自治体については、平成９年７月４日付けで奈良市と、平成20年３月25日付けで鈴鹿

市と、平成23年11月28日付けで伊賀市と、平成30年８月６日付けで宇治田原町と「災害時相互応援

協定」を締結するとともに、京都市等との消防応援協定を含め、一定の協力体制は確立されている。 

イ 全国の自治体 

全国の自治体を対象とした相互応援協定としては、平成25年４月１日付けで23市区町の義士親善

友好都市間において「災害応急対策活動の相互応援に関する協定」、平成28年４月１日付けで21市

区町間において「東海道五十三次市区町災害時相互応援に関する協定」、平成21年９月１日付けで

「中核市災害相互応援協定」が締結されており、さらに、平成30年８月９日付けで27市町村の全国

ボート場所在市町村が加盟している「全国ボート場所在市町村協議会加盟市町村災害時相互応援協

定」に加盟し、中核市市長会等を通じて広域的な協力体制を構築する。また、平成28年熊本地震で

の支援をきっかけに、平成29年7月21日付けで熊本県大津町と「災害時相互応援協定」を締結した。 

ウ その他 

県内の自治体等を対象とした災害時相互応援協定では、平成24年11月27日付けで県内13市の間で

締結されており、消防相互応援協定については、(４)の「消防相互応援協定と緊急消防援助隊の整

備」に記載する。また、ライフライン（水道、ガス、下水道）における災害応急復旧体制について

は、第２章第２節第12「ライフラインの応急復旧活動への備え」に記載する。 
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［義士親善友好都市間における災害応急対策活動の相互応援協定］ 

参加自治体 

(4区19市) 

区 東京都 千代田区、港区、新宿区、墨田区 

市 北海道 砂川市 

岩手県 一関市 

茨城県 笠間市、桜川市 

栃木県 大田原市 

群馬県 藤岡市 

新潟県 新発田市 

長野県 諏訪市 

滋賀県 大津市、野洲市 

兵庫県 相生市、豊岡市、赤穂市、加西市、篠山市、加東市 

広島県 三次市 

熊本県 山鹿市 

  愛知県 西尾市 

                     （計23市区） 

協 定 日 平成25年４月１日 

効力発生日 平成25年４月１日 

趣旨及び 

主な内容 

忠臣蔵サミットに参加する区市町において災害が発生した場合に、協定区市町が

被災した団体からの要請を受け、相互に応援し、災害応急対策活動に万全を期す

る。 

１ 被応援区市町は、災害の概要を明らかにして応援措置の要請を行う。 

２ 応援措置の内容 

・  ・食糧、飲料水、生活必需品、資器材の提供 

・  ・被災者の援護に係る職員の応援及び施設の利用 

・  ・被災者の医療、防疫活動における職員の応援、医療品等の提供 

・  ・その他特に要請のあった事項 

３ 「災害」とは、災害対策基本法第２条第１号に規定する災害をいう。 

［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ア-1 義士親善友好都市間における災害応急活動の相互応援に関する協定

（義士親善友好都市）］ 

 

［大津市、奈良市間の災害時相互応援協定］ 

関係自治体 滋賀県大津市、奈良県奈良市 

協 定 日 平成９年７月４日 

効力発生日 平成９年７月４日 

協定内容の骨子 ア 応援内容 
(ｱ)  被災者の食料及びその他生活必需品の提供 
(ｲ)  救援、救助及び応急復旧活動に必要な物資等の提供 
(ｳ)  救援、救助及び応急復旧活動に必要な職員の応援 

イ 緊急応援 
被災市が通信途絶等により応援要請ができないときは、自発的に応援を実施す
る。 

ウ 応援経費の負担 
     原則として被災市側の負担とする。 
エ エ その他 
(ｱ) （ア）災害時に備え地域防災計画の交換等、情報交流を行う。 
(ｲ) （イ）互いの防災訓練へ参加する。 

［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ア-7 大津市・奈良市間の災害時相互応援に関する協定（奈良市）］ 
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［大津市、鈴鹿市間の災害時相互応援協定］ 
関係自治体 滋賀県大津市、三重県鈴鹿市 
協 定 日 平成20年３月25日 
効力発生日 平成20年３月25日 

協定内容の骨子 ア 応援内容 
(ｱ) 被災者の食料及びその他生活必需品の提供 
(ｲ) 救援、救助及び応急復旧活動に必要な物資等の提供 
(ｳ) 救援、救助及び応急復旧活動に必要な職員の応援 

イ 緊急応援 
被災市が通信途絶等により応援要請ができないときは、自発的に応援を実

施する。 
ウ 応援経費の負担 
     原則として被災市側の負担とする。 
エ その他 
(ｱ)  災害時に備え地域防災計画の交換等、情報交流を行う。 
(ｲ)  互いの防災訓練へ参加する。 

［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ア-5 大津市・鈴鹿市間の災害時相互応援に関する協定（鈴鹿市）］ 

 

［大津市、伊賀市間の災害時相互応援協定］ 
関係自治体 滋賀県大津市、三重県伊賀市 
協 定 日 平成23年11月28日 
効力発生日 平成23年11月28日 

協定内容の骨子 ア 応援内容 
(ｱ) 被災者の食料及びその他生活必需品の提供 
(ｲ) 救援、救助及び応急復旧活動に必要な物資等の提供 
(ｳ) 救援、救助及び応急復旧活動に必要な職員の応援 

イ 緊急応援 
被災市が通信途絶等により応援要請ができないときは、自発的に応援を実

施する。 
ウ 応援経費の負担 
     原則として被災市側の負担とする。 
エ その他 
(ｱ)  災害時に備え地域防災計画の交換等、情報交流を行う。 
(ｲ)  互いの防災訓練へ参加する。 

［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ア-6 大津市・伊賀市間の災害時相互応援に関する協定（伊賀市）］ 

 

［大津市、大津町間の災害時相互応援協定］ 
関係自治体 滋賀県大津市、熊本県大津町 
協 定 日 平成29年7月21日 
効力発生日 平成29年7月21日 

協定内容の骨子 ア 応援内容 
(ｱ) 被災者の食料及びその他生活必需品の提供 
(ｲ) 救援、救助及び応急復旧活動に必要な物資等の提供 
(ｳ) 救援、救助及び応急復旧活動に必要な職員の応援 

イ 緊急応援 
被災市町が通信途絶等により応援要請ができないときは、自発的に応援を

実施する。 
ウ 応援経費の負担 
     原則として被災市町側の負担とする。 
エ その他 

災害時に備え地域防災計画の交換等、情報交流を行う。 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ア-8 大津市・大津町間の災害時相互応援に関する協定（大津町）］ 
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［大津市、宇治田原町間の災害時相互応援協定］ 
関係自治体 滋賀県大津市、京都府宇治田原町 
協 定 日 平成30年８月６日 
効力発生日 平成30年８月６日 

協定内容の骨子 ア 応援内容 
(ｱ) 被災者の食料及びその他生活必需品の提供 
(ｲ) 救援、救助及び応急復旧活動に必要な物資等の提供 
(ｳ) 救援、救助及び応急復旧活動に必要な職員の応援 

イ 緊急応援 
被災市町が通信途絶等により応援要請ができないときは、自発的に応援を実施

する。 
ウ 応援経費の負担 
     原則として被災市町側の負担とする。 
エ その他 

災害時に備え、必要な資料の提供、定期的な意見交換、必要な訓練等を実施す
る。 

［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ア-9 滋賀県大津市・京都府宇治田原町災害時相互応援協定（宇治田原町）］ 

 

［滋賀県市長会災害相互応援協定］ 
参加自治体 滋賀県市長会(大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・草津市・守山市・栗東市・甲

賀市・野洲市・湖南市・高島市・東近江市・米原市)       計13市 
協 定 日 平成24年11月27日 
効力発生日 平成24年11月27日 

協定内容の骨子 (応援の種類) 
第１条 応援の種類は、次の通りとする。 
(1)食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 
(2)被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧に必要な資機材・物資の提供。 
(3)救援、救助及び応急復旧に必要な車両の提供 
(4)救援、救助及び応急復旧に必要な職員の派遣 
(5)前各合に掲げるものの他、特に要請があった事項 

(応援要請の手続き) 
第２条 応援を要請しようとする被災市は、次の事項を明らかにし、第５条に定め
る連絡担当部局を通じて、電話または電信により応援を要請するものとする。この
場合において、被災市は必要事項を記載した文書を、後日、速やかに協定市に送付
しなければならない。 
(1)被害の状況 
(2)前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の

品名、数量等 
(3)前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員並び

に業務内容 
(4)応援場所及び応援の期間 
(5)前各号に掲げるものの他、必要な事項 

(応援の実施) 
第３条 応援を要請された協定市(以下「応援市」という。)は、法令その他特別に
定めがある場合を除くほか、極力これに応じ応援活動に努めるものとする。 
２ 激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被災市との連絡が取れない場合に
は、被災市以外の協定市相互が連絡調整し、自主応援活動を行うことができる。 

(応援経費の負担) 
第４条 応援に要した経費は、法令その他別に定めがある場合を除き、原則として
応援市が負担するものとする。 

(連絡担当部局) 
第５条  協定市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発
生したときには、速やかに情報を相互に交換するものとする。 

(その他) 
第６条 この協定は、協定市が別に締結した相互応援に関する協定及び水防に係る
応援に関し締結した協定等に基づく応援を排除するものではない。 
第７条 この協定の締結に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項について
は、協定市が協議して定めるものとする。 

(協定の発効) 
第８条 この協定が、平成２４年１１月２７にから効力を発生するものとする。 

［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] イ-1 大津市、滋賀県市長会災害相互応援協定（滋賀県市長会）］ 
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［東海道五十三次市区町災害時相互応援に関する協定］ 

参加自治体 東京都   品川区 

〃   大田区 

神奈川県 横浜市 

〃   大磯町 

〃   小田原市 

〃   箱根町 

静岡県  函南町 

〃   三島市 

〃   長泉町 

〃   清水町 

〃   藤枝市 

〃   掛川市 

〃   袋井市 

愛知県  豊明市 

 

三重県  桑名市 

〃   鈴鹿市 

〃   亀山市 

滋賀県  甲賀市 

〃   湖南市 

〃   草津市 

〃   大津市 

（計 21市区町） 

 

協 定 日 平成28年４月１日 

効力発生日 平成28年４月１日 

協定内容の骨子 ア 応援内容 

  (ｱ)  食料、飲料水及び生活必需物資の提供並びにその供給に必要な資機材の提供 

  (ｲ)  被災者の救助、医療援護及び防疫に必要な資機材及び物資の提供 

  (ｳ)  応急対策及び復旧活動に必要な職員の派遣 

  (ｴ)  その他必要な応援 

イ 自主的活動 

被災市区町と連絡が取れない場合は、自主的に応援活動を実施する。 

ウ 応援経費の負担 

 原則として被災市区町の負担とする。 

［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ア-3 東海道五十三次市区町災害時相互応援に関する協定（東海道五十三次市区

町）］ 
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［中核市災害相互応援協定］ 

参加自治体 北海道  函館市 

〃   旭川市 

青森県  青森市 

〃   八戸市 

岩手県  盛岡市 

秋田県  秋田市 

山形県  山形市 

福島県  福島市 

〃   郡山市 

〃   いわき市 

茨城県  水戸市 

 〃   つくば市 

栃木県  宇都宮市 

群馬県  前橋市 

 〃   高崎市 

埼玉県  川越市 

 〃   川口市 

 〃   越谷市 

 〃   所沢市 

 〃   春日部市 

 〃   草加市 

千葉県  船橋市 

〃   柏 市 

 〃   市川市 

東京都  八王子市 

 〃   町田市 

神奈川県 横須賀市 

 〃   藤沢市 

富山県  富山市 

石川県  金沢市 

長野県  長野市 

〃   松本市 

福井県  福井市 

山梨県  甲府市 

岐阜県  岐阜市 

愛知県  豊橋市 

〃   岡崎市 

〃   一宮市 

〃   豊田市 

 〃   春日井市 

三重県  津市 

 〃   四日市市 

滋賀県  大津市 

大阪府  高槻市 

〃   東大阪市 

〃   豊中市 

〃   吹田市 

〃   枚方市 

〃   八尾市 

〃   寝屋川市 

兵庫県  姫路市 

〃   西宮市 

〃    尼崎市 

〃    明石市 

奈良県  奈良市 

和歌山県 和歌山市 

鳥取県  鳥取市 

島根県  松江市 

岡山県  倉敷市 

広島県  福山市 

〃    呉市 

山口県  下関市 

香川県  高松市 

愛媛県  松山市 

高知県  高知市 

福岡県  久留米市 

長崎県  長崎市 

〃    佐世保市 

大分県  大分市 

佐賀県  佐賀市 

宮崎県  宮崎市 

鹿児島県 鹿児島市 

沖縄県  那覇市 

（計 73 市） 

 

 

協 定 日 平成21年９月１日 

効力発生日 平成21年９月１日 

協定内容の骨子 ア 応援の種類 

  (ｱ)  食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

  (ｲ)  被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資

の提供 

(ｳ)  救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

  (ｴ)  救助及び応急復旧に必要な職員の派遣 

  (ｵ)  前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

イ 応援の実施 

(ｱ) 応援を要請された協定市は、法令その他特別に定めがある場合を除く

ほか、極力これに応じ応援活動に努める。 

(ｲ) 激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被災市との連絡がとれない場

合には、被災市以外の協定市相互が連絡調整し、自主応援活動を行う。 

ウ 応援経費の負担 

 中核市災害相互応援協定実施細目第２条に定める。 

［資料編19 その他 (2)協定書等[大津市] ア-2 中核市災害相互応援協定（中核市）］ 
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［全国ボート場所在市町村協議会加盟市町村災害相互応援協定］ 

参加自治体 青森県 むつ市 
岩手県 花巻市 
宮城県 登米市 
秋田県 由利本荘市 
 〃  大潟村 
福島県 喜多方市 
茨城県 潮来市 
埼玉県 戸田市 
千葉県 香取市 
新潟県 阿賀町 

富山県 南砺市 
福井県 美浜町 
山梨県 富士河口湖町 
長野県 下諏訪町 
岐阜県 川辺町 
 〃  海津市 
愛知県 愛西市 
 〃  東郷町 
 〃  高浜市 
三重県 桑名市 

三重県 大台町 
滋賀県 大津市 
大阪府 高石市 
兵庫県 豊岡市 
 〃  加古川市 
福岡県 遠賀町 
熊本県 菊池市 
大分県 日田市 
宮崎県 新富町 
鹿児島県 薩摩川内市 

（計30市町村） 
 

協定施行日 平成24年７月27日 

協定加盟日 平成30年８月９日 

協定内容の骨子 ア 応援内容 
  (ｱ)  被災者の救助、医療援護及び防疫に必要な資機材及び物資の提供 
 (ｲ)  食料、飲料水及び生活必需医薬品物資の提供並びにその供給に必要な

資機材の提供 
 (ｳ) 救援及び救助活動に必要な車両の提供 
  (ｴ)  応急対策及び復旧活動に必要な職員の派遣 
  (ｵ)  その他必要な応援 
イ 自主的活動 

被災市町村と連絡が取れない場合は、自主的に応援活動を実施する。 
ウ 応援経費の負担 
 原則として被災市町村の負担とする。 

［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕 ア-4 全国ボート場所在市町村協議会加盟市町村災害時相互応援協定（全国ボート

場所在市町村協議会加盟市町村）］ 

 

(2)国による応援・代行 
＜全部局＞ 

 大規模災害時には、従来の地方公共団体間の応援のみでは十分な対応が出来ない事態又は、市の指

揮命令系統が失われ、事務の全部又は大部分が実施不能となる場合も想定されるため、国が応急措置

の代行が実施できるよう必要な準備を整えておくものとする。 

 

(3)民間機関との災害応援体制 
＜全部局＞             

災害発生時に迅速かつ効果的な災害応急対策、応急復旧等が行えるように平常時から民間機関と連

携強化を図るとともに、委託可能な災害対策に係る業務については、予め協定を締結するなど、民間

機関のノウハウや能力等を活用できる体制の構築に努める。特に、運輸業（陸上、湖上）、建設業、

卸売・小売業など、災害時における協力・連携の重要性が想定される事業者団体等との間においては、

緊急輸送、食料、飲料水、生活必需品等の確保等に関する応援協定を締結し、災害時の活動に備えた

情報交換に努める。 

 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ウ-2災害時における大津市と大津市内郵便局との相互協力に関する協定（大津中央

郵便局）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] エ-1 災害時における生活物資の調達等に関する協定（生活協同組合コープしが）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] エ-2 災害時における生活物資の調達等に関する協定（大津市コンビニエンススト

ア協会）］ 
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［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] エ-3 災害時における生活物資の調達等に関する協定（イオンリテール株式会社東
近畿カンパニー）］ 

［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] エ-4 災害時における生活物資の調達等に関する協定（大津商工会議所・大津北商
工会・瀬田商工会）］ 

［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] エ-7災害時における物資の供給に関する協定（レンゴー株式会社滋賀工場）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] エ-8災害時における物資の調達等に関する協定（株式会社アヤハディオ）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] エ-9災害救助に必要な物資の調達に関する協定（株式会社平和堂）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] エ-10災害時における機材の提供に関する協定（株式会社東海大阪レンタル）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] エ-11災害時における機材の提供に関する協定（NPO法人コメリ災害対策センター）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] エ-12災害時における機材の提供に関する協定（中部薬品株式会社）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] エ-13災害時における物資供給に関する協定（大東建託株式会社滋賀支店）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] オ-1 災害時における供給協力に関する協定（株式会社いずみ二一）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] オ-2 災害時における供給協力に関する協定（東洋紡株式会社総合研究所）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] オ-3 災害時における浴場の使用及び井戸水の提供に関する協定（滋賀県公衆浴場

業生活衛生同業組合大津支部）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] オ-4 災害時における供給協力等に関する協定（株式会社サンデリカ滋賀事業所）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] オ-5 災害時における供給協力等に関する協定（日本酪農協同株式会社滋賀工場）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] カ-1 （社団法人日本福祉用具供給協会）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ク-1 防災への取り組みに関する協定（Google Ireland Limited）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ク-2 災害に係る情報発信等に関する協定（ヤフー株式会社）〔大津市〕］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ク-3 災害時の放送に関する協定（株式会社ＺＴＶ）］  
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ケ-1 災害時の避難所におけるインターネット回線提供に関する協定（株式会社Ｚ

ＴＶ）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ケ-2災害時における応急危険度判定の協力に関する協定（（公社）滋賀県建築士会

大津地区委員会、湖西滋賀地区委員会）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ケ-3 災害時における大津市食品衛生協会による支援に関する協定（大津市食品

衛生協会）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ケ-4 災害時の被災者施術活動についての協定（大津鍼灸マッサージ師会）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ケ-5 災害発生時における相互協力に関する協定（京都刑務所及び大津少年鑑別

所）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ケ-6 災害時における応急危険度判定の協力に関する協定書((一社）滋賀県建築士

事務所協会)］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ス-1 災害時における応急救援活動への応援に関する協定（(一社）滋賀県建設業協

会大津支部）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ス-2 災害時における応急救援活動への応援に関する協定（(一社）滋賀県造園協会

西地区）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ス-3 災害時における大津市所管施設等の緊急災害応急対策業務に関する協定（一

般社団法人 関西地質調査業協会）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ス-4 災害時における大津市所管施設等の緊急災害応急対策業務に関する協定（大

津測量設計協議会）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ス-5 災害時における電気設備の応急復旧等の応援に関する協定（滋賀県電気工事

工業組合）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ス-6 災害時における電気設備の応急復旧等の応援に関する協定（社団法人滋賀県

電業協会）］  
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] タ-1 災害廃棄物の処理等に関する基本協定書（大栄環境株式会社）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] タ-2 災害廃棄物の処理等に関する基本協定書（山﨑砂利商店）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] タ-3 災害廃棄物の処理等に関する基本協定書(一般社団法人滋賀県産業資源循環協
会)］ 

［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] タ-4 災害及び感染症等の発生時における一般廃棄物の収集運搬業務等の相互支援
に関する基本協定（株式会社志賀衛生社、株式会社大津衛生社、株式会社タケノウチ、大五産業株式会社、株式会社日映志
賀、大津市再生資源回収事業協同組合、滋賀県環境整備事業協同組合）］ 

［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] マ-1 災害時における地図製品等の供給等に関する協定（株式会社ゼンリン）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ミ-１ 災害時における無人航空機の運用に関する協定（滋賀特機株式会社）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ム-１ 災害時における応援職員等への宿泊施設の提供に関する協定（おごと温泉

旅館協同組合）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] メ-１ 災害時における被災者支援に関する協定（滋賀県行政書士会）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] モ-１ 災害時等におけるドローンの活用に関する協定（スカイオーシャンキャピ

タルパートナーズ合同会社）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ヤ-1 （災害時等における次世代自動車からの電力供給に関する協定書（滋賀エム

ケイ株式会社及び Hyundai Mobility Japan株式会社）］ 
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(4)消防相互応援協定と緊急消防援助隊の整備 
＜消防局＞      

大規模災害の発生時において、迅速・的確な災害対策を実施するためには消防力の増強が重要であ

り、そのためには平常時から地方自治体間で消防相互応援のための協力・連携体制を構築しておくこ

とが必要である。 

ア 県内の消防機関との応援体制 

滋賀県広域消防応援基本計画に基づく広域応援体制の整備を推進し、他の地方自治体との消防相

互応援協定の強化を図る 

イ 県外の消防機関との応援体制 

県外の消防機関との間の応援体制の整備、緊急消防援助隊による人命救助活動、消火活動等の援

助体制の整備等、災害時における消防力増強のための応援体制の構築を推進する 

 

［消防相互応援協定］ 

締結年月日 協定市町 内  容 

平成18年７月１日 京都市 火災、救助等 

平成18年８月１日 宇治市 火災、救助等 

昭和53年５月１日 湖西地域広域市町村圏事務組合（当時） 火災、救助等 

昭和53年４月28日 湖南消防組合（当時） 火災、救助等 

昭和53年５月１日 甲賀郡行政事務組合（当時） 火災、救助等 

平成５年12月27日 田辺町（当時） 火災、救助等 

 

［滋賀県広域消防相互応援協定］ 

締結年月日 協定市町 内  容 

平成25年２月25日 滋賀県下の消防本部を設置する市町（消防の

事務を共同処理する一部事務組合を含む） 

当該市町及び隣接市町の消防力では

防ぎょ困難な災害が発生した場合に

事態対応を行う相互応援体制 

 

［滋賀県下消防団広域相互応援協定］ 

締結年月日 協定市町 内  容 

平成19年３月16日 滋賀県下の消防団を設置する市町 当該市町及び隣接市町の消防力では

防ぎょ困難な災害が発生した場合に

事態対応を行う相互応援体制 

 

［名神高速道路消防応援協定］ 

締結年月日 協定市町 内  容 

平成18年7月1日 湖南広域行政組合、大津市、京都市、乙訓消

防組合、島本町、高槻市、茨木市 

火災、救急、救助 
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［新名神高速道路消防応援協定］ 

締結年月日 協定市町 内  容 

平成20年2月23日 甲賀広域行政組合、湖南広域行政組合、大津

市、 

火災、救急、救助 

 

［一般国道１号京滋バイパス消防応援協定］ 

締結年月日 協定市町 内  容 

平成18年8月1日 湖南広域行政組合、大津市、宇治市、久御山

町 

火災、救急、救助 

 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ソ-1 滋賀県広域消防相互応援協定］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ソ-2 消防相互応援協定］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ソ-3 名神高速道路消防応援協定］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ソ-4 新名神高速道路消防応援協定］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ソ-5 一般国道１号京滋バイパス消防応援協定］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ソ-6 滋賀県下消防団広域相互応援協定］ 

 

(5)大津市災害時受援計画の策定 
＜総務部＞ 

大津市業務継続計画において、災害発生時に業務実施にあたり必要な人員が最大で 1,000人以上不足

することが判明したことを踏まえて、災害発生時に大規模災害時において、本市だけでは対応できな

い事態に他の自治体や機関など多方面からの支援を最大限生かすため、人的、物的支援の受入れ手順

やその役割など受援に必要な体制の整備を目的として「大津市災害時受援計画」を策定する。 

また、より実行性のある受援体制を確保するため、定期的に研修や訓練を実施し、計画の見直しを

行う。 

 

(6)応援職員の受け入れ 
＜総務部＞ 

市は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受け入れて情報共有や各種調整等

を行うための受援体制の整備に努めるものとする。 

庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等の執務スペースの確保を行う

ものとする。その際、感染症対策のため、適切な空間の確保に配慮するものとする。 

また、応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定して、応援職員等に対して紹介できる、 

ホテル・旅館、公共施設の空きスペース、仮設の拠点や車両を設置できる空き地など宿泊場所として

活用可能な施設等のリスト化に努めるものとする。 

 

(7)受入れ態勢の整備 
＜全部局＞ 

各部は、他市町村からの応援部隊が効率的に応援活動を実施できるよう、災害時の受入窓口や指揮

連絡系統、応援部隊の集結場所等を明確化し、あわせて関係職員への周知を図る。また、予め市町村

間での相互応援や広域での被災住民の受入れを想定した措置を講じるため、必要に応じて訓練等を実

施する。 
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第４ 風水害等の発生・拡大防止への備え 

【基本方針】 

防災アセスメント結果より、本市の災害特性として水害や土砂災害の発生が憂慮されることから、

これら災害に対する防災体制強化を図るほか、資機材の備蓄を行う。 

 

(1)水害防止対策の推進 
＜総務部、建設部、滋賀県、琵琶湖河川事務所＞ 

 国及び県が行う洪水予報、浸水想定区域や、県が行う想定浸水深（地先の安全度マップ）の公表に

基づいて、洪水に対する事前の備えと洪水時の迅速かつ的確な情報伝達・避難体制の整備を行う。 

ア 洪水予報河川 

 国及び県は、管理河川のうち、流域面積が大きく洪水により相当な被害を生ずるおそれのある河

川を洪水予報河川として指定し、気象庁長官と共同して洪水予報を行う。本市に関係する洪水予報

河川は次のとおり。 

(ｱ) 琵琶湖 

県と彦根地方気象台が共同で琵琶湖の洪水予報を実施する。 

(ｲ) 瀬田川（国の管理区間） 

国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所と彦根地方気象台が共同で瀬田川の洪水予報を実施

する。 

イ 水位周知河川 

国及び県は、管理河川のうち、洪水予報河川以外の河川で、洪水により相当な損害を生ずるおそ

れのある河川を水位周知河川として指定し、避難判断水位（避難判断の参考の１つとなる水位）を

設定し、その到達情報の発表を行う。本市に関係する水位周知河川は次のとおり。 

(ｱ) 大戸川 県が当該河川の水位が避難判断水位に達したときに水防管理者に通知する。 

ウ 浸水想定区域の指定・公表 

国及び県は、洪水予報河川及び水位周知河川が氾濫した場合に浸水が予想される区域を浸水想定

区域に指定し、その区域及び浸水した場合に想定される水深を公表する。 

現在、本市に関係する浸水想定区域図は次のとおり。 

(ｱ) 琵琶湖浸水想定区域図 

平成31年３月公表：滋賀県 土木交通部 流域政策局 

琵琶湖ピーク水位B.S.L+2.6ｍ（琵琶湖流域の120時間総雨量555mm）で想定される浸水区域を示し

たもの。 

  (ｲ) 大戸川浸水想定区域図 

  平成31年３月公表：滋賀県 土木交通部 流域政策局 

  想定最大規模の降雨（大戸川流域の９時間総雨量が433mm）により、大戸川が氾濫した場合に想定

される浸水区域を示したもの。 

 （ｳ）瀬田川上流洪水浸水想定区域図 

  平成31年３月公表：国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所 
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  想定最大規模の降雨（琵琶湖流域の120時間総雨量が555mm）により、瀬田川が氾濫した場合に想

定される浸水区域を示したもの。 

 （ｴ）瀬田川下流洪水浸水想定区域図 

  平成29年３月21日公表：国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所 

  想定最大規模の降雨（大戸川流域の９時間総雨量が433mm）により、瀬田川が氾濫した場合に想定

される浸水区域を示したもの。 

 （ｵ）草津川洪水浸水想定区域図 

  令和元年10月1日公表：滋賀県 土木交通部 流域政策局 

  想定最大規模の降雨（草津川流域の12時間総雨量が768mm）により、草津川が氾濫した場合に想定

される浸水区域を示したもの。 

エ 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保 

市域に水防法による浸水想定区域の指定があった場合、市は地域防災計画において、当該浸水想

定区域ごとに、次に掲げる事項について定め、ハザードマップ等により市民に周知する。 

(ｱ) 洪水予報等の伝達方法 

(ｲ) 指定緊急避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

(ｳ) 浸水想定区域内の地下街等又は高齢者、障害者、乳幼児その他、特に防災上の配慮を要する者が

利用する施設について、特に当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要が

あると認められる場合にあっては、施設の名称、所在地と当該施設への洪水予報等の伝達方法 

オ 想定浸水深（地先の安全度マップ）の活用 

県から公表されている想定浸水深（地先の安全度マップ）は、大河川だけでなく、中小河川や、主

な水路からの氾濫や、内水の氾濫等を考慮した浸水マップであり、上記エの実施にあたって整合を

図るものとする。 

なお、洪水予報等については、風水害編応急の「災害の警報等の伝達」、水防計画の「市民への

伝達」に基づき伝達する。 

カ 浸水警戒区域の指定 

 県は、200 年に 1 回の割合で発生するものと予想される降雨が生じた場合における想定浸水深を踏

まえ、浸水が発生した場合には建築物が浸水し、県民の生命または身体に著しい被害を生ずるおそ

れが認められる土地の区域で、一定の建築物の建築について制限すべき地区などを浸水警戒区域と

して指定する。 

 

(2)活動体制の強化 
＜総務部、産業観光部、都市計画部、建設部、消防局＞ 

ア 風水害や土砂災害等の発生に備え、消防団組織、自主防災組織の充実等、活動体制の強化に努め

る。 

イ 平常時から危険箇所等について地域の実態把握に努めるとともに、災害発生のおそれがある場合

には関係者が連携して防災パトロールを実施するなど、水害・土砂災害についての活動体制の強化

を図る。 
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(3)必要資機材の確保 
＜建設部、消防局＞                   

風水害の発生に備え、迅速・的確な水防活動を実施するため、ブルーシート、土のう袋、スコップ

などの災害対策に必要な資機材を備蓄し、併せて備蓄倉庫も計画的に整備していく。また、土のう袋

に詰める十分な量の土と作業場所も確保する。 
 
［資料編 12 水防 ア 水防倉庫］ 
［資料編 12 水防 イ 水防倉庫備蓄資材基準表］ 

 

(4)農業等の被害対策 
＜産業観光部＞                  

ア 風水害や寒害、雪害、干害、晩霜、低温障害による農作物等への被害を最小限に抑えるため、県

や農業協同組合と連携し、平常時から防災面における農業技術の向上及び普及に努めるとともに、

防災面に配慮した営農指導の体制構築を推進する。 

イ 長期予報等により災害の発生が予想される場合には、農業者への気象情報等の迅速な提供、農業者

を対象とした研修会、広報・啓発活動等の実施を検討する。 
 

(5)突発的異常気象への対応 
＜総務部＞ 

集中豪雨、雹、突風・竜巻等、突発的な気象について、国等の気象情報に基づいて、その兆候が見

られた時の事前の備えと、情報伝達・避難体制の整備に努める。 
 

(6)災害危険性が高い盛土 
＜市民部、産業観光部、環境部、都市計画部、建設部＞ 

市は、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく管内の既存盛土等に関する調査等を実施し、必要に

応じ、把握した盛土等について安全性把握のための詳細調査や経過観察等を行うものとする。また、

これらを踏まえ、危険が確認された盛土等について、宅地造成及び特定盛土等規制法などの各法令に

基づき、速やかに監督処分や撤去命令等の行政処分等の盛土等に伴う災害を防止するために必要な措

置を行うものとする。 
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第５ 雪害への備え 

【基本方針】 

冬季の道路交通を安全に確保するため、毎年「道路除雪計画」等を定め、これに基づき迅速かつ適

切な雪寒対策の実施に努める。 

また、豪雪地帯対策措置法第２条の規定により指定された豪雪地帯において、集落保護を目的とす

る雪崩防止工事の推進を県に要請し、雪崩による災害から人命を守り、市民生活の安定を図る。 

 さらに、積雪に伴う大規模な立往生が発生し、滞留車両の開放に長時間を要すると見込まれる場合

に各機関が連携を図りながら、乗員保護支援を行う。 

 

(1)道路除雪対策 
＜建設部＞ 

ア 除雪事業 

市が管理する道路について、毎年「道路除雪計画」等を定める。 

市管理以外の道路については、各道路管理者が道路除雪計画等の雪寒対策実施計画を定める。 

イ 防雪事業 

雪崩防止対策、チェーン脱着場の整備、消雪施設の整備等を計画的に実施する。 

ウ 情報提供 

管理する道路の路面の状況を迅速に把握し、通行者に適切な情報を提供するよう機器の整備等に

努める。 

 

(2)集落雪崩対策 
＜建設部＞ 

ア 現況 

本市は葛川地区が豪雪地帯に指定されており、30箇所の雪崩危険箇所がある。 

イ 雪崩防止工事の推進 

雪崩危険箇所を対象に次の採択基準により、緊急度の高い危険箇所から順次、雪崩予防柵、グラ

イド防止擁壁などを県が実施するため、市は、緊急度の高い危険箇所について雪崩防止工事の推進

を県に要請する。 

(ｱ) 移転適地がないこと 

(ｲ) 人家おおむね５戸（公共建物含む。）以上又は公共建物のうち重要なものに倒壊等著しい被害を

及ぼす恐れのあるもの 

 

(3)防災知識の普及 
＜総務部、建設部＞ 

集中的な大雪が予測される場合において、計画的・予防的な通行規制や不要・不急の道路利用を控

えることが重要であることについて周知に努めるものとする。また、雪下ろし中の転落事故や屋根雪

の落下等による人身事故の防止を図るよう、除雪作業の危険性と対応策を住民に示し注意喚起に努め

るものとする。 
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(4)情報の収集・連絡体制の整備 
＜建設部＞ 

「滋賀県における雪害時の乗員保護支援計画」に基づき、道路管理者は、除雪や通行止めの情報を

共有し、相互に接続する道路の除雪等の連携に努めるものとする。   
 

(5)大規模車両滞留発生時の乗員保護について 
＜総務部、建設部＞ 

「滋賀県における雪害時の乗員保護支援計画」に基づき、道路管理者は、車両の滞留状況や開放の

見通し等に関する道路管理者が有する情報等から、積雪に伴う大規模な立ち往生が発生し、滞留車両

の開放に長時間を要すると見込まれる場合には、相互に連携の上、支援体制を構築し、滞留車両の乗

員に対し、救援物資の提供や避難所への一時避難の支援等を行うよう努めるものとする。 
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第６ 消防・救助・救急及び医療活動への備え 

【基本方針】 

 消防、救助及び救急体制の充実をはじめ、施設機能、車両・資機材等の整備など総合的な消防活動

体制の整備を図るとともに、広域的な応援体制を確立するために、緊急消防援助隊をはじめとする他

都市消防機関の応援隊の受入体制を整備する。 

また、災害時の応急医療体制確保のため、医療機関の状況把握や初期医療活動を迅速、的確に立ち

上げることが重要である。 

そのため、応急医療活動を総合的かつ効果的に行うために、医療関係団体との連携を図るとともに、

医療体制を支援する医薬品や医療資器材の備蓄、調達及び救急搬送体制の整備を図る。さらに、普段

から広域的な医療体制の確立を推進する。 

 

１ 消防・救助・救急活動への備え 

(1)消防体制の充実 
＜消防局＞                      

風水害、土砂災害の発生に備え、以下の項目に留意して消防局及び消防団の機能強化に努めるとと

もに、消防活動における自主防災組織等との連携強化を図る。 

ア  消防局の機能強化 

 消防庁舎の電源設備の堅牢化等を推進するとともに、各消防署における消防自動車、小型動力ポ

ンプ等の消防設備の充実強化を促進する。また、県の防災航空隊との連携を図る。 

イ  消防団の機能強化 

 地域における消防防災の中核として重要な役割を果たす消防団について、教育訓練の充実、青年

層や女性の入団促進、地域防災指導員の育成、消防機械器具置場等の施設整備や車両等の強化を図

り災害時における消防団活動の充実に努める。 

ウ  消防資機材の整備 

 災害支援車（高度救助資機材、ファイバースコープ等）、救助工作車（照明付）、救急車等の消

防車両の配備を推進するとともに、応急措置の実施に必要な資機材の整備に努める。また、各地域

防災圏を単位にした被害想定を実施する等により災害規模を予測し、事前の地域別消防計画を策定

する等、人命安全確保を重点とした消防体制の充実に努める。 
 
［資料編 13 消防 ア 消防車両等の配備状況］ 
［資料編 13 消防 イ 非常備消防力状況］ 
［資料編 13 消防 オ 消防団の組織と担当ブロック］ 
 

(2)消防活動対策 
＜都市計画部、消防局＞                       

 災害時における消防活動を迅速に遂行し、人命の安全を確保するためには、消防力の向上に加え、

まちづくりそのものを消防活動に留意したものにしていく必要がある。そこで、地域の防災性を向上

させる見地から、以下の項目に留意し、消防対策の充実に努める。 
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ア 活動空間の確保 

 消防車両が入ることのできない住宅密集地等では、災害時に消防活動の困難が予想されるため、道

路幅員の拡幅等を推進し、活動空間の確保に努める。 

イ 建築物の防災機能の向上 

 建築物の耐震化、土砂災害対策を推進し、建物の倒壊等に対する予防を図るとともに、消防活動の

安全性を高める。 

ウ オープンスペースの確保 

 円滑な消防活動の実施に備え、道路、緑地、都市公園等のオープンスペースを適正に配置する。 
 
[資料編 10 都市基盤 カ 高層建物] 
[資料編 10 都市基盤 キ 文化財施設（文化財所有者）] 
 

(3)救助・救急体制 
＜消防局＞ 

災害時においては、建物倒壊、落下物、パニック等により救助・救急を要する被災者が多数発生す

るため、人命救助を最優先した迅速な救助・救急態勢の構築を平常時から推進する必要がある。 

ア 救助・救急態勢の強化 

消防局において救助資機材の整備、救急車両の増強等を推進するとともに、救助隊員の増強、指

導・育成、さまざまな状況を設定した救助・救急訓練の実施等を通じて救助・救急態勢の強化を図

る。 

□参考：平成20年１月 高度救助隊設置 

（「救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令」） 

イ 地域における救助・救急態勢の強化 

地域における救助・救急態勢の強化のため、自主防災組織等にジャッキ、バール、のこぎり等の

救助資機材の配備を誘導するとともに、救出訓練等を実施し、救助・救急活動に対する意識と技術

習得の推進に努める。 

 

(4)地域の防災力の強化 
＜総務部、消防局＞ 

自主防災組織と地域住民の連携強化を促すとともに、風水害及び土砂災害対策に関する訓練指導

並びに防災知識の普及・啓発を通じて災害時における行動力の向上を図り、地域の防災力を強化す

る。 
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２ 医療活動への備え 

(1)災害医療への備え 
＜健康福祉部（保健所）、こども未来部こども総合支援局、消防局、滋賀県、日本赤十字社＞ 

大規模災害時には、同時に多数の傷病者が発生することが想定されるため、災害時における迅速・

的確な医療活動を目指した体制の構築が必要である。 

ア 医療関係団体との連携 

医療関係団体と連携し、災害時における医療関係機関の役割の明確化、支援・協力体制の確立に

努めるとともに、本市及び医療関係機関は、大規模災害時の初動期における医療処置の迅速化を図

るため、トリアージにより治療の優先度を決定することを市民に周知する。また、トリアージタッ

グ（災害時に患者の状態や治療経過等を記録する票）の備蓄に努める。 

イ 医療資機材の備蓄 

健康福祉部（保健所）、滋賀県及び日本赤十字社滋賀県支部においては、災害発生時の救護活動

を円滑に行うための資材や物資を備蓄し、災害時の供給体制の整備に努める。 

ウ 調達体制の構築 

県と連携し、災害時における医薬品等の流通・調達体制の構築を検討する。 

 
［災害時の医療救護活動、歯科医療救護活動についての協定書］ 

協定先 大津市医師会、大津市歯科医師会、大津市薬剤師会 

協定日 平成18年2月16日 

効力発効日 平成18年2月16日 

協定内容の骨子 大規模災害時における医療救護活動、歯科医療救護活動 

 
［資料編 14 医療 ア 市内病院と医療関係機関］  
［資料編 14 医療 エ 市内診療所・歯科］ 
［資料編 14 医療 オ 市内薬局］  
［資料編 14 医療 カ 大津市赤十字奉仕団担当機関］ 
［資料編 14 医療 キ 医療品等の備蓄状況（健康福祉部）］ 
［資料編 14 医療 ク 救護資材・物資の整備状況（日本赤十字社滋賀県支部）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] サ-1 災害時の医療救護活動についての協定（大津市医師会）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] サ-2 災害時の歯科医療救護活動についての協定（大津市歯科

医師会）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] サ-3 災害時の医療救護活動についての協定（大津市薬剤師会）］ 
 

エ 難病患者、透析患者等在宅療養者への対応 

大規模災害によるライフラインの途絶等により生命に危険の及ぶおそれのある在宅の難病患者や

透析患者の支援に備え、平時から救護体制を整備する。 

また、外傷等によるクラッシュシンドロームにより人工透析が必要な者の安全確保についての体

制整備に努める。 

(ｱ) 対象者リストの整備 

次の者を対象として、平時から、安否確認のためのリストを整備する。 

ａ 特定疾患医療受給者であって神経難病等でライフラインの途絶等により生命に危険を及ぼす

おそれのある者及び要介護状態で自立度の低い者。 

ｂ 小児慢性特定疾患治療研究事業対象者であってライフラインの途絶等により生命に危険を及
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ぼすおそれのある者及び要介護状態で自立度の低い者。 

ｃ その他、在宅療養者であって要介護状態で自立度の低い者及び災害で悪化が予想される者。 

ｄ 透析患者 

(ｲ) 透析施設・ライフライン施設・医療機器事業者の把握 

災害による関連施設等の被害状況を把握するため、平時から関係機関の情報の整理、把握に努

める。 

(ｳ) 「災害時支援マニュアル」の作成 

在宅人工呼吸器装着者や酸素療養患者、透析患者の特にライフライン途絶の影響が深刻な者を

対象として支援マニュアルを作成し、市、医療関係機関、事業者等の役割分担や連携方法を明確

にし、迅速かつ適切な支援の実施に備える。 

(ｴ) 災害対応策の普及・啓発等 

患者やその家族が災害時に的確な行動をとれるよう必要な対策について普及を図るとともに、

災害時においても円滑な連携が図れるよう検討する。 

(ｵ) 避難行動要支援者名簿（地域提供用）の整備 

避難等に特に支援を要する者を対象に避難行動要支援者名簿（地域提供用）等により、援護が

必要な方の状況等に配慮しながら地域の協力体制構築の支援に努める。 

 

(2)災害時の拠点医療施設基盤整備・体制確立 
＜健康福祉部（保健所）、滋賀県、防災関係機関＞         

大津赤十字病院をはじめとして、拠点医療施設を指定し、救急医療体制の確立や災害時においても

安定した医療活動が実施できるよう基盤整備に努める。 

ア 救急医療体制の確立 

災害発生時における重症傷病者の受入れ、高度診療、傷病者の広域搬送、医療救護チームの編

成・派遣、地域医療機関への応急用資機材の貸し出し等の機能を整備する。 

イ 基盤整備 

拠点医療施設については、非常用電源・自家発電装置や貯水槽・給水タンク等を浸水しない場所

に整備し、電気、水道等のライフラインの途絶に備える。 
 

(3)広域医療体制の確立 
＜総務部、健康福祉部（保健所）、消防局、滋賀県＞                   

災害時においては、ライフラインの途絶等により、被災地の医療機関の能力低下が想定されるとと

もに、被災により同時多発した傷病者への対応を余儀なくされるため、重病患者や人工透析等の定期

的に治療が必要な患者等への高度医療の供給が困難になることが考えられる。そこで、広域的な後方

医療体制を確立し、災害時における患者への適切な医療供給を確保するため、以下の項目について検

討を進める。 

ア 県及び他の地方自治体等との連携体制の構築 

県の広域医療体制に基づく後方医療の充実を要請するとともに、他の地方自治体との協定や、そ

れらの機関を通じて市外の医療機関に広域的な後方医療活動を要請できる体制構築を検討する。 
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イ 消防と医療機関、医療機関相互の連携体制の構築 

被災地の医療機関からの重病者等の搬送及び被害の少ない医療機関による受け入れ等、災害時に

おいて迅速・的確な医療供給を行うため、消防と医療機関の間の連絡・連携体制、市内医療機関間

の相互協力・連携に努める。 

ウ 広域搬送体制の構築 

重病者等を遠隔地の医療機関に搬送しなければならない状況等を想定し、救急車、ヘリコプター

や船舶等を利用した広域搬送体制の構築を検討する。また、拠点医療施設におけるヘリポートの整

備等、広域搬送の基盤となる施設・設備の整備を検討する。 

エ ネットワークの活用 

広域災害・救急医療情報システムのネットワークを活用して、災害時における迅速、的確な連

絡・連携に努める。 
 
［資料編 14 医療 イ 県内病院（市外）］ 
［資料編 14 医療 ウ 県内医師会］ 
 

(4)災害医療コーディネーターの導入要請 
＜健康福祉部（保健所）、滋賀県＞ 

災害医療コーディネーターは、災害時医療に関する物的資源、人的資源などの協調や調整を行う災

害医療のスペシャリストで、災害医療を効率的に実施するための役割を担うことが可能な人材である。 

市は、大規模災害時必要に応じて、県に災害医療コーディネーターの派遣を要請する。 

災害医療コーディネーターは、保健所対策本部に登庁し、保健所長の活動方針のもとに活動する。 
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第７ 緊急輸送活動への備え 

【基本方針】 

災害時の緊急輸送を円滑に実施するため、輸送路を整備し、運送事業者等との間で災害時の協力体

制の構築に努めるとともに、道路啓開を迅速に行うための準備に努める。 

また、防災アセスメントの結果等から本市の地域特性に鑑み、陸上のみならず湖上輸送の対応や、

空輸のための臨時へリポートの確保・整備に努めていく。 

 

(1)運送事業者等との連携  
＜建設部、滋賀県、滋賀県道路公社、滋賀国道事務所、西日本高速道路㈱、（一社）滋賀県トラック協会、琵琶湖汽船㈱＞          

災害時の緊急輸送が円滑に実施されるよう、災害発生時の連絡体制の整備や輸送ルートの確認等に

ついて、運送事業者等との連携に努める。 

ア 陸上・湖上輸送体制の整備 

特に瀬田川における道路の寸断等に備え、陸上・湖上の両面をふまえた輸送体制の整備を検討す

る。 

イ 人員・資機材等の確保 

道路管理者は、災害発生後の道路の障害物除去、応急対策・復旧活動等に必要な人員・資機材等

の円滑な確保について、建設業者との協力体制を検討する。 
 
［資料編 18 道路・交通・輸送 コ 貨物自動車運送事業者（大津支部）］ 
［資料編 18 道路・交通・輸送 サ (一社)滋賀県トラック協会支部］ 
［資料編 18 道路・交通・輸送 シ 一般乗合旅客自動車運送事業者］ 
［資料編 18 道路・交通・輸送 ス 一般貸切旅客自動車運送事業者］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ス-1 災害時における応急救援活動への応援に関する協定（滋

賀県建設業協会大津支部）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市]  セ-2 災害時における物資の輸送に関する協定（滋賀県トラッ

ク協会大津支部）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] セ-3 災害時における燃料の提供に関する協定（大津貨物輸送

協同組合）］ 
 

(2)緊急通行車両等の事前届出 
＜総務部、滋賀県、警察（公安委員会）＞                 

 災害時には被災地において緊急通行路が指定された場合、「緊急通行車両」及び緊急通行車両の対

象とならない「規制除外車両」以外の通行は規制されるため、緊急時に利用が想定される公用車両等

においては、緊急通行車両の場合、あらかじめ緊急通行車両確認申出書の提出を行い、規制除外車両

のうち事前届出対象車両においては、事前届出を行い、災害時に備える。また、災害時に応急対策を

円滑に実施するため、活用が想定される民間車両への緊急通行車両及び規制除外車両の事前届出制度

の周知、普及に努める。 
 
［資料編 18 道路・交通・輸送 オ 緊急通行車両等事前届出書］ 
［資料編 18 道路・交通・輸送 カ 緊急通行車両申請様式］ 
 

(3)道路啓開のための準備 
＜建設部、滋賀県、滋賀県道路公社、滋賀国道事務所、西日本高速道路㈱、（一社）滋賀県トラック協会、琵琶湖汽船㈱＞ 

災害時の道路啓開を迅速に行うため、道路法等に基づき、作業の優先順位の決定や割り当て等の計
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画を定めた道路啓開計画を予め作成するとともに、定期的に見直しを行う。 

 

(4)道路交通情報の収集及び広報体制 
＜建設部、滋賀県、滋賀県道路公社、滋賀国道事務所、西日本高速道路㈱＞ 

市は、効果的な緊急輸送を実施するため、緊急輸送道路の応急復旧、交通規制、交通量の状況等の

把握に努める。また、緊急輸送者等からの問い合わせに対して的確に情報提供ができるよう、滋賀県

及び防災関係機関との連携に努める。 
 

(5)応急復旧用資機材の整備 

災害時の緊急輸送道路の応急復旧活動を迅速に実施するための人員及び資機材の整備を推進する。 

 

(6)緊急輸送手段の充実 
＜総務部、産業観光部、建設部、消防局、滋賀県、（一社）滋賀県トラック協会、琵琶湖汽船㈱、＞       

 災害発生時には、傷病者の搬送、緊急物資の供給等に関して、陸上のみならず湖上輸送や空輸を含

めた多様な輸送手段を確保する必要がある。そこで、運送事業者等との連携のもと、トラック、船舶、

ヘリコプター等、緊急時の幅広い輸送手段の確保、活用体制を検討する。 

 

ア 航空輸送 

県の防災航空隊の活用に向けた連携を図るとともに、臨時ヘリポートの整備等、緊急時の輸送対

応に備える。 

イ 湖上輸送 

湖上輸送について具体的な計画策定に努める。湖上輸送による人員の輸送は市、県などの公共機

関保有の船舶又は運輸会社保有の船舶によるものとし、物資等の輸送はこれらの船舶及び漁船によ

るものとする。 

ウ 緊急輸送場所 

  陸上輸送のほか、大型船を活用した湖上輸送やヘリコプターによる空輸活動も可能な場所で、

陸・湖・空が連携した緊急輸送を展開できる拠点を設ける。 
（例示）旧物揚場 （苗鹿三丁目字八反田388-14） 

 
［資料編 18 道路・交通・輸送 ク 県内の漁業協同組合と漁船数］ 
［資料編 18 道路・交通・輸送 ケ 災害時におけるヘリコプター発着場］ 
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第８ 避難誘導と指定避難所等の確保 

【基本方針】 

災害時の安全な避難誘導を行うため、避難計画を定めるほか、防災アセスメントの被害想定結果等

をふまえて市が指定避難所等を設定し、必要な設備・資機材の整備に努めるとともに、予め指定避難

所等に指定された施設管理者との間で協議を行い、施設の鍵の管理等について取り決めを行う。 

さらに、応急仮設住宅の迅速な提供のため、平素から建設用地の把握に努める。 

また、避難行動要支援者の避難を適切に実施するため、避難支援に関する計画の作成や社会福祉施

設等の災害時における体制整備に努める。 

 

(1)公共施設等の避難誘導計画の充実 
＜総務部、消防局、西日本旅客鉄道㈱、京阪電気鉄道㈱＞ 

 災害発生時には、市庁舎等の公共施設、駅、商業施設や劇場等、不特定多数の者が利用する施設に

おいてはパニックなどの大きな混乱の起きることが予想される。そこで、混乱を最小限に抑え、円滑

で的確な避難活動が行われるよう、これらの施設の管理者は、発災時における避難誘導計画を作成す

るとともに、避難訓練の実施等により職員、従業員等への周知徹底に努める。 

 大津市庁舎消防計画（総務部）の修正 

 大津市庁舎消防計画実施要領（総務部）の作成 

 

(2)社会福祉施設等の避難誘導マニュアル及び避難確保計画の作成 
＜総務部、健康福祉部、こども未来部、教育委員会、消防局、社会福祉事業団＞ 

ア 避難誘導マニュアルの作成 

要配慮者が入所している社会福祉施設等は、発災時において施設に入居する高齢者、障害者、難

病患者、乳幼児、妊産婦等が速やかに避難できるよう、避難誘導計画及び具体的な行動を記したマ

ニュアルを作成するとともに、避難訓練の実施等により職員等への周知徹底に努める。 

 

イ 避難確保計画の作成 

土砂災害（特別）警戒区域又は浸水想定区域内の施設等は土砂災害防止法又は水防法に基づき、

避難確保計画を作成し、市に提出するとともに、訓練を実施する。また、自衛水防組織の設置に努

める。市は、避難確保計画の策定支援に努める。 

 
［資料編：別冊 土砂災害（特別）警戒区域内の要配慮者利用施設一覧］ 
［資料編：別冊 琵琶湖浸水想定区域内の要配慮者利用施設一覧］ 
［資料編：別冊 大戸川浸水想定区域内の要配慮者利用施設一覧］ 

 

ウ 地域住民等との連携 

施設入居者については自分の力で避難することが困難である場合が多く、施設職員のみでは十分

な避難誘導ができないことが想定されるため、あらかじめ地域住民、自主防災組織、ボランティア

組織等に協力を要請し、その連携に努める。 
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(3)避難行動要支援者の避難誘導  
＜政策調整部、総務部、健康福祉部、こども未来部、教育委員会、消防局、社会福祉事業団＞ 

自力で避難することが困難な要配慮者、いわゆる避難行動要支援者を適切に避難誘導するため、地

域住民や自主防災組織等との連携を図りながら、平常時から適切な避難誘導体制の整備に努める。 

また、日本語の理解が困難な外国人のために指定緊急避難場所標識等の簡明化、多言語化など災害

発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、防災環境づくりに努めるとともに市は、（公財）大津市

国際親善協会と連携し、啓発資料等を作成する。 

ア 在宅の避難行動要支援者の避難支援に関する資料の整備 

(ｱ) 避難行動要支援者名簿 

災害発生時において、避難行動要支援者は、避難誘導において取り残される等の危険性がある

ため、平時から「避難行動要支援者名簿」を整備し、該当者を把握する等、円滑な避難の実施に

備える。 

また、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、消防機関、県警察、民生委員児

童委員、社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者（「避難支援

等関係者」という。）に対し、情報を提供することについて本人の同意が得られた避難行動要支

援者名簿（地域提供用）の情報について提供できる体制整備に努める。 

(ｲ) 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲 

名簿に掲載する避難行動要支援者とは、以下に規定する者で在宅の者とする。 

a 要介護認定者(要介護3以上の判定を受けている者) 

b身体障害者(身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者) 

c知的障害者(療育手帳制度の程度区分のうちＡ1・Ａ2に該当する者) 

d特定医療費受給者等の難病患者 

e民生委員児童委員が避難行動に支援が必要と判断した者 

f前各号に準じる状態にある者 

(ｳ) 名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 

市は、福祉担当部局及び保健担当部局において把握している以下の台帳等に登載されている情

報を名簿作成のために利用する。 

a 要介護・要支援認定情報 

b 身体障害者手帳交付台帳 

c 療育手帳交付台帳 

d特定医療費（指定難病）新規・更新時医療受給者台帳 

e小児慢性特定疾病医療登録者名簿 

f民生委員の見守り活動等による情報 

(ｴ) 名簿の更新に関する事項 

a避難行動要支援者名簿は、年２回の更新を行う。 

b避難行動要支援者名簿（地域提供用）は、随時更新を行う。 

(ｵ) 避難行動要支援者個別避難計画 
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市は、市民の共助による避難誘導活動を支援するため、地域の避難支援組織に対し、避難行動

要支援者本人の同意に基づいて避難行動要支援者名簿（地域提供用）に係る情報を提供する。 

市は防災担当部局や保健・福祉担当部局などの関係部局との連携の下、保健・福祉・医療専門

職、社会福祉協議会、民生委員児童委員、地域住民等の避難支援等に携わる関係者と連携して、

名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難計画を作成するよう努め

るものとする。また個別避難計画については、避難行動要支援者や避難支援等実施者の状況の変

化、ハザードマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したものとなる

よう、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、計画の活

用に支障が生じないよう、個別避難計画情報の適切な管理に努めるものとする。 

(ｶ) 名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するために求める措置及び講ずる措置 

名簿は、避難行動要支援者の避難支援の目的にのみ利用する。 

また、名簿の提供を受ける側の情報保護対策の確保が不可欠であるため、市職員、民生委員児

童委員等は守秘義務を厳守するとともに、名簿を保管する団体の代表者は個人情報保護について

誓約書を提出するなど、守秘義務を遵守する。また、情報共有者は、避難行動要支援者名簿を電

子データで保管する場合はパスワードで管理し、紙媒体で保管する場合は施錠付きの保管庫に保

管するなど、情報の適正管理を徹底する。 

(ｷ) 個別避難計画情報の提供に際し情報漏えいを防止するために求める措置及び講ずる措置 

  個別避難計画は、避難行動要支援者の避難支援の目的にのみ利用する。 

  市は、消防機関、警察機関、民生委員児童委員、社会福祉協議会、自治会、自主防災組織等な

ど避難支援等に携わる関係者に対し、避難行動要支援者の同意及び必要に応じて避難支援等実施

者の同意を得た上で、個別避難計画情報を提供する。 

  市は、個別避難計画の提供を受けた者に、当該個別避難計画情報を目的外に利用してはならな

いこと、及び正当な理由なく、当該個別避難計画に係る避難行動要支援者等に関して知り得た秘

密を漏らしてはならないことを説明する。 

(ｸ) 個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者への支援 

  市は個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避難支援等が円滑かつ迅

速に実施されるよう、平常時から、避難支援等に携わる関係者への周知・啓発や必要な情報の提

供、関係者間の事前の協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必要な配慮をするものとす

る。 

イ 安否確認体制の整備 

避難行動要支援者の安否確認や避難支援活動の充実を図るため、平常時より社会福祉協議会、民

生委員児童委員、介護サービス提供事業者、障害者団体や自治会、自主防災組織等との協力・連携

体制を構築する。 

ウ 防災訓練の充実 

自主防災組織等を中心に、避難行動要支援者に対するきめ細かい対応を想定した訓練の実施に努

める。 

また、多言語版の啓発資料の作成の推進、配布、防災教育、防災訓練等への外国人の参加推進な
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どを通じて、外国人に対する防災知識の普及に努める。 

エ 緊急通報システムの整備 

一人暮らしや寝たきりの高齢者等の安全を確保するため、病気や事故等の緊急時に通報できるシ

ステムの整備に努める。また、これらの在宅高齢者に対しては近隣住民の協力が不可欠であること

から、近隣あるいは地域住民との日常的なふれあい、支えあいを基盤とした協力体制の構築を支援

する。 

オ 情報提供における配慮 

避難者の障害や身体の状況に応じて、ホワイトボードや音声などによる定期的な情報提供につい

ての配慮や、保健師、看護師、介護職員、ガイドヘルパー、手話通訳者等の体制整備に努める。 

 避難行動要支援者個別避難計画の作成・資料提供（総務部） 

 

 

(4)幼児・児童等の避難誘導  
＜健康福祉部、こども未来部、教育委員会＞ 

市は、小学校就学前の子どもたちや小中学校の児童・生徒の安全で確実な避難のため、災害発生

時における幼稚園、保育所、学校等の施設との連絡・連携体制の構築に努める。 

 

(5)指定緊急避難場所等・避難路の確保 
＜総務部、市民部、健康福祉部、こども未来部、都市計画部、建設部、教育委員会＞ 

大雨、洪水、暴風による災害発生時及び発生の恐れがあるときには、多くの住民等の避難が必要と

なる。このため、避難活動が円滑、かつ的確に行われるように、災害時の一時的な避難空間として、

まず市民が地域において避難時の一次集合場所にもなり得る地域避難場所を任意に設定するとともに、

本計画で指定緊急避難場所を予め設定し、市民への周知徹底を図る。指定緊急避難場所については、

各地域防災圏を単位に有効な面積の確保に努めるものとし、避難路は市民が地域の特性をふまえ、地

域において任意に設定するものとする。 

なお、本計画で設定する指定緊急避難場所は、いつの場合にも絶対に安全というものではなく、災

害時及び災害危険時に応じてその都度安全を確認のうえ避難する必要があり、状況に応じた判断が行

政とともに市民にも求められるものである。 

ア 地域避難場所 

小規模災害等に備え、地域で任意に自治会館等を活用した「地域避難場所」を設定する。 

イ 指定緊急避難場所 

市は、災害時における緊急の避難場所として、災害対策基本法第 49 条の 4 の規定に基づき、災害

対策基本法施行令第 20 条の 3 の基準に適合する施設又は場所を、次の災害の種類ごとに指定し、平

常時から市民への周知徹底に努める。 

(ｱ) 洪水（水防法に基づく河川の浸水想定区域外（浸水深 50cm未満除く）） 

(ｲ) 崖崩れ、土石流及び地滑り（土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域外） 

(ｳ) 地震（建築基準法に基づく現行の耐震基準（昭和 56 年 6 月 1 日以降）に適合するもの、また

はオープンスペース） 

(ｴ) 大規模な火事（国土交通省告示第 767号（平成 16年 6月 29日）による広域避難地に準ずるも
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の） 

(ｵ) 内水氾濫（滋賀県の地先の安全度マップ（1/100）の浸水想定区域外（浸水深 50cm未満除く）） 

 

(6)指定避難所等の確保 
＜政策調整部、総務部、市民部、健康福祉部、こども未来部、都市計画部、建設部、教育委員会＞                      

大雨、洪水、暴風による災害発生時及び発生の恐れがあるとき、大規模な災害により避難が長期化

するなどの場合、また、他の市町村の災害により避難者を受け入れる場合など、被災者が一時的に避

難生活を行う場としての指定避難所等を確保する必要がある。各指定避難所等においては、指定避難

所等となる施設の管理者との連携のもとで、各地域の自主防災組織等が中心となり、被災者が自ら指

定避難所等を運営する体制を目指す。 

なお、本計画で設定する指定避難所は、下記のとおり福祉避難所を含み、いつの場合にも絶対に安

全というものではなく、災害時及び災害危険時に応じてその都度安全を確認のうえ避難する必要があ

り、状況に応じた判断が行政とともに市民にも求められるものである。 

ア 地域避難所 

小規模災害等に備え、地域で任意に自治会館等を活用した「地域避難所」を設定する。 

イ 指定避難所 

市は、本計画において市民センター、学校等の公共施設を中心に災害時における避難所として、

災害対策基本法第49条の7の規定に基づき、災害対策基本法施行令第20条の6の基準に適合する施設

又は場所を指定し、市民への周知徹底を図る。加えて、各地域防災圏を単位に有効な面積の確保を

めざす。 

また、指定避難所として指定する場合は、計画策定時に連絡体制や運営体制について施設管理者

と協議を行う。 

さらに、指定避難所となる公共施設については、バリアフリートイレ、スロープ、手摺り、情報

通信機器、字幕放送対応テレビ、事前設置型特設公衆電話等の整備を進めるとともに、日本語の理

解が困難な外国人に配慮し、やさしい日本語や多言語による案内表示、情報提供に努める。 

一方、福祉避難所にあっては、災害対策基本法施行規則第1条の9の基準に加えて、耐震性、耐火

性の確保及びバリアフリー化等を考慮し指定するとともに、避難の実施に必要な施設・設備の整備

に努め、必要に応じて福祉避難所ごとに受け入れ対象者を定め、指定した福祉避難所に関する情報

を住民に周知（公示）する。 

また、国の指針に沿った福祉避難所としてのハード面整備や生活相談員等配置のソフト面対策の

充実に努める。さらに、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避難計画等

を作成し、要配慮者の避難が必要になった際に福祉避難所へ直接避難することができるよう努める

ものとする。 

ウ 避難所運営マニュアルの充実 

 災害発生時における、避難所の開設および運営の具体的な行動を明記した「避難所運営マニュア

ル」の充実を行い、迅速な開設に向けた準備、体制づくりに努める。 

エ 社会福祉施設への緊急入所 
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災害により在宅生活が困難となる寝たきり等の高齢者や障害者を支援するため、社会福祉施設へ

の緊急入所の手続き等、必要な事項をあらかじめ関係施設と協議し定めておくこととする。 

 

オ 民間・企業施設等の活用 

  避難者が、あらかじめ市で指定している指定避難所又は、地域で任意に活用する地域避難所にお

いて、量的に確保することが困難な場合には、旅館、ホテル、宗教施設、企業の社屋又は福利厚生

施設等を活用できるよう、必要な事項を事前に関係機関と協議し定めておくこととする。 

 

カ 届出避難所等の把握 

  指定避難所だけでなく、協定・届出避難所として位置付けられた避難所についても、あらかじめ

情報の把握に努めるとともに、在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者等を受け入れ

ることが困難となる場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、在宅避難者等が利用しやすい

場所に在宅避難者等の支援のための拠点を設置すること等、在宅避難者等の支援方策を検討するよ

う努めるものとする。 

  また、在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者数、食料等の必要な物資数等を集約

し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災者支援にかかる情報を支援のための拠点

の利用者に対しても提供するものとする。 

 
［資料編 8 避難と市民防災 イ 指定避難所］ 
［資料編 8 避難と市民防災 ウ 福祉避難所］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] カ-6 災害時に要援護者の避難施設として高齢者福祉施設を使

用することに関する協定(滋賀県老人福祉施設協議会)］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] カ-9災害時に避難施設として救護施設を使用することに関する

協定(社会福祉法人滋賀同仁会滋賀保護院)］ 
［資料編：別冊 土砂災害（特別）警戒区域指定避難所一覧］ 

 

(7)応急仮設住宅建設用地等の把握  
＜都市計画部、滋賀県＞ 

ア 応急仮設住宅建設用地の把握 

多数の住宅が全半壊、焼失等の被害を受けるような大規模災害が発生した場合、県は住む場所を

失った被災者に対して速やかに応急仮設住宅を提供する必要がある。そのため、平素から災害に対

する安全性の確保が可能な応急仮設住宅建設用の用地把握について、県と協議する。 

イ 公営住宅や空家等の把握 

被災者用の住居として利用可能な公営住宅や空家等の把握に努め、災害時に迅速に斡旋できるよ

う、あらかじめ体制を整備する。 

 

(8)帰宅困難者対策 
＜総務部、市民部、健康福祉部、こども未来部、都市計画部、建設部、教育委員会＞ 

 公共交通機関が運行を停止した場合、帰宅困難者が大量に発生することから、平常時から「むやみ

に移動を開始しない」という帰宅困難者対策に対する基本原則や安否確認手段について広報に努める

とともに、企業等に対して、従業員等を一定期間事業所に留めておくことができるよう、必要な物資

の備蓄等を促す対策に努める。 

また、帰宅困難者及び駅周辺等における滞留者等の安全確保を図るため、指定避難所へ誘導すると

ともに、交通運行情報や被害情報等を提供するなどの訓練を実施する。 

学校・園は、保護者が帰宅困難者となって、保護者による園児・児童・生徒等の引き取りが困難な

場合や、生徒等の帰宅が困難な場合には、一定期間校舎等に留める対策をとることを保護者に周知す
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る。また、災害時における学校等と保護者との連絡方法についてあらかじめ定めておく。 
 

ア 情報収集体制の構築 

災害時において関係機関等の円滑な情報伝達ができるよう、平時からの訓練等により、実効性の

ある情報連絡体制を構築しておく。 

イ 一時滞在施設の確保 

市は滞在施設が必要となる訪問客や観光客などの駅別帰宅困難者推定値が 200人を超える、JR大津

駅、JR膳所駅、JR石山駅、JR瀬田駅、JR大津京駅、JR比叡山坂本駅、JRおごと温泉駅、JR堅田駅に

関して、公共施設、民間施設を問わず、協定締結等を通じて各駅周辺の一時滞在施設の確保に努め

るものとする。また、大規模災害時においては、大津市地域防災計画で指定している指定避難所は

地元の避難者で満員となる可能性があるため、可能な限り地域防災計画上の指定避難所とは別の一

時滞在施設の確保に努める。 

 

［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕 ケ-3 災害時における大津市食品衛生協会による支援に関

する協定（大津市食品衛生協会） コ-1 災害発生時における一時滞在施設の提供に関する協定（お

ごと温泉旅館協同組合）  コ-2 災害発生時における一時滞在施設の提供に関する協定（株式会社い

ずみ二一） コ-3 災害発生時における一時滞在施設の提供に関する協定（株式会社平和堂）コ-4 災

害発生時における帰宅困難者への支援に関する協定（一般社団法人大津市商店街連盟）］ 
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第９ 食料・水・生活必需品の備蓄・調達連携体制 

【基本方針】 
 災害時における被災市民あるいは災害対応従事者の食料・水・生活必需品の確保のため、市は市内

に食料・生活必需品の備蓄を行うほか、流通業者等との連携体制に努める。 

(1)物資の調達に係る連携 
＜総務部、産業観光部＞                   

災害時における被災者の生活確保のためには、食料や生活必需品が円滑に供給されることが重要で

ある。 

ア 備蓄 

災害時の食料、水、寝具、衣服、身の回り品、炊飯用具、日用品、食器、光熱材料、衛生用品な

どの生活必需品は市民自らの備蓄と市及び県の備蓄でもって、想定し得る最大規模の災害における

想定避難者数の３日間分を目安に対応できるよう努めていく。 

市は、学区などを単位とした防災拠点の整備を促進し、食料や生活必需品等の備蓄を行うととも

に、食物アレルギーに配慮した食料の確保・配布等に努めるものとする。なお、災害時に孤立が予

測されるなどの地域特性に応じて備蓄を検討する。また、物資を保管しておく備蓄庫等の計画的整

備も合わせて検討する。 

これらの物資については、年１回備蓄状況を住民に広く公表するとともに、新物資システム（B-

PLo）を用いて、備蓄状況の確認を行う。 

イ 調達 

食料、飲料水、生活必需品等の確保のため生活協同組合、コンビニ、農業協同組合、食品製造メ

ーカー、流通業者、卸売市場等の関係団体との間で、物資の調達・供給に関する協議に努める。な

お、滋賀県においては、１日分の救援が期待できる。 

ウ 集配 

物資集積場所の拡充や流通業者等との連携に努めるなど各避難所に対して物資を円滑に配送する

体制を構築する。 
 
［資料編 16 食料等の生活必需品 ア 非常食・毛布等の備蓄状況］ 
［資料編 16 食料等の生活必需品 イ 県健康福祉政策課 備蓄物資状況］ 
［資料編 16 食料等の生活必需品 ウ 食料貯蔵庫・業者名・調達先に係る県計画］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ケ-3 災害時における大津市食品衛生協会による支援に関する

協定（大津市食品衛生協会）］ 
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［食料、生活必需品の調達（商工労働政策課、農林水産課、卸売市場管理課）］ 

物資調達の支援 

協議先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大津商工会議所(小売商業部会） 大津市打出浜 2-1 511-1500 

大津北商工会 大津市本堅田 3-7-14 572-0425 

瀬田商工会(商業部会) 大津市大江四丁目 18-10 545-2137 

大津市商店街連盟（１９団体 800 店

舗） 
大津市打出浜 2-1 511-1526 

大津市公設地方卸売市場 大津市瀬田大江町 59-1 543-8000 

・滋賀びわ湖青果㈱ 〃 543-8200 

・㈱うおいち 〃 543-8322 

・青果仲卸業者 〃 843-8029 

・水産仲卸業者 〃 〃 

・第１種関連事業者 〃 543-8111 

・第２種関連事業者 〃 〃 

東近江市八日市公設地方卸売市場 東近江市市辺町 2533 0748-23-6671 

長浜地方卸売市場 長浜市田村町 1234 0749-63-4000 

彦根総合地方卸売市場 彦根市安食中町 327 0749-25-2518 

京都市中央卸売市場  第一市場 京都市下京区朱雀分木町 80 075-311-6251 

京都市中央卸売市場  第二市場 
京都市南区吉祥院石原東之口

2 
075-681-5791 

市内大規模小売店等     

食品製造メーカー等     
 

物資集積場所  

下記候補施設から、各施設の被災状況や利用可能状況等を踏まえて物資集積場所と

して使用する施設を選定する。 

 ・びわこ成蹊スポーツ大学（北比良1204 TEL:596-8410） 

 ・成安造形大学 （仰木の里東4－3－1 TEL:574-2111） 

 ・滋賀大学教育学部（平津二丁目5-1 TEL:537-7706） 

 ・公設地方卸売市場（瀬田大江町59-1 TEL:543-8000） 

 ・滋賀県倉庫協会会員事業者の民間倉庫※ 

  ※滋賀県の協定に基づき、滋賀県へ使用可否について確認をとる。 

物資供給フロー図  

（各協定締結 企業・団体） 

市の緊急調達要請 

共同組合 

（市内卸売団体） 

組合員等 

個別企業 

卸売業 

小売業 

生活協同組合 

生活協同組合連合会 
※生鮮食料品等 

地方卸売市場 

卸売業者 

仲卸業者・団体 

関連事業者団体等 

・手持ち在庫の緊急出荷 

・取引先からの緊急調達 

・提携団体、関連企業からの緊急調達 

物資集積場所（４拠点） 

運 搬 

（各指定避難所へ） 

 

網掛け部は、 
生鮮食品等 
を扱っている。 
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(2)生活用水の確保対策  
＜総務部、健康福祉部（保健所）、企業局＞                    

 災害時において、被災者に飲料水・生活用水を円滑に供給するための対策を講ずる。 

ア 水道施設の耐震化の向上 

イ 配水池容量の拡大、緊急遮断弁の設置及び給水拠点等の整備 

ウ 応急給水用資機材の備蓄・調達体制の確立 

エ 災害時における飲料水・生活用水の被災者一人あたりの応急給水量の目標設定 

オ 飲用井戸等の設置者等に対する管理の指導、定期的検査の周知 

カ 地域住民、企業が持つ災害用井戸の登録制度や公共井戸の整備 
 
［資料編 15 ライフライン ウ 応急給水用資機材の備蓄状況］ 
［資料編 15 ライフライン エ 水道未普及地域］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] オ-1 災害時における供給協力に関する協定(いずみニ一)］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] オ-2 災害時における供給協力に関する協定(東洋紡株式会社総合研究

所)］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] オ-3 災害時における浴場の使用及び井戸水の提供に関する協定

(滋賀県公衆浴場業生活衛生同業組合大津支部)］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ケ-3 災害時における大津市食品衛生協会による支援に関する協

定（大津市食品衛生協会）］ 
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第10 防疫、保健衛生、遺体対応への備え 

【基本方針】 

  災害時における遺体対応、防疫、保健衛生活動の円滑な実施のため、協力体制の構築、知識の普及、

資機材の備蓄等に努める。 

 

(1)防疫活動  
＜健康福祉部（保健所）＞ 

 災害時には、衛生環境が劣化するとともに、栄養不足やストレスにより被災者の病気に対する抵抗

力が低下するため、感染症の蔓延等を防ぐための防疫活動が必要となる。そこで、防疫に必要な各種

の消毒剤や機材等を備蓄するとともに、平常時から災害時の衛生、安全に関わる事項について市民へ

の周知に努め、災害時の防疫活動の迅速かつ適切な推進を図る。 
 
［資料編 17衛生 ア 防疫資機材備蓄状況］  
 

(2)保健衛生活動  
＜健康福祉部（保健所）、環境部、企業局、社会福祉事業団＞ 

ア 被災者の健康維持 

災害時においては、生活環境の変化に伴い、被災者が心身ともに健康に不調を来す可能性が高い

ため、保健衛生の観点から指定避難所の生活環境の整備や避難者の健康管理に対する対策について

検討を行う。特に、夏季には熱中症の危険性が高まるため、熱中症の予防や対処法に関する普及啓

発に努める。 

イ 廃棄物処理 

災害時においては、がれきをはじめとする大量の廃棄物の発生が考えられるため、保健衛生の観

点から効率的に廃棄物を処理することが必要である。そこで、ごみ処理施設の耐震化、機能強化を

推進するとともに、各地域における廃棄物の仮置場候補地の選定や処理方針等についても検討する。 

ウ し尿処理 

下水道機能の低下、指定避難所における大量の避難者収容等により、し尿処理の機能が大幅に低

下することが考えられるため、下水道施設等の機能強化を推進するとともに、災害時のし尿処理対

策として、仮設トイレの備蓄及び分散配置やトイレカー、可搬式コンテナトイレなどの活用により、

機動的な運用に努める。 

なお、仮設トイレには、下水道投入型と貯留型の２タイプがあり、下水道投入型の使用にあたっ

ては、し尿投入口（マンホールトイレ）の設置に必要となる下流下水道管の耐震化を計画的に実施

していく必要がある。 

  また、50人あたり１基（合計880基）を目標として仮設トイレ及び簡易トイレの備蓄に努め、各小

中学校の防災倉庫等に分散配置を行う。 

エ 相互協力体制 

災害時における廃棄物・し尿処理の円滑な実施のため、災害対応車両検索システム（D-TRACE）の

活用も含め、県内の自治体又はブロック協議会など、自治体間での相互協力体制の構築を進める。 
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［資料編 17 衛生 イ 県内市町所有のごみ運搬車］ 
［資料編 17 衛生 ウ 市内廃棄物処理・処分施設］ 
［資料編 17 衛生 エ 県内のごみ焼却処理施設］ 
［資料編 17 衛生 オ 県内の粗大ごみ・不燃物処理施設、再資源化施設等］ 
［資料編 17 衛生 カ 市内し尿処理施設］ 
［資料編 17 衛生 キ 県内のし尿処理施設］ 

 

(3)遺体対応  
＜市民部、健康福祉部、こども未来部、警察、日本赤十字社＞                      

 大規模災害により多数の死者が出た場合、身元確認や火葬等の手続きを迅速に行うための体制整備

を図る。 

ア 遺体安置所 

(ｱ) 遺体安置所として使用可能な公共施設等の調査・リストアップ 

(ｲ) 各地域の遺体安置所として使用可能な施設を有する葬儀社との協力体制の構築 

(ｳ) 安置所の管理体制（人員等） 

イ 遺体の搬送体制 

公用車の使用、自衛隊による支援等の検討。 

ウ 棺やドライアイス等の調達 

エ 火葬 

円滑な遺体の火葬の実施等について、県と協議するなど、自治体間での相互協力体制や関係機関

と事前調整に努める。 
 
［資料編 14 医療 コ 棺・ドライアイスの問い合わせ先］ 
［資料編 14 医療 サ 県内火葬施設の概要］ 
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第11 災害廃棄物処理体制 

(1)水害廃棄物処理  
＜環境部＞ 

一般廃棄物処理施設等の災害対策を講じるとともに、災害によって生じた廃棄物の一時保管場所で

ある仮置場の配置計画、粗大ごみ等及びし尿等の広域的な処理計画を作成することにより災害時にお

ける応急体制を整備する。 

ア 一般廃棄物処理施設の点検と浸水対策 

本市の一般廃棄物処理施設については、雨水流入の可能性等を考慮して、必要に応じて国の「災

害廃棄物対策指針」を参考に対策を講じる。 

イ 廃棄物収集運搬車両の事前避難対策 

廃棄物収集運搬車両（一般廃棄物、し尿）の駐車場が浸水するおそれがある場合、計画的な嵩上

げや防水壁の設置等の浸水対策を講じる。また、洪水ハザードマップを参考に、浸水しない場所に、

廃棄物収集運搬車両の指定緊急避難場所をあらかじめ計画する。 

ウ 災害廃棄物処理計画の運用 

水害発生時は、収集経路の不通等、通常の処理が困難となる一方、短い期間に大量の廃棄物が発

生し、また、腐敗・悪臭の防止・公衆衛生確保の観点から災害廃棄物の迅速な処理が要求される。 

市は、災害廃棄物の処理に際し迅速な対応を行うため、大津市災害廃棄物処理計画に基づき、事

前に仮置場候補地の選定や処理体制を構築しておくものとする。 

また、大津市災害廃棄物処理計画に基づき災害対応時に核となる人材の育成を行い、計画の実行

性の向上に努める。 

エ し尿処理計画の策定 

水害時は、くみ取りトイレの便槽や浄化槽は床下浸水の被害であっても水没したり、槽内に雨

水・土砂等が流入したりすることがあるので、公衆衛生上の観点から被災後速やかにくみ取り、清

掃、周辺の消毒が必要となる。そのため、事前にし尿関係の処理計画を策定しておく。 
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第12 ライフラインの応急復旧活動への備え 

【基本方針】 

 ライフライン（水道・ガス・下水道・電力・電話・ＩＴ関連）に関する災害応急体制の整備に努め

る。 
 

(1)水道に関する災害応急復旧体制の整備  
＜企業局＞ 

水道事業者は、災害時における水道施設・設備の円滑な応急復旧活動の推進のため、下水道事業者

との連携の元、平常時から防災体制を整備する。 

ア 施設・設備の耐震化 

イ 各種災害を想定した応急給水・応急復旧資機材の備蓄・調達体制の整備 

ウ 初動体制や被害情報等の収集体制、関係機関との情報連絡体制等の整備 

エ 相互応援体制の整備 

災害時における事業者間の協力・連携及び資機材の融通について、災害応援協定の締結等により、

可能な限り広域にわたる相互協力体制の構築に努める。 
 
［資料編 15 ライフライン イ 水道・ガス施設］ 
［資料編 15 ライフライン ウ 応急給水用資機材の備蓄状況］ 
［資料編 15 ライフライン エ 水道未普及地域］ 
［資料編 15 ライフライン オ 水道施設］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕 ス-7,8,9,10 災害等発生時における応急対策の協力に関する

協定（扶桑建設工業株式会社、安田株式会社、コスモ工機株式会社、大成機工株式会社）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕 ス-11 日本水道協会関西地方支部の災害時相互応援に関する

指針］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕 ス-12 災害発生時における日本水道協会関西地方支部内の相

互応援に関する協定（日本水道協会関西地方支部）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕 ス-15 災害時における応急、復旧対策活動に関する応援協定

(大津市水道瓦斯工事店協同組合）］ 
 

(2)ガスに関する災害応急復旧体制の整備  
＜企業局＞              

ガス事業者は、災害時におけるガス施設・設備の円滑な応急復旧活動の推進のため、平常時から防

災体制を整備する。 

ア 施設・設備の耐震化 

イ 各種災害を想定した応急復旧資機材の備蓄・調達体制の整備 

ウ 初動体制や被害情報等の収集体制、関係機関との情報連絡体制等を明示した行動   

指針等の整備 

エ 協力支援体制の整備 

災害時における事業者間の協力・連携及び資機材の融通について、可能な限り広域にわたる協力

支援体制の構築に努める。 
 
［資料編 15 ライフライン イ 水道・ガス施設］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕 ス-13 地震・洪水等非常事態における救援措置要綱（日本ガ

ス協会）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕ス-14 災害時における応急救援活動への応援に関する協定(滋

賀県エルピーガス協会大津連合支部）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕 ス-15 災害時における応急、復旧対策活動に関する応援協定

(大津市水道瓦斯工事店協同組合）］ 
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(3)下水道に関する災害応急復旧体制の整備  
＜企業局＞ 

 下水道事業者は、災害時における下水道施設・設備の円滑な応急復旧活動の推進のため、水道事業

者との連携の元、平常時から防災体制を整備する。 

ア 各種災害を想定した応急復旧資機材の備蓄・調達体制の整備 

イ 初動体制や被害情報等の収集体制、関係機関との情報連絡体制等の検討 

ウ 相互応援体制の整備 

  災害時における事業者間の協力・連携及び資機材の融通について、災害応援協定の締結等により、

可能な限り広域にわたる相互協力体制の構築に努める。 

 

［下水道事業災害時近畿ブロック応援に関する申し合わせ］ 

趣  旨  大規模地震等により、被災した自治体独自では対応がとれない下水道被害が発生した場合に備え、近

畿２府７県の下水道事業における相互支援体制を整備することとし、その組織及び運用等について申し

合わせを定める。 

決 定 日 平成29年９月12日 

構  成 国土交通省、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県、徳島県、大阪

市、京都市、神戸市、堺市、福井市、大津市、福知山市、姫路市、奈良市、和歌山市、津市、徳島市、

日本下水道事業団、(公社)日本下水道協会、(一社)全国上下水道コンサルタント協会、(一社)日本下水

道施設業協会、(公社)日本下水道管路管理業協会、(一社)日本下水道施設管理業協会、全国管工事業協

同組合連合会 

出  動 ○近畿ブロック内で震度６弱以上の地震が発生した場合 

○近畿ブロック内で震度５強以下の地震もしくはその他の大規模災害が発生し、下水道施設が被災した

自治体から支援要請があった場合 

○近隣ブロックからの支援要請があった場合 

系  統  

 
  

［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕 ア-11 下水道事業災害時近畿ブロック支援に関する申し合わ
せ（下水道事業災害時近畿ブロック）］ 
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[資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕 ア-12 大津市・日本下水道事業団災害支援協定] 
[資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕 ス-16 自然災害時における下水道管渠施設に係る応急対策の
支援協力に関する協定（一般社団法人滋賀県下水道管路維持協会）] 

 

(4)電力に関する災害応急復旧体制の整備  
＜関西電力㈱、関西電力送配電㈱＞ 

 電力事業者は、災害時における電力施設・設備の円滑な応急復旧活動の推進のため、平常時から防

災体制を整備する。 

ア 各種災害を想定した応急復旧資機材の備蓄・調達体制の整備 

イ 初動体制や被害情報等の収集体制、関係機関との情報連絡体制等を明示した行動指針等の整備 
 

(5)電気通信に関する災害応急復旧体制の整備  
＜NTT 西日本㈱＞ 

  電気通信事業者は、災害時における電気通信設備等の円滑な応急復旧活動の推進のため、平常時か

ら防災体制を整備する。 

ア 各種災害を想定した応急復旧資機材の備蓄・調達体制の整備 

イ 初動体制や被害情報等の収集体制、関係機関との情報連絡体制等を明示した行動指針等の整備 

ウ 指定避難所となる学校等の公共施設を中心に被災者等の通信を確保するため、事前設置型特設公

衆電話を整備 

 

(6)ＩＴに関する災害応急復旧体制の整備  
＜NTT 西日本㈱＞ 

  ＩＴ関連事業者は、災害時における電気通信設備等の円滑な応急復旧活動の推進のため、平常時か

ら防災体制を整備する。 

ア 各種災害を想定した応急復旧資機材の備蓄・調達体制の整備 

イ 初動体制や被害情報等の収集体制、関係機関との情報連絡体制等を明示した行動指針等の整備 
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第13 被災者等への的確な情報伝達活動への備え 

【基本方針】 

 市および放送事業者は、災害時には、市民に対して災害情報や生活情報等必要な情報が確実に伝達

され、かつ共有されるように、情報伝達の際の役割・責任の明確化に努める。また、事前に広報体制

の構築や住民等からの問い合わせに対する備えに努める。 

 

(1)広報体制の整備  
＜政策調整部、総務部、産業観光部、企業局、日本放送協会＞                    

 災害時において、被災者等への迅速・的確な情報提供は、誤報や混乱を防ぎ、災害対策を円滑に推

進していくうえで非常に重要であることから、市は災害時の広報体制の整備に努める。 

ア 災害種別、時間経過を考慮した被災者に提供すべき情報の項目及び内容の分析、整理 

イ 情報提供、広報手段の検討 

ウ 災害広報マニュアルの作成 

エ 広報手段については、携帯端末のエリアメール・緊急速報メール機能、携帯端末用アプリ、ソー

シャルメディアやデジタル放送等を活用し、警報等の伝達手段の多重化・多様化に努める。また、

放送設備を搭載した広報用車両の充実を図る。 

オ 高齢者、障害者、外国人（多言語）等の要配慮者へ十分配慮した対応 

カ 放送事業者は、災害に関する情報及び被災者に対する生活情報等を常に伝達できるよう、体制及

び設備の整備を推進する。 

キ 携帯電話による災害時メール情報提供サービス(防災メール) 

ク 地上デジタルテレビのデータ放送（NHK）により、県が河川情報を提供する。 

 

(2)住民からの問い合わせに関する体制整備  
＜政策調整部、総務部、市民部、企業局＞           

災害時には、災害対策等に関する市民から市への緊急問い合わせが急増するものと考えられる。そ

こで、これらの問い合わせに迅速・的確に対応するための体制を整備する。また、問い合わせ集中に

よる電話回線混雑を避けるために「不要不急の電話問い合わせを控える」よう、平素より広報に努め

る。 

ア 相談窓口の設置 

イ 臨時問い合わせ電話、ＦＡＸの開設等に関する体制整備 

ウ 電気通信事業者等の関係機関との協力、連携体制 

エ 問い合わせ内容の記録、処理、市民への回答の方法 

オ 問い合わせ内容を担当課へ円滑に連絡、照会する体系の確立 

カ 問い合わせの受付等に関し、安否情報の確認のためのシステムの効果的、効率的な活用 

［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕 ス-17 災害時における応援に関する協定書（ヴェオリア・ジ

ェネッツ株式会社］ 
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第14 ボランティアとの連携 

【基本方針】 

 大災害が発生すると、行政や防災関係機関だけで十分な災害対応を行うことは困難となる。そのた

め、災害時において大きな役割を果たすボランティアが円滑な活動を実施できるよう、地域住民から

のニーズを把握するとともに、ボランティア活動の調整ができる体制を整備する。 

 

(1)災害ボランティアセンターの設置等に関する協定  
＜健康福祉部＞ 

市と社会福祉協議会は、災害時の被災者支援及び平常時の災害予防対策等において「災害ボランテ

ィアセンターの設置等に関する協定」を締結し、災害ボランティア活動に関し、連携に努める。 

 

(2)ボランティアとの連携強化  
＜総務部、市民部、健康福祉部、日本赤十字社＞ 

災害時における被災者へのきめ細かいサービスの提供、復旧活動の支援など、ボランティアは災害

対策に大きな役割を果たすため、国の被災者援護協力団体登録制度の運用も踏まえて、ボランティア

との協力・連携体制の強化を推進する必要がある。 

ア 災害時におけるボランティア活動の中心的存在として想定される日本赤十字社や社会福祉協議会

と、ボランティア関係団体との連携体制の構築を支援し、合同のボランティアセンターの立ち上げ

訓練の実施や、市民のボランティア意識の高揚を図るためのイベント開催、ボランティアコーディ

ネーターやボランティアリーダーの研修等、平常時から地域団体、ボランティア団体の活動支援や

リーダーの育成に努める。 

イ 学区社会福祉協議会や地区民生委員児童委員協議会、市内のボランティア団体・グループ、被災

者援護協力団体などについては、各団体の意向を踏まえつつ、交流・連携に努めるとともに、県及

び県社協と連携し、市外のボランティア団体等との交流・連携についても検討していく。 

  併せて、全国域の災害中間支援組織である全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）

とも連携し、発災時における連携体制強化を図っていく。 

ウ 市町は、あらかじめ避難所運営・避難生活支援に取り組む地域のボランティア人材の育成・確保

に努めるものとする。 

エ 通訳等の日本語支援を行なうボランティアについては、災害時における外国人支援に重要な役割

を果たすと想定されるため、今後、市内外の国際交流団体等との連携を図り、支援体制を整えてい

く。 

オ 応急危険度判定士（震災時の被災建築物応急危険度判定）、被災宅地危険度判定士（風水害時、

震災時の被災宅地危険度判定）については、災害時において重要な役割を果たすと想定されるため、

県と連携し、関係団体との連携に努める。 

カ ボランティアは、活動に際しボランティア活動保険に加入するものとし、その普及啓発に努める。 
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(3)ボランティアへの対応  
＜総務部、市民部、健康福祉部＞ 

市は、災害時におけるボランティア活動を円滑に実施するために、社会福祉協議会による「災害対

応ガイドライン」並びに「災害ボランティアセンター本部運営及び現地拠点運営マニュアル」に基づ

く活動を支援し、災害ボランティアセンターの充実を図る。また、災害時にボランティア活動の拠点

となる施設の選定や人材育成に努めるなど、ボランティアの受入れ態勢の整備に努める。さらに、県

と連携し、各種ボランティア情報の収集等に努める。 

災害時は、庁舎新館の市の指定する場所に「大津市災害ボランティアセンター」を開設し、参集す

る一般ボランティアの受け入れを行うとともに、活動場所の斡旋、資機材の調達、情報の収集・提供、

ボランティア保険の加入手続き等、ボランティア活動を支援する。また、「大津市災害ボランティア

センター」は、災害の状況、ボランティアの参集及び活動場所等を考慮して、被災地域の市民センタ

ー等に現地拠点（サテライト）を開設する。 

感染拡大時には、大津市社会福祉協議会が令和２年７月に策定した、「大津市災害時ボランティア

センターの設置・運営活動に係る基本方針」等に基づき、感染防止を踏まえた運営に努める。 

 

［大津市ボランティアセンターの概略］ 

所在地 浜大津四丁目1-1 大津市社会福祉協議会内 

電話番号 525-9316 

平常時の業務 １ 災害ボランティア活動の調査・研究及び訓練の実施 

２ 災害ボランティア活動の広報・啓発 

３ 関係機関・団体や市民との意見・情報交換及びネットワーク体制の整備 

４ 災害ボランティア及びコーディネーターの育成 

５ 市内で相当規模の被害には至らない災害が発生した場合の対応 

６ 災害ボランティア活動に必要な資機材等の調達・保管 

７ 大津市外で発生した災害における情報発信や情報収集及び災害ボランティアセン

ターの支援のほか、必要と認められる活動 

災害時の業務 １ 災害ボランティアの募集、受入及びコーディネートの実施 

２ 被害状況及び必要な災害ボランティア活動の内容等の把握 

３ 災害ボランティア活動に必要な資機材等の調達 

４ 災害ボランティアの安全管理 

５ 関係機関や団体との連絡調整 

６ その他必要と認められる活動 
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第15 中山間地の孤立化対策 

【基本方針】 

市域において、孤立する可能性のある集落の実態を把握し、事前の対策を講じる。 

救援体制の充実を図るとともに、集落における孤立時の自立性・持続性を高める。 

 

(1)孤立集落と外部との通信の確保  
＜総務部、消防局、NTT西日本㈱＞ 

初動期の情報収集に備え、必要な情報通信を確保し、集落や住民から市への通信を確実なものとし

ておく。 

ア 災害の発生を前提とした通信設備の運用 

イ 通信設備障害時におけるバックアップ体制の整備 

ウ 集落と市間の通信確保 

エ 孤立集落への情報発信 

 

(2)孤立集落に係る物資供給、救助活動  
＜総務部、産業観光部、消防局＞ 

物資の適切な供給にあたっては、指定避難所のニーズを市へ的確に伝達することが重要である。 

また、実際の救助、避難、物資供給に備えて、ヘリコプターの情報収集能力の充実を図る。 

ア 孤立集落の被災状況や住民ニーズの適切な把握 

イ ヘリコプターの有効活用 

ウ 孤立集落における消防団員の活用 

エ 集団避難への対応 

 

(3)孤立に強い集落づくり  
＜総務部、産業観光部、都市計画部＞ 

孤立する可能性のある集落においては備蓄の推進等を通じ、地域防災力を強化することが必要であ

る。 

ア 備蓄の整備・拡充 

イ 避難体制の強化 

ウ 住宅の耐震化 

エ 保険制度等の普及促進 

オ マニュアル等の整備 
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第16 防災訓練の実施 

【基本方針】 

 市域において、市、防災機関、自主防災組織等が連携した総合防災訓練を実施する。また、各防災

機関、市民組織においても適宜防災訓練を実施する。 

(1)総合防災訓練の実施  
＜総務部、消防局、防災関係機関＞ 

災害による被害を最小限にくい止めるためには、平常時から震災、風水害、土砂災害、大規模事故

等のさまざまな災害を想定した訓練を実施し、災害の発生に備えておくことが必要である。そこで、

市及び各防災関係機関は、自主防災組織、民間企業、ボランティア団体及び地域住民等との連携のも

と、総合防災訓練を実施する。 

ア 総合防災訓練 

総合防災訓練は、災害の想定を河川の氾濫の危険があること、震度７の直下型地震が発生するな

ど、適宜実効性の高い訓練を実施する。また、訓練内容については、非常参集訓練、初動体制確立

訓練、情報伝達・非常通信訓練、初期消火訓練、水防訓練、救急救助訓練、避難訓練等を組み合わ

せ、各参加者に対応した実践的な訓練とする。 

また、訓練には、高齢者、障害者、外国人（多言語対応）等の要配慮者の支援に必要な内容を取

り入れるよう図るとともに、年齢・性別による被災時のニーズの違い等多様な視点に配慮するよう

努めるものとする。 

イ 防災訓練体系 

防災訓練体系は「市全体」「学区単位」「自治会単位」「事業所単位」に分けて考えるものとし、

総合防災訓練は「市全体」に相当するものである。 

 

［大津市における防災訓練の体系］ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難経路確認、車 
両、器具使用等 

避難、消火、 
通報等 

【訓練メニュー】 

関係機関出動要請、情 
報収集・伝達、救助、 
救護所、航空搬送、火 
災防ぎょ、応急・復旧 
等 

自治会、 
消防署員等 

消防分団、 
消防署等 

市全体 

（災害対策本部、関係機関） 

学区単位 

自治会単位 

大規模 
(総合) 

中規模 

小規模 

事 

業 

所 

単 

位 

【参加団体】 

市、消防、企業局、ＮＴ

Ｔ、自衛隊、警察、協定市

町、関西電力（株）、関西

電力送配電㈱、自主防災組

織、その他団体等 
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［総合防災訓練の内容］ 

訓練内容 地震情報伝達、住民避難訓練、施設訓練、防災関係機関出動要請、被害調査・情報伝

達、災害対策本部設置、通行規制・緊急通行路確保、水防活動、初期消火、救護所設

置、住民救助活動、非常食づくり・炊き出し・湯の供給、避難所設置、臨時電話開設、

高所監視カメラ等による画像伝送、要介護世帯安否確認、仮設トイレ設置、病院への電

力供給・高圧線復旧、緊急給水、代替燃料の搬入・水道ガス応急復旧、救援物資搬送、

安置所の巡回、災害時相互応援協定に基づく要請、救助救出・負傷者救護、ヘリコプタ

ーによる重症患者搬送、火災防ぎょ 等 
 

 

(2)風水害を想定した訓練の実施  
＜総務部、消防局、防災関係機関＞  

ア 市は、土砂災害防止法（第８条第３項）に基づき、土砂災害に係る避難訓練等防災訓練を実施す

る。 

イ 市は、水防法（第３２条の２第１項）に基づき、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水

防訓練を実施する。 

 

(3)防災関係機関や地域における防災訓練の実施  
＜市民部、消防局、関係部局、防災関係機関＞  

ア 防災関係機関 

防災関係機関は、その所管する業務の防災訓練を定期的に実施することにより、職員に対して防

災体制の周知徹底を図る。訓練内容については、非常参集訓練、初動体制確立訓練、情報伝達・非

常通信訓練等を各機関の特性に合わせて取り入れ、実践的な実動訓練や、災害図上訓練(ＤＩＧ)、

避難所運営訓練（ＨＵＧ)を実施するとともに、地域の防災訓練とタイアップするなど、市民や企業

等との連携に努める。 

イ 市民 

市民は、「自らの身の安全は自らで守る」という防災の基本を認識し、市の総合防災訓練や、各

自治会・学区単位で実施する初期消火訓練・救急救助訓練・避難訓練等に参加する。各消防署及び

各消防分団においては、これら地域や事業所等による防災訓練の指導を行う。 

ウ 実践的な訓練 

各訓練の実施にあたっては、災害規模の想定を明らかにするとともに、内容・条件・実施時間等

について工夫し、実践的な訓練の実施に努める。また、訓練で得られた課題等を今後災害対策に反

映することで、防災対応力の向上を図る。 

エ 感染防止対策に配慮した避難所開設・運営訓練 

市は、関係機関と連携し、感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染症対策

に配慮した訓練を積極的に実施するものとする。 
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第17 災害復旧・復興への備え 

【基本方針】 

 円滑な災害復旧・復興の実施のため、事前準備の観点からの検討、重要構造物・施設・設備等の情

報及び図面等の整備保全ならびに土地情報のデータ化を図る。 

 

(1)行政資料の保存 
＜政策調整部、建設部、教育委員会、消防局、企業局、防災関係機関＞                     

災害により市庁舎等が被害を受けた場合、戸籍、住民票、登記、税務資料等の行政資料が失われ、

災害対策や円滑な行政推進に支障をきたすことが考えられるため、各種資料の保全に万全を期す。 

ア 発災後においても円滑に行政を推進できるよう、個人情報や市民生活に直結した行政推進情報を

はじめとした重要なデータについては同時被災・散逸を回避するために地域的に離れた施設で運用

管理するなど、行政資料の保全対策に努める。 

イ 特に、主として手作業処理に係る紙ベースの行政情報は、災害による被害を受けやすいため、保

全対策を講じる。 

ウ 円滑な応急対策計画、復旧・復興計画の推進においては、被災前の地域の状況を把握しておくこ

とが重要であり、地籍、建物、施設、地下埋設物、基礎地盤状況等の情報をいつでも利用できるよ

うに整備・保管しておくことが必要である。既存の紙ベース資料は、可能な限り電子化し、新たな

事業では、公共測量基準点を利用した現地復元性がある測量図や設計図データの作成を行い、国の

電子化要領に準拠した電子情報化、バックアップデータの作成、耐震、防火、防水・防湿等にすぐ

れた保管庫の整備、地域的に離れた施設での保管など、資料の被災・散逸を回避するための保全対

策に努める。 

 

(2)地籍調査の推進 

＜建設部＞ 

河川の氾濫や土砂災害などで従前の土地境界が分からなくなった場合、迅速な復旧ができるよう土

地の境界を復元可能な座標値でデータ化する地籍調査の推進を図る。本市の場合には、早期に広範囲

の調査を行うために、一筆ごとの調査に先行して官民等の境界の調査を実施する。
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第３節 市民の防災活動 
 

第１ 防災知識の普及 

【基本方針】 

防災は「自らの身の安全は自らが守る」という「自助」の考え方が基本であり災害対策を推進して

いくためには、まず、市民がその自覚を持ち、平常時より災害に対する備えを心がけ、災害時におい

ては自発的な防災活動を行うことが重要である。 

災害時に的確な行動を行うためには、十分な防災知識を身につけることが必要であるため、市は、

市民等に対して防災知識の普及に努める。 

 

(1)市民への防災知識の普及  
＜政策調整部、総務部、消防局、企業局、防災関係機関＞ 

災害時における被害を最小限に抑え、誤報による混乱等を防止するためには、正しい防災知識を有

する市民が大きな役割を果たすと考えられる。このため、以下のような防災知識普及のための各種事

業を推進し、市民の防災知識・防災対応力の向上に努めるとともに、年齢・性別による被災時のニー

ズの違い等多様な視点に配慮するよう努めるものとする。 

また、被災後に援助の手をさしのべるボランティアを円滑に受け入れるなどの地域の受援力を強化

する。 

 ハザードマップ等各種印刷物の作成 

 テレビ、ラジオ等の報道機関を活用した防災知識の普及 

 研修ビデオ、疑似体験装置等を活用した防災知識の普及 

 防災ホームページ、携帯端末用アプリを活用した防災知識の普及 

 広報紙「広報おおつ」、「パイプライン」を活用した防災知識の普及 

 防災イベントの実施 

 各種防災講座の実施 

 各種防災訓練の実施 

 防火訪問等による防火・防災予防知識の普及 

 大津市防災士の養成 

 

 

(2)要配慮者への防災知識の普及  
＜政策調整部、健康福祉部、こども未来部、消防局、社会福祉事業団＞ 

災害時においては、高齢者、障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦、外国人等の要配慮者の対策が求

められることから、要配慮者本人やその家族に対して、災害時の行動に関する基礎知識の普及に努め

る。 

 

(3)市職員等への防災知識の普及  
＜総務部、全部局、防災関係機関＞        

災害時における初動体制、災害対策の推進を図るために、市職員や関係機関職員への防災知識の普

及や訓練を定期的に実施する。 

ア 職員への防災教育 

職員への防災教育を目的として、職員行動マニュアルや各機関で作成する災害対応マニュアル等
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に関する講習や、地震や風水害、大規模事故などに迅速・的確に対応するための訓練の実施等を通

じた防災知識の普及、防災対応力の向上に努める。 

市職員は、本計画や「職員行動マニュアル」、各部局で作成する「部局別マニュアル」を習熟し、

災害発生時における適切な判断力と行動力を養う。 

イ 防災担当職員への防災教育 

防災担当職員については、災害対策のさまざまな場面において、高度な対応が要求されるため、

各担当職員の事務分掌に対応した防災テキストやマニュアルの配布、有識者による研修や、技能講

習、訓練の実施、防災関係機関への派遣等、専門的で高度な防災知識・対応力を身につけるための

機会の確保に努める。 

 

(4)幼児・児童・生徒への防災教育  
＜総務部、健康福祉部、こども未来部、教育委員会、消防局＞ 

防災知識の普及のためには、できるだけ早期からの防災教育が重要であり、学校等における防災教

育は、幼児・児童・生徒が自らの生命を災害から守るための安全教育の一環として行う。各学年等に

おいては、防災教育のねらいや重点を明確にし、教育課程に位置づけ、教育活動全体を通じて、体系

的・計画的に指導していく。また、各教育施設に設置される「学校防災教育コーディネーター」によ

り防災教育の推進体制を整備するとともに、取組内容に応じて関係機関等に「学校防災教育アドバイ

ザー」を依頼する。その他、消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育の推進に努めるものと

する。 

ア 防災学習資料等による教育 

風水害、土砂災害に関する資料等を活用した防災教育を推進する。 

イ 子どものための防災教室 

小学校高学年を対象に、ボランティア団体・管轄消防署等と連携し、ハザードマップの作成等を

通じて防災知識の習熟と防災意識の高揚に努める。 

ウ 防災講座 

中学生を対象に、ボランティア団体・管轄消防署等と連携して、災害の基礎知識、災害時の行動、

要配慮者支援、防災ボランティア活動等について、防災講座を開催し、防災知識の習熟と防災意識

の高揚に努める。 

［学校等における防災教育の状況］ 

防災教育の重点 ・幼稚園：災害時に教員等の指示に従って適切な行動がとれるようにするとともに、

火災等を発見したときは近くの大人に速やかに伝えられるようにする。 

・小学校：災害の危険を理解し、安全な行動がとれるようにするとともに、他の安全

に気配りし、燃料や用具の安全な取り扱いができるようにする。 

・中学校：応急処置の技能を身につけたり、防災への日常の備えや的確な避難行動が

できるようにするとともに、ボランティア活動の大切さを理解する。 

主な内容 １ 防災に対する理解と能力の習得 

・ 火災、地震等、災害の基礎知識 

・ 火災、地震等の災害時での安全を守る行動 

・ 生活安全、事故防止等についての理解と応急手当について実習を通した理解 

・ 避難方法の熟知及び避難訓練の重要性 等 
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２ 避難訓練 

・ それぞれの場面で適切な避難行動がとれるように避難訓練を計画的に実施 

①授業時間中の校内火災時の避難訓練 

②休憩時間中の校内火災時の避難訓練 

③授業時間中の地震発生時の避難訓練 

④休憩時間中の地震発生時の避難訓練 

３  防災意識の高揚 

・ 防災に関する情報を提供し、防災意識の高揚と火災等の予防に努める 

・ ボランティア活動の大切さの理解 

 

(5)災害教訓の伝承  
＜政策調整部、総務部、消防局＞ 

市は、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等により、市

民が災害教訓を伝承する取組みを支援する。 
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第２ 市民の防災活動の促進 

【基本方針】 

地域防災圏における防災活動を充実させるため、自主防災組織の設立及び育成、強化を図り、消防

団と自主防災組織や防災士等の多様な主体との連携等を通じて地域コミュニティの防災体制の充実を

図る。また、研修の実施等による組織リーダーの育成、多様な世代が参加できるような環境の整備等

により、これらの組織の日常化、訓練の実施を促すものとし、住民は、地域の防災訓練など自発的な

防災活動に参加するよう努める。その際、女性の参画の促進に努める。 

また、地域内の一定の市民及び当該地域に事業所を有する事業者（以下、「地区居住者等」という）

の自発的な防災活動に関する計画である地区防災計画の策定の推進に努めるとともに地域の防災体制

の強化を図る。 

 

(1)自主防災組織の整備  

＜総務部、市民部、消防局＞ 

大規模災害において、被害を最小限におさえ、災害対策を効果的に推進していくためには、地域

住民の迅速・的確な防災活動が必要不可欠である。そこで、市民の自主的・組織的な防災活動の活

性化を図り災害対応力を高めるため、以下の点に留意し、自主防災組織の整備・育成強化を推進す

る。 

ア 組織体制 

 自主防災組織の組織体制は、基礎的な地域組織である自治会等を基本とし、情報班、消火班、救

出・救護班、避難誘導班、給食給水班等を随時設ける。また、これら地域の自主防災組織を束ねて

連絡調整機能を果たすために、学区レベルの自主防災組織体制を位置付ける。 

災害が発生したとき、又はそのおそれがあるときは、迅速な情報収集や災害対策を実施するため

に学区災害対策本部を設置するなど防災体制の強化を図る。 

イ 組織リーダー 

 自主防災組織に、組織の中核となるリーダーとして会長、副会長、会計、監事等、随時必要な役

員を置く。情報、消火、救出・救護、避難誘導、給食給水等の活動各班については、できるだけ専

門知識・専門技術を持つ経験者（消防、警察官、医師、看護師、エンジニア等のＯＢ）に班長にな

ってもらうなど、地域内におけるリーダーの掘り起こしを行うとともに、防災対応力の向上を目指

したリーダー研修の実施に努める。その際、女性や子育て家庭の参画の促進に努める。 

ウ 専門知識・専門技術を持つ経験者や防災士 

  自主防災組織は、自主的・自発的な防災活動の活性化のため、専門知識・専門技 

術を持つ経験者（消防、警察官、医師、看護師、エンジニア等のＯＢ）や防災士が自主防災組織防

災活動に積極的に参加できるように努める。また、経験者や防災士は、組織リーダーへの助言や自

らが組織リーダーとして地域防災力の向上のため自主防災組織の体制に応じた役割を担うものとす

る。 

エ 自主防災意識の啓発 

 自主防災組織の活動に対し、できるだけ多くの住民参加を促進するために、各消防署や消防団と
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連携した啓発活動や啓発パンフレットの活用等により、自主防災意識の高揚を図る。自主防災組織

を通じたコミュニティ活動を促進し、連帯感の醸成に努める。 

オ 防災士の養成 

防災知識に秀でた市民の養成に努める。平常時においては、地域防災力の強化・充実を図る担い

手としての役割を、また大規模災害時においては、公的支援の到着が遅れ、消防、自衛隊等の公的

支援が到着するまでの間（概ね３日間）、家庭をはじめ地域や職場の災害現場で防災士が活動する

ことにより、生命や財産に関わる被害の軽減がなされることが期待される。 

防災士は平常時においては防災意識の啓発に当たるほか、大災害に備えた自助・共助活動等の訓

練や、防災と救助等の技術の錬磨などに取り組む。 

また、災害時には、それぞれの所属する団体・企業や地域などの要請により、避難や救助・救命、

避難所の運営などにあたり、市など公的組織やボランティアと協働して活動する。 

カ 自主防災組織育成のための諸方策の推進 

市民の組織活動への参加を促進するために防災訓練や防災知識の普及啓発、情報の提供、継続的

な表彰制度の実施などの方策を推進する。 
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会
長
、
副
会
長
 

連

携 

学

区

自

主

防

災

会 

学

区

災

害

対

策

本

部 



      第３節 市民の防災活動 

 

86 

 

予防 

(2)地区防災計画策定の推進 
＜総務部、市民部、消防局＞ 

自主防災組織の参加者をはじめとする地区居住者等は、当該地区における防災力の向上を図るため、

協働して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支援体制の構築等、自発的な防災活動の

推進に努めるとともに、これら防災活動に関する計画をとりまとめた地区防災計画の作成に努める。 

市は、地区居住者等が地区防災計画を作成するために、ハザードマップ・カルテ等の必要な資料の

提供や、計画作成に係る助言等の支援を行う。また、地区居住者等によりとりまとめられた地区防災

計画について、地域の自発的な防災活動の内容を最大限尊重するとともに、その内容が本計画の趣旨

に沿っているか等十分に検証した上で、必要があると認めるときは、地域防災計画に地区防災計画と

して定めることとする。なお、策定にあたっては、高齢者や障害者、女性、子育て家庭、ボランティ

ア団体等、多様な主体の参画を推進する。 

 

(3)自主防災活動への支援 
＜総務部、市民部、消防局、関係部局＞                     

 自主防災組織の育成、活動の活性化を図るため、以下の支援に努める。 

ア 組織リーダーの育成 

自主防災組織の活動を活性化するためには、その中核となるリーダーを育成する必要がある。そこ

で、各地域のコミュニティ活動の中心となっている人や専門的な知識を持つ人などから人材を発掘し、

リーダーになってもらうことを要請するとともに、リーダーを対象とする講習会の開催や防災リーダ

ー養成施策について、県とも連携し、検討していく。 

イ 防災士の育成 

市は自主防災組織での活動の活性化を図るために防災知識の向上を目的とした研修の実施に努め

る。防災士が積極的に研修に参加し、習得した知識と技術を自主防災組織や地域住民に伝達する機

会の提供に努める。 

ウ 訓練・研修会の実施 

自主防災組織の活動を活性化させ、災害時において迅速・的確な活動ができるように、平常時に自

主防災組織も参加した地域防災訓練、防災研修会を実施する。訓練・研修会の実施にあたっては、地

域住民への周知を図り、住民の主体的参加を促進する。 

エ 個別指導・助言 

 自主防災組織の活動の活性化、効率的な組織運営等を推進するため、各消防署の地域担当職員、学

区や地域の防災士等が地域を巡回し、組織編成や活動内容に関する報告を受けるとともに、今後の活

動に対する個別指導・助言を行う。また、自主防災組織の整備されていない地域については、組織づ

くりの指導・助言を行う。 

オ 組織育成・活動費の補助 

地域の自主防災組織の設立や活動を推進するため、資機材整備費用等に対して補助を行う。また、

県と連携し、活動経費等、実効性の高い補助制度のあり方について検討していく。 
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(4)自主防災組織の訓練の実施 
＜総務部、市民部、消防局＞                  

 自主防災組織が災害時において迅速・的確な活動をするためには、平素から各種災害を想定した十

分な訓練を実施しておくことが重要であることから、市はこれらの活動を支援する。 

ア 実践的な訓練の実施 

自主防災組織は、避難誘導や初期消火、救急救助、情報収集、応急救護、炊出し等に関する実践

的な訓練の実施に努める。 

イ ＤＩＧ・ＨＵＧ等の図上訓練 

地域で大きな災害が発生した場合を想定し、地図への書き込みを通して、参加者全員が、地域の

災害リスクを把握するとともに、地域に被害が発生した場合、どのような対応をとればよいかを図

上で疑似体験する。 

また、避難所の運営についても図上訓練を行い、同様に疑似体験する。 

ウ 地区防災計画に基づく検証訓練 

  学区で作成された地区防災計画の実効性を高めるため、地区防災計画に基づく検証訓練の実施に

努める。 

 

(5)企業防災の促進 
＜産業観光部、消防局＞ 

ア 企業等における帰宅困難者対策 

企業等は、発災時に自社従業員等の安全確保、保護のため、一斉帰宅行動を抑制する必要がある。

また、自社従業員等を一定期間留めるために、家族の安否確認や飲料水、食料等の備蓄や災害時の

マニュアル作成など体制整備に努める。 

また、企業等は、訪問者や利用者が事業所内で被災した場合において、自社従業員と同様な対応

が取れるよう対策を検討する。 

さらに、留まった従業員が可能な範囲で、地域の応急・復旧活動にも参加するよう努める。 

イ 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定等 

企業は、災害時に企業の果たすべき役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域

貢献・地域との共生）を十分に認識し、各企業において災害時に重要業務を継続するための事業継

続計画（ＢＣＰ）を策定するよう努める。 

また、防災体制の整備、防災訓練の実施、事業所の耐震化や風水被害に対する浸水対策、予想被

害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し、燃料・電気等の重要なライフラインの供給不足へ

の対応、取引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の取組みを実施するなどの防災活動の

推進に努める。 

ウ 事業継続管理（ＢＣＭ）の構築 

企業は、災害時に事業継続計画（ＢＣＰ）で定めた手順や機能について、その実効性を確認する

とともに、ＢＣＰが陳腐化することのないよう継続的に改善し維持管理する事業継続管理（ＢＣＭ）

の構築に努める。 

エ 市の対応 
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市は、防災活動に関する優良企業の表彰や、企業の防災に係る取り組みを支援し、企業の防災力

向上の促進を図る。また、企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積

極的参加の呼びかけを行うなど地域の防災コミュニティの醸成に努める。 

 

(6)事業所における自主的な防災体制の整備 
＜産業観光部、消防局、防災関係機関＞            

事業所は、自らが所有する建築物の安全対策、市が行う防災対策への協力、地域防災活動への参画

等による自主的な防災体制の整備に努める。 

ア 自主防災体制の整備 

各事業所においては、防火管理者を中心に、防災組織づくり、機材の整備、訓練の実施等、自主的

な防災体制の整備を図る。大規模工場や大型小売店舗等、多数の者が出入り及び勤務する施設におい

ては特に重視する。 

また、危険物施設等において自衛消防組織の設置が義務づけられている事業所においては、火薬類

取締法、高圧ガス取締法等の関連法に従って自主防災体制の整備を図る。 

イ 地域の自主防災組織との連携 

事業所と事業所の立地する地域の自主防災組織との連携の強化を推進するため、事業所と地域の情

報連絡体制の構築に努めるとともに、非常時における相互支援体制の検討、防災連絡会議の開催、合

同防災訓練の実施等に努める。 
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第４節 文化財等の災害への備え 

【基本方針】 

文化財は、国民の貴重な財産であり、これらを災害から守り、後世に伝えるため、防災、文化財保

存、都市計画などの分野を横断する広い視点に立ち、関連部局が関係機関等と協力して災害予防対策

に取り組み、各種の施策を講じる必要がある。本市には、文化財建造物や美術工芸品等が数多く集中

しており、平常時から市民、所有者、関係機関が協力して文化財に対する災害予防対策を推進する必

要がある。災害時においては、その被害の軽減を最大限に図れる体制を整備し、加えて文化財の保護

と修復等に重点をおいた体制を整備する。 

また、本市の歴史的風土は、我が国の歴史を伝えるうえで、国民的資産としての価値を有するもの

であることから、これを後世に継承する防災対策を推進する。 

 

第１ 文化財の災害予防対策 

(1)文化財等の消防活動対策 
＜市民部、消防局＞ 

ア 保護の対象となる文化財等は、文化財保護法等により指定を受けた国宝及び重要文化財、重要有

形民俗文化財及び重要な文化財その他の美術工芸品等の文化財等であって、建造物を除き、かつ緊

急に搬出しなければ損壊すると認められるものとし、災害時における搬出保護活動のため、平常時

からその具体的な方法及び搬出時期について計画を作成する。 

イ 文化財対象物の自衛消防体制について、災害時に対処し得るよう育成を強化する。 

ウ 国宝、重要文化財に指定された建造物を特別消防対象物（文化財）として指定し、それぞれ現状

に応じた特別消防対象物警備計画を策定、運用するとともに、実態把握を行い、現行の防ぎょ計画

がより効果的に運用されるよう関係計画の整備を図る。 

エ 重要な文化財等の建造物について実態把握を行い、消防活動対策上必要となる重点事項を記録し、

整備する。 

 

(2)緊急時の対応マニュアルの策定 
＜市民部＞ 

災害発生時において、それぞれの文化財に対する適切な対応を実施するため、専門家と共に事前に

緊急時の対応手順を検討し、緊急対応マニュアルを策定する。 

また、万一の被災に備え、当該マニュアルには、文化財修復のために必要な事項を詳細に記録して

おくものとする。 

さらに、災害応急対策としての文化財建造物の解体又は撤去を行う場合において、可能な限り文化

的価値の損失を避けるべく、解体等の手順の策定に努める。 
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第２ 美術工芸品等文化財の予防対策 

(1)美術工芸品の転倒、転落防止対策 
＜市民部＞             

市内の国宝・重要文化財などの所有者並びに主要展示施設に対して「文化財（美術工芸品）の防災

に関する手引」を送付し、美術工芸品の保存、展示に際しての注意を喚起するとともに、所有者等か

らの相談に応じる。 

 

(2)美術工芸品等文化財の搬出作業の準備 
＜市民部＞           

破損した建造物から文化財を搬出し、他の施設に移動して保管する場合、搬出作業を円滑に行うた

めに、日頃から次の点に留意するよう指導を行う。 

ア 必要な備品、資材を十分に確保する。特に梱包資材のように大量に必要とするものについて、災

害発生時に被災地周辺から集中的に投入できる体制をつくっておく。 

イ 搬出後に適当な一時保管場所を確保しておく。 

 

(3)緊急時の対応マニュアルの策定 
＜市民部＞  

災害発生時において、それぞれの文化財に対する適切な対応を実施するため、専門家と共に事前に

緊急時の対応手順を検討し、緊急対応マニュアルを策定する。 

また、万一の被災に備え、当該マニュアルには、文化財修復のために必要な事項を詳細に記録して

おくものとする。 
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第３ 歴史的風土の保存と防災対策の推進 
＜市民部、都市計画部、消防局＞ 

本市には、文化的な側面を含め歴史的資産として価値のある遺跡・史跡・景観が数多く存在する。 

これら歴史的風土の保存に向けての取り組みにおいては、文化財関係者はじめ地域住民の理解と協

力のもとに、さまざまな側面から防災対策に係る取り組みの推進や検討を図っていく。 

また、取り組みにあたっては、歴史的風土の保存対象物のみならず、その文化的価値の活用に不可

欠となる保存対象物へのアプローチ空間等の災害安全性を高め、来訪者の安全の確保を図る。 
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第５節 災害及び防災に関する研究及び観測等の推進 
 

【基本方針】 

 災害対策の検討を目的として防災アセスメントを実施する。 

 

(1)防災アセスメントの実施 
＜総務部＞                 

災害に対する適切な予防の実施や災害対策の推進のためには、市内各地域における災害の態様や被

害規模を想定し、災害危険性及び災害危険箇所を把握することが必要である。そこで、気象、地形、

地盤等の自然的条件、集落、土地利用等の社会的条件、災害履歴等をふまえた防災アセスメントを実

施する。 

ア 防災アセスメント結果については、広く市民等に公開するとともに、地域防災計画や関係機関の

防災対策資料として役立てる。 

イ 各地域防災圏を単位として地区別の災害特性を取りまとめ、ハザードマップ等の防災基礎資料の

充実を図る。 

ウ 各調査結果データのＧＩＳ（地理情報システム）化を図り、効率的な活用に努める。 

エ 防災アセスメントについては、地域の自然・社会条件等の変化、調査技術の進展等をふまえつつ、

必要に応じて適宜実施に努めるものとする。 

 

(2)気象観測等の推進 
＜総務部、消防局、滋賀県＞                 

 きめ細かい災害対策の実施のためには、気象等に係る観測を充実し、より綿密な情報の把握を行う

ことが必要である。そこで、雨量等の気象観測を推進するため、県が整備している土木防災情報シス

テムや気象庁、文部科学省、独立行政法人産業技術総合研究所等の関係機関、さらには民間気象情報

機関と連携して、市内各地への気象観測装置の設置に努める。 
 
［資料編 5 観測施設 イ 雨量観測施設］ 
［資料編 5 観測施設 ウ 水位観測所］ 
［資料編 5 観測施設 エ 積雪・風速観測所］ 
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第３章 災害応急対策計画 
 

第１節 災害発生直前の対策 
 

【基本方針】 

 気象庁や国土交通省、県等が発表する気象及び災害に関する重大な予報・警報については、迅速に

処理し、市民へ広報し、必要に応じて市民の避難誘導を行うほか、水防活動等により災害の未然防止

に努める。 

 

第１ 災害の警報等の伝達 

(1)予報・警報の伝達 
＜総務部、消防局、防災関係機関＞  

  大雨・洪水等の気象及び災害に関する重大な予報・警報については、市は防災関係機関との連携に

より、迅速に市民及び関係者に伝達・周知する。 

ア 彦根地方気象台が発表する気象予警報 

気象現象等により災害発生のおそれがある場合は、気象業務法に基づき注意報、警報、特別警報、

気象情報を発表し、注意を喚起し、警戒を促す。 

伝達経路は別図気象予警報の伝達経路による。 

イ 彦根地方気象台と滋賀県が共同で発表する土砂災害警戒情報（土石流、がけ崩れを対象とする） 

気象業務法及び災害対策基本法に基づき、大雨による土砂災害のおそれがあるときに発表し、一

般に周知させる。市長が避難指示等を発令する際の判断や住民の自主避難の目安のひとつとなる情

報であり市町単位で発表する。 

伝達経路は別図土砂災害警戒情報の伝達経路による。 

ウ 彦根地方気象台と琵琶湖河川事務所が共同で発表する洪水予報（瀬田川・野洲川） 

水防法に基づき国土交通大臣が指定する河川について、洪水のおそれがあるときに水位を示し、

これを一般に周知させる。 

水位状況により、氾濫注意情報（洪水注意報）、氾濫警戒情報（洪水警報）、氾濫危険情報（洪水

警報）、氾濫発生情報（洪水警報）の４種類の予報を発表する。 

伝達経路等詳細は大津市水防計画参照。 

エ 彦根地方気象台と滋賀県が共同で発表する洪水予報（琵琶湖） 

水防法に基づき知事が指定する河川について、洪水のおそれがあるときに水位を示し、これを一

般に周知させる。 

水位状況により、氾濫注意情報（洪水注意報）、氾濫警戒情報（洪水警報）、氾濫危険情報（洪水

警報）、氾濫発生情報（洪水警報）の４種類の予報を発表する。 

伝達経路等詳細は大津市水防計画参照。 

オ 滋賀県が発表する水位情報の通知（特別警戒水位到達情報）（大戸川） 

水防法に基づき知事が指定する河川について、「氾濫注意水位（警戒水位）を超える水位で、洪

水による災害の発生を特に警戒すべき水位（氾濫危険水位）に到達したときは水防管理者に通知す
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大津市危機・防災対策課 

（市本部） 

るとともに、一般に周知する。 

伝達経路等詳細は大津市水防計画参照。 
 

[気象予警報の伝達経路] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 県防災危機管理局から各土木事務所、市町、消防本部等へ予警報の音声の伝達方法 

○勤務時間内の場合 

県防災行政無線音声一斉により伝達される。 

○勤務時間外の場合 

県防災危機管理局設置のボイスメール装置を遠隔操作することにより市町当直者に伝達される。 

 

 

彦
根
地
方
気
象
台 

国土交通省滋賀国道事務所 国土交通省琵琶湖河川事務所 

知 事 

（県本

部） 

県 広 報 課 報道機関 

県関係各課・機

関 

市 
 

民 

防 

県防 

防 

防 

警報のみ 

防災危機管理局 

（県本部） 

各土木事務所･支所 

陸上自衛隊 今津・大津 

そ  の  他 

市長（市長公

関係各課・機関 

大津市企業局 

ＮＴＴ西日本および東日本 

ＮＨＫ大津放送局 

県防 

防 

県防災行政無線 

防災情報提供システム 

その他 

民間気象情報機関 

大津市消防局 



      第１節 災害発生直前の対策 

 

95 

 

応急 

[土砂災害警戒情報の伝達経路] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)予報・警報の広報活動 
＜政策調整部、総務部、健康福祉部、こども未来部、教育委員会、消防局、全部局＞ 

災害に関する重大な予報・警報が発表された場合は、市は必要に応じて、次に定める方法に従い、

速やかにその情報を市民に対して広報する。 
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インターネット・携帯電話 

ＦＡＸ 

防災ＦＡＸ 防災ＦＡＸ 

切迫性を伝える詳細情報 
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[予報・警報の広報] 

ア  市民に対する連絡方法 

  (ｱ) 市民は、まずテレビ・ラジオ等により情報入手に努める。 

  (ｲ) 市民に対する災害情報等の連絡活動は、第12節に基づいて行う。 

(ｳ)  勤務時間外等のため、政策調整部による市民への連絡活動が間に合わないと考えられる場合

は、消防局が、消防団、警察、自主防災組織等と連携し、自主的に市民への連絡活動を開始

する。 

(ｴ)  災害情報等は、報道機関が自主的にテレビ・ラジオ等を通じ報道する。 

  (ｵ) 特殊な情報、特定地域のみに対する連絡方法 

     次の方法のいずれかにより周知する。 

   ａ  広報車等の拡声装置の利用 

   ｂ  水防計画によるサイレン等の使用 

   ｃ  口頭、電話等による通知 

ｄ 防災メール 

ｅ エリアメール・緊急速報メール 

 

イ  連絡する情報 

  災害に関する予報・警報をはじめとして、予想される事態並びにこれに対処する措置をも併せ

て市民に周知するように努める。 

    (ｱ) 暴風雨及び洪水に関する重大な予報・警報、土砂災害警戒情報、風水害情報、火災情報 

    (ｲ) 火の始末に関する注意事項 
［資料編 7 情報収集と報告様式 ウ 報道機関］ 

 

 
[浸水想定区域・土砂災害警戒区域への情報伝達方法] 

（対象区域住民全般への伝達） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
対 象 地 域 住 民 

（「避難指示等発令情報） 

電話・戸別訪問 

電話・戸別訪問 

本 部（危機・防災対策

課） 

消防局 

各消防署・消防団 

広報車 

市民部 

各所轄支所 

関係自治会・自主防災組織 

電話・戸別訪問 

広報車 

電話 

電話・戸別訪問 

電話 

報道機関 

政策調整部 関係部局 

地域の関係機関 

広報車 

放送 
防災ﾒｰﾙ 

ｴﾘｱﾒｰﾙ 

緊急速報ﾒｰﾙ 

電話・戸別訪問 
（所轄区域内情報連携） 
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（要配慮者利用施設への伝達） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[資料編：別冊 土砂災害（特別）警戒区域内の要配慮者利用施設一覧] 

[資料編：別冊 琵琶湖浸水想定区域内の要配慮者利用施設一覧] 

[資料編：別冊 大戸川浸水想定区域内の要配慮者利用施設一覧] 

[資料編：別冊 草津川浸水想定区域内の要配慮者利用施設一覧] 

 

(3)異常現象発見時の措置 
＜総務部、消防局＞ 

ア 災害が発生するおそれのある異常な現象(がけくずれ、なだれ、洪水等)を発見した者は、直ちに

市長又は警察官に通報しなければならない。 

イ 通報を受けた警察官は、その旨を直ちに市長に通報しなければならない。 

ウ 上記ア及びイによって通報を受けた市長は、直ちに次の機関に通報しなければならない。 

(ｱ) 彦根地方気象台(著しく異常な気象現象) 

(ｲ) その災害に関係のある市町 

(ｳ) 滋賀県防災危機管理局、大津警察署・大津北警察署 

  

本部（危機・防災対策課） 

 

高齢者関連施設・病院・児童福祉施設・

障害者福祉施設等 

幼稚園・特別支援学校 

消防局 

各消防署・消防団 

管内の要配慮者利用施設 

教育委員会 健康福祉部 

電話・ 

戸別訪問 
電話・ 

戸別訪問 
電話 

電話・戸別訪問 
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第２ 市民の避難誘導 

(1)危険箇所の監視・警戒活動 
＜産業観光部、都市計画部、建設部、消防局、滋賀県＞ 

風水害等が発生する恐れがあるときには、市は県や河川管理者、ため池管理者等、消防機関等の関

係機関と連携を図りながら、気象情報に十分注意し、河川や土砂災害警戒区域、山地災害危険地区、

ため池等の監視・巡回等警戒活動を行う。また、必要に応じて防護施設の設置を行う。 

 

(2)避難誘導・避難指示等の発令 
＜政策調整部、総務部、市民部、健康福祉部、こども未来部、産業観光部、都市計画部、建設部、教育委員会、消防局、滋賀県、警察＞ 

警戒活動の結果、危険と認められる場合には、市及び防災関係機関は、市民に対して避難誘導を行

うとともに、次に掲げる実施要領等に従い、市や県、防災関係機関などの関係者が協議し、市民に対

して避難指示等を発令し滋賀県（防災危機管理局）あて報告する。なお、解除したときは速やかにそ

の旨を対象者に告げ、公示し滋賀県（防災危機管理局）に報告する。 

避難指示等の発令は、原則として、総務部危機管理監等の要請に基づき市長（本部長）が発令する。

警戒区域の設定も同様とする。 

避難指示等の発令は、避難を必要とする現地の状況に応じて、市職員、消防署員等が行うものとし、

警察等の防災関係機関の協力を得て、人命の安全を最優先に実施する。警戒区域の設定の実施も同様

とする。 

また、市民一人ひとりが適切な避難行動を取れるよう、警戒レベルを活用し、発令基準をもとに避

難指示等を発令する。 

[避難指示等の発令者] 
実施者 

（発令者） 
避難情報 災害の種類、内容 根拠法 

市長 【警戒レベル３】
高齢者等避難 

災害全般 災害対策基本法第56条第2項 

市長 指示 災害全般の事前措置 災害対策基本法第59条 
市長 【警戒レベル４】

避難指示 
災害全般 災害対策基本法第60条第1項 

市長 【警戒レベル５】 
緊急安全確保 

災害全般 災害対策基本法第60条第3項 

警察署長 指示 災害全般の事前措置 災害対策基本法第59条 
知事 【警戒レベル４】

避難指示 
災害全般（市長の代行） 災害対策基本法第60条第６項 

警察官 【警戒レベル４】
避難指示 

災害全般（市長が指示すること
ができないとき、又は市長から
要求があったとき。） 

災害対策基本法第61条 
 

警告、指示、避難
等の措置 

災害全般 警察官職務執行法第４条 

知事、その命を受
けた都道府県の職
員 

指示 洪水 
地すべり 

水防法第29条 
地すべり等防止法第25条 

水防管理者(市長) 指示 洪水 水防法第29条 

自衛官 警告、指示、避難
等の措置 

災害全般 
 警察官が現場にいない場合に
限り行うことができる。 

自衛隊法第94条 
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[事前措置の実施要領（災害対策基本法第59条）] 
ア 条件 予警報の発表や水防上危険な箇所がある場合など、災害が発生するおそれがある場合に

指示できる。 

イ 指示 
内容 

災害を拡大させるおそれのあると認められる設備又は物件の占有者等について除去その
他の措置 
（補修、補強、移動、使用停止、処理、整理等） 

ウ その他 代執行が可能 
市長からの要請で警察署長等も指示が可能 

 

［警戒区域の設定者］ 

設定者 災害の種類 内容（要件） 根拠法 

市長 災害全般  災害が発生し、又はまさに発生しようとしている

場合で、人の生命又は身体に対する危険を防止する

ために特に必要があると認めるとき。 

災害対策基本法 

第63条 

(※)警察官 災害全般  同上の場合においても市長若しくはその委任を受

けた市の職員が現場にいないとき、又はこれらの者

から要求があったとき。 

災害対策基本法 

第63条 

自衛官 災害全般  同上 同上 

消防吏員又は 

消防団員 

水災を除く

災害全般 

 災害の現場において、活動確保を主目的に設定す

る。 

消防法第28条 

 〃 第36条 

水防団長、水

防団員又は消

防機関に属す

る者 

洪水、高潮  水防上緊急の必要がある場所 水防法第21条 

(※)警察官は、消防法第28条、第36条、水防法第21条の規定によっても、第１次的な設定権者が現場にいないか、又は

要求があったときは、警戒区域を設定できる。 

 

避難指示等一覧 

 発令時の状況 住民に求める行動 

【警戒レベル３】 
高齢者等避難 
 

・災害のおそれあり 
 

・高齢者等※は危険な場所から避難（立退き避
難又は屋内安全確保）する 

 ※避難を完了させるのに時間を要する在宅又
は施設利用者の高齢者及び障害のある人等、
及びその人の避難を支援するもの 

・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外
出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めた
り、避難の準備をしたり、自主的に避難する
タイミングである。例えば、地域の状況に応
じ、早めの避難が望ましい場所の居住者等は
このタイミングで避難することが望ましい。 

【警戒レベル４】 
避難指示 

・災害のおそれ高い ・危険な場所から全員避難（立退き避難又は屋
内安全確保）する 

【警戒レベル５】 
緊急安全確保 

・災害が発生又は切迫（必ず発
令される情報ではない） 

・指定緊急避難場所等に立退き避難することが
かえって危険である場合、緊急安全確保す
る。 

 ただし災害発生・切迫の状況で、本行動を安
全にとることができるとは限らず、また本行
動をとったとしても身の安全を確保できると
は限らない。 
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［【警戒レベル３】高齢者等避難の実施（災害対策基本法第56条）］ 

ア 条  件  気象状況等により過去の災害の発生例、地形等から判断すれば、災害発生の恐れ

があり、事態の推移によっては避難の指示等を行うことが予想される場合 

イ 趣  旨  危険予想地域の住民に対し避難のための準備と事態の周知を行う。 

要配慮者、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始しなければならな

い。 

ウ 伝達内容 ①発令者 ②避難理由 ③避難対象者 ④避難（場）所 

エ 伝達方法 ①広範囲の場合～テレビ、ラジオ、広報車等 

②小範囲の場合～テレビ、ラジオ、広報車等 

③必要に応じ個々に口頭伝達を行う。 

 

［【警戒レベル４】避難指示の実施（災害対策基本法第60条）］ 

ア 条  件  状況が更に悪化し、避難すべき時期が切迫した場合、又は局地的な災害が発生し

現場に残留者がある場合 

イ 伝達内容  ①発令者 ②避難理由 ③避難対象者 ④避難順位 ⑤避難（場）所 

ウ 伝達方法  【警戒レベル３】高齢者等避難に同じ。 

 

［【警戒レベル５】緊急安全確保の発令］ 

ア 条  件  災害が発生又は切迫している場合 

（必ず発令される情報ではない） 

イ 伝達内容  【警戒レベル４】避難指示に同じ。 

ウ 伝達方法  【警戒レベル３】高齢者等避難に同じ。 
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洪水予報指定河川（琵琶湖、瀬田川）の避難指示等の基準 

発
令
対
象
区
域 

 

浸水想定区域図を基本とするとともに、想定浸水深（地先の安全度マップ）を

参考にするなどして総合的に決定する 

 

 
発令基準 判断情報 

【
警
戒
レ
ベ
ル
３
】
高
齢
者
等
避
難 

 

・避難判断水位に到達し、さらに水

位が上昇し、氾濫危険水位に到達す

ると見込まれる場合 

 

洪水予報指定河川 避難判断水位 

琵琶湖（平均） 0.80 m 

瀬田川（鳥居川観測所） 

（関ノ津観測所） 

1.30 m 

2.60 m 

 
・深夜・早朝に避難が必要となるこ

とが想定される場合 

 

・降雨を伴う台風が夜間から明け方

に接近、通過し、多量の降雨が予測

される場合 

 

 

 

 

・滋賀県土木防災情報システムの水位予

測現況図等 

 

・滋賀県、琵琶湖河川事務所、彦根地方

気象台の意見、現場の巡視報告、市民か

らの通報等を参考にする 

【
警
戒
レ
ベ
ル
４
】
避 

難 

指 

示 

 

・氾濫危険水位に到達した場合 

 

洪水予報指定河川 氾濫危険水位 

琵琶湖（平均） 1.15 m 

瀬田川（鳥居川観測所） 

（関ノ津観測所） 

1.40 m 

2.80 m 

 

・異常な漏水等が発見された場合 

 

・判断する時点（夕刻）で、避難判

断水位を超えた状態で、夜間から明

け方に、多量の降雨が予測される場

合 
 

 

 

 

 

・滋賀県土木防災情報システムの水位予

測現況図等 

 

・滋賀県、琵琶湖河川事務所、彦根地方

気象台の意見、現場の巡視報告、市民か

らの通報等を参考にする 
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【
警
戒
レ
ベ
ル
５
】 

緊
急
安
全
確
保 

 

・決壊や越水・溢水が発生または切

迫しており災害対策（警戒）本部で

必要と認めた場合 

 

・氾濫開始相当水位に到達し、災害

対策（警戒）本部で必要と認めた
場合 

 

洪水予報指定河川 氾濫開始相当水位 

瀬田川（関ノ津観測所） 4.13 m 

 

 

 

・滋賀県土木防災情報システムの水位予

測現況図等 

 

・滋賀県、琵琶湖河川事務所、彦根地方

気象台の意見、現場の巡視報告、市民か

らの通報等を参考にする 
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水位周知河川（大戸川）の避難指示等の基準 

発
令
対
象
区
域 

 

浸水想定区域図を基本とするとともに、想定浸水深（地先の安全度マッ

プ）を参考にするなどして総合的に決定する 

 
発令基準 判断情報 

【
警
戒
レ
ベ
ル
３
】 

高
齢
者
等
避
難 

 
・避難判断水位（1.70ｍ：綾井橋）
に到達し、さらに水位が上昇し、氾
濫危険水位に到達すると見込まれる
場合 
 
・深夜・早朝に避難が必要となるこ
とが想定される場合 
 
・降雨を伴う台風が夜間から明け方
に接近、通過し、多量の降雨が予測
される場合 
 

 

・滋賀県土木防災情報システムの水

位予測現況図等 

 

・滋賀県、彦根地方気象台の意見、

現場の巡視報告、市民からの通報等

を参考にする 

【
警
戒
レ
ベ
ル
４
】 

避 

難 

指 

示 

 
・氾濫危険水位（2.00ｍ：綾井橋）
に到達した場合 
 
・異常な漏水等が発見された場合 
 
・判断する時点（夕刻）で、避難判

断水位を超えた状態で、夜間から明

け方に、多量の降雨が予測される場

合 

 

 

・滋賀県土木防災情報システムの水

位予測現況図等 

 

・滋賀県、彦根地方気象台の意見、

現場の巡視報告、市民からの通報等

を参考にする 

【
警
戒
レ
ベ
ル
５
】 

緊
急
安
全
確
保 

・決壊や越水・溢水が発生し、多大

な被害が広範囲に及んでいる場合、

かつ、災害対策（警戒）本部で必

要と認めた場合 
 
 

・災害の発生及び被害状況を本市が

把握した際に、可能な範囲で発令 

  



      第１節 災害発生直前の対策 

 

104 

 

応急 

水位情報が周知されない中小河川（水位基準設定を有する一級河川）の避難指示等の基準 
（安曇川、和邇川、真野川、雄琴川、信楽川） 

発
令
対
象 

区
域 

地形や想定浸水深（地先の安全度マップ）を参考にするなどして総合的に

決定する 

 

 
発令基準 判断情報 

【
警
戒
レ
ベ
ル
３
】
高
齢
者
等
避
難 

・氾濫注意水位に達し、さらに水位が増

すことが予測される場合 

氾 

濫 

注 

意 

水 

位 

安曇川 

（中村

橋） 

2.90 m 

和邇川 2.00 m 

真野川 1.30 m 

雄琴川 1.90 m 

信楽川 3.00 m 

 
・近隣での浸水や、河川の増水、当該

地域の降雨状況や降雨予測等により浸

水の危険が高い場合 

・滋賀県土木防災情報システムの水

位現況図等 

 

・滋賀県、彦根地方気象台の意見、

現場の巡視報告、市民からの通報等

を参考にする 

 

【
警
戒
レ
ベ
ル
４
】
避 

難 

指 

示 

・氾濫注意水位をはるかに超え、河川

計画高水位に向かって水位が上昇する

と判断される場合 

計 

画 

高 

水 

位 

安曇川 

(中村橋) 

3.80 m 

和邇川 3.20 m 

真野川 2.50 m 

雄琴川 2.80 m 

信楽川 4.20 m 

 

・水防団等から避難の必要性に関する

通報があった場合 

・浸水の発生に関する情報が住民等か

ら通報された場合 

・上記に加え、災害対策（警戒）本部

で必要と認めた場合 

・滋賀県土木防災情報システムの水

位現況図等 

 

・滋賀県、彦根地方気象台の意見、

現場の巡視報告、市民からの通報等

を参考にする 

【
警
戒
レ
ベ
ル
５
】

緊
急
安
全
確
保 

・近隣で浸水が床上に及んでいる場合 

・決壊や越水・溢水が発生し、多大

な被害が広範囲に及んでいる場合 

・上記に加え、災害対策（警戒）本

部で必要と認めた場合 

・災害の発生及び被害状況を本市が

把握した際に、可能な範囲で発令 
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水位情報が周知されない中小河川（水位基準設定がない一級河川）の避難指示等の基準 
 

発
令
対
象
区
域 

地形や想定浸水深（地先の安全度マップ）を参考にするなどして総合的に決

定する 

 

 
発令基準 判断情報 

【
警
戒
レ
ベ
ル
３
】 

高
齢
者
等
避
難 

・現場の巡視報告、市民からの被害

情報等から近隣で道路冠水、床下浸

水が発生し、降雨予測により氾濫の

おそれがある場合 

・滋賀県、彦根地方気象台の意見、

現場の巡視報告、市民からの通報等

を参考にする 

【
警
戒
レ
ベ
ル
４
】 

避 

難 

指 

示 

・現場の巡視報告、市民からの被害

情報等から多大な影響を及ぼすと判

断される場合 

・滋賀県、彦根地方気象台の意見、

現場の巡視報告、市民からの通報等

を参考にする 

【
警
戒
レ
ベ
ル
５
】 

緊
急
安
全
確
保 

・氾濫が発生し、多大な被害が及ん

でいる場合、かつ、災害対策（警

戒）本部で必要と認めた場合 

・災害の発生及び被害状況を本市が

把握した際に、可能な範囲で発令 
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市管理河川・水路等の避難指示等の基準 
 

発
令
対
象
区
域 

地形や想定浸水深（地先の安全度マップ）を参考にするなどして総合的

に決定する 

 

 
発令基準 判断情報 

【
警
戒
レ
ベ
ル
３
】 

高
齢
者
等
避
難 

・現場の巡視報告、市民からの被

害情報等から近隣で道路冠水、床

下浸水が発生し、降雨予測により

氾濫のおそれがある場合 

・滋賀県、彦根地方気象台の意

見、現場の巡視報告、市民からの

通報等を参考にする 

【
警
戒
レ
ベ
ル
４
】 

避 

難 

指 

示 

・現場の巡視報告、市民からの被

害情報等から多大な影響を及ぼす

と判断される場合 

・滋賀県、彦根地方気象台の意

見、現場の巡視報告、市民からの

通報等を参考にする 

【
警
戒
レ
ベ
ル
５
】 

緊
急
安
全
確
保 

・氾濫が発生し、多大な被害が及ん

でいる場合、かつ、災害対策（警

戒）本部で必要と認めた場合 

・災害の発生及び被害状況を本市が

把握した際に、可能な範囲で発令 
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土砂災害の避難指示等の基準 

 

発
令
対
象
区
域 

 

・滋賀県土木防災情報システムの土砂災害降雨危険度の１ｋｍメッシュで、

土砂災害の危険度が高まっているメッシュ内に土砂災害警戒区域等がある

場合、そのメッシュが所在する町丁目にある土砂災害警戒区域等 

 

・土砂災害の前兆現象や土砂災害が発生した町丁目にある土砂災害警戒区域  

 等 
 
※土砂災害警戒区域等とは、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域をい
う。 

 

 発令基準 判断情報 

【
警
戒
レ
ベ
ル
３
】 

高
齢
者
等
避
難 

・土砂災害警戒情報が発表され、か

つ、雨量判定図においてスネーク曲

線が 2時間後予測で土砂災害発生危

険基準線を超過した場合 

 

・強い降雨を伴う台風等が、夜間か

ら明け方に接近・通過することが予

測される場合 

・土砂災害警戒情報 

 

・滋賀県土木防災情報システムの雨

量判定図 

【
警
戒
レ
ベ
ル
４
】 

避 

難 
指 

示 

・土砂災害警戒情報が発表され、か

つ、雨量判定図においてスネーク曲

線が 1時間後予測で土砂災害発生危

険基準線を超過した場合 

 
・土砂災害の前兆現象（湧き水・地
下水の濁り、渓流の水量の変化等）
が発見された場合 

・土砂災害警戒情報 

 

・滋賀県土木防災情報システムの雨

量判定図 

【
警
戒
レ
ベ
ル
５
】 

緊
急
安
全
確
保 

・大規模な土砂災害が発生し、多大な

被害が広範囲に及んでいる場合、か

つ、災害対策（警戒）本部で必要と

認めた場合 

・災害の発生及び被害状況を本市が把

握した際に、可能な範囲で発令 
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水位観測所における基準値は、資料編を参照のこと。 
[資料編 5 観測施設 ウ 水位観測所] 

 

［避難誘導に際しての留意点］ 

ア  災害発生の恐れがある場合には、必要に応じ指定避難所を開設し、住民に周知する。 

イ 上記指定避難所等へ移動することにより、かえって危険が生じる又は、危険が生じるおそれのある場合

は、自宅の上階部分などの一定の安全が確保された屋内に留まることも避難である旨を周知する。 

ウ  避難指示等の伝達にあたっては複合的な手段を用いて的確に行う。 

エ  避難誘導時には浸水地区、土砂災害警戒区域等災害の情報を提供する。 

オ  必要に応じて、ヘリコプターや船舶等での避難を検討する。 

カ  情報伝達、避難誘導の実施にあたっては、要配慮者に配慮する。 

キ  住民の避難に消防職員・団員等を配置する。 

ク  避難の遅れた者の有無を確認し、その対処に全力をあげる。 

 

(3)避難指示等の広報活動 
＜政策調整部、総務部、健康福祉部、こども未来部、教育委員会、消防局、全部局＞ 

避難指示等を発令した場合には、速やかに各放送機関に対して避難情報の内容を伝達し、必要事項

の放送を要請する。 

その他、避難指示等の広報活動は、第１節第１（２）予報･警報の広報活動（風水害編応急）及び第

１２節（１）広報活動（風水害編応急）に準ずる。 

 

(4)避難指示等の対象区域への伝達経路 
＜全部局＞ 

避難指示等の伝達は風水害編応急［浸水想定区域・土砂災害警戒区域への情報伝達方法］に準ずる。 

 

第３ 災害未然防止活動 

(1)水防活動の実施 
＜総務部、産業観光部、建設部、消防局、琵琶湖河川事務所＞  

水防管理者は、水防計画に基づき、河川堤防、ため池等の巡視を行い、水防上危険であると判断さ

れる箇所について次の水防活動を実施する。 

[水防活動の実施項目] 

ア 仮排水路の設置 

イ 不安定土砂の除去 

ウ ブルーシート貼り 

エ 土のう積み 

オ 仮設防護柵の設置 

 

(2)水防警報（瀬田川） 

琵琶湖河川事務所長は、瀬田川について、洪水により相当の被害を生ずるおそれがあると認められるとき

は、区域を指定して水防警報を行う。水防要員は発表の段階（第１段階～第４段階）に応じた水防活動を実

施する。（大津市水防計画参照） 
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第２節 活動体制の確立 
 

【基本方針】 

 災害発生後の初動時に迅速に災害対策を実施するため災害対策本部を設置し、必要に応じて初動支

所班を設置するとともに、各部局の特別調整担当者が「情報収集」「医療」「救援物資輸送」「災害

廃棄物の処理」等の１３項目の重要な災害対策事項についての調整を行う。 

 

第１ 市の活動体制 

(1)職員の参集・動員 
＜総務部、全職員＞ 

職員の参集・動員については、基本的に次の表に従い、職員の参集について伝達し、また、参集

の命を受けた職員は予め定められた場所に参集する。なお、被害の発生状況により、市長は、必要

な防災体制をとるために職員に対して動員指令を発令する。 

その職員の動員にあっては、危機・防災対策課から各部長（各課長）を通じて配備要員に伝達す

るものとする。 

動員指令は、勤務時間外（夜間・休日等）における迅速な伝達を図るため、あらかじめ伝達経路

を定めておくとともに、電話不通時における確実な伝達を図るため、防災行政無線・携帯メール等

を利用した伝達手段を熟知しておくものとする。 

なお、気象状況や災害の発生状況により、随時、体制等を判断していく。 
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［参集職員及び参集場所］ 

体制 予警報等 参集職員 参集場所 

警戒１
号体制 

【注意報発表】 
大雨 洪水 

【警報発表】 
大雪 

警戒１号体制職員 

各所属（勤務時間内） 

自宅待機（勤務時間外） 

警戒２
号体制 

【警報発表】 
大雨 暴風 
洪水 暴風雪 

 初動支所班員 ※注1 各支所 

警戒２号体制職員 各所属 

災害警
戒本部
体制 

避難情報の発令又

は発令が見込まれ

るとき 

【土砂災害警戒情

報発表】 

災害警戒本部関係者 

 
 
 
 

 

新館2階災害対策本部室 
情報収集室 

 初動支所班員 ※注1 各支所 

警戒２号体制職員 各所属 

災
害
対
策
本
部
体
制 

第
１
配
備 

局地的な災害が発

生した場合、また

はそのおそれがあ

るとき 

災害対策本部関係者 

本部長、副本部長 

本部員 

本部事務局員 

災害対策復旧活動連絡員 ※注２ 

災害対策救助隊 

 
新館2階災害対策本部室 

情報収集室 

初動支所班員 ※注1 各支所 

上記以外の 
職員の１／５程度 

各所属 

第
２
配
備 

広範囲な災害が発

生した場合、また

はそのおそれがあ

るとき 

災害対策本部関係者 

本部長、副本部長 

本部員 

本部事務局員 

災害対策復旧活動連絡員 

災害対策救助隊 

新館2階災害対策本部室 
情報収集室 

初動支所班員 
（全支所） 

各支所 

上記以外の 
職員の１／２程度 

各所属 

第
３
配
備 

市全域で甚大な災

害 が 発 生 し た 場

合、またはそのお

それがあるとき 

【特別警報発表】 

大雨、暴風、暴風

雪、大雪 

災害対策本部関係者 

本部長、副本部長 

本部員 

本部事務局員 

災害対策復旧活動連絡員 

災害対策救助隊 

新館2階災害対策本部室 
情報収集室 

初動支所班員 
（全支所） 

各支所 

上記以外の 

全職員 
各所属 

ただし、職員の召集は、災害警戒本部又は災害対策本部において追加招集を決定した場合は、この限りではない。 

 

※注 1  各支所につき最低 1 名、状況に応じて追加招集（警報発表地域及び災害の発生又はそのおそれがある地域にある支所） 

※注 2  各部局１名参集(計１１名) 

本部長、副本部長 

本部員 

本部事務局員 

災害対策救助隊本部隊 
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(2)参集状況の報告 
＜総務部、全職員＞ 

「本部事務局」及び各部長は、職員の参集状況を速やかに把握し、本部長に報告するものとする。 

また、報告の時間は本部長が特に指示した場合を除き１時間ごととする。 

 

[報告事項] 

・部局名 

・登庁人員数 

・その他（職員の被災状況等） 

 

(3)参集にあたっての留意事項 
＜総務部、全職員＞ 

勤務時間外に参集する場合には次に掲げる点に留意することとする。 

ア  特に指示がある場合を除き作業服とするが、無理な場合にはできるだけ活動しやすい服装を着用

し、食料適宜・飲料水を携帯するよう努める。 

イ  災害発生時の緊急連絡は重要であり、たえず所在を明らかにし、連絡がつくようにする。 

ウ  常に気象情報等（ラジオ・テレビ等）に留意する。 

エ  参集時の担当者は予め指定されているが、指定された担当者が参集できない場合は、参集してい

る職員の中で最高職位者が担当者となる。 

オ  公共交通機関が寸断され道路事情の悪化が予想される場合は、状況にあわせて自身の安全を確保

できる方法により参集するものとする。 

カ  参集途上においては、災害状況の情報収集を行うこととする。 

 

(4)災害体制 
＜総務部、全職員＞  

気象注意報、警報等が発表されたときは、次に掲げる災害体制を配備する。 

［災害体制］ 

種 別 配備体制要件 勤務時間外の参集等 

災
害
警
戒
体
制 

警戒１号体制 

大雨・洪水注意報、大雪警報が発表

されたときは自動的に体制が設置され

る。また事態の状況に応じて事務局長

が必要と認めたとき体制を設置する。 

警戒１号体制職員は自宅待機 

 

警戒２号体制 

大雨・洪水・暴風・暴風雪警報が発

表されたときは自動的に体制が設置さ

れる。また事態の状況に応じて危機管

理監が必要と認めたとき体制を設置す

る。 

警戒２号体制時参集職員・危機・

防災対策課職員は指定場所へ参集 
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災害警戒本部体制 

【警戒本部】 

事態の状況に応じて、危機管理監が

本部長に進言し本部長が災害警戒本部

を設置する。 

また、次の気象及び避難情報が発令

（発表）された場合又は発令が見込ま

れる場合は、災害警戒本部を設置す

る。 

(1)土砂災害警戒情報 

(2)市長、県知事及び警察署長等によ

る避難の指示 

(3)高齢者等避難 

災害警戒本部関係者（本部長、副

本部長、本部員、本部事務局員、災

害対策救助隊本部隊）・警戒２号体

制時参集職員は指定場所へ参集 

災
害
対
策
本
部
体
制 

第１配備体制 

【対策本部】 

局地的な災害が発生した場合、また

はそのおそれがあるとき 

第１配備体制職員（全職員の1/5

程度）は、指定場所へ参集 

第２配備体制 

【対策本部】 

広範囲な災害が発生した場合、また

はそのおそれがあるとき 

第２配備体制職員（全職員の1/2

程度）は、指定場所へ参集 

第３配備体制 

【対策本部】 

市全域で甚大な災害が発生した場

合、またはそのおそれがあるとき 

大雨・暴風・暴風雪・大雪特別警報

が発表されたとき 

全職員、指定場所へ参集 

現地災害対策本部体制 

【現地本部】 

災害対策本部体制において、局地的

な災害により本部長が必要と認めたと

きに必要な支所に現地災害対策本部が

設置される。また特に本部長が必要と

認めたときには災害現場に設置する。 

災害対策本部体制から本部長が指

名した者を現場へ派遣 

各部は、平素から警戒１号体制及び警戒２号体制における職員配備計画に見直しを加えるなど、体

制の整備に努める。なお、気象状況や被害状況により随時、部内調整を図り体制を整備する。 
 

(5)情報収集体制の整備 
＜総務部、市民部、建設部、消防局、滋賀県＞ 

災害時における情報収集については、情報の入手漏れを回避するため、複数の方法を図る。 

① 気象予警報 

気象予警報については、彦根地方気象台が発表した情報を県防災行政無線等によって収集する。

なお、情報収集の漏れを回避するため、テレビ・ラジオ等による情報確認並びに隣接市町への確認

等を併せて実施する。 

② 雨量情報・水位情報 

雨量及び水位情報については、各観測所のデータを収集するとともに、洪水予報を県土木防災情

報システムによって収集を図る。また、インターネットで土砂災害警戒情報によるリアルタイム情

報等を併せて確認する。なお、琵琶湖洪水予報については、県から県土木防災情報システムによっ

て収集する。 

③ 被害情報 

被害情報については、市職員・消防団・防災関係機関及び市民等からの情報収集に努める。 
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(6)情報伝達体制の整備 
＜総務部、消防局、滋賀県＞ 

災害時における情報伝達については、情報の伝達漏れを回避するため、伝達ルートの多重化を図る。 

ア 県及び防災関係機関への情報伝達 

県及び防災関係機関への情報伝達については、県防災情報システム、県防災行政無線及び移動系

防災行政無線等により行う。 

 

(7)本部の設置から廃止 
＜総務部＞ 

ア 本部設置基準 

災害対策基本法第２３条の２に基づき災害対策本部を設置し、必要に応じて災害対策基本法第２３

条の２第５項に基づき現地災害対策本部を設置するものとする。また、災害対策本部を設置するまで

もない場合には災害警戒本部を設置するものとする。 

配備体制については、上記の災害体制表中の配備体制要件を満たした場合に各本部体制が設置され

る。 

イ 本部長・権限の代行 

災害対策基本法第２３条の２第２項に基づき災害対策本部長は市長とし、市長不在時は主管の副市

長が代行することとする。市長、主管の副市長ともに不在時の代行順位は、主管以外の副市長を第１

順位とし、総務部危機管理監を第２順位とする。また、災害警戒本部については、本部長を主管の副

市長とし、不在時には主管以外の副市長が代行する。以下、本部組織図に定める順により部長が代行

する。その他、現地対策本部は、本部長が本部員の中から指名した者を現地本部長とする。 

ウ 本部設置場所 

  災害対策本部及び災害警戒本部は特別の場合を除き、市役所「新館２階災害対策本部室」に設置

する。設置予定場所には、平常時から通信施設等を整備し、本部設置の決定があれば直ちに使用でき

るよう計画しておくものとする。また、「新館２階災害対策本部室」が使用できない場合には、以下

の順位で代替地に本部を設置する。 

代替候補地  第１順位 皇子山球場 

       第２順位 皇子山陸上競技場 

       第３順位 歴史博物館 

なお、現地対策本部は必要に応じて必要な支所に設置できるものとする。 

エ 本部設置の通知 

 災害対策本部を設置並びに廃止した時は、直ちにその旨を県知事及び防災会議委員、マスコミ及び

関係機関に通知する。また、災害警戒本部及び現地災害対策本部を設置並びに廃止した時は、災害対

策本部長及び災害警戒本部長が必要と認める関係機関に通知する。 

オ 本部表示の掲出 

 災害対策本部等を設置した時は「大津市災害対策本部」、「大津市災害警戒本部」及び「大津市現

地災害対策本部」の看板を掲出する。 
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カ 本部の組織と運営 

 災害対策本部は、大津市災害対策本部条例（昭和38年３月25日条例第２号）に基づいて組織し、大

津市災害対策本部運営要領により運営する。また、災害警戒本部は、同運営要領に準じて運営する。 

本部事務局は、総務部に設置し、危機管理監がこれを統括する。また、事務局長は危機・防災対策

課長をもってあてる。 

一方、大津市災害対策救助隊設置要綱に基づいて市職員で組織する災害対策救助隊が本部長の指示

で応急活動にあたる。災害警戒本部体制であるときは、当該設置要綱に準じて本部長の指示を受ける

ことができる。 

キ 本部廃止基準 

次のいずれかに該当するとき、災害対策本部及び現地災害対策本部を廃止することができる。 

(ｱ)災害応急対策が概ね終了したとき。 

(ｲ)災害応急対策に備えて設置した場合で、災害が発生するおそれが解消したとき。 

また、次のいずれかに該当するとき、災害警戒本部を廃止することができる。 

(ｳ)災害の警戒にあたる必要がなくなったとき。 

(ｴ)その他、本部長が必要ないと認めたとき。 

ク 本部廃止の通知 

災害対策本部を設置及び廃止したときは、速やかに県（防災危機管理局）及び市防災会議委員、関

係指定地方行政機関、隣接市町へ報告する。 

 
［災害対策本部体制図］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策本部（初動体制） 
（概ね発災後３日間） 災害対策本部（一般体制） 

（概ね発災後４日目以降） 

災
対
本
部 

事
務
局 

初動 
支所班 
（36） 

市民部初動支
所班へ各部か
ら要員を派遣す
る体制 

初動支所班は、
市民部に体制と
して属するが、
災害対応の事
項については、
災害対策本部
直轄で活動を
行う。 

移 行 

災
対
本
部 

事
務
局 

各
部
各
班 

災害状況により 
順次人員縮小 

災害状況に応じて、 
順次、初動支所班の

配備要員を縮小し、本

来の部班に編入する

体制 

各部局各班 

政策調整部 

健康福祉部 

環境部 

都市計画部 

教育委員会 

消防局 

議会局 

総務部 

産業観光部 

企業局 

市民部 

こども未来部 

建設部 
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【災害警戒本部及び災害対策本部組織図】 

 大 津 市 災 害 対 策 本 部 大 津 市 災 害 警 戒 本 部 

本 部 長 市長 主管の副市長 

副本部長 副市長 主管以外の副市長 

本 部 員 総務部危機管理監 

総務部長 

政策調整部長 

市民部長 

健康福祉部長 

こども未来部長 

産業観光部長 

環境部長 

都市計画部長 

建設部長 

公営企業管理者 

教育長 

議会局長 

消防局長 

総務部危機管理監 

総務部長 

政策調整部長 

市民部長 

健康福祉部長 

こども未来部長 

産業観光部長 

環境部長 

都市計画部長 

建設部長 

企業局長 

教育長 

消防局長 

本部事務局 

(統括：総務部危機管理監) 

総務部  事務局長：危機・防災対策課長 

事務局員:（参事又は課長補佐級を基本とする。） 

企画調整課 

総務課 

自治協働課 

福祉政策課 

こども・若者政策課 

商工労働政策課 

環境政策課 

都市計画課 

建設監理課 

企業局企業戦略・危機対策室 

教育総務課 

議事課 

消防総務課 

 情報班・計画班・ 

広報班（SNS 発信担当者含む） 

・人的受援班・物資調整班 

・保健福祉支援班 

情報班・SNS 発信担当者・ 

保健福祉支援班 

災害対策復旧活動連絡員 

災害対策救助隊 全隊員 本部隊 

活動部局 政策調整部 

総務部 

市民部 

健康福祉部 

こども未来部 

産業観光部 

環境部 

都市計画部 

建設部 

企業局 

教育委員会 

議会局 

消防局 

市民部初動支所班 

 

 

初動支所班長 

班員 

 

初動支所班長 

班員 

（状況に応じて召集） 
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(8)初動支所班の設置 
＜市民部＞ 

初動支所班の設置基準は、別表「参集の伝達方法及び参集場所」のとおりとする。 

初動支所班の設置場所は各支所とし、初動支所班員は、支所勤務職員とあらかじめ指名された職員

とする。なお、初動支所班員のうち指名職員については、各部において、勤務時間外にも迅速な参集

が可能な職員をあらかじめ指名しておく。 

初動支所班は、活動部の体制は市民部に属するが、災害対応に係る事項については、災害対策本部

直轄で活動を行う。 

初動支所班員は速やかに支所に参集し、次の表に記載する業務を行うものとする。 

初動支所班が廃止された後、初動支所班員は、本来の所属部班で活動する。 

 

［初動支所班の役割］ 

班名 
主な任務分担 

救助・救命期（概ね発生後３日間） 

初
動
支
所
班 

班長（1名） １ 初動支所班の総括 

班員（3名から5名） 

１ 本部長命令の伝達 
２ 被害情報の集約 
３ 災害対策本部への被害状況等の報告 
４ 災害対策本部への応急対策活動の報告 
５ 自主防災組織等の活動状況の把握 
６ 避難情報の伝達 
７ 災害対策本部、管轄区域内の指定避難所等との連絡調整 
８ 庁舎の管理保全 
９ 初動支所班の庶務 

 
[資料編 19 その他 (3)関係法令 ケ 大津市災害対策本部条例] 
[資料編 19 その他 (3)関係法令 コ 大津市災害対策本部運営要領] 
[資料編 19 その他 (3)関係法令 サ 大津市災害対策救助隊設置要綱] 
 
 

(9)災害対策復旧活動連絡員の設置 
＜関係職員＞ 

災害対策復旧活動連絡員は、災害警戒本部または災害対策本部が設置された場合に、参集するもの

とする。 

災害対策復旧活動連絡員は、各部においてあらかじめ指名しておき、災害対策本部直轄で、次に記

載する業務を行うものとする。 

① 被災地の復旧活動（人員、重機、復旧見込期間等）の調整 

② 担当地域の応急復旧活動監理 

上記①における作業区域での指揮監督、進捗管理を行う。 

③ 応急復旧活動状況の報告 
 

(10)避難所担当員の設置 
＜関係職員＞ 

避難所担当員は、所定の指定避難所が開設された場合に、参集するものとする。 

避難所担当員は、あらかじめ指名しておき、次に記載する業務を行うものとする。 
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ア 指定避難所の管理、運営補助 

イ 指定避難所運営に関する災害対策本部との連絡調整 

ウ 指定避難所の施設管理者との連絡調整 

エ 地域自主防災会等の地域団体との連携、調整 

オ 支所との連絡、初動支所班との連携、調整 

カ 避難者名簿の管理 

 

(11)特別調整 
＜政策調整部、総務部、関係職員＞  

大規模災害の場合、災害対策本部事務局内においては、必要に応じて、重要な対応業務となる「情

報収集」「広報」「医療」「緊急輸送路」「生活物資調達」「義援金・義援物資」「要配慮者」「罹

災証明書等」「災害廃棄物」「遺体対応」「環境保全・衛生」「災害ボランティア」「応急仮設住宅」

の１３の項目について本部長の指示により「特別調整担当者」が災害対策活動全体を統括し、災害対

策本部全体として一貫した災害対策活動が実施できるよう調整する。 

一方、応急・復旧活動に際しては、各種の行政データを扱う情報システムの円滑な稼動が不可欠な

ため、これら対応にも万全を図る。 

 

［特別調整の関係部及び業務例］ 

特別調整項目 主に関係する部局 調 整 対 象 と な る 業 務 例 

医療・保健・防疫 
【責任部】 
○健康福祉部 

健康福祉部 
こども未来部 
教育委員会 
消防局 

・ 災害救助法の適用に関すること。 
・ 救護班の編成、救護所の設置に関すること。 
・ 災害時の医療助産、救護に関すること。 
・ 医薬品等医療資機材の調達、配分に関すること。 
・ 義援医薬品の受付、保管及び配分に関すること。 
・ 医療機関との連絡調整に関すること。 
・ 救出救助、救急に関すること。 
・ 被災地の防疫に関すること。 
・ 感染症予防対策に関すること。 
・ 感染症患者に係る関係機関との連絡調整に関する

こと。 
・ 医療ボランティアへの対応に関すること。 
・ 被災地、学校における保健対応に関すること。 

緊急輸送路 
【責任部】 
○建設部 

都市計画部 
建設部 
教育委員会 

・ 緊急輸送路の確保に関すること。 
・ 緊急輸送路及び道路施設の応急復旧に伴う残土等

の不要物にかかる一時保管場所の確保に関するこ
と。 

・ 応急復旧路線や代替道路に関する情報収集、連絡
調整に関すること 

生活物資調達 
【責任部】 
○産業観光部 

総務部 
健康福祉部 
産業観光部 

・ 救援物資の受入、配分及び礼状に関すること。 
・ 生活物資の調達に関すること。 
・ 生活物資の配分に関すること。 
・ 炊出しに関する連絡調整に関すること。 
・ 災害時の生活物資の流通確保に関すること。 
・ 災害救助法の適用に関すること。 

義援金・義援物資 
【責任部】 
○総務部 

総務部 ・ 義援金の受入、配分及び礼状に関すること。 
・ 義援物資の受入、配分及び礼状に関すること。 
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要配慮者 
【責任部】 
○健康福祉部 
○こども未来部 

健康福祉部 
こども未来部 
政策調整部 
教育委員会 

・ 要配慮者対策に関すること。 
・ 被災地における福祉活動に関すること。 
・ 福祉ボランティアへの対応に関すること。 
・ 園児・児童・生徒の安全確保に関すること。 
・ 応急教育に関すること。 
・ 外国人の対応に関すること。 

罹災証明書等（住
家被害認定調査含
む） 
【責任部】 
○総務部 

総務部 ・ 住家被害認定調査に関すること。 
・ 罹災証明書等の交付に関すること。 

（住家被害認定に基づくもの） 
 

消防局 ・ 罹災証明書の交付に関すること。 
（火災に関するもの） 

政策調整部 
総務部 
市民部 
消防局 

・ 罹災台帳の作成に関すること。 

災害廃棄物 
【責任部】 
○環境部 

環境部 
都市計画部 
建設部 

・ 災害廃棄物の処理、処分に関すること。 
・ 倒壊家屋の対応に関すること。 
・ 空地情報の収集に関すること 

遺体対応 
【責任部】 
○市民部 

市民部 
健康福祉部 
こども未来部 
消防局 
 

・ 行方不明者の捜索、収容に関すること。 
・ 遺体の安置、処理に関すること。 
・ 埋火葬申請への対応に関すること。 
・ 関係機関調整等、円滑な埋火葬に関すること。 
・ 葬儀の実施に関すること。 
・ 災害救助法の適用に関すること。 
・ 遺体の検案に係る調整に関すること。 

環境保全・衛生 
【責任部】 
○環境部 

環境部 
都市計画部 
健康福祉部（保健
所） 

・ 被災地の有害物質及び油流出調査、対応に関する
こと。 

・ 被災地の公害防止指導に関すること。 
・ 被災地のし尿処理に関すること。 
・ 公衆便所の維持管理に関すること。 
・ 仮設トイレの設置及び維持管理に関すること。 
・ 防疫活動に関すること 

災害ボランティア 
【責任部】 
○健康福祉部 
 

市民部 
健康福祉部 
（社会福祉協議会） 

・ 災害ボランティアセンターの設置に関すること。 
（専門ボランティアへの対応は各担当所属にて対
応するよう調整する。） 

・ 災害ボランテイアの対応に関すること。 
（場所、設備、待遇 等） 

応急仮設住宅 
【責任部】 
○都市計画部 

都市計画部 
総務部 
環境部 
建設部 
企業局 

・ 必要戸数の把握に関すること。 
・ 建設用地の選定に関すること。 
・ 生活に係る一般廃棄物（ごみ・し尿・生活排水）

の処理及び衛生に関すること。 
・ 関係機関との調整等に関すること。 

 

(12)複合災害発生時の体制 
＜総務部＞ 

 複合災害が発生した場合において、重複する要員の所在調整、情報の収集・連絡・調整のための要

員の相互派遣、合同会議の開催等に努める。 
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第２ 広域的な応援協力体制 

(1)災害救助法の適用計画 
＜総務部、健康福祉部、滋賀県＞ 

災害による被害の程度が災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みがある場

合は、速やかにその旨を滋賀県知事に報告する。 

知事は、報告に基づき、災害救助法を適用する必要があると認めたときは、直ちに災害救助法に基

づく救助の実施を市長に指示するとともに内閣総理大臣に報告し、公示する。 

ただし、事態が急迫し、知事による救助の実施の決定を待ついとまのない場合は、市長は災害救助

法の規定による救助に着手するとともに、その状況を直ちに知事に報告し、その後の処置に関して知

事の指示を受けなければならない。 

 

［災害救助法の適用］ 

ア 災害救助実施責任機関 

 (ｱ) 知事の行う救助 

 災害救助法が適用された場合、災害救助法で定める救助の実施は、国の責任において法定受託事

務として県知事が当たることとされている。したがって、災害救助法に基づく救助の部分について

は、市長が知事の権限の一部を委任され、又は知事を補助して行うものである。 

 ただし、災害の事態が切迫して、災害救助法に基づく知事による救助の実施を待つことができな

いときは、市長において、自ら救助に着手する。 

 (ｲ) 市長の行う救助 

   上記(ｱ)により、知事の権限の一部を委任、又は補助として行う救助のほか、災害救助法が適用

された場合にあっては、その定める範囲外のもの及び災害救助法が適用されない小災害時の災害救

助については、市（市長）の責任において実施されるものである。 

 (ｳ) 費用の負担区分 

    災害救助法に基づく救助の費用……県負担 

    その他の費用…………………………市負担 

 (ｴ) 災害救助法が適用された後の庶務は、健康福祉部が行う。 

イ 災害救助法の適用基準 

(ｱ) 大津市内の住家滅失世帯数が150世帯以上となった場合 

(ｲ) 滋賀県内の住家滅失世帯数が1,500世帯以上になり、かつ大津市内の住家滅失世帯数が75世帯以上

になった場合 

(ｳ) 滋賀県内の住家滅失世帯数が7,000世帯以上になり、かつ大津市内で多数の世帯の住家が滅失した

場合 

(ｴ) 災害が隔絶した地域に発生したものである等、罹災者の救護を著しく困難とする内閣府令で定め

る特別の事情がある場合であって、かつ大津市内で多数の世帯の住家が滅失した場合 

(ｵ) 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定

める基準に該当する場合 
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※ 住家の滅失世帯数の算定基準 

・全壊（全焼）、流失世帯は１世帯とする。 

・半壊（半焼）、著しく損傷した世帯は２世帯をもって１世帯とする。 

・床上浸水、土砂の堆積等で一時的居住困難世帯は３世帯をもって１世帯とする。 

ウ 災害救助法の適用手続き 

 市長は、本市における災害の規模が「イ 災害救助法の適用基準」のいずれかに該当し、又は該当す

る見込みがある場合には、知事に次に掲げる所要の初期措置をとるものとする。 

(ｱ) 市長は、速やかに市内の被害状況の把握に努め、被害が適用基準のいずれかに該当し、又は該当す

る見込みがある場合には直ちに、災害発生の日時及び場所、災害の要因、被害状況、既にとった救助

措置と今後の救済措置の見込みを知事に報告するとともに、被災者が現に救助を要する状態にある場

合には、併せて法の適用を求める。 

(ｲ) 災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができない場合には、市長は災害救助法

による応急救助に直ちに着手することができる。なお、その状況は知事に報告し連携を図る。 

エ 災害救助法による救助の種類 

 (ｱ) 指定避難所の供与 

 (ｲ) 応急仮設住宅の供与 

 (ｳ) 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

 (ｴ) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

 (ｵ) 医療及び助産 

 (ｶ) 災害にかかった者の救出 

 (ｷ) 福祉サービスの提供 

(ｸ)災害にかかった住宅の応急修理 

 (ｹ) 学用品の給与 

 (ｺ) 埋葬 

 (ｻ) 死体の捜索及び処理 

 (ｼ)災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているも

のの除去 

オ 救助の一部委任 

災害救助法第30条の規定に基づき、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その

権限に属する上記エに掲げる救助の実施に関する事務の一部を市長が行うこととすることができる。な

お、上記により市長が行う事務のほか、市長は、知事が行う救助を補助するものとする。 

カ 救助の実施状況の記録及び報告 

  市長は、法に基づく救助の実施状況を日毎に記録整理し、その状況を県本部救助班に報告する。  

キ 災害救助法による救助の基準 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準は、別表に定めるとおりである。

この基準により実施することが困難な場合は、内閣総理大臣の同意を得て知事が定める基準により実施

する。 

 

［資料編 6 災害救助法に係る救助程度・方法・期間］ 
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(2)県への応援の要請 
＜滋賀県＞ 

ア 市長は、災害応急対策の実施のために必要があるときは、地方本部リエゾンまたは県本部リエゾ

ンを通じて、知事に応援(職員の派遣を含む。以下同じ)又は応援の斡旋を求めるなどして災害対

策の万全を期す。 

イ 知事は、必要に応じ、市が応急対策を円滑に実施できるよう他の市町に対し、応援についての指

示を行い、又は防災関係機関の応援を斡旋する。 

ウ 市が知事に応援又は応援の斡旋を求める場合、県本部(防災危機管理局)に対し、次に掲げる事項

について口頭又は電話をもって要請し、後日文書によりあらためて処理するものとする。 

 

［県への応援要請の連絡先］ 

区    分 電 話 番 号 

 勤務時間内 勤務時間外（宿直室等） 

国 総務省消防庁応急対策室 電    話:03-5253-7527 
Ｆ Ａ Ｘ:03-5253-7537 
防災電話:*-6-048-500-
9043422 
防災 FAX:*-6-048-500-
9049033 

電    話:03-5253-7777 
Ｆ Ａ Ｘ:03-5253-7553 
防災電話:*-6-048-500-
9049101 
防災 FAX:*-6-048-500-
9049036 

県 防災危機管理局 
 

電    話:528-3432・3431 
防災電話: *-51-819～823 
Ｆ Ａ Ｘ:528-6037 
防災 FAX:*-51-850 

電    話:528-3436 
防災電話:*-51-898 
Ｆ Ａ Ｘ:523-3436 
防災 FAX:*-51-850 

 

  また、県知事に応援要請を行う際に明らかにすべき事項は次の通りである。 

［応援要請時に明らかにすべき事項］ 

ア 災害の原因及び被害の状況 

イ 必要とする応援の内容、理由 

ウ 必要とする応援の人員、資機材、期間、場所 

エ その他必要な事項 

 

(3)隣接市町及び協定市等への応援要請 
＜滋賀県＞ 

平素から近隣市町等との応援協力体制の確立に努めておくとともに、既に締結されている各種協定

や法等の条項を活用し、応援要請が円滑に行われるよう手続きの方法を明確にしておく。 

 

 [応援を求める場合の要領] 

応援を受けようとする被災市町は、応援市町に対して必要事項を明らかにし、電話等

により要請を行う。 

 

[知事の指示による応援協力] 

市長は、知事から関係市町村の実施する応急措置について、応援すべきことの指示を

受けた場合は、速やかに応援部隊を編成し派遣する。 
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(4)国による応援・代行 
＜総務部＞ 

市町は、応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするため必要があると認めるときは、県に対し、

国に対する応急措置の実施を求めるものとする。市町はこの要求ができない場合は、その旨および当

該市町の地域における災害の状況を国に通知するものとする。 

 

(5)被災地支援 
＜総務部、全部局＞ 

協定を締結した市町村及びその他の被災市町村から応援を求められた場合、緊急性の高い応急措置

について、正当な理由がない限り、応援を実施する。 

応援に従事する者は、被災市町村の指揮の下に行動を行うとともに、活動に必要な食料・水・宿泊

場所等はあらかじめ確保してから被災地に行くものとする。 

被災地支援の内容は以下のとおりである。 

ア 応援職員の派遣 

イ 食料・飲料水・生活必需品・その他必要な物資の提供 

ウ 被災者の受け入れ（広域一時滞在） 

エ 災害情報の提供 

オ その他、被災地のニーズに沿った支援の提供 

 

(6)広域的な応援体制 
＜総務部、消防局、企業局＞  

市は、災害応急対策を行うため、必要に応じ、滋賀県広域消防応援基本計画に基づく応援及び消防

組織法第44条の規定に基づく県外の消防力の応援、その他相互応援協定を締結した自治体等に応援及

び緊急消防援助隊等の派遣を要請する。 

ア 県内における相互応援について 

市の消防力及び消防相互応援協定を締結している隣接市町の消防力によっても、的確な対応が困

難な場合は、「滋賀県広域消防相互応援協定」、「滋賀県広域消防相互応援基本計画」、「滋賀県下消防

団広域相互応援協定」により相互応援を行う。 

(ｱ) 滋賀県広域消防相互応援協定による応援要請を行うときは、次の事項を明らかにして要請す

る。(事後、速やかに文書提出) 

ａ 災害の発生場所及び概要 

ｂ 必要とする人員、車両及び資機材 

ｃ 集結場所、活動内容及び連絡担当者 

ｄ その他必要事項 

(ｲ) 滋賀県下消防団広域相互応援協定による応援要請を行うときは、次の事項を明らかにして要請

する。(事後、速やかに文書提出) 

ａ 災害の発生場所及び概要 

ｂ 必要とする人員、車両等 
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ｃ 集結場所、活動内容及び連絡担当者 

ｄ その他必要事項 

イ 他府県消防隊の応援要請(消防組織法第 44条) 

(ｱ) 市本部長は、緊急消防援助等他府県の応援を要請したいときは、次の事項を明らかにして県本

部に要請する。(後日文書提出) 

ａ 火災の状況及び応援要請の理由 

ｂ 応援消防隊の派遣を必要とする期間(予定) 

ｃ 応援要請を行う消防隊の種別と人員 

ｄ 市への進入経路及び集結(待機)場所 

(ｲ) 緊急消防援助隊等他府県の円滑な受入れを図るため、応援要請を行う消防機関は連絡係等を設け

受入れ体制を整えておく。 

ａ 応援消防隊への地理情報の提供(消火栓、利用可能な自然水利等を掲載した消防マップの提

供) 

ｂ 消防活動の指揮本部の確立(応援メンバーも常駐) 

ｃ 応援消防隊の人員、器材数、指導者数の確認 

ｄ 応援消防隊の活動拠点となる用地、仮眠施設等の手配 

ｅ 応援消防隊に対する給食等の手配 

(ｳ) 消防庁長官への要請 

県本部長は、市本部長から他府県の応援要請を求められた場合、又は自ら必要と認める場合

は、速やかに消防庁長官に応援要請するものとし、その結果を直ちに応援要請を行った市長もし

くは被災地の市町長に連絡する。 

 

［消防に関する他機関への応援要請］ （締結年月日・機関名は締結当時の名称） 

滋賀県広域消防相互応援協定 滋賀県内７消防本部・局（平成19年3月15日） 

消防相互応援協定 京都市（平成18年7月1日）、宇治市（平成18年8月1日）、湖西地域広

域市町村圏事務組合（昭和53年5月1日）、湖南消防組合（昭和58年4

月28日）、甲賀郡行政事務組合（昭和53年5月1日）、田辺町（平成5

年12月27日） 

滋賀県下消防団広域相互応援協

定 

滋賀県下の消防団を設置する市町（平成19年3月16日） 

名神高速道路消防応援協定 名神高速道路周辺２０消防本部（岐阜～兵庫）（昭和38年7月15日） 

湖南広域行政組合、大津市、京都市、乙訓消防組合、島本町、高槻

市、茨木市（平成18年7月） 

新名神高速道路消防応援協定 甲賀広域行政組合、湖南広域行政組合、大津市（平成20年2月23日） 

一般国道1号京滋バイパス消防

応援協定 

湖南広域行政組合、大津市、宇治市、久御山町（平成18年8月1日） 
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［広域消防応援体制・広域航空消防応援系統］ 

応援可能な旨報告

応援決定の指示

応
援
を
決
定
し
た
旨
の
連
絡

応
援
要
請
す
る
旨
の
連
絡

応
援
要
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請
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決
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通
知
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決
定
通
知

要請の指示

要請したい旨の報告

応　援　要　請

応援決定通知

応　援　要　請

要請側：大津市消防局長 要請側：滋賀県知事

消　防　庁　長　官

応援側：都道府県知事応援側：消防長

要請側：大津市長

応援側：市町村長

応援決定通知
 

 
［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕 ア-1 義士親善友好都市間における災害応急活動の相互応援に関す

る協定（義士親善友好都市）］ 

［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕 ア-2  中核市災害相互応援協定（中核市）］ 

［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕 ア-3 東海道五十三次市区町災害時相互応援に関する協定（東海

道五十三次市区町）］ 

［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕 ア-4 全国ボート場所在市町村協議会加盟市町村災害時相互応援

協定（全国ボート場所在市町村協議会加盟市町村）］ 

［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕 ア-5 大津市・鈴鹿市間の災害時相互応援に関する協定〔鈴鹿市〕］ 

[資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕 ア-6 大津市・伊賀市間の災害時相互応援に関する協定（伊賀

市）]  

［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕 ア-7 大津市・奈良市間の災害時相互応援に関する協定（奈良市）］ 

［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕 ア-8 大津市・大津町間の災害時相互応援に関する協定〔大津町〕］ 

［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕 ア-9 滋賀県大津市・京都府宇治田原町災害時相互応援協定（宇

治田原町）］ 

［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕ア-11 下水道事業災害時近畿ブロック支援に関する申し合わせ（下
水道事業災害時近畿ブロック）］ 

[資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕イ-1 滋賀県市長会災害相互応援協定（滋賀県市長会）] 

［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕ス-11 日本水道協会関西地方支部の災害時相互応援に関する指針
（日本水道協会関西地方支部）］ 

［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕ス-12 災害発生時における日本水道協会関西地方支部内の相互応援
に関する協定（日本水道協会関西地方支部）］ 

［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕ス-13 地震・洪水等非常事態における救援措置要綱（日本ガス協
会）］ 

［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕ソ-1 滋賀県広域消防相互応援協定］ 

［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕ソ-2 消防相互応援協定］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕ソ-3 名神高速道路消防応援協定］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕ソ-4 新名神高速道路消防応援協定］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕ソ-5 一般国道1号京滋バイパス消防応援協定］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕ソ-6 滋賀県下消防団広域相互応援協定］ 
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第３ 防災関係機関等との連携 

(1)防災関係機関との連携 
＜総務部、防災関係機関、その他関係機関＞  

 市は、災害対策活動の実施にあたっては防災関係機関との緊密な連携を図る。 

［災害時における防災関係機関等の主な応援要請先］ 
  防 災 機 関 名 所 在 地 電 話 番 号 
《指定地方行政機関》   
国土交通省琵琶湖河川事務所 大津市黒津四丁目5-1 546-0844 
国土交通省滋賀国道事務所 大津市竜が丘4番5号 523-1741 
近畿農政局（滋賀県拠点） 大津市京町三丁目１-１ 522-4261 
近畿中国森林管理局滋賀森林管理署 大津市瀬田三丁目40-18 544-3871 
近畿財務局大津財務事務所 大津市京町3-1-1 522-3765 
大阪管区気象台 大阪市中央区大手前四丁目1-76 

大阪合同庁舎第４号館 
06-6949-6302 

彦根地方気象台 彦根市城町2-5-25 0749-22-6142 
《滋賀県》   
滋賀県防災危機管理局 大津市京町四丁目1-1 直通528-3432 

528-3431 
滋賀県道路公社 大津市松本一丁目2-1 524-0142 
《警察》   
滋賀県警察本部 大津市打出浜1-10 522-1231（代） 

大津警察署 大津市打出浜12-7 522-1234（代） 
大津北警察署 大津市真野二丁目20-23 573-1234（代） 
《指定公共機関》   
NTT 西日本㈱滋賀支店 大津市浜大津一丁目1-26 510-0961 
関西電力送配電 (株)  大津市におの浜四丁目1-51 0800-777-3081 
関西電力（株） 大津市におの浜四丁目1-51 0800-777-8810 
日本放送協会大津放送局 大津市京町三丁目4-22 522-5101 
西日本旅客鉄道（株）大津統括駅 大津市春日町1-3 522-2850 
日本赤十字社滋賀県支部 大津市京町四丁目3-38 522-6758 
西日本高速道路㈱ 
 関西支社 滋賀高速道路事務所 

栗東市小野758 552-2284 
551-1552 

西日本高速道路㈱ 関西支社 茨木市岩倉町1-13 06-6344-8207 
日本郵便株式会社 大津中央郵便局 大津市打出浜1-4 524-2003 
《指定地方公共機関》 
京阪電気鉄道(株) 

 
大津市錦織二丁目7-16 

 
522-4521 

琵琶湖汽船(株) 大津市浜大津五丁目1-1 522-4115 
(一社)滋賀県トラック協会 守山市木浜町2298-4 585-8080 
(一社)滋賀県バス協会 守山市木浜町2298-4 585-8333 
(株)京都放送滋賀支社 大津市京町四丁目3-33 522-8317 
びわ湖放送（株） 大津市鶴の里16-1 524-0151 
《医療》   
地方独立行政法人市立大津市民病院 大津市本宮二丁目9-9 522-4607 
大津赤十字病院 大津市長等一丁目1-35 522-4131 
独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院 大津市富士見台16-1 537-3101 
滋賀医科大学医学部附属病院 大津市瀬田月輪町 548-2111 
(一社)滋賀県看護協会 草津市大路二丁目11-51 564-6468 
(公社)大津市医師会 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津1階 525-4104 
(一社)大津市薬剤師会 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津1階 523-1641 
(一社)大津市歯科医師会 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津1階 523-5550 
《建築》 
（一社）滋賀県建設業協会 

大津市におの浜一丁目1-18 522-3232 

（公社）滋賀県建築士会 大津市におの浜一丁目1-18 522-1615 
《報道》   
京都新聞社 滋賀本社 大津市京町四丁目3-33 523-3131 
朝日新聞社大津総局 大津市京町三丁目5-12 524-6601 
毎日新聞社大津支局 大津市打出浜3-16 524-6655 
読売新聞社大津支局 大津市打出浜13-1 522-6691 
中日新聞社大津支局 大津市京町四丁目4-23 523-3388 
産経新聞社大津支局 大津市中央一丁目3-2 522-6628 
日本経済新聞社大津支局 大津市中央三丁目1-8 522-4455 
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 大津第1生命ビル8階 
共同通信社大津支局 大津市京町四丁目3-33 522-3762 
時事通信社大津支局 大津市打出浜2-1 コラボしが21 4階 522-3915 

 

(2)民間団体・自主防災組織との連携 
＜総務部、市民部、消防局＞ 

 市は、災害対策活動の実施にあたっては、地元企業、ボランティア団体、自主防災組織等と緊密な

連携を図る。 
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第４ 自衛隊の災害派遣 

(1)緊急時の自衛隊派遣 
＜総務部、滋賀県、自衛隊＞ 

自衛隊の災害派遣実施の基準である３原則(公共性・緊急性・非代替性)を踏まえ、市長は、災害対

策基本法第 68条の２及び自衛隊法第 83条第１項の規定により、自衛隊の派遣が必要な際は県知事に派

遣要請を要求する。その際、必要に応じて、その旨および被害状況を自衛隊に通知する。通信途絶等

の理由により県知事への要求ができない場合は、市長が直接最寄りの自衛隊の部隊等の長にその内容

を通知し、事後速やかに所定の手続きをとることとする。一方、自衛隊は、知事からの派遣要請を受

けたときは、要請の内容および自ら収集した情報に基づいて、部隊等の派遣の必要性の有無を判断し、

部隊等を派遣する。また、緊急の場合でかつ、知事からの要請を待ついとまがないと認められるとき

は、自らの判断で部隊を派遣できる。 

その際、市は県と連携し、自衛隊本部用事務室（市施設内）、自衛隊が集結できる空地（宿舎、資

材置場、炊事場、駐車場）、ヘリコプター発着場等の確保に努める。 

 

［災害派遣の範囲］ 

項   目 活  動  内  容 

ア 被害状況の把握 車両、航空機等状況に適した手段による情報収集 

イ 避難の援助 避難者の誘導、輸送等（避難命令が発令された場合） 

ウ 遭難者等の捜索、救助 行方不明者、負傷者等の捜索、救助 
（ただし、緊急を要し、かつ、他に適当な手段がない場合、他の救援作業
等に優先して実施する。） 

エ 水防活動 堤防護岸等の決壊に対する土のうの作成、積込み及び運搬 

オ 消防活動 利用可能な消防車、その他の防火用具による消防機関への協力 

カ 道路又は水路等交通路上
の障害物の除去 

施設の損壊又は障害物がある場合の除去等 

キ 応急医療、救護及び防疫 被災者の応急診療、大規模な伝染病等の発生に伴う応急衛生等 
（薬剤等については、市町村準備） 

ク 通信支援 自衛隊の通信連絡に支障のない範囲における通信支援 

ケ 人員及び物資の緊急輸送 救急患者、医師、その他救難活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送 

コ 炊飯及び給水支援 被災者への炊飯、給水支援 

サ 救援物資の無償貸付又は
譲与 

「防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲渡等に関する総理府令」
（昭和33年総理府令1号）による。 

シ 危険物の保安及び除去 火薬類、爆発物等危険物について能力上可能な範囲での保安措置及び除去 

ス その他 知事が必要と認め、自衛隊の能力で対処可能なものについて関係部隊の長
と協議して決定する。 

 

ア 災害派遣要請の要求 

(ｱ) 知事に対する自衛隊災害派遣要請の要求は、原則として市長が行うものとする。 

(ｲ) 市長が知事に対して災害派遣要請を要求しようとするときは、文書又は電話等で行う。ただ

し、緊急を要し、電話等の場合は、滋賀県防災危機管理局に要求し、事後速やかに文書を送達す

るものとする。 

(ｳ) 知事に対して自衛隊災害派遣を要請する場合の手続は、次のとおりである。 
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ア 要求先 滋賀県防災危機管理局 

イ 文書提出部数 3 部 

ウ 記載事項 

(ア) 災害の状況及び派遣要請を要求する理由 

(イ) 派遣を希望する期間 

(ウ) 派遣を希望する区域及び活動内容 

(エ) 受入れ場所等 

(オ) その他参考となるべき事項 

(ア)～(ウ)：必須事項 

 

イ 自衛隊への通知 

陸上自衛隊今津駐屯地司令である第 3偵察戦闘大隊長を優先として、次により通知する。 

優先順 自衛隊の部隊等の長名 所 在 地 

1 今津駐屯地司令である第 3 偵察戦闘大隊長(窓口：第 3 係) 滋賀県高島市今津町平郷 

2 大津駐屯地司令である中部方面混成団長(窓口：訓練科) 滋賀県大津市際川 1-1-1 

 

ウ 災害派遣部隊の受入れ体制 

(ｱ) 地方公共団体等間における相互協力 

市本部、県本部、警察、消防機関等は、相互に派遣部隊の移動、現地進入及び災害措置のため

の補償問題等発生の際の相互協力、必要な現地資機材等の使用協定等に関して緊密に連絡協力す

るものとする。 

(ｲ) 事前準備 

自衛隊の活動については、その活動の内容からかなりの車両、人員等の現地への進入が予想さ

れるため、市長は、平常時から、次の事項について計画を定めておく。 

a 市施設内での自衛隊用本部事務室 

b 自衛隊が集結できる空地の確保(宿舎、資材置場、炊事場、駐車場として利用できる空地)(住

民の避難場所となる場所を除いて選定しておくこと) 

c 臨時ヘリポートの確保 

(少なくとも 1か所は複数機が発着できる空地を確保しておくこと。) 

(ｳ) 災害発生時の準備 

市本部及び県本部は、派遣された部隊に対し次の施設等を準備するものとする。 
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a 本部事務室 

b 宿舎 

c 材料置場、炊事場(野外の適当な広さ) 

d 駐車場(車 1台の基準は 3ｍ×8ｍ) 

e ヘリコプター発着場(二方向に障害物のない広場) 

(ｴ) 他の災害救助復旧機関との競合重複の排除 

市本部長及び県本部長は、自衛隊の作業が他の災害救助復旧機関と競合重複することのないよ

う最も効率的に作業を分担するよう配慮するものとする。 

この場合、県本部は市本部と地方本部、現地本部等との協力体制が迅速に図れるよう配慮する

とともに、合同本部連絡会議を必要に応じて開催し、自衛隊追加要請等の手続が迅速に行われる

よう努める。 

(ｵ) 作業計画及び資材等の準備 

市本部長及び県本部長は、自衛隊に対し作業を要請又は依頼するにあたっては、なるべく先行

性のある計画を次の基準により樹立するとともに、作業実施に必要とする十分な資料の準備を整

え、かつ諸作業に関係ある管理者の了解をとりつけるよう配慮する。 

[計画作成の内容] 

ａ 作業箇所及び作業内容 

ｂ 作業の優先順位 

ｃ 作業に要する資材の種類別保管(調達)場所 

ｄ 部隊との連絡担当者、連絡方法及び連絡場所 

ｅ 合同本部現地会議の開催方法(現地本部が担当する) 

(ｶ) 自衛隊との連絡窓口一本化 

市本部は、派遣された自衛隊との円滑、迅速な措置が取れるよう、連絡交渉窓口を明確にして

おくものとする。 
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第３節 情報の収集・連絡及び通信の確保 
 

【基本方針】 

  災害対策を実施するにあたっては、迅速的確な情報の収集や集約が重要となる。 

従って、災害情報の収集・連絡体制を確立するとともに、また、多ルート化を図った通信手段を確

保し、迅速、正確、円滑な情報の収集・連絡を行う。 

 

第１ 災害情報の収集・連絡 

(1)災害初動期における情報の収集 
＜全部局、警察、防災関係機関＞  

災害発生の初動期においては、市及び防災関係機関は、次に掲げる方法により災害の規模が概括的

に把握できる情報の収集にあたる。 

［災害初動期における情報収集方法］ 

ア  市職員が参集途上で直接収集した情報 

イ  市民部職員が収集した情報 

ウ  車両や消防艇、無人航空機等の活用や県防災ヘリ、滋賀県警察ヘリ等の協力による市域及び所管施設の概括的な被

害情報 

エ  火災等119番通報 

オ  市役所や支所、防災関係機関への通報 

カ 報道機関からの情報 

キ 住民（自主防災会、自治会）、企業からの収集情報 

ク 高所カメラ施設による広域的な被害情報 

 

災害初動期において収集すべき情報は次の通りである。 

 

[災害初動期において収集すべき情報] 
収集の必要な情報 主な収集担当 収集先及び方法 

・建物被害 
・人的被害 
・火災 
・土砂災害、水害（浸水） 
・住民の動向 
・道路事情 
・その他概括的被害情報 

 
 

消防局 
各部局 
各所属 
都市計画部 
建設部 
健康福祉部 
こども未来部 
産業観光部 

参集途上の職員 
市民からの通報 
消防機関 
警察 
医療機関 
現地調査 
高所カメラ施設 
西日本高速道路(株) 
滋賀国道事務所 大津土木事務所 

ライフライン被害情報 
・ガス、上水道 
・下水道 
・電話 
・電力 
・その他通信(インターネット等) 

企業局 
ＮＴＴ 
関西電力送配電 

ライフライン機関 

その他 
・避難情報 
・施設・設備の被害情報 
・開始した応急対応 

各部局 
各所属 
 

市民、市民センター 
各施設管理者 

［資料編 7 情報収集と報告様式 ア 災害情報の内容と収集］ 
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 また、集中豪雨等による局地的な災害が発生し、災害対策本部及び災害警戒本部の設置を必要とし

ない規模の災害の場合は、総務部、建設部及び産業観光部、市民部、支所、消防局、地元消防団が初

期情報を迅速・的確に把握し、各組織が連携し、情報を共有するものとする。 

 

(2)収集する情報内容と収集伝達系統等 
＜全部局、警察、防災関係機関＞  

予め確立されている情報収集連絡体制及び伝達系統（以下に示す）に従い、次の被害情報の収集に

あたる。 

[一般被害情報] 
収集の必要な情報  

人的被害 死者の状況 
行方不明者の状況 

負傷者の状況 
・重傷者 
・軽傷者  

住家被害 
 
 
 

住家被害認定調査の認定状況（全壊、半壊等） 
 
※第１次調査（外観目視調査）による概数把握（至急） 
※被災宅地危険度判定 

非住家被害 公共建物、その他の状況 
・文教施設 
・医療機関 
・清掃施設 
・その他 

火災発生 建物、危険物、その他 

罹災状況 罹災世帯数 
罹災者数 

公共土木施設等の被害 道路 
橋梁 
河川 
港湾 
その他 

砂防 
がけ崩れ 
ブロック塀 
その他 
（急傾斜地、地すべり、土石流、山地災害、雪崩） 

田畑の被害 流失 
埋没 
冠水 

ライフライン被害 ガス、上水道 
下水道 
電話 
電力 

その他 鉄道被害 
 
船舶被害 
応急対策の内容 
・消防機関活動 
・避難指示等 
・指定避難所の設置、開設状況 
・関係機関への応援要請 
・自衛隊派遣 
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収集の必要な情報 

被害総額 施設被害 
・文教施設 
・農林水産施設 
・公共土木施設 
・その他の公共施設 

その他 
・農産関係 
・林業関係 
・畜産関係 
・水産関係 
・商工関係 
・その他 

［資料編 7 情報収集と報告様式 ア 災害情報の内容と収集］ 
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被害の認定にあたっては災害の被害認定基準「令和３年６月２４日付府政防６７０号内閣府政策統
括官（防災担当）」に従うものとする。 

[災害の被害認定基準] 

用   語 被 害 程 度 の 判 定 基 準 

死 者 当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、または死体 

行方不明者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるものとする 

重 傷 者 

軽 傷 者 

災害のため負傷し、医師の治療を受けまたは受ける必要のあるもののうち、「重傷者」とは１

月以上の治療を要する見込みの者とし、「軽傷者」とは、１月未満で治療できる見込みの者と

する。 

 

住家全壊 

（全焼・全流失） 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋

没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難

なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面

積の70％以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占

める損害割合で表し、その住家の損害割合が50％以上に達した程度のものとする。 

 住家半壊 

（半焼） 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしい

が、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床

面積の20％以上70％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占め

る損害割合で表し、その住家の損害割合が20％以上50％未満のものとする。 

大規模半壊 居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該

住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50％以上

70％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表

し、その住家の損害割合が40％以上50％未満のものとする。 

中規模半壊 居住する住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を

含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊

部分がその住家の延床面積の30％以上50％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的

被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30％以上40％未満のものとす

る。 

半壊 

 

住家半壊（半焼）のうち、大規模半壊、中規模半壊を除くもの。具体的には、損壊部分がその

住家の延床面積の20％以上30％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家

全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20％以上30％未満のものとする。 

準半壊 住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその住家の

延床面積の10％以上20％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に

占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10％以上20％未満のものとする。 

住 家 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。 

非 住 家 住家以外の建築物をいうものとする。 

なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。ただし、これらの施設

に、常時、人が居住している場合には、当該部分は住家とする。 
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情報収集に際しての通信連絡系統及び情報伝達系統は次に示すとおりである。 

 

[大規模災害時の情報連絡系統] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[局地的災害時の情報連絡系統] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

防災関係機関   

県警察本部 
 

  

  

企業局災害対策本部 消防局対策本部 各署 
（ 分署 、 出張所 ） 

消防分団 

県災害対策本部 自主防災会 
市 民 

警 察 署 

支所 

凡 例 

有線又 は 口頭 
消防救急デジタル無線 
市防災行政無線 
県防災行政無線 
企業局無線 
消防局高所監視カメラシステム 

県防災情報 システム 

消防庁 ・ 都道府県 
全国 の 消防機関 

  

市災害対策本部 
  

  

各部局災害対策本部 

※その他、携帯電話等通信可能な手段を用いる 

  市災害対策本部と支所間の連絡手段として、市防災行政無線を用いる 

  

消防局 危機・防災対策課 

地元消防 

分団 
現地本部 （ 支所 ） 

関係部 ・ 課 

警察署 

交番 ・ 
駐在所 

※ 通信方法は、電話、FAX、携帯電話などを用いる 

県防災危機管理局 

地元自治会、地元の各種団体、市民 等 
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[災害発生時の庁内周知系統] 

「水害発生」、「土砂災害」に関する情報収集と伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 

民 

等 

担

当

支

所

・

支

所

長 

消
防
団
本
部 

各
消
防
署 

消防局長 

局
各
課 

市長･副市長 

 

(総務部) (消防局) 

現  地  対  策  本  部  (構成：災害対策本部体制指名職員) 

各
消
防
分
団 

消防局通信指令課 

政 策 調 整 部 

市 民 部 

健康福祉部 
健康福祉部 

（保健所） 

 

(関係部局) 

産 業 観 光 部 

都 市 計 画 部 

環 境 部 

企 業 局 

教 育 委 員 会 

議 会 局 

関 係 課 

関 係 課 

関 係 課 

関 係 課 

関 係 課 

関 係 課 

関 係 課 

関 係 課 

担当支所長 

関 係 課 

危
機
管
理
監 

総 務 課 

関 係 課 

秘

書
課 

総
務
部
長 

広
報

課 

危機・防災

対策課 

建 設 部 関 係 課 
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(3)情報の一元的集約・分析、記録保持 
＜全部局＞  

収集された情報は、災害対策本部事務局に一元的に集約し、災害情報の記録として保持する。また、

災害対策本部事務局においては、各種の情報システムを用いて取得した情報や専門家の意見等、収集

した情報を分析する。 

 

(4)県・国への報告 
＜総務部、消防局＞  

災害対策基本法第53条に基づき、収集された被害情報については、速やかに県に報告する。さらに

「消防庁 火災・災害等即報要領」に従い、「即報基準」に該当する災害等が発生した際には県に、

「直接即報基準」に該当する災害等が発生した際には県及び消防庁に、第一報の即報を覚知後30分以

内に報告する。 

消防機関への通報が殺到する場合は、その状況を県及び消防庁に通報する。 

県への情報伝達が円滑に行われない場合には直接、消防庁へ被害報告を行う。 

また、県に対して応急対策の活動状況や対策本部の設置状況、応援の必要性等を報告する。応急対

策活動情報に関しては、必要に応じて相互に緊密な情報交換を行う。 

災害応急対応後、滋賀県地域防災計画に基づいて、応急対策終了後15日以内に県に災害確定報告を

行う。（災害対策基本法施行規則第２条：20日以内） 

なお、市から県本部（設置前は防災危機管理局）への各種報告（即報被害、避難情報、対策本部等

設置状況、被害確定報告等）は、県防災情報システムによることを基本とする。（第一報報告時にシ

ステムにその災害名がない場合は、未命名に情報入力を行い、その旨を県防災危機管理局に連絡する）

ただし、システムが使用不可能な場合又は県からの指示があった場合は、他の手段を用い県本部（設

置前は防災危機管理局）へ報告する。 

 

[県・国への情報伝達系統] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大津市災害対策本部 

 
特別調整担当者 

関係する部局・課 

防災関係機関 県本部主管班 各省庁 

消防庁 
滋賀県 

防災危機管理局 

【県本部】 
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［県・国の連絡先］ 
区    分 電 話 番 号 

 勤務時間内 勤務時間外（宿直室等） 
国 総務省消防庁応急対策室 電    話:03-5253-7527 

Ｆ Ａ Ｘ:03-5253-7537 
防災電話: 
*-6-048-500-9043422 
防災 FAX: 
*-6-048-500-9049033 

電    話:03-5253-7777 
Ｆ Ａ Ｘ:03-5253-7553 
防災電話: 
*-6-048-500-9049101 
防災 FAX: 
*-6-048-500-9049036 

県 防災危機管理局 
 

電   話:528-3432・528-3431 
防災電話:*-51-819～823 
Ｆ Ａ Ｘ:528-6037 
防災 FAX:*-51-850 

電    話:528-3436 
防災電話:*-51-898 
Ｆ Ａ Ｘ:523-6390 
防災 FAX:*-51-850 

 

(5)災害情報の伝送 
＜総務部、消防局＞ 

市は、消防局高所監視カメラシステムを活用して、大規模災害直後の被害状況を県防災危機管理局

を経由し、首相官邸や消防庁をはじめとする国の防災関係機関、都道府県、全国の消防機関に伝送し、

早期に広域応援体制を確立する。 

 
[資料編 4 通信 ア 消防局高所監視カメラシステム] 
[資料編 7 情報収集と報告様式 ア 災害情報の内容と収集］ 
[資料編 7 情報収集と報告様式 イ 災害の被害認定基準] 
[資料編 7 情報収集と報告様式 エ 被害即報及び被害報告要領] 
[資料編 7 情報収集と報告様式 オ 第１号様式（火災）] 
[資料編 7 情報収集と報告様式 カ 第２号様式（特定の事故）] 
[資料編 7 情報収集と報告様式 キ 第３号様式（救急・救助事故等）] 
[資料編 7 情報収集と報告様式 ク 第４号様式（その１）（災害状況即報）] 
[資料編 7 情報収集と報告様式 ケ 第４号様式（その２）（被害状況即報）] 
[資料編 7 情報収集と報告様式 コ 災害被害即報様式（その１－人・建物）] 
[資料編 7 情報収集と報告様式 サ 災害被害即報様式（その２－道路・河川等）] 
[資料編 7 情報収集と報告様式 シ 災害被害即報様式（その３－農業関係被害・避難指示等）] 
[資料編 7 情報収集と報告様式 ス 第１号様式（災害確定報告）] 
[資料編 7 情報収集と報告様式 セ 第３号様式（災害年報）] 
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第２ 通信手段の確保 

(1)通信手段の確保 
＜政策調整部、総務部、市民部、消防局、企業局、NTT 西日本㈱、防災関係機関＞ 

災害発生直後に、市及び防災関係機関は次に掲げる通信手段の確保要領に従い災害情報連絡のため

の通信手段を確保する。 

 

[通信手段の確保要領] 

ア 専用通信設備の利用 

総務部及び消防局は災害発生後の通信連絡にあたっては、市防災行政無線、消防救急デジタル無

線、消防局高所監視カメラシステム等を有効に活用する。また、次に掲げる専用通信設備の設置者

は市の通信設備の利用に対して協力するものとする。 

 (ｱ) 滋賀県防災行政無線設備 

 (ｲ) 関西電力送配電通信設備 

 (ｳ) 国土交通省無線設備 

 (ｴ) 鉄道通信設備 

 (ｵ) その他防災関係機関の専用通信設備 

イ 災害時優先電話の活用 

災害の救援、復旧や公共の秩序を維持するため、予め優先電話として指定した電話を NTT西日本㈱

が他に優先して通信を確保する。 

ウ 他機関の通信設備の使用等 

知事及び市長は災害対策基本法第55条及び第56条に定める予警報の伝達等に際し緊急通信の必要

があるときは、同法第57条の規定により、電気通信事業者が有する電気通信設備や有線電気通信設

備を優先的に利用できるとともに、放送事業者に必要な放送を求めることができる。 

また、災害発生時における応急措置の実施上必要があるときは、指定行政機関の長、指定地方行

政機関の長、知事及び市町村長は、同法第79条の規定によりそれぞれ有線電気通信法第３条第４項

第３号に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を使用することができる。 

 ・有線電気通信法第３条第４項第３号に基づき使用又は利用できる通信設備 

警察、航空、気象、鉄道、電力、自衛隊に関する通信設備 

 

エ 非常通信の利用 

  知事、市長及び防災関係機関は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線

通信が利用できないか、又はこれを利用することが著しく困難である場合に、災害応急対策等のた

め必要と認める時は、電波法第52条第４項の規定による非常通信を利用するものとする。 

  なお、非常通信は、無線局の免許人が自ら発受するほか、防災関係機関からの依頼に応じて発受

する。また無線局の免許人は、防災関係機関以外の者から人命の救助に関するもの及び急迫の危険

又は緊急措置に関する通報の依頼を受けた場合は、非常通信を実施すべきか否かを判断の上行う。 

 ・非常通信取扱局 
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   官公庁、会社、船舶、アマチュア等すべての無線局 

オ 自衛隊の通信支援 

  市長は、災害応急対策のため必要がある場合には、知事に対して自衛隊の災害派遣（通信支援）

の要請を依頼する。 

 

 情報通信手段の機能確認の結果、支障が生じた場合には施設の復旧、代替手段の確保に努める。ま

た、携帯・自動車電話、衛星通信等の移動体通信を活用した緊急情報連絡用の回線を使用する等によ

り複数の情報通信ルートの確保に努める。 

 電気通信事業者は、災害時における防災関係機関の重要通信の確保を優先的に行う。 

 

［資料編 4 通信］ 

 

(2)通信統制の実施 
＜総務部、消防局、企業局＞ 

 市は必要に応じて公共施設内の電話の使用制限、発信の承認、発着信専用通信施設の指定、消防救

急デジタル無線における使用周波数の割り当て等災害時の通信統制を行う。 

 

[統制を行う主管部局] 

主管部局 統制の内容 

消防局 ・消防救急デジタル無線の使用制限 

・県防災行政無線の通信確保 

・消防局高所監視カメラシステムの通信確保 

総務部 

 

・ 市防災行政無線の使用制限 

・ 県防災行政無線の通信確保 

・ 庁内・庁外電話の使用制限 

・ 庁内・庁外電話の発信承認 

・ 発着信専用通信施設の指定 

企業局 ・企業局無線の使用制限 
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第４節 風水害等の発生・拡大防止 
 

【基本方針】 

 浸水や土砂災害、風倒木等の風水害の発生・拡大を防止するため、水防活動等の対応にあたる。ま

た、被害の拡大等が懸念される場合には、迅速に市民への広報活動に努めるとともに農業等への被害

対策を行う。 

 

(1)浸水の発生・拡大の防止 
＜産業観光部、建設部、消防局＞  

浸水被害が予測あるいは発生した場合には、市は関係機関との連絡を図りながら、その被害を軽減

するため、必要に応じて土留めや仮排水路の設置、排水作業等を実施する。また、ため池、河川堤防

等に被害を受けた場合には、浸水被害の拡大をくい止めるため、応急復旧作業を行う。 

河川や避難に関する情報について、上下流の水防管理者と情報を共有する。 

避難指示等の発令基準等に関しては、第１節「第２ 市民の避難誘導」に基づく。 

 
［資料編 9 災害危険箇所等 (2)水防 イ 県管理区間（指定区間）重要水防区域］ 
［資料編 9 災害危険箇所等 (2)水防 ウ 浸水想定区域図（大津市域）］ 
［資料編 9 災害危険箇所等 (2)水防 オ 防災重点農業用ため池］ 
［資料編 9 災害危険箇所等 (2)水防 カ 構造物重要水防箇所］ 

 

(2)土砂災害の発生・拡大の防止 
＜産業観光部、都市計画部、建設部＞ 

降雨等による土砂災害の発生の防止・軽減を図るため、市は土砂災害警戒区域の点検を行う。危険

性が高いと判断される場合には関係機関や住民に周知を図り、避難誘導等の措置を講じる。また、土

砂災害が発生した場合には、必要に応じて、次に掲げる水防活動項目を実施する。 

避難指示等の発令基準等に関しては、第１節「第２ 市民の避難誘導」に基づく。 

［活動項目］ 

ア 仮排水路の設置 

イ 不安定土砂の除去 

ウ ブルーシート貼り 

エ 土のう積み 

オ 仮設防護柵の設置 その他 

 

(3)風倒木対策 
＜都市計画部、建設部、消防局＞ 

 道路等への風倒木による二次災害を防止するため、市は必要に応じて除去作業を行う。 

 

(4)市民への広報 
＜政策調整部、総務部＞  

被害の拡大及び二次災害の発生が予想される場合には、市は必要に応じてその箇所や指定緊急避難

場所、避難時の注意事項・携行品等の情報について、迅速に関係する市民に広報する。その際、広報の

方法等については、第12節（広報活動要領）に従うこととする。 
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(5)農業等への被害対策 
＜産業観光部＞ 

風水害や寒害、雪害、干害、晩霜、低温障害が発生した場合、市は農作物等への被害状況把握とと

もに被害の拡大防止措置に努める。 

 

(6)被災宅地危険度判定の実施 
＜都市計画部、建設部＞ 

宅地の被害状況を県に報告するとともに、被災宅地危険度判定を実施する。 

被災宅地危険度判定士の協力を得て、判定ステッカーの貼付等により、宅地の所有者等に危険度を周

知し、危険な宅地の使用者に使用中止を勧める等、二次災害の防止に努める。 

［被災宅地危険度判定］ 

被災宅地の危険度判定調査は、知事により認定登録された被災宅地危険度判定士の協力により、市が

実施する（実施主体は市）。 

ア  被災宅地危険度判定士の派遣等の要請 

  (ｱ)  市災害対策本部は、災害発生後の概括的被害情報に基づき被災宅地の被災宅地危険度判定実施の

必要性の検討を行う。 

  (ｲ)  市災害対策本部が被災宅地危険度判定を実施する必要があると判断したとき本部長は、判定実施

本部を設置するとともに、県に対し支援要請を行う。 

イ 被災宅地危険度判定作業の準備 

    判定実施本部は、被災宅地危険度判定作業に必要なものを準備する。 

  (ｱ)  住宅地図等の準備、割当区域の事前計画 

  (ｲ)  判定士受入れ名簿への記入と判定チームの編成 

  (ｳ)  判定実施マニュアル、調査票、判定標識、資機材等の交付 

  (ｴ)  被災宅地危険度判定士の宿泊場所、食事、車両の手配 

ウ  被災宅地危険度判定作業の広報 

    判定実施本部は、被災宅地危険度判定の実施に係わる内容、注意事項を整理し、市民に理解を得る

ための広報を政策調整部に依頼する。 

  (ｱ)  市民への広報手続き 

  (ｲ)  マスコミへの広報手続き 

エ  被災宅地危険度判定作業の実施 

    被災宅地危険度判定を実施するに当たり、実施マニュアルには以下の内容を計画する。 

  (ｱ)  集合場所の予定 

  (ｲ)  判定士の受付方法（名簿作成に係わる記入票の準備） 

  (ｳ)  被災宅地危険度判定士への説明（誰が、何処でするのか） 

  (ｴ)  現場への移動方法（自動車、バイク、自転車、徒歩） 

  (ｵ)  被災宅地危険度判定作業中の連絡手段確保（携帯電話、無線等） 

  (ｶ)  被災宅地危険度判定結果の集計（情報の集約） 

オ  立入り禁止等の措置 

  (ｱ)  被災宅地危険度判定結果標識を事前に準備する。 

  (ｲ)  被災宅地危険度判定結果の市民への理解 

    ａ  広報紙等により、被災宅地危険度判定結果の意味について市民に周知する。 

    ｂ  被災宅地危険度判定士は、市民の求めに応じて、被災宅地危険度判定結果の意味を現地において

説明する。 
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また、次に掲げる住家被害認定調査実施要領に従い、住家被害認定調査を実施する。 

［住家等被害認定調査実施要領］ 

 住家被害認定調査の認定結果は、罹災証明書等の交付を通じて各種の被災者援護対策の基礎となるも

のであるため、下に示す実施要領に基づき、迅速の中にも正確で公平公正に調査、判定する必要があ

る。 

ア 調査方針の策定 

住家被害認定調査を実施するための方針や計画を策定する。 

(ｱ) 被害の全体像を把握するために、支所や地域団体などを通じて被災地域や被災状況の把握を行

う。 

(ｲ) 把握した情報に基づき、調査方針を策定する。 

(ｳ) 調査方針に基づき、調査体制の構築や必要機材の調達を行う。調査体制は、２人以上で１班を構

成するものとし、その要員は市職員であることが望ましい。 

(ｴ) 市職員で調査要員を構築することが困難な場合は、他自治体や建築士などの民間専門技術者に対

して協力を要請する。 

(ｵ) 必要機材は、カメラや下げぶり、メジャーなどの調査用具や、カッパやヘルメット、安全靴など

の安全具、地図や調査車両などの交通用具などが考えられる。 

イ 調査計画の策定 

(ｱ) 調査方針に基づき、調査スケジュールや調査方法などの調査計画を策定する。調査計画は、調査

の進捗に従って都度の見直しを行う。策定した調査計画は、市民に対して広報する。 

(ｲ) 被災地域の住家に火災が発生した場合は、消防局と調整のうえ調査計画を策定する。 

(ｳ) 調査計画策定にあたっては、必要に応じて非住家も調査対象とする。 

ウ 現地調査及び被害認定の実施 

(ｱ) 第１次調査 

第１次調査では、外観目視調査を行い、「浸水が床上にまで達しているか」を調査する。第１次

調査により、明らかに床下浸水であると認められた住家は、調査を終了し「準半壊に至らない（一

部損壊）」の認定を行う。第１次調査で床上浸水が認められる住家や浸水の程度が不明な住家、床

下浸水との認定結果に所有者が不服を申し出た住家は、第２次調査を行う。 

(ｲ) 第２次調査 

第２次調査では、外観目視調査に加え、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指

針」に基づき調査を行い、被害住家の損害割合を算出する。算出した結果に基づき、被害の程度を

認定する。 

エ 認定結果の登録 

認定結果は、速やかに罹災台帳へ登録し、罹災証明書等の交付に備える。 

［資料編 7 情報収集と報告様式 イ 災害の被害認定基準］ 

 

(7)飛来物や倒木などの処理のための保有個人情報などの活用 
＜総務部＞ 

市は、飛来物や倒木などの処理に関し、土地等の所有者が不明で、公益性が認められる場合は、必

要に応じて税情報などを活用し、災害の発生・拡大防止又は被害の軽減に努める。 
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第５節 救助・救急、医療及び消防活動 
 

【基本方針】 

 大規模災害が発生した初期においては、災害拡大防止活動を迅速に行うとともに、被災者等に対す

る救助・救急活動を行う。さらに、同時多発する負傷者への医療活動を実施する。 

 

第１ 救助・救急活動 

(1)救助・救急体制 
＜総務部、消防局、防災関係機関＞  

 災害時の救助・救急体制においては、自衛隊、警察、市職員、地域住民（自主防災組織）や民間事

業所等、広範囲の団体・個人が連携を図る。 

 

(2)救助・救急活動 
＜消防局、防災関係機関＞ 

 災害時には浸水、崖崩れ、劇物・毒物の漏洩、又は地下階におけるパニック等の不測の事態が複合

して発生することが予測される。このため、次に掲げる救助活動要領及び救急活動要領に従い、人命

救助、救急活動を実施する。 

 

［救助活動要領］ 

ア 救助活動の原則 

 (ｱ) 救命活動の優先 

    救助活動は、人命の救助を優先して実施するものとする。 

 (ｲ) 救助効率重視の原則 

    同時に複数の程度の救助事象が発生した場合は、原則として少数隊員で多数の人命を救助できる事

象に主力を注ぎ活動する。 

 (ｳ) 多数人命危険対象物優先の原則 

    高層ビル、地階を有する対象物等で不特定多数の者を収容し、パニック等により多数の人命危険が

予想される対象物に事故が発生した場合は、優先して出動し、救助活動を実施する。 

 (ｴ) 救命処置必要者優先の原則 

    救助は救命処置を必要とする者を優先し、消防団員及び付近住民に協力を求めて救出を行う。 

      ただし、活動人員に比較して多数の要救助者がある場合は、容易に救出できる者を優先とし、短時

間に一人でも多く救出する。 

 

イ 救助事象の把握 

  救助事象は、高所見張り等では発見しにくいので、情報収集隊による情報収集活動のほか、出火防止の

広報に出向中の広報車隊や参集職員、消防団員並びに警察官、通行人等あらゆる情報媒体を活用して

覚知に努める。 

 

ウ 消防機関の救助活動態勢 

  発災当初（被害状況が把握されるまでの間）は、当務の救助部隊等により署所周辺の救助を行い、また

積極的に大規模救助事象の発見に努める。 
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エ 出動要領 

 (ｱ) 複数の救助事象を覚知した場合の優先順位 

    複数の救助事象を覚知した場合の優先順位は、概ね次のとおりである。ただし、事故の規模等から

推定して、これにより難い場合は、この限りでない。 

 

１ 危険物、毒劇物、可燃性ガスの流出、漏洩拡散事故 

２ 劇場、映画館、商業施設、病院等多数の者を収容する建築物の倒壊 

  ３ 列車、電車の衝突、転覆事故 

  ４ 一般建築物、工作物の倒壊事故 

  ５ 崖崩れ等による事故 

  ６ 低地における堤防、護岸の決壊による事故 

  ７ 橋梁の倒壊に伴う事故 

  ８ その他の事故 

 

 (ｲ) ポンプ車隊等の転用 

    ポンプ車隊等を救助活動に転用する場合は、救助資機材を積載させる。 

オ 救助資機材等の活用 

 (ｱ) 建設機械の活用 

    大規模建物の倒壊や土砂災害等で建設機械を必要とする事象にあっては、要救助者の身体防護に留

意し、建設機械及び救助資機材を併用して効果的に活動を行う。 

 (ｲ) 資器材の集結 

    大規模救助事象の災害については、早期に各種救助資機材を確保し、効率的な活用を行う。 

 (ｳ) 資機材の調達 

    救助に必要があると判断される資機材等が付近にある場合は、協力を依頼する。 

 

［救急活動要領］ 

ア 救急活動の原則 

 (ｱ) 救命活動優先の原則 

    救急隊は救命活動を優先する。 

 (ｲ) 重傷者優先の原則 

    救急処置は、救命の処置を必要とする重傷者を優先とし、その他の負傷者はできる限り自主的な処

置を行わせる。 

 (ｳ) 医療活動班との連携の原則 

    災害現場においては、他の医療関係救護班と密接な連携を図る。 

イ 出動要領 

 (ｱ) 現場救護所に出動する救急隊は、救急資機材を増載して出動する。 

 (ｲ) 大規模な救助活動現場への出動は、努めて救助隊等と連携して出動する。 

ウ 救急活動要領 

 (ｱ) 仮救護所の設置要領 

    救急隊員を中心に編成し、同時に消防署又はその付近に開設する。構成要員は、発災当初は隔日勤

務の当務者の救急隊員を中心にあて、傷病者数等の状況に応じて、順次参集した救急隊員をもって増

強する。 

 (ｲ) 仮救護所の任務等 

    仮救護所には救急資機材を準備し、傷病者に対する応急処置、救急資機材の配布及びその他応急救

護上必要な措置を行う。 

エ 現場活動要領 

 (ｱ) 搬送順位の決定 
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    搬送は、救命処置を必要とする重傷者を優先する。 

    なお、この場合、軽傷者等の割り込みにより救急車を占有されないよう、毅然たる態度で臨むとと

もに、このような気配がある場合は現場の警察官等に協力を依頼し、混乱を避ける。 

 (ｲ) 救急資機材の配布 

    重傷者が多数あり、応急手当が間に合わないときは、可能な限り救急資機材を配布し、自主的な応

急手当を行わせる。 

 (ｳ) 傷病者搬送隊による搬送 

    重傷者があり、医療機関への搬送に急を要すると判断した場合は、現場最高指揮者は傷病者搬送隊

に傷病者管理のできる者を同乗させ、傷病者の搬送に当たらせる。ただし、この場合において、重傷

者は原則として救急隊により搬送するものとし、かつ、搬送先が特定の病院等に集中して重傷者の治

療の妨げとならないよう分散収容に留意する。 

オ 自主防災組織等との連携 

  大規模災害時には、自主防災組織等と緊密な連携に努め、協力を得て効率的な救急活動を行う。 

 

［災害救助法の実施基準（被災者の救出）］ 

項    目 基   準   等 

対    象 １ 現に生命、身体が危険な状態にある者 

２ 生死不明の状態にある者 

救助期間 災害発生の日から3日（72時間）以内 

対象経費 舟艇その他救出のための機械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費として当該

地域における実費 

（参考：令和 5年度基準）（該当年度の災害救助基準を参照） 

 

(3)惨事ストレス対策 
＜健康福祉部（保健所）、日本赤十字社、市三師会＞ 

医療・救護活動等を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。 
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第２ 医療活動 

［医療活動全般の流れ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)医療体制 
＜健康福祉部（保健所）、消防局、日本赤十字社、滋賀県、市三師会＞  

 災害時の医療活動においては、市内の医療機関が相互に密接な情報交換を図り、全力をあげて取り

組む。市は、市三師会（大津市医師会、大津市歯科医師会、大津市薬剤師会）に応援を求めるととも

に県を通じて、市内災害拠点病院、日本赤十字社、県医師会、県病院協会、県看護協会、他府県等へ

の応援要請を行い、十分な医療活動ができるように医療スタッフ・資機材等の確保を行う。 

フェーズ（局面）の概念を用いて、それぞれの局面に応じた適正な医療救護活動を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

(2)初動時の対応 
＜健康福祉部（保健所）、消防局＞ 

医療機関の診療応需情報等について、十分な情報収集を行い、現状を把握する。 

収集した情報に基づき、医療救急活動の必要性を見極め、市内の公的医療機関によって医療活動を

実施するとともに、民間医療機関に医療活動の協力を要請する。 

被災状況等により、市内の医療機関への支援活動が早期に必要とされる場合、県は、災害拠点病院

等に災害派遣医療チーム（以下「ＤＭＡＴ」という。）の派遣要請を行う。 

要請 

要請 
（県） 

県、後方機関 
（消防局） （健康福祉部（保健所） の活動 

広域搬送の実施 広域医療活動の必要 

（健康福祉部（保健所） ライフライン機関調整 
（医療機関） （企業局） 

医療機関の応急復旧 医療確保のための 

 （健康福祉部（保健所） ［ｽﾀｯﾌ、医療資機材］ 
（県） 

スタッフ、医療資機材 
 の確保 医療活動支援 

救護班の出動 
（市三師会、県） 

 

 
初期医療活動に向け

ての調整 
救護所の設置 

 （健康福祉部（保健所） 
（健康福祉部（保健所）） 

（市民部） （医療施設） 
（消防局警防課） 
（通信指令課） 

［医療機関の被害等］ 
119 番通報等］ （市三師会） 

［医療機関の 情報提供 （健康福祉部（保健所）） 

情報提供 

災  害  の  発  生 

被 害 情 報 情 報 収 集 被 害 情 報 

要 
請 

第１フェーズ（発生から３時間以内）：災害現場の医療情報の収集と報告 

第２フェーズ（３時間から３日以内）：負傷者のトリアージ、応急処置、搬送および救護班の派

遣。特に２４時間以内が救われるべき命を救う重要な時

間。 

第３フェーズ（３日以降）     ：保健活動 
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大津圏域でのＤＭＡＴの活動統制を行う活動拠点本部を保健所対策本部に設置する。 

ＤＭＡＴ活動拠点本部に入るＤＭＡＴは、保健所長の活動方針のもとに活動する。 

ＤＭＡＴ活動に関する優先順位は、災害拠点病院、一般病院への支援、救助現場、介護保険施設、

避難所等の順とする。 

 

(3)現地救護所における現場救急活動 
＜健康福祉部（保健所）、消防局、滋賀県＞ 

死者、負傷者等が多数であるなど災害現場での医療救護活動が早期に必要とされる場合、県は、消

防本部、警察等からの災害発生情報に基づき、災害拠点病院等に DMATの派遣要請を行う。 

DMAT は、災害発生直後の短期間、災害現場や現地救護所（災害現場付近に設置）で応急処置やトリ

アージ等の現場救急活動を行う。 

市は、ＤＭＡＴが派遣された場合、現地合同調整所における情報共有など、必要な連絡調整を行う。 

 

(4)医療救護所における臨時診療活動 
＜健康福祉部（保健所）、消防局、日本赤十字社、滋賀県、市三師会＞ 

県、市、各医療関係機関等から派遣される医療救護班が、災害発生直後から中長期にわたって、医

療救護所で軽症患者の医療や被災者等の健康管理等を行う。 

市は迅速に市三師会をはじめ、県を通じて日本赤十字社、病院協会等に、次に掲げる方法により医

療救護班の派遣を要請し、また、指定避難所等の適切な場所に医療救護所を設置し運営する。 

［医療救護班の派遣、医療救護所の設置］ 

ア 医療救護班の編成 

医療救護班の１班当りの構成はおよそ次のとおりとする。 

 〈医療救護班１班当たりの構成〉 

  ・任務  医療 

  ・救護対策  災害により医療の途を失った者 

  ・１日処理能力  100人／班 

  ・構成人員  医師２、看護師２、事務員１ 

イ 医療救護班の出動 

 (ｱ) 本部長は、医療救護班の出動が必要と認められた時は、大津市三師会各会長に出動を要請するとと

もに、県に対して医療救護班（日本赤十字社等）の派遣及び医療救護所の設置を要請する。 

 (ｲ) 健康福祉部は、市外から来援した医療救護班を適切に受け入れるとともに、統括的に活動を調整す

る。 

ウ 医療救護所の設置方針 

本部長は、次の場合に医療救護所を設置する。 

 (ｱ) 現地医療機関が被災し、その機能が低下又は停止したため、現地医療機関では対応しきれない場合 

 (ｲ) 患者が多数で、現地医療機関だけでは対応しきれない場合 

 (ｳ) 被災地と医療機関との位置関係、あるいは傷病者の数と搬送能力との問題から、被災地から医療機

関への傷病者の搬送に時間がかかるため、被災地での対応が必要な場合（指定緊急避難場所、指定避

難所） 

エ 医療救護班の携行資機材 

 (ｱ) 救助期の医療救護班１班が携行する救護資機材は外科用とする。 

 (ｲ) 補給方法 

   携行資機材及び医薬品を各医療救護所に搬送する。 

 (ｳ) 資機材等の調達 
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健康福祉部は、必要な医薬品・資機材等の品目、数量等を判断し、大津市薬剤師会に協力を要請す

るとともに県本部に要請する。 

オ 医療救護班の業務 

(ｱ) 患者に対する応急処置 

(ｲ) 医療機関への搬送の要否の決定及びトリアージ 

(ｳ) 搬送困難な患者及び軽症患者に対する医療 

(ｴ) 助産救護 

(ｵ) 被災者等の健康管理 

(ｶ) 死亡の確認 

(ｷ) その他状況に応じた処置 

 また、日本赤十字社滋賀県支部は災害直後の状況により市からの応援要請前に自らの判断に基づき

救護活動を開始する。 

  多くの負傷者が出て治療の優先順位を決める必要がある場合には、トリアージ（治療の優先順位に

よる患者の振り分け）を実施する。 

傷病者の搬送に際してはヘリコプター、船舶等の輸送手段の優先的確保等特段の配慮を行う。 

 
［資料編 14 医療 ア 市内病院と医療関係機関］ 
［資料編 14 医療 エ 市内診療所・歯科］ 
［資料編 14 医療 オ 市内薬局］ 
［資料編 14 医療 カ 大津市赤十字奉仕団担当機関］ 

 

(5)医療資機材等の確保 
＜健康福祉部（保健所）、滋賀県、日本赤十字社＞ 

備蓄された医療資機材を活用する他、県等に要請し、県・市薬剤師会や滋賀県医薬品卸協会等より

医療活動に必要な医療資機材を調達する。 

また、必要数が確保できないことが想定される場合、流通備蓄により調達できるよう事業者と調整

する。 
 
［資料編 14 医療 キ 医療資機材の備蓄状況（健康福祉部）］ 
［資料編 14 医療 ク 救護資材・物資の整備状況（日本赤十字社滋賀県支部）］ 
［資料編 14 医療 ケ 医薬品・血液製剤等調達先］ 
 

(6)医療施設の応急復旧 
＜健康福祉部（保健所）、企業局、滋賀県、NTT 西日本㈱、関西電力送配電㈱、日本赤十字社＞ 

医療機関の施設に被害が生じた場合には、市は必要に応じて把握した被害状況に基づき、県等の関

係機関と入院患者の搬送等について連絡調整を図る。また、途絶することが想定される各ライフライ

ンについても、防災活動拠点としての医療施設を優先して応急復旧を実施する。対象施設は、次によ

り迅速な応急復旧に努める。 

 

［医療機関の応急復旧活動］ 

ア 簡易な修繕等により原状復帰が可能な病院等 

 (ｱ) 重傷及び人工透析など継続治療を要する入院患者を原状復帰するまで一時的に後方病院等へ搬送

することとし、搬送先の調整及び搬送手段の確保等については、消防局等に協力要請する。また、

広域的な搬送体制が必要な場合は県本部に要請する。 
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 (ｲ) 病院等は、速やかに診療機能の原状復帰に必要な修繕を行うとともに不足する医薬品・衛生材料

及び医療資機材及び医療従事者等の手配を市災害対策本部に要請する。 

 (ｳ) 原状復帰後は市災害対策本部に報告するとともに、救護活動を行う。 

イ 修繕等不可能な病院等（当分の間、診療機能の回復の目処がたたない病院等） 

 (ｱ) 入院患者を後方病院へ搬送することとし、搬送先の調整及び搬送手段の確保等については、消防

局等に協力要請する。また、広域的な搬送体制が必要な場合は県本部に要請する。 

 

(7)広域医療活動 
＜健康福祉部（保健所）、消防局、滋賀県、自衛隊、日本赤十字社＞ 

 被災地域内において医療確保が困難な場合には、地域外の医療施設による広域的な後方医療活動を

県に要請する。傷病者の搬送については、輸送手段の優先的確保等、特段の配慮を行い、現有の救急

車や自衛隊、県防災航空隊、広域航空消防応援のヘリコプターを用いる。 
 
［資料編 14 医療 イ 県内病院（市外）］ 
［資料編 14 医療 ウ 県内医師会］ 
 

(8)医療ケアの必要な在宅療養者への医療活動 
＜健康福祉部（保健所）、こども未来部こども総合支援局、滋賀県、日本赤十字社＞ 

県及び関係機関と協力して難病患者に対する救護活動を行うとともに、慢性腎障害患者やクラッシ

ュシンドローム（挫滅症候群）による急性腎障害患者に対して継続して人工透析の治療を行えるよう

にする。また、透析医療の実施には水・医薬品等が不可欠なため、関係機関と連絡を図り確保する。 

 

［災害救助法の実施基準（医療）］ 

項    目 基   準   等 

対    象 医療の途を失った者に対して応急的な処置として行うもの 

支 出 費 用 １ 診療 

２ 薬剤又は治療材料の支給 

３ 処理、手術その他の治療及び施術 

４ 病院又は診療所への収容 

５ 看護 

費用の限度額 １ 救護班による場合、使用した薬剤、治療材料及び破損した医療器具の修繕費等の実費 

２ 病院又は診療所による場合、国民健康保険診療報酬の額以内 

３ 施術者による場合、当該地域における協定料金の額以内 

期    間 災害発生の日から14日以内 

（参考：令和5年度基準）（該当年度の災害救助基準を参照） 

［災害救助法の実施基準（助産）］ 

項    目 基   準   等 

対    象 災害発生の日以前又は以後７日以内に分べんした者で、災害のため助産の途を失った者 

支 出 費 用 １ 分べんの介助 

２ 分べん前後の処置 

３ 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給 

費用の限度額 １ 救護班による場合、使用した衛生材料等の実費 

２ 助産師による場合、当該地域における慣行料金の100分の80以内の額 

期    間 災害発生の日から７日以内 

（参考：令和 5 年度基準）（該当年度の災害救助基準を参照） 
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第６節 緊急輸送と交通の確保 
 

【基本方針】 

 災害が発生した場合には、救助・救急・医療・消防活動や緊急物資の供給を実施するために迅速に

交通規制を行い、道路の修復や迂回路を考慮する等、交通を確保する。  

また、緊急輸送の実施にあたっては、まず、人命救助及び災害の拡大防止のための車両の通行を最

優先し、次いで飲料水・食料等の救援物資の輸送を優先するものとする。 

 

第１ 緊急輸送 

(1)緊急輸送活動方針 
＜産業観光部、建設部、滋賀県、防災関係機関＞ 

 市及び防災関係機関は、災害発生規模、被害状況、緊急度、重要度を考慮して時間経過別に優先順

位を定めて緊急輸送活動を行う。 

［緊急輸送対象の想定］ 

段  階 輸  送  対  象 

(ｱ)第１段階 ａ 救助・救急活動、医療活動の従事者、医薬品等人命救助に要する人員、物資 

ｂ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資 

ｃ 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス、水道施設保安要員等初

動の応急対策に必要な要員・物資等 

ｄ 後方医療機関へ搬送する負傷者等 

ｅ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員及び物資 

(ｲ)第２段階 ａ 上記(第1段階)の続行 

ｂ 食料、水等生命の維持に必要な物資 

ｃ 傷病者及び被災者の被災地外への輸送 

ｄ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

(ｳ)第３段階 ａ 上記(第2段階)の続行 

ｂ 災害復旧に必要な人員及び物資 

ｃ 生活必需品（上記(ｲ)ｂ以外） 

 なお、輸送にあたって、以下の配慮を行う。 

(ｱ)人命の安全確保 

(ｲ)被害の拡大防止 

(ｳ)災害応急対策の円滑な実施 

 

(2)緊急輸送活動体制 
＜産業観光部、建設部、防災関係機関＞ 

 被害発生場所、被害の状況、緊急度、重要度を考慮して機動力のあるヘリコプター、大量輸送が可

能な船舶を活用し、琵琶湖上での緊急輸送活動を行うとともに燃料の調達・供給体制を確保する。 

 また、必要に応じて道路・湖上運送事業者及び鉄道事業者に対して緊急輸送の協力要請を行うとと

もに自衛隊に対しても航空機、車両、船舶を用いた輸送協力を要請する。 
［資料編 18 道路・交通・輸送 ア 緊急輸送道路に関する連絡防災拠点］ 
［資料編 18 道路・交通・輸送 イ 県広域陸上輸送拠点］ 
［資料編 18 道路・交通・輸送 エ 異常気象時通行規制区間・基準］ 
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第２ 交通の確保 

(1)道路交通の確保 
＜建設部、消防局、滋賀県、滋賀県道路公社、警察、自衛隊、滋賀国道事務所、西日本高速道路㈱＞ 

 災害発生後、速やかに緊急輸送ルートを確保する必要があることから、そのために一般車両の通行

禁止等の交通規制を直ちに実施する。また、交通規制が行われた場合の緊急通行車両には、証明書等

の表示を義務づける。その後、順次優先度を考慮して応急復旧のため集中的に人員・資機材の投入を

図る。 

ア 緊急輸送手段の確保 

(ｱ) 緊急輸送路の確保は災害応急対策の成否に関わる重要な課題であるため、道路管理者、滋賀県

警察本部等の関係者により調整を図る。 

(ｲ) 滋賀県トラック協会大津支部等に要請して緊急輸送用車両及び緊急輸送用要員の協力を得る。 

イ 道路交通規制 

(ｱ) 大津警察署・大津北警察署は通行可能な道路や交通状況を迅速に把握し、必要な交通規制を行

う。また、市外の警察署と協力し、周辺地域を含めた広域的な交通規制を実施する。 

(ｲ) 大津警察署・大津北警察署は交通規制が実施されたときは、直ちに市民等に周知徹底を図る。

また、必要に応じて放置車両等の撤去や運転者等への措置命令を行う。 

(ｳ) 道路管理者は道路施設の被害等により危険な状態が予想され、もしくは発見したとき、すみや

かに必要な範囲の規制を行う。 

交通規制の実施者及び通行禁止区域における措置は次に掲げる通りである。 

［交通規制の実施者］ 

実 施 者 範          囲 根 拠 法 

ａ道路管理者 (a) 道路の破損、決壊その他の事由により交通が危険であると認められたと

き 

(b) 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合 

道路法 

第46条第１項 

ｂ公安委員会 (a) 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要が

あると認めるとき 

(b) 災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があ

ると認めるとき 

道路交通法 

第４条第１項 

災害対策基本法 

第76条 

ｃ警察署長  道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があ

ると認めるとき 

道路交通法 

第５条第１項 

ｄ警 察 官  道路の破損、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険を生

ずる恐れがある場合 

道路交通法 

第６条第４項 

 

［通行禁止区域等における措置］ 

実 施 者 範          囲 根 拠 法 

ａ警察官 (a) 通行禁止区域内において緊急車両の通行妨害となる車両その他の物件の

移動等の措置を命ずることができる。 

(b) 措置命令に従わないとき又は相手が現場にいないとき、やむを得ない限

度において車両その他の物件を破損することができる。 

災害対策基本法 

第76条の３ 

ｂ自衛官 

  消防吏員 

 警察官が現場にいないとき、上記措置を自らが行うことができる。 

 行った措置については、直ちに警察署長に通知しなければならない。 

災害対策基本法 

第76条の３ 

ｃ道路管理者  規制区間の表示、期間、理由、迂回路など標示を行う。  

市は、市以外のものが管理する道路施設で、その管理者に通知して規制をするいとまのないときは、直ち

に警察に通報して道路交通法に基づく規制を実施する。 
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ウ 道路の応急復旧等 

(ｱ) 国・県・市等の道路管理者は、緊急輸送ルートの確保を最優先に、次に従い障害物の除去等の

応急復旧を行う。 

(ｲ)  道路管理者は自衛隊や建設業者等の応援を得て応急復旧作業に必要な人員、資機材等を確保

する。その他、第11節(9)道路施設の応急復旧に示す要領により道路の応急復旧を実施する。 
 
［資料編 18 道路・交通・輸送 コ 貨物自動車運送事業者（大津支部）］ 
［資料編 18 道路・交通・輸送 サ (一社)滋賀県トラック協会支部］ 
［資料編 18 道路・交通・輸送 シ 一般乗合旅客自動車運送事業者］ 
［資料編 18 道路・交通・輸送 ス 一般貸切旅客自動車運送事業者］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市]  セ-2 災害時における物資の輸送に関する協定（滋賀県トラッ

ク協会大津支部）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] セ-3 災害時における燃料の提供に関する協定（大津貨物輸送

協同組合）］ 
 

(2)湖上交通の確保 
＜産業観光部、滋賀県、琵琶湖河川事務所、琵琶湖汽船㈱＞ 

琵琶湖、瀬田川域において、漂流物その他の物件により船舶交通の危険が生じる場合は、それぞれ

の管理者および防災関係機関が連携しにおいて障害物除去等を行う。 

港湾及び漁港管理者は、それぞれの被害状況を把握し、必要に応じ、応急復旧等を行う。 
 
［資料編 18 道路・交通・輸送 ク 県内の漁業協同組合と漁船数］ 
 

(3)航空交通の確保 
＜総務部、消防局、滋賀県、自衛隊＞ 

災害時において、物資輸送等の緊急を要するときは、予め指定した候補地の中から臨時ヘリポート

を開設の上、関係機関と協議し、空路輸送ルートを確保する。 

 
［資料編 18 道路・交通・輸送 ケ 災害時におけるヘリコプター発着場］ 
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第７節 避難者の受入れ 
 

【基本方針】 

 災害発生後、必要に応じて被災者を迅速かつ安全に避難誘導する。また、指定避難所は避難者等が

中心となって運営する。さらに迅速に応急仮設住宅の提供を行うとともに要配慮者に対する配慮を行

う。 

 

［避難システム］ 

 

 

　時間的経緯

　行政の導線

　市民自主避難の導線

必要に応じて避難場所・避難所へ

（注）周知徹底、要配慮者配慮!!

広報車、テレビ、ラジオ
支所から地元連絡等（注１）

※地域ぐるみで決定されることもある

〔風水害〕

避難要領《勤務時間内》

気象の注意報・警報発表・土砂災害警戒情報発表

気象及び災害発生情報の入手
（気象、河川水位、冠水、土砂災害指標等）

このままで推移すると災害発生の
おそれ有り、避難者有り

高齢者等避難

災害発生のおそれ有り、避難者伴う

避難指示

自主避難（避難所開設申込も含む）

災害発生のおそれ有り、避難者伴う

二次災害に備えた避難情報発令
※災害の緊迫度に応じたレベル

避難誘導の広報 支所長へ住民対応を要請 避難所施設管理者へ開設要請

避難所の開設

避難対象地域の住民



      第７節 避難者の受入れ 

 

154 

 

応急 

(注１)：[浸水想定区域・土砂災害警戒区域への情報伝達方法]参照 

①避難指示等の発令又は自主避難 

河川の氾濫やがけ崩れ等の危険が迫り、避難指示等が発令され、又は市民の自主判断で避難が必要な状況が発

生し、避難行動が開始される。避難行動は、地域（自主防災組織、自治会等）ごとに一団となって避難すること

を基本とする。 

②帰宅 

一時的に避難した市民のうち、災害の危険が去る等地域や自宅等の危険が去り自宅の被害が逃れた、あるいは

被害が軽微な市民は、それぞれの自宅に帰宅する。 

③「指定避難所」で避難継続 

河川の氾濫やがけ崩れ等による指定避難所の危険性がなく安全が確保された場合、焼失や倒壊等により自宅に

帰れなくなった被災者等は「指定避難所」へ移動する。 

④他の指定避難所へ移動 

河川の氾濫やがけ崩れ等により定められた指定避難所が危険な状況になった場合は、避難者が他の地区の「指

定避難所」へ移動し、避難を継続する。 

⑤応急仮設住宅等へ移住 

指定避難所開設の後、応急仮設住宅が建設された場合、被災者は応急仮設住宅での生活に移行するなど、住宅

を確保する。 

　時間的経緯

　行政の導線

　市民自主避難の導線

（注）周知徹底、要配慮者配慮!!

広報車、テレビ、ラジオ、支所から地元連絡等（注１）

☆支所長及び施設関係者の非常時の連絡体制、

避難所開設を踏まえた平素からの対応

☆支所長及び支所関係者の非常時の地元連絡体制、

避難所開設を踏まえた早期参集

〔風水害〕

避難要領《勤務時間外》

突然の集中豪雨等で災害発生後の気象警報発表・土砂災害警戒情報発表

気象及び災害発生情報の入手

（気象、河川水位、冠水、土砂災害指標等）

支所長へ避難所開設対応を要請

避難対象地域の住民

多数の床上浸水 土砂災害発生

自主避難（避難所開設の申入、地域ぐるみの避難）

避難所施設管理者へ開設要請

避難所の開設

職員の参集

二次災害懸念も含めて緊急避難の必要性有り

二次災害も含めて避難情報発令

避難誘導の広報
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[浸水想定区域・土砂災害警戒区域への情報伝達方法] 

 

（対象区域住民全般への伝達） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（要配慮者利用施設への伝達） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

［資料編：別冊 土砂災害（特別）警戒区域指定避難所一覧］ 

［資料編：別冊 土砂災害（特別）警戒区域内の要配慮者利用施設一覧］ 

［資料編：別冊 琵琶湖浸水想定区域内の要配慮者利用施設一覧］ 

[資料編：別冊 大戸川浸水想定区域内の要配慮者利用施設一覧] 

[資料編：別冊 草津川浸水想定区域内の要配慮者利用施設一覧] 

  

対 象 地 域 住 民 

（「避難指示」等発令情報） 

電話・戸別訪問 

電話・戸別訪問 

本 部（危機・防災対策課） 

消防局 

各消防署・消防団 

広報車 

市民部 

各所轄支所 

関係自治会・自主防災組織 

電話・戸別訪問 

広報車 

電話 

電話・戸別訪問 

電話 

報道機関 

政策調整部 関係部局 

地域の関係機関 

広報車 

放送 
防災ﾒｰﾙ 

ｴﾘｱﾒｰﾙ 

緊急速報ﾒｰﾙ 

電話・戸別訪問 
（所轄区域内情報連携） 

本部（危機・防災対策課） 

 

高齢者関連施設・病院・児童福祉施設・

障害者福祉施設等 

幼稚園・特別支援学校 

消防局 

各消防署・消防団 

管内の要配慮者利用施設 

教育委員会 健康福祉部 

電話・ 

戸別訪問 
電話・ 

戸別訪問 
電話 

電話・戸別訪問 
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第１ 避難誘導 

(1)予報・警報、避難情報等の市民への周知徹底 
＜政策調整部、消防局＞ 

市災害対策本部は、広報車等を活用して、予報・警報や避難誘導情報等を地域住民に周知徹底する。

また、避難誘導にあたっては、指定緊急避難場所、指定避難所、災害危険箇所等の所在、災害の概要

その他の避難に資する情報を提供する。 

 

(2)避難指示等の発令 
＜総務部、産業観光部、建設部、消防局、滋賀県、警察、自衛隊、防災関係機関＞ 

市災害対策本部及び防災関係機関は、避難指示等の発令の基準に従い、適切な避難誘導活動を発令

する。 

なお、市役所や駅等の不特定多数の者が利用する施設の管理者は必要に応じて予め定めた避難誘導計

画に基づき対応する。 

 

(3)市民の避難誘導 
＜産業観光部、都市計画部、建設部、消防局、警察＞ 

発災時には、次に掲げる避難誘導要領に従い、人命の安全を第一に市民の避難誘導を行う。 

 

［避難誘導要領］ 
ア  避難誘導者 
 (ｱ) 状況に応じて市は、避難誘導に当たる。 
 (ｲ) 避難誘導を行う際は、消防団員及び自主防災組織役員らも協力する。 
イ  避難誘導方法及び輸送方法 
  避難誘導者は、次の事項に留意して避難誘導する。 
 (ｱ) 倒壊危険物、落下物、河川の氾濫及び土砂災害等の発生に対して厳重に警戒し、避難中に二次

災害が発生しないように最も安全な避難経路を選択する。 
 (ｲ) 避難経路中に危険個所があるときはその旨の明示に努める。 
     特に重要な箇所には誘導員を配置し、避難中の事故の防止に努める。 
（ｳ） 指定避難所等へ移動することにより、かえって危険が生じる又は、危険が生じるおそれのある

場合は、自宅の上階部分などの一定の安全が確保された屋内に留まるよう避難誘導する。 
（ｴ） 夜間にあっては、必要に応じて照明具携行の誘導員を要所に配置する。 
（ｵ） 必要に応じ誘導ロープにより安全を確保する。 
（ｶ） 誘導員は出発、到着の際人員点検を行う。 
（ｷ） 避難開始と共に消防機関等による現場警戒区域を設け危害防止､その他警戒連絡を行う。 
（ｸ） 原則として車両は使用しない。 
（ｹ） 河川の氾濫や土砂災害等で当該指定避難所が危険と判断された場合､他の指定避難所に移動する

よう誘導する｡ 
ウ  学校園、病院、社会福祉施設等の避難誘導 
  学校園、病院、社会福祉施設等の施設管理者は、収容者等の避難が必要な場合、予め各施設にお

いて定めた計画に基づき、避難誘導する。 
エ  避難指示等が発令された場合の留意事項 
   最も安全と考えられる方向を関係機関に連絡する。 
オ 避難者の確認 

避難指示等を発した地域に対しては避難終了後すみやかに消防機関等によるパトロールを行い、
避難が遅れた者等の有無の確認を行うものとする。 
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第２ 指定避難所 

(1)指定避難所の開設 
＜総務部、市民部、健康福祉部、こども未来部、教育委員会＞ 

市は、指定避難所の開設が必要と判断される場合、予め指定避難所に指定している施設の管理者及

び避難所担当員に指定避難所の開設を要請し、施設管理者等は自主防災組織等の協力を得て指定避難

所を開設する。また、市は指定避難所を開設したことを関係市民に周知徹底する。なお、感染症等の

対策として、避難者が特定の場所に集中することを避けるため、必要に応じて複数の避難所を同時に

開設することも検討する。さらに、必要があれば予め指定された施設以外の市公共施設についても災

害に対する安全性を確認の上、指定避難所として開設する。避難所を開設した場合に関係機関等によ

る支援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状況等とともに、当該避難所に付与された全国共通避

難所・避難場所ＩＤを都道府県に報告する。 

指定された指定避難所以外の施設に避難者が集結した場合は、避難者に指定された指定避難所に避

難するよう指示する。ただし、指定された指定避難所にスペースがない場合や避難経路の途絶、気象

条件等により避難行動に生命・身体の危険を伴うなど、やむを得ない事情がある場合は、施設の安全

性を確認し、当該施設の管理者の同意を得たうえで同施設を臨時の指定避難所として開設する。 

 
［指定避難所の開設要領］ 

ア  勤務時間内に避難所開設が必要と判断される場合 

 (ｱ) 市災害対策本部は、避難所となる施設管理者等に通知し、開設を要請する。 

 (ｲ) 施設管理者等は、災害発生時は直ちに避難所の対応を整える。 

イ  勤務時間外に避難所開設が必要と判断される場合 

 (ｱ) 市災害対策本部は、避難所となる施設管理者等に通知し、開設を要請する。 

 (ｲ) 避難所となる施設の管理者等は、早急に参集し避難所を開設する。 

  

(2)指定避難所の運営 
＜市民部、健康福祉部、健康福祉部（保健所）、こども未来部、教育委員会、指定避難所施設所管部局＞ 

 各指定避難所の管理者等は避難所運営マニュアルに従いそれぞれの指定避難所の適切な管理を行う。

この際、指定避難所における情報の伝達、食料・飲料水の配布、清掃等、運営については、避難者や

自主防災組織等の代表者が行うものとし、施設管理者等とも十分な連携の下で実施する。 

市は指定避難所に係る情報の早期把握に努めるものとし、そのために市民部の職員は定期的に管内

の指定避難所を巡回して情報収集を図るとともに市災害対策本部への伝達業務を担う。 

また、避難所運営に際しては、避難者の健康面に留意し、特に要配慮者に対する配慮が適切に行わ

れるように努める。なお、感染症の拡大を防止するため、大津市避難所運営マニュアルに従い必要な

措置を講じるよう努めるものとする。 

指定避難所の開設期間は、災害救助法において、災害発生の日から７日以内とされている。ただし、

状況により、延長が必要な場合は市長が知事に対して事前承認を受ける。 

避難生活が長期化する場合、市災害対策本部は、指定避難所の生活環境に注意し、次に掲げる指定

避難所の生活環境維持要領により、常に良好なものとなるよう努める。また、プライバシーの確保、
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要配慮者等のニーズや、性別および性的指向・ジェンダーアイデンティティ、家庭動物の飼育の有無

によるニーズの違い等配慮する。併せて、指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶ

の発生を防止するため，女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置するなど、女性や子供等の安全

に配慮するよう努めるものとする。また、警察、病院、女性支援団体との連携のもと、被害者への相

談窓口情報の提供を行うよう努めるものとする。 

［指定避難所の生活環境維持要領］ 
ア 避難者情報の管理 

(ｱ)  市民部は、各避難所において作成した避難者名簿を巡回回収し、避難者の情報をまとめ、整理
する。 

(ｲ)  避難者情報は、災害応急対策活動、又避難者の自立を支援する施策実施のための基礎資料とし
て、市民部が整理する。 

(ｳ)  各部長は、各部における対策実施に当たって避難者情報を収集する必要がある場合は、市民部
に調査を要請する。 

イ 医療・保健体制 
 (ｱ)  健康福祉部は、避難所の避難者に対する救護活動（常駐・巡回）を計画し実施する。 
 (ｲ) 健康福祉部は、避難所生活が長期になる場合は、避難所体制を充実するなど、避難者の健康管理

に当たる。 
ウ 避難生活の長期化への対応 
 (ｱ)  生活機器等の確保 
      市は、避難所生活が３日以上の長期となる場合は、応急的な物資以外に、できる限り次のよう

な生活機器等の整備に努め、避難者の生活を救護する。（滋賀県、自衛隊への要請を含む） 
  ａ 衣類（冬季の上着） 
  ｂ 洗濯設備 
  ｃ テレビ 
  ｄ 掃除機 
  ｅ 冷暖房設備 
  ｆ 冷蔵庫、炊事設備 
  ｇ 入浴設備 
エ プライバシー保護 
 (ｱ)  間仕切り等の導入 

市は、避難所開設当初からプライバシー確保のためパーティション等の設置に努める。 
 (ｲ)  被災者の情報収集 

避難所において、避難者の生活再建に向けた施策を展開するため、個人情報を収集する必要があ
る場合は、避難者に協力を求めるものとする。 

オ  女性や子育て家庭のニーズに対応した避難所運営 
 女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、指定避
難所における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難所の運営に努め
る。 

カ 衛生対策 
   衛生対策として、身の回りの掃除はできるだけ避難者が行う。共用の場所は、当番制で行うよう

指導する。（避難所共同生活ルール作り）又、食品の衛生管理及び感染症予防に関する啓発・注意
喚起を行い、食中毒及び感染症の予防に努める。 

キ  子ども・若者の居場所の確保 
     キッズスペースや学習スペースの設置など、子育て家庭、子ども・若者のニーズに配慮した避難

所の運営に努める。 
ク  栄養バランスのとれた適温の食事の提供 
     炊き出しに利用できる学校給食施設等の場所、調理器具や食料の確保に努める。 
ケ  トイレ・入浴施設対策 
     快適なトイレの設置状況、し尿処理状況、健康のための入浴施設の設置状況等を把握し、必要な

対策に努める。 
コ  避難者の健康管理 
      医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、ごみの処理

状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、洗濯等の生活に必要となる水の確
保、福祉的な支援の実施など、必要な措置に努める。 
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サ   家庭動物と同行避難した被災者の受入れ 
      各避難所運営管理者は、避難所に家庭動物と同行避難した被災者について、適切に受け入れると

ともに、家庭動物の受け入れ状況の把握に努める。 

 

(3)指定避難所の早期解消 
＜政策調整部、総務部、市民部、健康福祉部、こども未来部、都市計画部、教育委員会＞ 

避難生活の改善及び施設本来の機能確保のため、市災害対策本部は、災害の復旧状況や避難者の状

況を勘案しつつ、必要に応じ応急仮設住宅の迅速な提供等を行い、指定避難所の早期解消に努め、学

校等施設を早期再開する。 
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第３ 応急仮設住宅等 

(1)応急仮設住宅の設置・供与 
＜総務部、都市計画部、滋賀県＞ 

 応急仮設住宅の設置・供与は、災害救助法の適用により県知事が行うが、設置場所は公共用地を優

先し、飲料水確保、保健衛生、交通利便性、教育等に考慮する。 

また、応急仮設住宅の建設のほか、公営住宅や民間賃貸住宅等の空き室等の活用を考慮するととも

に近隣の自治体に支援を要請して避難者の住宅の確保に努める。 

 

［仮設住宅等入居のフロー］ 

○都市基盤　
　整備公団○県、住宅供給公社※大津市住宅課

○以下、県及び支援
　団体が実施

○県に対し被災者の情報
　を提供する
○仮設住宅の設置が必要
○仮設住宅の設置場所の
　選択、用地使用につい
　て許可を得る

○被災者の実態調査

○避難所が必要

○避難場所への誘導

災害の発生

住民が避難場所へ
避難

被災者の実態把握
○被災者の情報収集
　を行い、その資料
　を作成する

仮設住宅の設置
○災害救助法の実施
　基準に基づき、滋
　賀県が建設する

     入　　居

仮住の確保
○空家住宅の確認、
　公募の準備等

仮設住宅の公募

入居の手続き
（申請）

入居者の決定
○災害基本計画に基
　づく優先入居者を
　選考する
○応募者が公募戸数
　を超える場合は抽
　選となる

    入　　居

市営住宅の公募
○以下、大津市営住
　宅へ入居するまで
　の手順を記載

市営住宅への入居
申請
○大津市営住宅の設
　置及び管理に関す
　る条例第３条第２
　項の規定に基づき
　入居の手続きを行
　う

入居者の決定
○応募者が公募戸数
　を超える場合は抽
　選となる

家賃額等の決定
○市長の特別決裁に
　より家賃額及び入
　居期間を決定する

買い取り、借り上
げ住宅の確保
○被災状況により、
　民間住宅等の買い
　取り、借り上げを
　行い、市営住宅　
　（仮住）の確保を
　図る

     入　　居

市営住宅の公募
○以下、大津市営住
　宅へ入居するまで
　の手順を記載

市営住宅への入居
申請
○大津市営住宅の設
　置及び管理に関す
　る条例第３条第２
　項の規定に基づき
　入居の手続きを行
　う

入居者の決定
○応募者が公募戸数
　を超える場合は抽
　選となる

家賃額等の決定
○市長の特別決裁に
　より家賃額及び入
　居期間を決定する

仮住の確保
○空家住宅の確認、
　公募の準備等

仮住の確保
○空家住宅の確認、
　公募の準備等

避難所の開設

※入居後、修繕等の必要が生
　じた場合は、滋賀県住宅供
　給公社が対応する

○公営住宅への入居依頼
○被災者の実態調査

※入居後、修繕等の必要が生
　じた場合は、本市の住宅課
　が対応する

○以下、大津市と同様の手順で
　入居に至る

 
 

 

○都市再生 

機構等 

 

 

 

〇大津市住宅政策課 
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［災害救助法に基づく実施基準（応急仮設住宅の供与）］ 

項    目 基   準   等 

対    象 
住家が全壊、全焼又は流失し居住する住家がない者であって、自らの資力では住宅

を得ることができない者 

費用の限度額 １戸当たり平均 6,775,000円以内 

住宅の規模 応急救助の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構成等に応じて設定 

集会施設の設置 おおむね50戸に1施設設置可 

着工時期 災害発生の日から20日以内 

救助期間 完成の日から最長2年 

（参考：令和5年度基準）（該当年度の災害救助基準を参照） 

入居者は、次の要領に従って選定する。 

 

［入居選定要領］ 

ア  自らの資力では、住宅を得ることができない者を対象に認定する。 
イ  十分な調査を基とし、必要に応じ民生委員の意見を徴する等、罹災者の生活条件を調査の上決定す

る。 
ウ   
  入居の順序を、次にあげる要配慮者、また指定避難所に収容されている者を優先し、それでもな

お重複する場合は、抽選で決定する。 
 (ｱ)  高齢者世帯 
 (ｲ)  障害者世帯 
 (ｳ)  母子世帯 
 (ｴ)  多子世帯 
 (ｵ)  乳幼児・妊産婦世帯 

(ｶ) 難病患者の世帯 
 

 

(2)住宅の応急修理 
＜都市計画部、建設部＞ 

①住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理 

災害救助法の適用により家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等

を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者を対象に緊急の修理を行う。 

②日常生活に必要な最小限度の部分の修理 

 災害救助法の適用により家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力で

は応急修理をすることができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度

に住家が半壊した者を対象に必要不可欠な部分の修理を行う。 
 
［災害救助法に基づく実施基準（住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理）］ 

項    目 基   準   等 

対    象 
 住家が半壊、半焼又はこれらに準ずる程度の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれ
ば住家の被害が拡大するおそれがある者 

費用の限度額 
住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な部分に対して、 
１世帯 50,000円以内 

期    間 災害発生の日から10日以内 
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［災害救助法に基づく実施基準（日常生活に必要な最小限度の部分の修理）］ 
項    目 基   準   等 
対    象 １ 住家が半壊又は半焼し、自らの資力では応急修理をすることができない者 

２ 大規模な補修を行わなければ居住することが困難な程度に住家が半壊した者 
費用の限度額 居室、炊事場、トイレ等日常生活に必要最小限度の部分に対して、 

１世帯 706,000円以内 
期    間 災害発生の日から3か月以内 

（参考：令和 5 年度基準）（該当年度の災害救助基準を参照） 

 

(3)流入土砂等障害物の除去 
＜産業観光部、建設部＞ 

災害救助法の適用により日常生活に支障を及ぼす流入土砂等障害物の除去を行う。 

 

［災害救助法に基づく実施基準（障害物の除去）］ 

項    目 基   準   等 

対    象 住家が半壊（焼）又は床上浸水した住家であって、住居又はその周辺に運ばれた
土石、竹木等で一時的に居住できない状態にあり、自力では当該障害物を除去でき
ない者 

対象経費 ロープ、スコップ、その他除去のために必要な機械、器具等の借上費又は購入
費、輸送費及び賃金職員等雇上費等 

費用の限度額 １世帯 138,700円以内 

期    間 災害発生の日から10日以内 

（参考：令和5年度基準）（該当年度の災害救助基準を参照） 

 

(4)広域一時滞在 
＜政策調整部、総務部、所管部局＞ 

災害発生後、災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期化等の状況から、他の市町村への

広域的な避難および応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した場合、県内の他の市町村への受

入れについては直接協議し、県外の市町村への受入れについては県へ協力を求める。 

大規模災害時には、従来の地方公共団体間の応援のみでは十分な対応ができない事態又は市の指揮

命令系統が失われ、事務の全部又は大部分が実施不能となる場合も想定されるため、国及び関係機関

との間で内閣総理大臣による広域一時滞在の協議の代行が実施できるよう必要な準備を整えておくも

のとする。 

また、他の市町村からの避難者を受け入れられることができる施設等を予め決定しておくよう努め

ることとし、他の市町村や県から避難者の受け入れを打診されたときは、可能な限り公共施設を提供

するものとする。 

受入れ先市町との間で、被災住民に関する情報の共有を確実に行うものとする。また、受け入れた

被災住民に対し、必要な支援情報を提供するものとする。 
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第４ 要配慮者への配慮 

(1)避難のための情報伝達 
＜政策調整部、市民部、健康福祉部、こども未来部、教育委員会、消防局、社会福祉事業団＞ 

市は、気象情報や避難情報等の防災情報の伝達については、防災行政無線、電子メール、ＳＮＳ、

放送事業者、広報車等多様な手段を有機的に組み合わせ、要配慮者が円滑かつ迅速に避難のための立

退きを行うことができるよう特に配慮する。 

また、発令された避難情報等が要配慮者を含めた住民全員に確実に届くよう、電話連絡、直接の訪

問等双方向を基本とする地域ぐるみの情報伝達体制の整備を推進する。 

 

(2)避難行動要支援者の避難対策 
＜政策調整部、市民部、健康福祉部、こども未来部、教育委員会、消防局、社会福祉事業団＞ 

災害発生時には、地域の社会福祉協議会、民生委員児童委員、介護サービス提供事業者、障害者団

体、消防団員、自主防災組織等の避難支援等関係者が連携を図りつつ、次に掲げる避難行動要支援者

の避難要領により迅速かつ円滑に避難誘導する。 

「避難行動要支援者個別避難計画」が作成された避難行動要支援者については、あらかじめ定めら

れた避難支援等実施者が、避難指示等の伝達や安否確認を行い、あらかじめ定められた指定緊急避難

場所や指定避難所等施設への避難を支援する。 

［避難行動要支援者の避難要領］ 

ア 在宅避難行動要支援者の安否確認 

  市民部及び避難行動要支援者対応に係る者は、地域の社会福祉協議会、民生委員児童委員、介護サ

ービス提供事業者、障害者団体、消防団員、自治会、自主防災組織等の関係機関と連携を図り、高齢

者、障害者等の避難行動要支援者を事前に把握し、災害発生時には、関係機関とともに「避難行動要

支援者名簿（地域提供用）」、「避難行動要支援者名簿」を用いて、在宅の避難行動要支援者の安否

確認を行う。 

イ 家族介護等で避難することができないが指定避難所では生活できる人 

  市民部及び避難行動要支援者対応に係る者は、対象者を把握し、要避難時の搬送計画を作成し一般

の指定避難所に収容する。 

ウ 家族介護等で避難することができず指定避難所で生活ができない人 

  市民部及び避難行動要支援者対応に係る者は、対象者を把握し、要避難時の搬送計画を作成し、社

会福祉施設に収容する。 

エ 家族介護等で避難はできるが指定避難所では生活できない人 

  市民部及び避難行動要支援者対応に係る者は、家族等の搬送により、担当所属が斡旋する社会福祉

施設に収容する。 

オ 難病患者（在宅人工呼吸器・酸素療養患者、人工透析患者他）等で避難後に医療的な支援の継続が

必要な人 

  健康福祉部（保健所）及び避難行動要支援者対応に係る者は、対象者の療養に関する情報を把握

し、避難先及び必要な対応の調整を行う。 

カ 日本語の理解が困難な外国人 

  政策調整部は、様々な媒体により避難指示等を伝達するほか、ボランティア等の協力により外国語

による広報活動を行う。 

キ 市民相互の介助 

  市民は、地域の避難行動要支援者に留意し、安全に避難できるよう相互に協力する。 
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(3)避難支援等関係者等の安全確保の措置 
＜政策調整部、市民部、健康福祉部、こども未来部、教育委員会、消防局、社会福祉事業団＞ 

市は、避難支援等関係者等が地域の実情や災害の状況に応じて、可能な範囲で避難支援等を行える

よう、避難支援等関係者等の安全確保に十分に配慮する。 

地域においては、避難の必要性や避難行動要支援者名簿の意義、あり方を説明するとともに、避難行

動要支援者や避難支援等関係者等を含めた地域住民全体で話し合い、ルールや計画を作るなど、避難

支援等関係者等の安全確保の措置を決めておく。 

 

(4)指定避難所における要配慮者対策 
＜政策調整部、総務部、市民部、健康福祉部、こども未来部、教育委員会、社会福祉事業団＞ 

市民部及び要配慮者対応に係る者は、指定避難所を定期的に巡回して、要配慮者のニーズを把握す

る。特に要配慮者の健康状態の把握に十分配慮する。また、高齢者や障害者のためのスペースを確保

するとともに要配慮者に向けた情報提供に配慮する等、次に掲げる指定避難所における要配慮者対策

要領に従い、指定避難所における対策を実施する。さらに、プライバシーの確保、男女のニーズの違

い等の視点に配慮する。 
 

［指定避難所における要配慮者対策要領］ 

ア  要配慮者及びそのニーズの把握 

    市民部及び要配慮者対応に係る者は定期的に管内の避難所を巡回して、要配慮者を把握するほか、

健康状態やニーズの把握に努める。特に、難病患者等の医療的な支援の継続が必要な者があるとき

は、健康福祉部（保健所）とともに必要な調整を行う。 

イ  寝たきり等施設での生活が必要な者 

   市民部及び要配慮者対応に係る者は寝たきり等により施設での生活が必要な避難者があった場合、

市災害対策本部と調整の上、特別養護老人ホーム等の社会福祉施設等に収容する。 

ウ 一般の避難所での生活が困難な者 

  市民部及び要配慮者対応に係る者は、健康上又は衛生上の事由等により一般の避難所への入所が困

難な避難者があった場合、市災害対策本部と調整の上、福祉避難所等適切な避難所へ避難をさせる。 

エ 食料対策 

必要に応じて、高齢者、障害者、乳幼児、アレルギー等に配慮した食料を支給する。 

オ 施設対策 

 スロープの確保や情報の提供等、高齢者や障害者などへの配慮に努める。 

 

(5)在宅における要配慮者対策 
＜健康福祉部、こども未来部、社会福祉事業団＞ 

担当部局は、居宅に取り残された要配慮者の迅速な把握に努める。要配慮者に対しては、指定避難所

へ移動、社会福祉施設等への緊急入所、在宅保健福祉ニーズの把握等を行う等、次に掲げる在宅要配慮

者対策要領に従い、在宅における要配慮者対策を実施する。 
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［在宅要配慮者対策要領］ 

ア 居宅に取り残された災害時要配慮者の把握 

  介護サービス提供事業者並びにその他要配慮者対応に係る者は、地域の自主防災組織等の協力によ

り、居宅に取り残された者を早期に把握する。 

イ  居宅に取り残された要配慮者の指定避難所・社会福祉施設への移送 

 介護サービス提供事業者並びにその他要配慮者対応に係る者は、把握した者の健康状態等に従い、

指定避難所での生活が可能な者については指定避難所、指定避難所での生活に支障がある者について

は特別養護老人ホーム等の社会福祉施設等へ迅速に移送する。 

ウ やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者に対しても、正確な情報伝達、食料等の必

要な物資の配布、保健師等による巡回相談の実施、保健医療サービスの提供など、生活環境の確保が

図られるよう努めるものとする。 

 

(6)要保護児童・孤児対策 
＜健康福祉部、こども未来部、教育委員会＞ 

担当部局は、被災による孤児、遺児等の要保護児童に関して実態把握と援護を行う。 

ア 指定避難所における要保護児童の実態把握 

イ 孤児遺児の速やかな発見と実態把握 

ウ 要保護児童の受入、社会生活を営む上での経済的支援の実施 

 

(7)応急仮設住宅における要配慮者の保護 
＜市民部、健康福祉部、こども未来部、都市計画部＞ 

応急仮設住宅への入居に当たっては、高齢者、障害者等要配慮者を優先的入居させる等の保護対策を

実施する。また、応急仮設住宅における孤独死等を防ぐために市の職員等が定期的に巡回するほか、

仮設住宅における仮自治組織の創設と自主運営を促進する。 

 

(8)福祉施設の復旧等 
＜健康福祉部、こども未来部、企業局、防災関係部局、社会福祉事業団＞ 

次に掲げる方法により福祉施設の早期復旧と平常業務の早期再開を図り、高齢者や障害者等に対す

る支援の充実に努める。 

重度の要介護高齢者や障害者に対しては、社会福祉施設へ優先して入所させることに努め、また、

社会福祉施設についてはライフラインの復旧について優先的に対応するよう各事業者に要請する。 

 

［社会福祉施設に関する対応］ 

ア 社会福祉施設等の被災状況等の把握 

担当部局は、利用者・職員の安全確保を図るとともに、社会福祉施設等（デイサービスセンター・共同

作業所等を含む。）の被災状況の把握を行うものとする。 

  なお、把握する被災情報は次のとおり。 

 (ｱ) 施設入所者の被災状況 

 (ｲ) 施設・設備の被災状況 

 (ｳ) 他施設等からの被災者の受入可能人数 

 (ｴ) ライフライン・食料等に関する情報 

イ 社会福祉施設等の要配慮者の避難等 

施設・設備の損壊、ライフライン等の途絶等により、社会福祉施設の機能が麻痺している場合に、担当

部局は、食糧・飲料水の確保、近隣施設及び近隣市町村への人員の派遣の要請、入所者の移送等必要な援
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助を行うものとする。 

 (ｱ) 入所者の相互受入 

担当部局は、県、近隣市町、近隣社会福祉施設、社会福祉協議会等関係機関と協力し、移送等を行

う。 

 (ｲ) 社会福祉施設の体制 

社会福祉施設は、平常時から災害を想定した防災計画の策定・訓練を実施するとともに、地域の自

主防災組織、地域団体、ボランティア等との災害に備えた連携の強化、一定量の食料・飲料水・医薬品

の備蓄などに努め、二次災害に備えた入所者の移送体制を整える。 

ウ 社会福祉施設等の応急復旧 

社会福祉施設等は迅速な機能回復を目的として、施設設備の応急復旧を行う。 

 

(9)外国人対策 
＜政策調整部＞ 

担当部局は、日本語の理解が困難な外国人に対してボランティアの協力を得てその支援を行うとと

もに外国人被災者を対象とした相談窓口を設ける等、次に掲げる方法により外国人に対する情報提供

を実施する。具体的な対策の実施にあたっては、地域の実情に応じたものとする。また、指定避難所

においては、災害関連情報の多言語による提供のほか、指定避難所の巡回や語学ボランティアの派遣

等による外国人被災者の状況及びニーズの把握に努める。 

 

［外国人への情報提供］ 

ア 政策調整部は、国際親善協会等の協力を得て、多言語による相談窓口、電話相談等を行うとともに、

外国語による広報紙の配布等を行う。 

イ 政策調整部は、外国人支援団体等と連携することにより、日本語の理解が困難な外国人に確実に情報

が伝達されるよう配慮する。 
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第８節 食料・生活必需品の調達、応急給水活動 
 

【基本方針】 

 災害時における飲料水・食料・生活必需品の調達は、被災住民の不安を取り除く上でも緊急の課題

である。したがって、平常時からの市民自らの備蓄品と市の備蓄品を活用するとともに、関係機関と

の連携により迅速な食料・生活必需品の調達を図る。また、交通および通信の途絶により孤立状態に

ある被災者に対しては、孤立状態の解消に努めるとともに、生活維持に必要な食料・生活必要品等の

物資の円滑な配給に十分配慮する。なお、供給すべき物資が不足し、調達する必要があるときは、県

へ物資の調達を要請する。 

 飲料水については生活に必要な水を確保し、市民に対して速やかに緊急給水活動を実施する。 

 

(1)食料・生活必需品の調達・供給 
＜総務部、産業観光部、滋賀県、滋賀県トラック協会＞ 

市は、次に掲げる方法により、被災者の生活維持に必要な食料・燃料・毛布等の生活必需品を確保

し、ニーズに応じて供給・分配を行えるように備える。関係機関は備蓄する物資、資機材の供給に関

し、相互に協力するよう努める。なお、滋賀県においては、１日分の救援物資を確保している。 
 

［食料・生活必需品の調達・搬送］ 
ア 災害発生直後の市内調達 
 (ｱ)  災害発生後に必要な応急食料や生活必需品を調達する場合は、流通業者及び公設地方卸売市場に協

力を要請する。 
  (ｲ)  県・市の薬剤師会等の協力を得て医薬品及び関係物資を確保する。 
  (ｳ)  NTT 西日本㈱等の協力を得て通信機器の供給を確保する。 
 (ｴ)  その他必要な関係機関と連携を図り、必要物資を確保する。 
イ 食料・生活必需品の広域調達 
 (ｱ) 主食（米穀等）の配給要請については、滋賀県へ行うものとし、国の支援が必要な場合のうち、災

害救助法及び国民保護法が発動された際は、原則として、滋賀県を通じて農林水産省近畿農政局（滋
賀県拠点）の協力を得る。 

 (ｲ)  市内で十分な調達ができない場合は、他市町との相互応援協定に基づき、又は県のあっせんによ
り、他市町に対して救援食料・生活必需品の支援を要請する。 

   ａ 需要量を事前に把握し、計画的に毎日安定した量を確保する。 
   ｂ 衛生面に配慮し、業者が調理したものに限り、輸送には保冷車を用いる。 
  (ｳ)  県内４卸売市場及び京都市中央卸売市場に食料品の供給を依頼する。また災害により市場業務が停

止している場合には業務代行を依頼する。 
ウ  供給計画の策定 
   調達・供給活動に係る調整を行い、必要に応じて供給計画を策定する。 
エ 物資集積拠点 
  調達食料は、物資集積拠点に集約し、担当部局が管理する。 
  救援物資の整理のため、コンベアー、リフト等を確保する必要がある。また、夏季は、冷蔵倉庫の設置

を検討する必要がある。 
オ 調達食料の搬送 
 (ｱ)  物資集積拠点への搬送 
  ａ 市内大規模店舗等からの発災後第１次の調達は、担当部局が自ら調達に出向く。 
  ｂ 以降の食料調達は、調達先に応急食料集積拠点への搬送を指示する。 
  ｃ 民間の搬送態勢が確立した後は、調達先から配布先に直接搬送するよう指示する。 
 (ｲ)  物資集積拠点からの搬送 
  ａ 市内をブロックに分け、担当部局が各指定避難所に搬送する。 
  ｂ 車両及び人員は滋賀県トラック協会などから調達する。 
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［資料編 16 食料等の生活必需品 イ 県健康福祉政策課 備蓄物資状況］ 
［資料編 16 食料等の生活必需品 ウ 食料貯蔵庫・業者名・調達先に係る県計画］ 

 

また、供給すべき主な生活必需品は次の通りである。 

 

［供給生活必需品一覧］ 

ア 寝具     毛布又は布団 

イ 外衣     普通着で作業衣、婦人服、子供服等 

ウ 肌着     パンツ、シャツ、ズボン下等 

エ 身の回り品  タオル、手ぬぐい等 

オ 炊事道具   なべ、釜、包丁、バケツ等 

カ 食器     茶わん、汁わん、皿、はし等 

キ 日用品    石けん、ちり紙、歯ぶらし、歯みがき粉等 

ク 光熱材料   マッチ、ローソク、カセットコンロ、灯油等 

ケ 衛生用品   マスク、アルコール消毒液、紙おむつ、生理用品、トイレットペーパー等 

コ プライバシー確保のための物品   パーティション等 

 

 なお、災害救助法に基づく実施基準は次の通りである。 

 

［災害救助法に基づく実施基準（炊出しその他による食品の給与）］ 

項    目 基   準   等 

対    象 １ 避難所に避難している者 
２ 住家に被害を受け、現に炊事のできない者 
３ 災害により現に炊事のできない者 

支 出 費 用 主食費、副食費、燃料費、炊飯器・鍋等の使用謝金又は借上費、消耗器材費、雑費 

費用の限度額 １人１日1,230円以内（参考：令和5年度基準） 

期    間 災害の日から７日以内 

（該当年度の災害救助基準を参照） 

 

［災害救助法に基づく実施基準（被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与）］ 

項    目 基   準   等 

対    象 全半壊（焼）流失、床上浸水、全島避難等により生活上必要な被服、寝具その他生活
必需品を喪失又は損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが
困難な者（世帯単位） 

支 出 費 用 被災者の実情に応じ 
１ 被服、寝具及び身のまわり品 
２ 日用品 
３ 炊事用具及び食器 
４ 光熱材料 

 ア 住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯 

  

季 別 期  間 １ 人 

世 帯 

２ 人 

世 帯 

３ 人 

世 帯 

４ 人 

世 帯 

５ 人 

世 帯 

6人以上1人を増すごと

に加算する額 

夏 季 4月～9月 円 

19,200 

円 

24,600 

円 

36,500 

円 

43,600 

円 

55,200 

円 

8,000 

冬 季 10月～3月 31,800 

 

41,100 57,200 66,900 84,300 11,600 
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 イ 住家の半壊、半焼又は床上浸水（土砂のたい積等により一時的に居住することができない

状態となったものを含む。）により被害を受けた世帯 

季別 期  間 １ 人 

世 帯 

２ 人 

世 帯 

３ 人 

世 帯 

４ 人 

世 帯 

５ 人 

世 帯 

6人以上1人を増す

ごとに加算する額 

夏季 4月～9月 円 

6,300 

 

円 

8,400 

円 

12,600 

円 

15,400 

円 

19,400 

円 

2,700 

冬季 10月～3月 10,100 13,200 18,800 22,300 28,100 3,700 

 

期    間 災害発生の日から10日以内 

（参考：令和5年度基準）（該当年度の災害救助基準を参照） 

 

(2)応急給水 
＜企業局＞ 

 企業局は、災害が発生した場合は、直ちに情報収集と緊急巡回点検を実施し、必要に応じ緊急措置

として浄水池、配水池等からの送・配水を停止し、応急給水に必要な水を確保する。また、基幹施設

及び主要送配水管路を優先的に復旧する。 

また、市災害対策本部は、必要に応じて県等に応急給水の応援要請を行い、応急給水を実施する。 

 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] オ-1 災害時における供給協力に関する協定(株式会社いずみニ

一)］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] オ-2 災害時における供給協力に関する協定(東洋紡株式会社総

合研究所)］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ス-11 日本水道協会関西地方支部の災害時相互応援に関する指

針（日本水道協会関西地方支部）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ス-12 災害発生時における日本水道協会関西地方支部内の相互

応援に関する協定（日本水道協会関西地方支部）］ 
 

［応急給水］ 

ア  必要水量と応急給水の目標 

  (ｱ)  応急給水の目標は、施設の復旧が進むにつれ、段階的に増加していくことにする。段階が進むに

つれて給水拠点を増やし、市民が近い場所から給水を得られるようにする。 

   

  　  災害発生からの日数 目標水量 市民の運搬距離
① 　災害発生～３日間 ３㍑／人・日 概ね１㎞以内
② 　　　４日目～７日目 ２０㍑／人・日 概ね５００m以内
③ 　　　８日目～２０日目 １００㍑～２００㍑／人・日 概ね１００～２５０m以内
④ 　　２１日目～２８日目 被災前の給水量 概ね１０m以内  

  

(ｲ)  給水の方法 

     ａ 浄水池や配水池の拠点給水と、給水タンク車による運搬給水を実施する。 

     ｂ 応急復旧した送排配水管の消火栓に設置する仮設給水栓による給水と給水タンク車による運搬給

水を実施する。 

イ  応急給水実施の優先順位 

    指定避難所や病院等の緊急に水を要する施設や、要配慮者利用施設には、優先的に緊急給水を行

う。 

ウ  給水拠点の確保 

  (ｱ)  給水拠点 
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       給水拠点は、被災直後は浄水池、拠点配水池とし、その後、配水幹線・支線の復旧 

に伴い応急給水栓を設置し、給水拠点を増やしていく。 

エ  応急給水用資機材の備蓄・調達 

       応急復旧用資機材については、必要量を備蓄、管理し調達が必要な機材は次のいずれかの方法に

より速やかに確保する。 

  a  指定工事店関係の保有資機材の調達 

  b  メーカー、取引先等からの調達 

  c  他の水道事業者からの調達 

 

オ  給水応援計画 

  (ｱ)  他の市町村水道事業体 

       企業局は、応援要請を行う窓口を定め、災害相互応援協定により、他の市町村水道事業体に応援

要請を行う。 

  (ｲ)  自衛隊 

       自衛隊には、第３節第４により、応援要請を行う。 

 

［災害救助法に基づく実施基準（飲料水の供給）] 

項    目 基   準   等 

対    象 災害のために現に飲料水を得ることができない者 

支 出 費 用 当該地域における通常の実費 
１ 水の購入費 
２ 給水又は浄水に必要な機械又は器具の借上費、修繕費及び燃料費 
３ 浄水に必要な薬品又は資材費 

費用の限度額 当該地域における通常の実費 

期    間 災害発生の日から７日以内 

（参考：令和5年度基準）（該当年度の災害救助基準を参照） 

 

(3)生活用水の確保 
＜総務部＞ 

 総務部は、浄水器等の資機材によるプール水等のろ過により、指定避難所等で生活する避難者の生活用水

を確保する。 
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第９節 防疫、動物、保健衛生、遺体対応に関する活動 

【基本方針】 

 災害時には、衛生状態が悪化する中で被災者の健康状態を良好に保つために、指定避難所を中心と

した被災者の健康保持に必要な活動を行うとともに、地域の衛生状態の悪化を防ぐための防疫活動を

実施する。また、被災した愛玩動物や逸走した特定動物の収容保護活動を行う。 

また、大規模な災害により多数の死者が生じた場合には、遺体対応を遅滞なく進める。 

 

第１ 防疫活動 

(1)防疫活動 
＜健康福祉部（保健所）、環境部、企業局、滋賀県＞ 

次に掲げる防疫活動を実施する。 

［資料編 17 衛生 ア 防疫資機材備蓄状況］ 

 

［防疫活動］ 

ア  予防啓発及び広報活動の推進 

   保健所は、平時からパンフレット等啓発用資料の整備を図るとともに、これらを使用して  市民への予

防啓発を行い衛生管理の指導に努める。 

イ  清潔方法 

   担当部局は、塵芥、汚泥などについて、積替及び選別を経て埋立若しくは焼却するとともに、し尿の処

理に万全を期する。 

ウ  消毒 

   担当部局は、被害の状況により、次の事項について消毒を実施することとし、そのために必要な防疫用

薬剤等の備蓄、調達を行う。 

  (ｱ)  飲料水 

  (ｲ)  家屋 

  (ｳ)  トイレ 

  (ｴ)  芥溜、溝渠 

  エ  検病調査及び健康相談 

 保健所は、保健師等を中心に被災地の検病調査、健康相談を実施する。 

オ  臨時予防接種の実施 

  被害の状況や感染症の発生状況により、知事の指示に基づき、予防接種法第６条の規定による臨時予防

接種を行う。 

カ ねずみ族、昆虫等の駆除 

   担当部局は、感染症の予防及び患者の医療に関する法律(本節において以下｢法｣という。)第28 条第2 項

の規定により、速やかにねずみ族、昆虫等の駆除を実施する。(法第50 条第1 項の規程により実施される

場合を含む。)  

キ  生活の用に供する水の使用制限及び供給 

保健所は、法第31条第１項の規定により、感染症の病原体に汚染され、また汚染された疑いのある生活
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の用に供する水の使用を制限し、企業局は同第2項の規定により、本計画第６節（２）｢応急給水」に準じ

て当該生活の用に供される水を供給するものとする。(法第50 条第1 項の規程により実施される場合を含

む。) 

ク  患者等に対する措置 

 保健所は、被災地において、感染症患者又は無症状病原体保有者が発生した時は、感染症法に基づき

対応する。 

ケ  指定避難所の防疫指導等 

  指定避難所における防疫活動を実施することとし、施設の管理者を通じて衛生に関する自治組織を編

成させ、その協力を得て、手洗い等の施行等指導の徹底を期する。 

   なお、指定避難所に消毒薬等を配布するよう努める。 

被災地域内で指定避難所内外の消毒等、災害防疫活動を実施するにあたり、以下の点に留意する。 

 

［防疫活動実施上の留意点］ 

ア  感染症流行の未然防止に万全を期す。 

イ 被災状況に応じ、被害地区に必要な薬剤を配布する。 

ウ  必要に応じ、家屋内外の消毒等防疫活動を行う。 

エ  防疫用人員、薬剤、機材が不足する場合には民間事業者及び県をはじめ近隣の自治体に対して応援要請

を行う。 

オ  必要に応じて自衛隊に防疫活動を要請する。 

死亡獣畜（牛・馬・豚・めん羊・山羊）については、死亡診断書（又は検案書）を用意し、死亡獣

畜取扱場で処理するよう関係事業者を誘導する。家畜伝染病予防法に規定する家畜伝染病による死亡

の場合は、取り扱いが滋賀県家畜保健衛生所北西部支所（高島市今津町弘川249-1 TEL0740-22-2145）

になる。 

なお、大災害時の際には、死亡獣畜取扱場以外の場で焼却・埋却することも考えられる。 

 

(2)生活衛生・食品衛生活動 
＜健康福祉部（保健所）＞ 

衛生的な生活環境の確保に万全を期するとともに、食品に起因する危害発生を防止することにより

被災者に対して安全で衛生的な食品を供給する。 

災害の状況により必要と認めたときは、所属長の指揮のもとに次の活動を行う。 

 ア 生活衛生対策 

(ｱ) 生活衛生関係営業施設の被害状況の把握及び情報提供 

(ｲ) 被災地における生活衛生確保 

(ｳ) 冠水地域等における生活衛生関係営業施設の衛生指導 

(ｴ) 飲料水の衛生確保 
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イ 食品衛生対策 

(ｱ) 食品関係施設の被害状況の把握及び情報提供 

(ｲ) 指定避難所等に提供される救護食品の衛生確保 

(ｳ) 冠水地域等における食品関係施設の衛生指導 

(ｴ) その他飲食に起因する危害発生の防止 

 

第２ 動物収容保護活動 
＜健康福祉部（保健所）＞ 

大規模地震発生時には、負傷している動物や飼い主からはぐれた動物が多数発生することや、また、

飼養施設から逸走した特定動物（サル、ワニ等「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」第３条に

規定する動物）が市街地周辺で徘徊し、人及びその財産に危害を及ぼすおそれが想定される。 

このことから、動物愛護及び危害防止の観点から次の活動を行う。 

 

(1)被災動物の保護及び犬による危害防止 

大津市動物愛護センターは、犬等の被災動物の保護及び収容並びに負傷動物の一次治療を行うと

ともに、犬による咬傷事故等の危害発生防止のため、野犬等（滋賀県動物の保護および管理に関す

る条例第２条第５号に規定する犬）の捕獲を行う。 

 

(2)一時保管の支援 

大津市動物愛護センターは、関係団体による被災者の所有犬等の一時保管を支援する。 

 

(3)特定動物による危害防止 

大津市動物愛護センターは、特定動物の管理状況の把握を行い、逸走等の事態が生じた場合は、

当該動物飼養者に対し、速やかな収容を指示するとともに、捕獲のため現地へ出動する。また、付

近住民に周知するとともに、警察関係機関に捕獲の協力を要請する。 

 

(4)指定避難所における動物の適正な飼養 

市は、飼い主とともに避難した動物の飼養に関して、避難所運営マニュアルに基づく適正飼養の

指導を行うなど、動物の愛護及び環境衛生の維持に努める。 

 

［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕サ-4 災害時における犬猫救護活動の協力に関する協定（大

津開業獣医師会長）］ 
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第３ 保健衛生 

(1)保健活動 
＜市民部、健康福祉部（保健所）、教育委員会、社会福祉事業団＞ 

災害による生活環境の変化に伴い、被災者が心身ともに健康に不調を来す可能性が高いため、担当

部局は、次に掲げる保健活動要領に従い、常に良好な環境を保ち市民の健康保持に努める。 

被災後、事態が比較的落ち着いた後は、被災者の精神的なケアが必要となるため児童・生徒・高齢

者・外国人等の要配慮者を最優先に、精神的ケア活動に努める。 

［保健衛生活動要領］ 

ア 被害状況の把握及び応援の要請 

（ア）市は、避難行動要支援者、精神障害者、難病患者、人工透析等の慢性疾患患者及び感染症患者の早期

発見等の対応を行う。 

（イ）市は、被災状況及び職員の参集状況等に応じて、保健所業務の指揮支援が必要な場合は、県に災害時

健康危機管理支援チーム（以下「ＤＨＥＡＴ」という。）の派遣を要請する。 

（ウ）市は、地域における保健活動への支援が必要な場合は、県に保健師等チームの派遣を要請する。 

（エ）応援派遣された DHEAT 及び保健師等チームは、保健所長の指示に基づき保健医療福祉活動チームの指

揮支援又は調整等を行うほか、保健医療ニーズ等の収集及び整理・分析等を行う。 

イ  巡回相談の実施 

（ア）指定避難所の生活環境の整備や避難者の健康管理を行うため、保健師等による指定避難所巡回相談を

実施する。 

（イ）在宅の要配慮者の状況把握のため家庭訪問を行い、被災者の健康管理と必要な福祉サービスの提供を

行う。 

（ウ）被災者家庭への訪問を行い、被災者の状況把握と健康調査及び保健指導を行う。 

（エ）仮設住宅入居者が生活環境の変化に適応し、健康で自立した生活ができるように訪問指導や健康相

談、健康教育を実施し、フォローの必要なケースは継続訪問をする。 

（オ）指定避難所、仮設住宅、被災家庭における食糧の供給状況を把握し、不足している食糧の補給に努め

るとともに、栄養士は乳幼児や高齢者、食事療法の必要な病人等に対して適切な食事の提供がなされる

ように関係機関に要請する。 

（カ）指定避難所解消後においても、仮設住宅や被災家庭の巡回健康相談や栄養相談を実施し、被災者が健

康な生活を送れるように継続的な支援をする。 

（キ）保健所は、指定避難所、在宅要配慮者等の情報収集や情報提供を行うとともに、関係機関との広域的

な連絡調整を行う。 

(ｷ) ウ  精神保健対策 

   災害直後の精神科医療の確保と災害がメンタルヘルスに与える影響に長期的に対応する体制を確保す

る。 

災害がメンタルヘルスに与える影響が大きいことから、こころのケアに対する相談、普及啓発活動な

どの精神保健対策を実施する。 

 保健活動の実施に際しては次の点に留意する。 
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［保健活動実施上の留意点］ 

ア  高齢者、障害者等要配慮者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、必要に応じ社会福祉施設等へ

の入所、介護職員の派遣、車椅子等の手配を検討する。 

イ  被災した幼児児童生徒に対し、保健指導やカウンセリング等を実施し、健康の保持、心のケアに努め

る。 

ウ  福祉事業者、ボランティア団体等の協力を得て良好な環境づくりと健康保持に努める。 

(2)環境対策 
＜環境部、企業局、滋賀県、琵琶湖河川事務所＞ 

市災害対策本部及び防災関係機関は、環境モニタリングを実施し、有害物質や危険物、油の流出防

止を監視するとともに、被災工場や事業場から有害物質が生じないように適切な処理を講じる。災害

で生じた廃棄物、汚水、アスベスト等による環境汚染の未然防止を図る。 

ア 建築物の解体撤去工事等に対する措置 

市は、アスベストの飛散を防止するため、当該建築物等の所有者及び解体工事事業者等に対し

「大気汚染防止法」に基づく届出（法第18条の15①②）を可能な限り事前に提出するよう求め、ま

た作業基準の遵守（法第18条の16）に努めさせる。 

状況に応じて大気中アスベストのモニタリング調査を実施する。 

イ ダイオキシン類対策について 

「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく大気、水質及び土壌のダイオキシン類の常時監視を

継続する（法第26条①）。 

ウ ＰＣＢ廃棄物保管状況について 

市は、災害状況に応じて、平常時から把握しているＰＣＢ廃棄物保管事業者に対し、「ポリ塩化

ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づき、ＰＣＢ保管状況の報告聴取

（法第24条）と必要に応じて指導・助言（法第11条、第15条）を行う。 

［環境モニタリングの実施要領］ 

ア  一次モニタリングの実施 

  被災地や公共用水域等に有害物質や油等の流出を防止するため、いち早く現地に出動し、状況の把握と

油吸着材等による一次措置並びに必要に応じた水質、大気等の環境調査を行う。 

イ  二次モニタリングの実施 

  一次モニタリングの結果をふまえ、環境汚染の未然防止及び被害の拡大防止を図るため、防災関係機関

との連携のもとに、必要とする継続的、詳細な環境調査を実施する。 

 

(3)ごみ処理対策 
＜環境部＞ 

担当部局は、被災地の衛生状態を保つため、次に掲げるごみ処理要領に従い、清掃、生活ごみの収

集処理等について必要な措置を講じる。また、災害時には、平常時のごみ収集活動が停止するため、

大量の一般ごみが滞るため、それらの処理についての対応に努める。 

市単独でごみの収集及び処理が困難な場合、必要に応じて関係団体に応援を要請する。それでもな
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お不足する場合は、県、他の市町村に応援を要請する。 

 

［資料編 17 衛生 イ 県内市町所有のごみ運搬車］ 
［資料編 17 衛生 ウ 市内廃棄物処理・処分施設］ 
［資料編 17 衛生 エ 県内のごみ焼却処理施設］ 
［資料編 17 衛生 オ 県内の粗大ごみ・不燃物処理施設、再資源化施設等］ 
［資料編 19 その他(2) タ-1 災害廃棄物の処理等に関する基本協定書（大栄環境株式会社）］ 
［資料編 19 その他(2) タ-2 災害廃棄物の処理等に関する基本協定書（山﨑砂利商店）］ 
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［ごみ処理要領］（水害） 

ア 事前対応 

避難情報等が出された段階で、早期に災害廃棄物への対応対策を準備するとともに、住民へは家財等

を２階へ上げる等、浸水しないように予防策を講じるよう呼びかけ、災害廃棄物の発生を抑制するよう

努める。 

イ  被害情報の収集・伝達 

   環境部は、災害が発生した場合には、被害情報、施設被害事項等の必要情報の収集を行う。 

ウ 状況把握 

(ｱ) 避難状況や被災家屋調査結果等をもとに、指定避難所をはじめ被災地域におけるごみの収集処理見

込み量を把握する。 

(ｲ) 処理施設を速やかに点検し、支障を発見した場合は、復旧見込みを把握するとともに、稼働できる

よう措置を講じる。 

(ｳ) 浸水区域を確認し、水害廃棄物（家具、畳等の粗大ごみ）の発生見込み量を把握する。（水害） 

エ  共同ごみ容器の設置 

    指定避難所等には共同で使用するごみ容器を段ボールで作成するなど、生活ごみが円滑に収集できる

よう、指定避難所の代表者等に協力を依頼する。 

オ  一次仮置場の確保 

   大災害時には、環境保全に支障のない大規模休閉地を一次仮置場として確保し、災害廃棄物を暫定的

に積み置きするなどの対策に努める。この際、廃棄物は出来る限り分別して積み置きすることとする。 

カ  日常型廃棄物の処理 

   被災地における環境保全の緊要性を考え、平常時の職員及び応援職員等による応援体制を確立し、そ

の処理にあたる。特に生ごみ等腐敗性の高い廃棄物については、被災地における防疫上、収集可能な状

態になった時点からできる限り迅速に収集を行う。 

キ  災害廃棄物の処理 

推定排出量、最終処分地及び県の要請によって他市町村等が実施する応援の状況などを考慮の上、中

間処理（破砕、分別）の実施の有無などについても検討を行い、災害廃棄物処理実行計画を策定し、そ

れに従って廃棄物処理を実施する。 

ク 進行管理計画 

水害による被害が甚大な場合には、広域的な処理が必要であり、また、その処理に長期間を要するこ

とから、必要に応じ、次の事項に留意して、中長期的な災害廃棄物処理の進行管理計画を作成する。 

(ｱ) 災害廃棄物の発生量 

(ｲ) 災害廃棄物の処理方法 

(ｳ) 災害廃棄物の処理に要する期間の見込み 

(ｴ) 災害廃棄物処理の月別進行計画 
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［ごみ処理対策活動フロー］ 

 

 

(4)仮設トイレ、し尿処理対策 
＜環境部＞ 

し尿処理については、指定避難所やその他の被災者収容施設を優先して処理するものとし、収容施

設で既存のトイレが足りないところについては、次に掲げる仮設トイレの設置要領に従い、適宜仮設

トイレを早期に設置する。 

水洗トイレを使用している地域においては、上水道の途絶によってトイレが使用できなくなること

が想定されるために、地域毎に必要な数の仮設トイレを設置する。 

浸水区域を確認し、当該区域内のし尿及び浄化槽汚泥の回収見込み量を把握する。 

これらの対策の実施にあたっては、被災者１人あたり２．５リットル／日のし尿が排泄されること

を想定する。 

浸水区域において、くみ取りトイレの便槽や浄化槽は、床下浸水の被害であっても水没したり、槽

内に雨水、土砂等が流入することがあるので、迅速にバキュームカーによるし尿及び浄化槽汚泥の回

収体制を立ち上げる。 

し尿処理にあたっては、し尿処理施設及び下水道処理施設において行うこととする。 

市単独でし尿の収集及び処理が困難な場合は、県、他の市町村に応援を要請する。 

 
［資料編 17 衛生 カ 市内し尿処理施設］ 
［資料編 17 衛生 キ 県内のし尿処理施設］ 

 

 

災害発生

情報収集

一時仮置場の確保

日常型廃棄物処理体制の確立

日常型廃棄物の処理

非日常型廃棄物の処理

地区別発生量の推定

　（ブロック別）
解体順序　（地区別）　の検討
一次仮置場の許容量検討
交通事情の検討
　（運搬車両の確保）
最終処分地の検討
中間処理の検討
　（粉砕、選別、焼却）

県本部

市災害対策本部

災害廃棄物処理実行計画の策定



 

      第９節 防疫、保健衛生、遺体対応に関する活動 

 

179 

 

応急 

［仮設トイレの設置要領］ 

ア 状況把握 

  被災状況、避難者数、水洗トイレ使用の可否等の情報を収集し、可能な限り早急に仮設トイレの必要

設置箇所、必要基数を把握する。 

イ 仮設トイレの調達 

  近隣学区に備蓄している仮設トイレを被災地区に移送するとともに、次の手配を行う。 

  (ｱ)  トイレットペーパー、清掃用具、消毒液、防臭剤 

  (ｲ)  屋外設置時の照明施設（資機材及び工事） 

  (ｳ)  水の確保 

  (ｴ)  し尿処理業者への連絡 

  なお、大規模災害の場合は、業界団体等と早急に連絡をとり、県や近隣自治体に対して要請を行うな

ど仮設トイレの必要数を確保する。 

ウ 仮設トイレの設置 

  (ｱ) 仮設トイレは、公共施設等の指定避難所に優先的に設置する。続いて、在宅の被災者のために公

園等の広域避難場所に設置する。 

 (ｲ) 初動対応として、50人あたり１基の割合で、備蓄している仮設トイレで対応する。最終的には、

20人あたり１基の割合で設置するが、備蓄数で不足する場合には、業者や近隣自治体から調達した

仮設トイレや簡易トイレを充てる。 

 (ｳ) 設置場所は、収集が容易な場所で、視聴覚障害者の使用を考慮して、できるだけ塀や壁際に設置

することとする。 

 (ｴ)  仮設トイレの設置とくみ取り等の管理を的確に連動させるため、仮設トイレを設置した者は、直ち

に環境部に報告する。仮設トイレ等のし尿の収集処理については、処理場への搬入に係る計画処理

を維持するよう努力し、収集運搬に支障をきたす場合には、県に応援要請を行う。 

 (ｵ)  屋外に設置した仮設トイレで照明施設が必要な場合は、小売電気事業者等と調整の上、照明施設を

設置する。 

エ 仮設トイレの使用 

  普段、使い慣れていない仮設トイレが適正に使用されるよう、「仮設トイレの使い方」のチラシを作

成し、被災者に対し、電話やＦＡＸ等による情報提供を行う。 

 

 

(5)廃棄物処理施設の確保及び応急対策計画 
＜環境部＞ 

廃棄物処理施設の設備に被害が生じた場合は、迅速に応急復旧を図る。また、収集作業に影響が及

び、管内処理施設に搬入できない場合には、他の処理施設に処理を依頼する等の方策を立て、効果的

な廃棄物処理活動が行われるよう万全を期す。 

さらに、民間事業者の廃棄物処理施設について、速やかに施設の被害状況と稼働の可否を把握し、

被害が生じた場合には迅速に応急復旧を図るよう要請する。 
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第４ 遺体への対応 

 

［遺体の対応フロー］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺体、遺骨の引き渡し 遺 族 

被害発生現場 

（被災情報） 

救護所の設置 

行方不明者の捜索 

警 察 

・行方不明者の捜索 

・遺体の検視 

・身元確認 

医師会等の救護支援 

 ・救護活動 

 ・遺体の検案 

支所（初動体制時参集職員等の情報） 住民からの通報 

災害対策本部 

斎場施設所管課等 

・棺、ドライアイス等

の手配 

・火葬体制の確保 

（棺・ドライアイス等

納入業者への連絡

調整、市町村への

火 葬 場 確 保 の 要

請） 

安 置 所 

・遺体収容台帳の整理 

・遺体、遺骨の整理 

・遺族等との対応 

火 葬 場 

市民部 

・遺体安置所の指

定 

・搬送手段の手配 

・埋火葬許可書の

発行 

（関係機関との連絡

調整） 

総務部 

・遺体、行方不明者

の捜索に係る関係

機関との連絡調整 

（自衛隊への派遣

要請） 

消防局 

・行方不明者の捜

索 

・消防団との連携 

健康福祉部 

・救護所の設置 

・遺体検案 

・救護班の要請 

・必要機材の調達 

（医師会への協力

要請、病院等医療

機 関 へ の 協 力 要

請） 

市民部 

・遺体、行方不明者

の捜索に係る関係

機関との連絡調整 

（警察への出動要

請） 
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(1)行方不明者の捜索、遺体の処理 
＜市民部、健康福祉部、こども未来部、消防局、滋賀県、警察、日本赤十字社＞ 

次に掲げる捜索要領に従い、行方不明者の捜索を行う。 

 

［行方不明者捜索要領］ 

ア  捜索の実施方法 

  (ｱ)  捜索は、救助活動に引き続いて、警察と協力して実施する。 

  (ｲ)  行方不明者や捜索された遺体については、まちがいのないようリスト化する。 

イ  捜索の期間 

  (ｱ)  捜索の期間は原則として、災害発生から10日間とする。 

  (ｲ)  災害発生から10日間で捜索が終了しないときは、捜索期間の延長手続き（知事への申請手続き）を

とる。 

ウ  発見した場合の措置 

  (ｱ)  発見した場合は、速やかに警察に連絡する。 

  (ｲ)  医師立会のもとに警察の検視を終えた死体は、市本部が警察、消防機関等の協力を得て、その収

容、引渡し等にあたる。 

 

［災害救助法に基づく実施基準（死体の捜索）］ 

項     目 基  準  等 

対     象 災害のため現に行方不明の状態にあり、かつ四囲の事情により既に死亡していると推定

される者 

費用の限度額        舟艇その他捜索のための機械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費として当

該地域における通常の実費 

期     間 災害発生の日から10日以内 

（参考：令和5年度基準）（該当年度の災害救助基準を参照） 

 次に掲げる遺体処理要領に従い、遺体の処理を実施する。 
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［遺体処理要領］ 

ア 遺体処理の内容 

  (ｱ)  遺体の処理は、以下に掲げる範囲内において行うものとする。 

  ａ 災害救助法が適用された場合における遺体処理は、県との委託契約に基づき、日本赤十字社滋賀県

支部が行い、市はこれに協力する。 

   ｂ  遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置 

   ｃ  遺体の一次保存 

   ｄ  検案 

イ 資機材等の調達 

 (ｱ) 災害発生後、遺体の処理に係わるドライアイス、棺等の資機材を事前計画に従って、速やかに調達

する。 

 (ｲ)  資機材等の調達が困難の場合は、県にあっせんを要請する。 

ウ 遺体の身元確認 

 (ｱ)  身元が確定した遺体については、引取人に引き渡し、必要な手続きの上火葬して埋葬する。 

 (ｲ)  遺体の身元が明らかでない遺体又は確認できない遺体については、警察から検視調書を受け、その

後処理する。 

エ 遺体安置所 

   遺体安置所は、公共施設や地域の寺院等の中から指定避難所等に使用されていない場所を依頼する。 

オ 遺体の処理方法 

 (ｱ)  遺体の洗浄、消毒を行い遺品を整理し納棺のうえ、その性別、推定年齢、遺品等を遺体処理台帳に

記録し、また遺体安置所に提出するものとする。 

 (ｲ)  遺体は一定期間経過後、なお引取人のないときは行旅死亡人として取扱う。 

 (ｳ)  遺体処理に要する車両 

      遺体の処理に要する車両が不足する場合は、市有車両を活用する他、自衛隊等に応援を要請する。 

カ 遺体処理の期間 

  (ｱ)  遺体処理の期間は原則として、災害発生から10日間とする。 

(ｲ) 災害発生から10日間で火葬・埋葬が終了しないときは、期間の延長手続き（知事への申請手続き）

をとる。 

キ 遺体処理のための書類 

  (ｱ)  遺体処理台帳 

  (ｲ)  遺体処理支出関係書類 
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［災害救助法に基づく実施基準（死体の処理）］ 

項     目 基  準  等 

対     象 災害の際死亡した者 

支 出 費 用        １ 洗浄、縫合、消毒等の処置 

２ 一時保存 

３ 検案 

費用の限度額        １ １体 3,500円以内 

２ 既存建物利用の場合…通常の実費 

  既存建物を利用できない場合…１体5,500円以内 

  ※ドライアイス購入時の実費加算可 

３ 救護班以外の検案は当該地域の慣行料金の額以内 

期     間 災害発生の日から10日以内 

（参考：令和5年度基準）（該当年度の災害救助基準を参照） 

 

次に掲げる遺体の火葬・埋葬要領に従い、遺体の火葬・埋葬を実施する。 

 

［遺体の火葬・埋葬要領］ 

 死者の遺族において対応が不可能な場合に、担当部局が対応する。 

ア  遺体の埋葬方法 

  (ｱ)  対象者は、災害の際に死亡した者とする。 

  (ｲ)  市内火葬場を使用するほか、県及び他市町に協力を要請し火葬場を確保する。 

  (ｳ)  遺体の移送に必要な車両は、場合によっては霊柩車以外の車両を使用し、担当部局が確保す

る。 

  (ｴ)  火葬後の遺骨は、担当部局が一時保管する。 

イ  埋葬の期間 

  (ｱ)  遺体の火葬・埋葬の期間は原則として、災害発生から10日間とする。 

  (ｲ)  災害発生から10日間で火葬・埋葬が終了しないときは、期間の延長手続き（知事への申請手続

き）をとる。 

ウ  埋葬・火葬に関する書類 

  埋葬・火葬を実施するために必要な以下の書類を作成する。 

  (ｱ)  埋葬・火葬台帳 

  (ｲ)  埋葬・火葬支出関係書類 
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［災害救助法に基づく実施基準（埋葬火葬）］ 

項     目 基  準  等 

対     象 災害の際死亡した者（死体の応急的処理の程度） 

支 出 費 用 １ 棺（附属品を含む。） 

２ 埋葬又は火葬（賃金職員等雇上費を含む。） 

３ 骨つぼ及び骨箱 

費用の限度額 大人 (12歳以上) １体 219,100円以内 

小人（12歳未満） １体 175,200円以内 

期     間 災害発生の日から10日以内 

（参考：令和5年度基準）（該当年度の災害救助基準を参照） 
 

［資料編 14 医療 コ 棺・ドライアイスの問い合わせ先］ 
［資料編 14 医療 サ 県内火葬施設の概要］ 

 

(2)相談窓口の設置 
＜市民部＞ 

 市民部は、火葬相談窓口を設置し、遺族に情報提供を行い円滑な火葬等、遺体の処理を実施する。 
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第 10 節 社会秩序の維持、物価の安定等に関する活動 
 

【基本方針】 

 大規模災害が発生した場合、被災地域において社会的な混乱や被災した市民が心理的動揺を受ける

ことから、社会秩序の維持が重要となる。また、被災者の生活再建へ向けて、物価の安定、必要物資

の適切な供給を図る必要があり、これらについて関係機関は適切な措置を講ずる。 

 

第１ 社会秩序の維持 

(1)社会秩序維持対策 
＜政策調整部、総務部、市民部、産業観光部、消防局、警察＞ 

 大津警察署・大津北警察署・消防署は、可能な限りきめ細かく防犯・防火パトロールを継続実施す

るとともに生活の安全に関する情報の提供を行う。また、地域の組織も、自らで防犯・防火パトロー

ルを行い、地域の安全に努める。 

 

［防犯・防火パトロール情報の伝達ルート］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  関係部局は、市民の生活維持、生活再建、復旧復興等に関する内容等を市民に広報し、食料や生活

必需品を迅速かつ平等に分配する等、被災者の不安を和らげるよう配慮する。また、被災者には、報

道機関や広報おおつ等を活用して正確な情報を伝達し、流言飛語等による混乱のないよう配慮する。 

 

 

  

警察、消防 

地域の組織 

支所 

市災害対策本部 

情報交換 
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第 11 節 施設、設備の応急復旧活動 
 

【基本方針】 

 公共施設・ライフライン事業者は、発災後直ちに施設・設備の点検を実施し、速やかに応急復旧を

行う。また、被害状況を把握したうえで、二次災害の防止、医療機関等の防災機関における機能復旧

及び被災者の生活確保を最優先に、ライフラインの応急復旧を速やかに行う。 

 

(1)公共建築物の応急復旧 
＜総務部、建設部、滋賀県＞ 

 施設管理所属及び防災関係機関は、災害発生後、速やかに被害状況を把握し、他市町村や関係機関、

民間事業者等の応援を受けて所管建築物の応急復旧を行う。 
 
［資料編 15 ライフライン ア 市公共施設の自家発電装置］ 
 
 

(2)公共土木施設の応急復旧 
＜建設部、滋賀県道路公社、琵琶湖河川事務所、西日本高速道路㈱＞ 

施設管理所属及び防災関係機関は、災害発生後、速やかに被害状況を把握し、他市町村や関係機関、

民間事業者等の応援等を受けつつ公共土木施設の応急復旧を行う。 
 
［公共土木施設と管理者一覧］ 
ア  道 路…国道、県道、市道 
No. 施 設 名 管 理 者 連  絡  先 
１ 国道（R1,R161） 滋賀国道事務所 ５２３－１７４１ 

２ 

国道（R367,R422,R477） 滋賀県大津土木事務所 ５２４－２８３２ 
（R477のうち琵琶湖大橋
～大津市真野普門町の区

間） 

滋賀県道路公社 ５２４－０１４２ 

３ 県  道 滋賀県大津土木事務所 ５２４－２８３２ 
４ 市  道 大津市建設部 ５２８－２７８２ 
５ 名神高速道路 西日本高速道路㈱ 

関西支社滋賀高速道路事務所 
５５２－２２８４ 

６ 京滋バイパス 西日本高速道路㈱ 
関西支社滋賀高速道路事務所 

５５２－２２８４ 

 
イ  河 川…国、県、市管理河川（一級河川～普通河川） 
No. 施 設 名 管 理 者 連  絡  先 
１ 瀬 田 川 国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事

務所 
５４６－０８４４ 

２ 一級河川 
（琵琶湖含む） 

滋賀県大津土木事務所 ５２４－２８３２ 

３ 準 用 河 川 大津市建設部 ５２８－２７８３ 
４ 普 通 河 川 〃 〃 
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(3)上水道施設の応急復旧 
＜企業局＞ 

 企業局は、災害発生後、被害状況の調査を行い、正確な情報を収集し、応急復旧計画を策定する。 

 計画は、基幹施設及び主要送配水管の復旧を最優先とするとともに指定避難所や病院等の緊急に水

を要する施設や、要配慮者利用施設につながる管路について、優先的に復旧するように立案する。 

 応急復旧計画に基づき、他市町村、県、関係機関、民間事業者等の応援を受けつつ、上水道施設の

応急復旧を図る。 
 
［資料編 15 ライフライン  イ  水道・ガス施設］ 
［資料編 15 ライフライン  ウ  応急給水用資機材の備蓄状況］ 
［資料編 15 ライフライン  エ  水道未普及地域］ 
［資料編 15 ライフライン  オ  水道施設］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等[大津市] ス-7,8,9,10 災害等発生時における応急対策の協力に関する協

定（扶桑建設株式会社、安田株式会社、コスモ工機株式会社、大成機工株式会社］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕ス-11  日本水道協会関西地方支部の災害時相互応援に関する指針（日
本水道協会関西地方支部）］ 

［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕ス-12  災害発生時における日本水道協会関西地方支部内の相互応援に
関する協定（日本水道協会関西地方支部）］ 

［ 
 

［企業局の活動体制］ 

 

 

 

(4)ガス施設の応急復旧 
＜企業局＞ 

企業局は、災害発生後、ガス漏れによる二次災害の防止等安全の確保を最重点として速やかに被害状

況を把握し、ガス供給の停止を行うか否かを決定する。引き続いて、応急復旧計画を策定する。 

計画は、基幹施設及び主要導管の復旧を最優先とするとともに供給停止区域の指定避難所や病院等の社会

的な重要施設について移動式ガス発生設備の利用も含め、優先的に復旧するように立案する。 

応急復旧計画に基づき、日本ガス協会を通じて他のガス事業者等の応援を受けるなどガス施設の応

急復旧を図る。 
 
［資料編 15 ライフライン  イ 水道・ガス施設］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕ス-13 地震・洪水等非常事態における救援措置要綱（日本ガス協

会）］ 
［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕ス-14 災害時における応急救援活動への応援に関する協定（滋賀

県エルピーガス協会大津連合支部）］ 
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［資料編 19 その他 (2)協定書等 〔大津市〕ス-15 災害時における応急、復旧対策活動関する応援協定（大
津市水道瓦斯工事店協同組合）］ 
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直後情報収集 

災害対策本部設置 

 
動員基準 

災害対策本部 

設置基準 

 

供給停止の判断権者の確認 

 
第 1 次 

緊急停止 

判断基準 

 

出勤途上の情報収集 

 動員追加要・否 

緊急巡回点検等被害情報収集 

 災害発生 

 第 2 次緊急停止判断基準 

供給停止措置 保安管理 

 
復旧作業 

 

 
供給継続 

 

 待 機 

又は 

通 常 の 

保安管理 

該当地域第 1 次緊急停止措置 

NO 

YES 

NO 

否 

要 

NO 

YES 

YES 

［緊急措置基本フロー］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加供給停止判断） 

追加動員 
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(5)下水道施設の応急復旧 
＜企業局＞ 

企業局は、災害発生後、次に掲げる下水道施設の応急復旧要領に従い、速やかに被害状況を把握し、

県、近隣自治体や関係機関、民間事業者等の応援を受けて下水道施設の応急復旧を行う。 
 
［資料編 19 その他 (2)協定書等〔大津市〕ア-11 下水道事業災害時近畿ブロック支援に関する申し合わせ（下

水道事業災害時近畿ブロック）］ 
 

［下水道施設の応急復旧要領］ 

ア  動員体制 
  (ｱ)  非常配備体制の確立 
       災害時には、各班において次の対応が必要となるため、これらに必要な要員を確保できる体制を

確立する。 
    ａ  住民への対応 
    ｂ  被害状況の把握 
    ｃ  その他関連機関との情報交換等 
  (ｲ)  勤務時間外体制 
       勤務時間外に災害が発生した場合、夜勤職員が配備されているところについてはその職員を中心

に緊急措置を行う。 
       その他については、予め数人の職員を指定しておき、これらの職員を中心として初動体制を確立

する。 
       さらに、被害状況に応じ、定められた災害時集合場所に参集し、応急対策に従事する。 
イ  情報収集 
  (ｱ)  下水道施設の情報収集 
       災害発生後、迅速かつ効果的に被害の情報を収集するためには、下水道施設資料の確保が重要な

役割を果たす。これらの資料確保を踏まえた上で、以下に示す項目について情報収集する。 
    ａ  処理場施設の被害状況 
    ｂ  管渠施設の被害状況 
    ｃ  排水設備の被害状況 
  (ｲ)  関連施設からの情報収集 
       災害の状況において、他のライフライン、構造物の状況、道路等の状況が下水道施設の状況を把

握するのに有効な手段となることがある。したがって、以下に示す項目を災害の状況に併せて、情
報収集する。 

    ａ  河川施設の被害状況 
    ｂ  水道施設の被害状況 
    ｃ  ガス施設の被害状況 
    ｄ  道路被害状況及び交通情報 
    ｅ  電気通信障害に関する情報 
    ｆ  関連業者の稼働状況 
ウ  伝達体制 
   上記被害情報の収集とともに的確に被害状況等を職員に伝達するため、あらゆる手段を講じて必要
な情報を的確かつ迅速に提供する。 

エ  応急対策 
  (ｱ)  災害復旧資機材の整備・伝達 
       災害発生時必要とされる全ての資機材を整備するのは、経済的にもスペース的にも非効率であ

る。したがって、現在保有している資機材等で不足する場合は、他の市町・業者等から調達する。 
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  (ｲ)  下水道施設被害調査 
       処理場及び主幹線管渠等重要性の高い施設から調査を行い、市職員で対応できないと判断される

場合は、他の市町職員及び施工業者等の支援を求め、緊急に施設調査を行う。 
  (ｳ)  応急復旧の基本方針 
       下水道は、市民生活に必要不可欠なものであり、応急復旧については、緊急性・重要性の高いも

のから復旧にかかる。 
       また、復旧に当たっては、二次災害が発生しないよう十分に注意を払う。 
  (ｴ)  応急復旧方法 
    ａ  処理場・ポンプ場 
        運転が停止した場合、施設機器の被害状況調査を行い、早期に処理能力が回復するよう復旧を

行う。 
    ｂ  管渠 
        流水能力の確保、道路の陥没や雨水による浸水など二次災害発生の防止が最優先であり、危険

箇所の早期把握と緊急度の評価を行い、施工業者の手配と割振り等を行い、現場作業を行う。 
    ｃ  排水設備 
        市民からの修理相談を受け付ける窓口を設置し修理の対応可能な施工業者を紹介する。 
オ  関連機関への応援要請 
    災害が発生した場合において、本市の態勢では万全な応急対策が不可能と判断されるときは、県、
他市町、関連機関、建設業組合等への応援要請を行い、復旧に際しての機材・人員の協力を得る。 

 

(6)電力施設の応急復旧 
＜関西電力㈱、関西電力送配電㈱＞ 

電力事業者は、災害発生後、次に掲げる電力施設の応急復旧要領に従い、速やかに被害状況を把握

し電力施設の応急復旧を実施することにより、電力の供給確保に努める。また、被害の状況、応急復

旧の状況を可能な限り市災害対策本部へ報告する。 
 

［電力施設応急対策計画］ 

ア 通報・連絡 

被害情報などについて、事業者が定める経路に従い通報・連絡する。なお、通報・連絡は、防災業

務計画に示す施設、設備および電気通信事業者の回線を使用して行う。 

イ 災害時における情報の収集、連絡 

(ｱ)情報の収集・報告 

次に掲げる各号の情報を迅速かつ的確に把握し、速やかに報告する。 

ａ 一般情報 

(ａ)気象、地象情報 

(ｂ)一般被害情報 

一般公衆の家屋被害情報および人身災害発生情報ならびに電力施設等を除く水道、ガス、

交通、通信、放送施設、道路、橋梁等の公共施設を始めとする当該管内全般の被害情報。 

(ｃ)社外対応状況 

地方公共団体の災害対策本部、官公署、報道機関、市民等への対応状況。 

(ｄ)その他災害に関する情報（交通状況等） 

ｂ 関西電力および関西電力送配電の被害情報 

(ａ)電力施設等の被害状況および復旧状況 

(ｂ)停電による主な影響状況 

(ｃ)復旧用資機材、復旧要員、食料等に関する事項 

(ｄ)従業員等の被災状況 

(ｅ)その他災害に関する情報 

(ｲ)情報の集約 

被害情報等の報告および国、地方公共団体、警察、消防等の防災関係機関、協力会社等から独自

に収集した情報を集約し、総合的被害状況の把握に努める。 

(ｳ)通話制限 
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災害時の保安通信回線を確保するために必要と認めたときは、通話制限その他必要な措置を講ず

る。また、対策組織の設置前であっても、保安通信回線を確保するために必要と認めたときは、通

信制限その他必要な措置を講ずる。 

ウ 災害時における広報 

(ｱ)広報活動 

災害が発生した場合または発生することが予想される場合において、停電による社会不安の除去

のため、電力施設被害状況および復旧状況についての広報を行う。 

また、公衆感電事故や電気火災を防止するため、防災業務計画に定める広報活動を行う。 

(ｲ)広報の方法 

広報については、事実に基づく正確な情報をテレビ、ラジオ、新聞等の報道機関、ホームペー

ジ、停電情報アプリ、ＳＮＳおよびＬアラート等を通じて行うほか、状況に応じて、広報車等によ

り直接当該地域へ周知する。 

エ 要員の確保 

(ｱ)対策組織要員の確保 

ａ 夜間、休日に災害が発生するおそれがある場合には、あらかじめ定められた対策組織要員

は、気象、地震情報に留意し、対策組織の設置に備える。 

ｂ 対策組織要員は、所属する対策組織が設置された場合、速やかに出社する。なお、供給区域

内において震度６弱以上の地震が発生した場合は、関係所属の従事者は、あらかじめ定められ

た基準に基づき、所属する事業所へ出勤する。 

(ｲ)復旧要員の広域運営 

他電力会社および広域機関等と復旧要員の相互応援体制を整えておく。 

オ 災害時における復旧用資機材等の確保 

災害時における復旧用資機材等の確保を、次のとおり実施する。 

(ｱ)調達 

予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達を必要とする復旧用資機材は、次のいずれかの方法に

より、可及的速やかに確保する。 

ａ 現地調達 

ｂ 対策組織相互の流用 

ｃ 他電力会社等からの融通 

(ｲ)輸送 

復旧用資機材の輸送は、原則として、あらかじめ関西電力および関西電力送配電と調達契約をし

ている協力会社の車両、舟艇、ヘリコプター等により行う。 

(ｳ)復旧用資材置場等の確保 

災害時において、復旧用資機材置場および仮設用地が緊急に必要となり、この確保が困難と思わ

れる場合は、当該地方公共団体の災害対策本部に依頼するなど、迅速な確保に努める。 

カ 災害時における電力の融通 

災害の発生により、電力需給に著しい不均衡が生じ、需給状況を速やかに改善する必要がある場合

には、広域機関の指示等に基づく電力の緊急融通により需給状況の改善を図る。 

キ 災害時における危険予知措置 

電力需要の実態に鑑み、災害時においても、原則として、供給を続けるが、警察、消防機関等から

要請があった場合等には、送電停止等の適切な危険予防措置を講ずる。 

ク 災害時における自治体等との連携 

  災害が発生した場合には、自治体をはじめとする関係機関専用の臨時電話の設置等により連携を図

るほか、必要に応じて自治体対策本部へ情報連絡要員を派遣する等により、情報連携を強化する。 

ケ 災害時における自衛隊の派遣要請 

被害が極めて大きく、管内の工事力に余力がない場合、または工事力を動員してもなお応援を必要

とすると判断される場合には、県知事に対して関西電力および関西電力送配電が自衛隊の支援を受け

ることが可能となるよう依頼する。 

コ 災害時における応急工事 

災害時における応急工事を、次のとおり実施する。 

(ｱ)応急工事の基本方針 
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災害に伴う応急工事については、恒久的復旧工事との関連および情勢の緊急度を勘案して、二次

災害の防止に配慮しつつ、迅速かつ適切に実施する。 

(ｲ)応急工事基準 

災害時における具体的な応急工事については、次の基準により実施する。 

ａ 発電設備 

共通機器、流用可能備品、貯蔵品を活用した応急復旧措置を行う。 

ｂ 送電設備 

ヘリコプター、車両等の機動力および貯蔵品を活用した応急復旧措置を行う。 

ｃ 変電設備 

機器損壊事故に対し、系統の一部変更または移動用変圧器等の活用による応急措置で対処す

る。 

ｄ 配電設備 

非常災害仮復旧標準工法による迅速確実な復旧を行う。 

ｅ 通信設備 

共通機器、貯蔵品を活用した通信回線の応急復旧措置および可搬型電源、衛星通信設備、移

動無線機等の活用により通信手段を確保する。 

(ｳ)災害時における安全衛生 
応急工事の作業に当たっては、通常作業に比べ、悪条件のもとで行われるので、安全衛生につい

ては、十分配慮して実施する。 

 

(7)電気通信設備等の応急復旧 
＜NTT 西日本㈱＞ 

電気通信事業者は、災害発生後、復旧活動・医療活動機関等の通信確保はもとより、被災地におけ

る通信の途絶防止と一般通信の確保のために、次に従い、応急復旧を迅速かつ的確に実施する。また、

被害の状況、応急復旧の状況を可能な限り市災害対策本部へ報告する。 

［電気通信設備等の応急復旧］ 
ア  災害時の応急対策 
  (ｱ)  災害が発生した場合は次の応急対策を実施する。 
     ａ  通信用電源の確保（予備電源設備、移動電源車等の出動） 
     ｂ  通信の確保（通信衛星、移動無線車、非常用移動電話局装置等の災害対策機器の出動） 
     ｃ  特設公衆電話の設置 
     ｄ  輻輳対策（発信規制、伝言ダイヤル等の運用） 
  (ｲ)  災害の規模、状況により災害対策本部を設置し、情報の収集伝達、応急対策及び復旧計画等の総合

調整を図り、速やかに応急態勢がとれる体制を確立する。 
イ  復旧工事 
  (ｱ)  応急復旧対策終了後、被害の原因を調査分析し、必要な改良事項を組み入れ災害復旧工事を実施す

る。 
  (ｲ)  最小の通信を確保するため次の通り回線の復旧順位を定めこれに従い措置を講じる。 
     ａ  第１順位 
         気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関、防衛機関、輸送の確保に直接関係の

ある機関、通信の確保に直接関係のある機関、電力の供給に直接関係のある機関 
    ｂ  第２順位 
         ガス・水道の供給の確保に直接関係のある機関、選挙管理機関、預貯金業務を行う金融機関、新

聞社、通信社、放送事業社、及び第１順位以外の国又は地方公共団体 
     ｃ  第３順位 
         第１順位、第２順位に該当しないもの 
ウ  災害時の広報 
    災害のため、通信が途絶した場合、もしくは利用の制限を行ったときは、トーキー装置による案内、ホ

ームページ、広報車、ラジオ、テレビ、窓口掲示等の方法により、次の事項を利用者に周知する。 
  (ｱ)  通信途絶、利用制限の理由及び内容 
  (ｲ)  災害復旧に対してとられている措置及び応急復旧状況等 
  (ｳ)  通信の利用者に対し協力を要請する事項 
  (ｴ)  その他、必要な事項 
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(8)鉄道施設の応急復旧 
＜西日本旅客鉄道㈱、京阪電気鉄道㈱＞ 

鉄道事業者は、災害発生後、速やかに被害状況を把握し、迅速に鉄道施設の応急復旧を行う。また、

被害の状況、応急復旧の状況を可能な限り市災害対策本部へ報告する。 
 

(9)道路施設の応急復旧 
＜建設部、滋賀県、滋賀県道路公社、滋賀国道事務所、西日本高速道路㈱＞ 

 道路管理者は、災害発生後、速やかに被害状況を把握し、緊急輸送道路の確保を最優先に県や国、

近隣自治体、関係機関、民間事業者等の応援を受けて迅速に道路の応急復旧を行う。 

道路管理者は、災害発生後それぞれの初動態勢に基づき、直ちに情報を収集し、収集した情報を互

いに連絡、交換することにより被災地域周辺の道路の状況、通行の状況を把握する。 

また、収集した情報をもとに、速やかに応急復旧計画を立案する。 

ア 道路管理者間の情報連絡 

災害発生後直ちに、それぞれが管理する道路の被害状況等の情報を収集する。収集した情報は、

速やかに県本部（土木交通部道路班）へ連絡し、道路情報の一元化を図る。 

イ 道路占用施設管理者との情報連絡 

それぞれが管理する道路における上・下水道、電気、ガス、電話等の道路占用施設の被害状況等

の収集に努める。交通に支障となる道路占用物の被害が発生した場合には、当該占用物の管理者に

通行の安全確保と早期復旧を指示する。 

ウ 滋賀県警察本部等との情報連絡 

道路管理者は、滋賀県警察本部並びに大津警察署・大津北警察署との連絡を密にし、被害状況、

通行規制状況等の情報を交換する。 

［道路応急復旧活動］ 

ａ  道路・橋梁等の被災調査及び応急復旧の検討 

  道路管理者は、民間コンサルタント業者に協力を要請し実施する。 

ｂ  応急復旧工事の指示 

  道路管理者は、復旧範囲を決定したうえで、国土交通省近畿地方整備局、並びに(一社)滋賀県建

設業組合 大津支部などに協力を要請し実施する。 

ｃ  啓開作業の指示 

  道路管理者は、作業範囲を決定したうえで、国土交通省近畿地方整備局、並びに(一社)滋賀県建

設業組合 大津支部などに協力を要請し実施する。 

ｄ  緊急輸送路・交通規制対象路線の情報収集と広報 

  道路管理者間において相互に情報収集し、かつ警察と調整したうえで市民に広報する。 

ｅ  道路啓開作業用資機材の調達  

  建設業者等の保有資機材を予め調べておき、関係者へ支援を要請する。 

 

(10)農業用ため池の応急復旧 
＜産業観光部＞ 

 ため池管理者等は、大雨・洪水時におけるため池の監視あるいは緊急点検で決壊が予想される場合

は、速やかに市に連絡を入れるとともに、下流域の安全を確保するため、可能な応急措置を講じる。

特に防災重点農業用ため池については、災害発生後速やかに市に被害状況の報告を行う。 

産業観光部は、二次被害の危険があると判断される場合は、ため池管理者と連携し、国や県、関係
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機関、民間事業者の応援を受けて迅速に応急復旧を行う。 

 

 [大雨特別警報時の農業用ため池緊急点検] 

 大雨特別警報が発表された場合は、全ての防災重点農業用ため池について、ため池管理者等は緊急

点検を行うとともに、市は点検結果を県に報告するものとする。 

  

 [資料編 9 災害危険箇所等（2）水防 オ 防災重点農業用ため池] 
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第 12 節 被災者等への情報提供 

 

【基本方針】 

 市は、正確な情報をすみやかに広報することで、市民の適切な判断と行動を促し、流言飛語による

社会的な混乱を防止するよう努める。また、住民等からの問い合わせ、要望、意見に対しても適切に

対応する。 

 

(1)広報活動 
＜政策調整部、総務部、消防局、企業局、日本放送協会、警察＞ 

次に掲げる広報活動要領に従い、時間の経過とともに被災者が求める情報を迅速に把握し、正確か

つきめ細やかな情報を適切に提供する。また、被災地外の人々に対しても正確かつきめ細やかな情報

を適切に提供する。とりわけ被災者の安否情報について住民等から問い合わせがあったときは、被災

者等の権利利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、災害発生直後の緊急性の高い応急措置

に支障を及ぼさない範囲で、安否情報を回答するよう努めるものとする。この場合において、安否情

報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係する公共機関や防災関係機関等と協力して、被災

者に関する情報の収集に努める。 

なお、被災者の中に、配偶者から暴力等を受け、加害者から追跡されて危害を受ける恐れがある者

等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られることのないよう当該被災者の個人情報の管理を

徹底する。 

 

［広報活動要領］ 

ア  被災者に対する広報の内容 
  (ｱ)  緊急情報 
       災害発生後、緊急に市民に伝達すべき情報の内容は以下のとおりとする。 
    ａ  気象情報（観測情報と今後の見通し） 
    ｂ  災害の発生状況と応急対策の状況 
    ｃ  二次災害に関する情報（火災、土砂災害、倒壊建物、浸水等の危険性） 
    ｄ  避難指示等の情報 
    ｅ  安否情報 
    ｆ  緊急医療情報（応急救護所、医療機関の開設状況） 
    ｇ  緊急道路・交通規制情報 
    ｈ  市民や事業所のとるべき措置（電話、交通機関等の利用制約、ガスの安全使用等） 
  被災者の生活再建のために提供すべき情報の内容は、以下のとおりである。 
  (ｲ)  生活情報 
    ａ  ライフライン情報（電気、ガス、水道、電話、下水道等の被害状況と復旧見込み情報） 
    ｂ  食料、物資等供給情報 
    ｃ  風呂、店舗等開業状況 
    ｄ  鉄道・バス等交通機関の運行、復旧見込み情報 
    ｅ  道路情報 
    ｆ  医療機関の活動情報 
    ｇ  治安情報 
イ  緊急広報の方法 
  (ｱ)  ラジオ・テレビ等による広報 
       政策調整部は、災害に関する通知、要請、伝達又は警告等が緊急を要する場合において、その通

信のための特別の必要があるときは、各放送機関に対して必要事項の放送要請を行う。 

市長（政策調整部）は、災害に関し、次に掲げる事項を緊急に住民に周知徹底する必要がある場

合、県知事を経由して、日本放送協会大津放送局に放送を要請する。（市と県の間に通信途絶等特別
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の事情がある場合、市長が直接要請し、要請後速やかに県知事に通知する。） 
ａ   災害が発生し、又は発生するおそれのある場合で多くの人命、財産を保護するための避難指示

等。 
b  災害に関する重要な情報の伝達並びに予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置。 
c  災害時における混乱を防止するための指示等 
d  その他県が特に必要と認める事項 

  (ｲ)  広報車による広報 
       政策調整部は、消防局、警察と協力して広報車等による緊急広報を実施する。 

(ｳ) 防災メール 

総務部は、防災メールにより、気象に関する重大な警報、土砂災害警戒情報及び避難情報を市民に

緊急広報する。 

(ｴ) エリアメール・緊急速報メール 

NTT ドコモ㈱、KDDI㈱、ソフトバンクモバイル㈱、楽天モバイル㈱は、気象庁が配信する緊急地震

速報や、国・地方公共団体が配信する災害・避難情報を配信する。 
ウ  一般広報の実施 
  (ｱ)  ラジオ・テレビ等による広報 
       政策調整部は、必要に応じて各放送機関への放送要請を行う。 
  (ｲ)  報道機関への資料提供による広報 
       政策調整部は、記者発表室を設置し、定期的に、報道機関に対して資料提供を行う。報道機関の

取材は、市政記者クラブを通じて行う。 
(ｳ) 市ホームページによる広報 
(ｴ) 地上デジタル放送による河川情報の提供 

県が NHK 地上デジタルテレビのデータ放送による河川情報を提供する。 
エ  広報紙等印刷物の発行による広報（広報おおつ） 
  (ｱ)  各部は、広報紙に掲載する広報内容を政策調整部に提出する。 
  (ｲ)  政策調整部は広報紙印刷物原稿の作成、印刷の発注、配布の依頼を行う。 
  (ｳ)  政策調整部は、市内印刷業者の被災状況を考慮して、事前に登録された印刷業者のなかから業者を

選定し、印刷を発注する。 
  (ｴ)  各支所は印刷された広報紙を指定避難所に届け、指定避難所において被災者に配布する。 
  (ｵ)  政策調整部は、発災後の初期の段階では、通常の広告ルートが機能しない場合が想定されるため、

自主防災組織に対して、広報紙の配布の協力を依頼する。 
  (ｶ)  自主防災組織は、政策調整部と協力して、広報紙の指定避難所等への配布、掲示板への掲示を実施

する。 
  (ｷ)  各担当部は、被災者に広報された内容について、職員に十分徹底を図る。 
オ  支所における情報提供 
    支所前の適切な場所に生活情報等を掲示する。さらに、被災者の照会に対して出来うる限りの対応を

図る。 
カ  インターネット及びパソコン通信等を利用した広報 
    政策調整部は、ボランティアやインターネット及びパソコンネットワークサービス会社の協力を得ら

れた場合は、これら通信を用いて、広報紙に掲載する内容について情報提供を行う。 
キ  広報車等の利用による現場広報 
    各担当部は、災害の状況又は道路の復旧状況に応じて、必要な地域へ広報車や職員等を派遣し、広報

行動を行う。 
ク  自主防災組織等による広報 
   自主防災組織は、本部の実施する広報活動に協力する。 

［資料編 7 情報収集と報告様式 ウ 報道機関］ 

 

 

(2)広報活動の一元管理と調整 
＜政策調整部、滋賀県、防災関係機関＞ 

政策調整部及び防災関係機関は、情報の公表、広報活動の内容について一元的に行うものとし、公開

する情報の間で整合性が図れるよう努める。また、これら内容については、関係する公共機関や防災

関係機関等で相互に連絡調整を図っておく。 
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(3)様々な避難者への広報 
＜政策調整部、健康福祉部、こども未来部、教育委員会＞ 

 関係部局及び防災関係機関は、高齢者、障害者、外国人等の要配慮者、在宅避難者、応急仮設住宅

として供与される賃貸住宅への避難者等、生活環境や居住環境が多様であることを考慮した広報活動

に努める。 

 

(4)住民問い合わせ窓口の整備 
＜政策調整部、市民部、全部局＞ 

政策調整部は、発災後、次に掲げる緊急問い合わせへの対応等要領に従い、速やかに住民等からの問

い合わせに対応する窓口を設置し、人員の配置等体制を整備する。 

［緊急問い合わせへの対応等要領］ 

ア  緊急問い合わせへの対応 
   政策調整部は、市民からの電話による問い合わせに対応する。 
イ  相談所の開設・運営 
  (ｱ)  市民部は、災害状況が鎮静化し始めた段階で、必要に応じて相談窓口を設置し、被災者の要望

等の把握と苦情・要望の内容に応じた関係部局への仕分けを行う。 
  (ｲ)  各部は、必要に応じて(ｱ)の相談窓口の運営に参画するとともに、法律相談や住宅相談、外国人

向けの相談等、必要に応じて専門相談所を設置する。 
(ｲ)  市災害対策本部は、災害対策本部の決定事項等、市民に情報提供する事項については、その内

容を統一的な文書で政策調整部に連絡し、その後の対応の迅速化を図る。 
  (ｳ)  政策調整部は、市民からの問い合わせについては、直ちにその内容を精査し、関係部長又は班

長に連絡するとともに、必要に応じ、市災害対策本部に報告する。 
オ  相談所における要望等の処理方法 
  (ｱ)  政策調整部は、相談内容、苦情等を聴取し速やかに各関係機関へ連絡し早期解決に努力する。 
  (ｲ)  政策調整部は、処理方法の正確性と統一を図るために、予め定められた応対記録票等を用いて

内容を記入する。 
  (ｳ)  政策調整部は、問い合わせの内容、処理方法を定期的に災害対策本部事務局に報告する。 

 

(5)安否不明者等の氏名等公表 
＜総務部、市民部、消防局、滋賀県、警察＞ 

 市は災害時における安否不明者・死者等の氏名公表について、救助活動の効率化や、情報の錯そう

による混乱回避につながる可能性があることから、県の方針に基づき対応する。 

 

(6)被災記録の作成 
＜全部局＞ 

 関係部局は、以後の防災計画に反映させるため、正確な災害対応記録を作成する。
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第 13 節 ボランティアとの連携・義援金品の受入れ 
 

【基本方針】 

 大規模な災害発生が報道された場合、多くの物的・人的支援申し入れが寄せられるが、市内外から

寄せられるボランティア支援の申入れに対して、関係機関は連携を密にし、適切に対処する。 

 

第１ ボランティアとの連携 

ボランティアは、概ね専門技術を持った専門ボランティアとそれ以外の一般ボランティア（災害ボ

ランティア）に区別し、支援を行う。 

［ボランティア受入れの流れ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)一般ボランティアへの活動支援 
＜健康福祉部＞ 

ア 大津市災害ボランティアセンターの開設 

① 災害の発生に伴い、多数のボランティア活動の支援が見込まれる場合には、「大津市災害ボ

ランティアセンターの設置に関する協定」に基づき、大津市社会福祉協議会の協力を得て、庁舎

新館に「大津市災害ボランティアセンター」を開設する。 

② 「大津市災害ボランティアセンター」は、参集する一般ボランティアの受け入れを行うとと

もに、活動場所の斡旋、資機材の調達、情報の収集・提供、ボランティア保険の加入手続き等、

ボランティア活動に必要な支援を行う。 

イ 災害ボランティアセンター現地拠点（サテライト）の開設 

「大津市災害ボランティアセンター」は、災害の状況、ボランティアの参集及び活動場所等を考

慮してボランティアセンター現地拠点（サテライト）を開設する。 

ウ 「大津市災害ボランティアセンター」及び市本部は、滋賀県、滋賀県ボランティアセンターと

の連携を図る。 

 

 

災  害  の  発  生 

連携 
市災害ボランティアセンター開設 

市災害対策本部

 

大津市社会福祉協議会 
(協議) 

地 域 か ら の ニ ー ズ 

(協議) 

運営母体：大津市社会福祉協議会 

運営：ボランティア募集・受付 

   ニーズ（困りごと）の把握 

   マッチング 

県災害ボランティアセンター
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(2)専門ボランティアとの連携 
＜健康福祉部、全部局、滋賀県＞ 

「介護ボランティア」「医療ボランティア」「主に日本語の理解が困難な外国人への対応（通訳）

をする通訳ボランティア」等の専門的技能を有するボランティアについては、各所管部局が募集、登

録、派遣調整、情報提供、ボランティア保険の加入手続き等の必要な対応を行う。 

また、必要に応じて滋賀県、滋賀県災害ボランティアセンター及び大津市災害ボランティアセンタ

ーとの連携を図る。 

 

第２ 義援金、義援物資の受入れ 

(1)義援金の募集 
＜政策調整部、総務部＞ 

義援金の募集は、被災地の状況を十分考慮しながら、県、被災市町村及び日本赤十字社、県共同募

金会等の関係団体により協議会を構成し、各機関が協力協同して行う。その際、県、日本赤十字社、

県共同募金会等の県単位機関において義援金の募集を行うことを原則とするが、補足的に市において

も行う。 

災害発生に際し、被災者に対する義援金の募集を必要とするときには、予め義援金募集口座、口座

名、取扱機関、募集方法、期間、広報の方法について定め、募集する。義援金は、歳計外現金として

扱う。 

 

(2)義援金の受付 
＜総務部＞ 

義援金の受付に当たっては、県、市及び関係機関において、必要に応じ受付窓口を開設し受付を行

うものとする。 

義援金を受け付けた場合には、各機関は義援金についてその県単位機関へ引き継ぎを行うものとし、

それにより難い場合には金融機関等へ預け入れる等確実な方法で保管を行うものとする。また受付に

当たっては、寄託者に対し受領書を発行するとともに、授受について必要な記録を整備するものとす

る。 

 

(3)義援金の配分 
＜政策調整部、総務部＞ 

市は、被災者の状況等の調査を行い、上記協議会の方針に準じて、被災者に対し配分を行う。 

なお、配分の対象としては、死者(遺族)、災害により障害者となった者、重傷者、住家を失った世

帯、住家を半壊又は半焼した世帯、床上浸水等の被害を受けた世帯のほか災害の状況に応じて、協議

会で協議のうえ決定するものとする。 

義援金の配分については、次に掲げる義援金の配分使用要領に従い、配分委員会を組織し、公平性

に配慮し、配分する。 
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［義援金の配分使用要領］ 

ア  総務部は、窓口等で受け入れた義援金を配分委員会の方針に基づき配分する。 

イ  総務部は、庁内に臨時窓口を設け、定められた方針、所定の手続きを経て配分する。 

ウ  政策調整部は、被災者に対して配分に関する広報を行う。 

 

(4)義援物資の要請・配分 
＜政策調整部、総務部、市民部＞ 

義援物資については、受入れを希望するものを把握し、その内容の整理及びリストの作成を行い、

報道機関を通じて公表する等、次に掲げる義援物資の募集要領に従い、募集を行う。 
 

［義援物資の募集要領］ 

ア  市民部は指定避難所等において不足している物資のリストを作成し総務部に提出する。 

イ  市災害対策本部は、個人からの義援物資の受入れについて決定し、その結果に基づき政策調整部に募

集の呼び掛けを指示する。 

ウ  政策調整部は、義援物資の募集に際し又は、電話等により事前に義援物資の申し出があった場合は申

し出人の善意に十分配慮し次のことにも配慮いただくよう要請する。 

[義援物資募集の際の広報内容] 

(ｱ) 必要とする物資 

(ｲ) 不要である物資 

(ｳ) 当面必要でない物資 

(ｴ) 義援物資送付の際の留意事項 

  ａ  救援物資は荷物を開閉するまでもなく物資名、数量が分かるように表示すること。 

  ｂ  複数の品目を混載しないこと。 

  ｃ  近隣で協力者がある場合はその方々と連携を図り、小口の救援物資を避けること。 

  ｄ  食料は腐敗の恐れがあるので、可能な限り義援金としてお願いする。 

エ  政策調整部は、報道機関等に対し義援金、義援物資募集の報道を依頼する。 

オ  総務部は、県等の関係機関に被災地外への義援物資の要請を行う。 

  また、時間的経過から現地の受給状況を勘案し、同リストを逐次改定するよう努めるとともに、次

に掲げる義援物資の受入・配分要領に従い、義援物資の受入及び配分を行う。 

なお、義援物資に関する問い合わせ窓口の設置も検討する。 
 

［義援物資の受入・配分要領］ 

ア  義援物資受入れ体制 

(ｱ) 総務部は、物資集積拠点に義援物資の受付場所を開設し、運営を行う。 

(ｲ) 総務部は、ボランティアセンターに義援物資受付、仕分け作業の要員ニーズの情報を提供する。 

(ｳ) 総務部は、仕分け作業がスムーズに行えるよう受入れ品目の限定を検討する。 

(ｴ) 政策調整部は、受入れを希望する品目の内訳と荷物には物資の内容、数量等の必要事項を記入して

いただくよう広報を行う。 

イ  義援物資の配分 

(ｱ) 市民部は、被災者の要望を把握し、市災害対策本部事務局に報告するとともに、高齢者等の要配慮

者に優先して配布できるようにする。 

(ｲ) 政策調整部は、被災者に対して配分に関する広報を行う。 
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第 14 節 応急教育活動 

【基本方針】 

  市は、災害時に児童・生徒の安全を確保し、また、災害により平常の学校教育の実施が困難となっ

た場合、関係機関の協力を得て教育の早期再開を図るための措置を講ずる。 

 

(1)児童・生徒の安否確認 
＜健康福祉部、こども未来部、教育委員会＞ 

市は、災害発生直後における児童・生徒等の安否確認を次の要領で実施する。 

ア 児童・生徒の安全確保と被害状況の把握 

校園長は、災害発生直後、児童・生徒の安全を確認するとともに、学校園施設及び周辺の被害

状況等を速やかに把握し、担当部局へ報告する。 

イ 児童・生徒等の避難 

校園長は、学校園施設の損壊や火災発生等により、児童・生徒に危険が及ぶと判断したとき、

あるいは消防職員からの避難の指示がある場合は、児童・生徒及び教職員を安全な指定避難所等

へ速やかに避難させる。その後、安全確認が出来た場合又は確実に保護者等への引渡しが出来る

場合は、保護者に対して児童・生徒の安全な引渡しを図り、児童・生徒を帰宅させる。なお、保

護者に引渡しが出来ない場合、時間がかかっても保護者と連絡が取れるまで、児童・生徒は学校

園または避難先に留めおく。 

ウ 臨時休校等の措置 

校園長は、被害の状況に応じ、臨時休校等の適切な措置を講ずる。また、あらかじめ定めた方

法により保護者へ連絡し、その措置内容について担当部局へ速やかに報告する。なお、台風や注

意報・警報等により風水害の発生することが予想される場合には、あらかじめ授業の休止や臨時

休校等の措置を検討するものとする。 

エ 勤務時間外に災害が発生した場合の安否確認 

非常招集した教職員等は、児童・生徒及び教職員等の安全確認を電話等、あらゆる方法により

確認する。 

 

(2)学校園施設の応急復旧 
＜健康福祉部、こども未来部、教育委員会＞ 

校園長は、地震発生後速やかに教育活動が再開できるような必要な措置を講ずる。 

ア 学校園の応急措置 

校園長は、教職員等を非常招集し、あらかじめ定めた方法により危険防止のために必要な応急

措置を講ずる。 

イ 避難所が開設された場合の措置 

市は、状況に応じて徐々に避難所を縮小するなど、早期に教育再開が可能となるように努める。 

ウ 施設の応急復旧 

校園長は、施設・敷地の被害状況を速やかに担当部局に報告する。また、応急仮設校舎の建設、

近隣校・他の教育施設との連携等、応急復旧対策を速やかに検討し、教育等の早期再開に努める。 
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エ 応急教育の実施 

教育委員会は、通常の授業が行えない場合には、学校施設の確保状況に応じて次の区分に基づ

いて応急教育を実施する。 

(ア)臨時休業 (イ)合併授業 (ウ)分散授業 (エ)短縮授業 (オ)二部授業 (カ)複式

授業 (キ)又は上記の併用授業 

また、教職員の確保についても、教職員の出勤状況を勘案し、適切な措置を取る。 

 

(3)学校給食の措置 
＜教育委員会＞ 

 教育委員会は、学校再開にあわせて、速やかに学校給食が実施できるよう努める。但し、被害状況

等により完全給食の実施が不可能な場合、補完的な給食等を実施する。また、学校給食が実施できる

が、学校が避難施設となっている場合で、感染症及びその他の危険等により給食の実施が好ましくな

いときは、学校給食を中止する。 
 

(4)学用品等の支給・調達、資金的支援等 
＜教育委員会＞ 

教育委員会は、災害救助法の適用を受けた場合、児童・生徒に対して同法の定めるところに従い、

学用品等を支給する。また、災害により就学することが難しくなった児童・生徒に対しては就学援助

費の給付、授業料の減免等の措置を講ずる。 
 

［災害救助法に基づく実施基準（学用品の給与）］ 

項     目 基  準  等 

対     象 住宅の全壊（焼）流失、半壊（焼）又は床上浸水による喪失若しくは損傷

等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中

学校生徒及び高等学校等生徒 

支 出 費 用        １ 教科書、正規の教材 

２ 文房具 

３ 通学用品 

費用の限度額        １ 教科書、正規の教材…実費 

 

２ 文房具及び通学用品費 

  小学校児童１人当たり  …4,800円以内 

  中学校生徒１人当たり  …5,100円以内 

  高等学校等生徒１人当たり…5,600円以内 

期     間 災害発生の日から教科書、教材については１ヵ月以内、その他の学用品に

ついては15日以内に完了しなければならない。 

（参考：令和 5年度基準）（該当年度の災害救助基準を参照） 
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(5)心身の健康の保持 
＜健康福祉部、こども未来部、教育委員会＞ 

 関係部局は、被災した児童・生徒に対し、その被災状況により、保健指導やカウンセリング等を実

施する。 

 

(6)災害時のその他の応急措置 
＜教育委員会＞ 

被災地において教育施設の確保が難しい場合、教育委員会は、他の自治体に対して、転入学の受入

要請を行う。また、卒業、入学試験、就職活動に関しても可能な限り援助を行う。
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第 15 節 文化財等の応急・復旧対策 

 

【基本方針】 

本市には、国宝や重要文化財が多数存在するとともに、多くの参観者の来訪がある。そのため、災

害時には、文化財所有者等は参観者の安全確保に万全を期するとともに、文化財等が被災した場合に

は、被害が拡大しないように関係機関、地域住民等と連携し、緊急に応急対策を講じ、その保存を図

る。また、歴史的資産等が被災した場合にも同様に、緊急に応急対策を講じる。 

文化財が被災した場合は、その所有者及び管理団体は、ただちに消防本部等に通報するとともに、

被害の拡大防止に努める。また、関係機関とも協力して、被害状況を速やかに調査し、市教育委員会

に報告する。市教育委員会は、その結果を取りまとめの上、県指定の文化財にあっては県へ、国指定

の文化財にあっては県を経由して文化庁へ報告する。 

 

(1)災害時に必要な応急措置 
＜市民部、消防局＞ 

災害によって文化財建造物等が被害を受け、これにより被災者が生じた場合にはその救助を優先し

て行う。その後、所有者等は文化財建造物等とその部材の保護に努めるとともに、必要な場合には次

のような措置をとる。 

ア 文化財建造物が大きく破損した場合 

危険部分を撤去及び格納すると同時に、雨水の浸透を防ぐために損傷部分を防水シート等で覆う。

軒先の垂れ下がりに対しては、支柱等で支持すると同時に危険部分に立入制限の措置をとる。 

なお、損傷部分が公共道路等をふさぎ、周囲に甚大な影響を与えることが予測される場合には、

速やかに部材等の解体又は撤去を行う。その際には、可能な限り文化財的価値の損失をさける措置

を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 文化財建造物等の主要な構造部が大きく傾斜した場合 

支柱やワイヤー等で一時的に支持すると同時に、全体に立入制限の措置をとる。 

 

 

［対策のフロー］ 

雨水浸透防止措置 支柱等で一時的に支持 

大きく破損した場合 主要構造部が傾斜した場合 

災害の発生 

 参観者等の安全対策 

被災者の救助（所有者等） 

危険箇所を撤去・格納 立入制限 
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(2)美術工芸品等文化財の緊急保存措置 
＜市民部、消防局＞ 

文化財の所有者は、災害発生時には、まず文化財の所在場所や被災の実態を写真、ビデオ、図示等

で的確かつ詳細に記録するとともに、その保全に関しては、取扱いや保存の知識がある学芸員、関係

団体等に協力を求め対応する。 

その際、文化財が倒壊又は倒壊の危険性のある建築物に所在する場合は、文化財の安全性が確保さ

れた他の施設等に一時的に避難して保管するなどの対応を行う。 

災害による文化財の被害の中でも、とりわけ火や水による損傷は早急かつ適切に対応しなければな

らず、専門家と十分に協議して対応する必要があるため、火、水等による損傷が生じた場合の緊急の

対応については、滋賀県、大津市等に報告し、必要に応じ文化庁、国立文化財研究所（東京、奈良）

に連絡し、助言、協力を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 転倒、落下等によって損傷した場合 

損傷の状況を写真等で記録したうえ、破片等を慎重にもれなく集めて袋や箱などの容器に個体

別に収納して保管するとともに、容器には破損した文化財の一部であることを明記する。 

イ 火によって損傷した場合 

素材が非常に脆くなっている場合が多いので、原則として手に触れることなく、その取扱いに

ついて早急に専門家の助言を求める必要がある。煤、汚れなどを清掃することは避けるべきであ

る。 

ウ 水によって損傷した場合 

水を含んで重量が増加し構造的に弱くなっているため、注意しながら取扱いし易い場所へ移動

［対策のフロー］ 

被災者の救助（所有者） 

被災実態の記録（所有者） 

学芸員、関係団体等に協力要請（所有者） 

破片等をひとまとめに保

管（所有者等） 

現場の下見（所有者等) 滋賀県、大津市、国立文

化財研究所に連絡 

（所有者等） 搬出経路の確認 

（所有者等) 

輸送手段、保管場所等の

確保（所有者等) 

他の施設に 一時避難す

る場合 

転倒・落下 等による損

傷の場合 

水・火によ る損傷の場

合 

災害の発生 

参観者等の安全対策 
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する。その後は、カビの発生に注意しながら低温の環境を保つ。 

その際、並行して汚れや泥を落し、水分を除去する必要のある文化財もあるが、材質によって

その扱いは一様ではないため、専門家に相談するなどの対応をとる。 

エ 損傷した建築物等から文化財を搬出し、他の施設に保管する場合 

搬出作業の実施に当たっては、あらかじめ現場の下見を行う。その際、作業者の安全と搬出の

必要がある文化財の現状及び搬出の経路を確認し、効率的に作業が行えるよう交通輸送手段、建

物への進入手段、搬出した文化財や資材等の置き場などを確保する。 

 

(3)被災状況の調査 
＜市民部、消防局＞ 

ア 文化財の被災状況の把握 

文化財保護課は、災害により文化財や文化構造物等に被害が発生した場合（火災による被害の

場合は、消防局と連携して）には、所有者等から災害原因、被害の概要等必要な事項の報告を求

める。また、県、文化庁等と協力して職員を現地に派遣し、状況の迅速かつ的確な把握に努める。 

イ 調査・把握すべき事項 

(ア) 被災文化財等の種類（国宝・重要文化財・史跡名勝天然記念物等の別、美術工芸品・建造

物・民俗文化財等の種類の別） 

(イ) 被災文化財等の件数（各文化施設・社寺・個人・企業等所有形態ごと） 

(ウ) 被災の程度（被災額、修復の可否）と応急処置の状況 

(エ) その他必要な事項 

 

(4)文化庁への応援要請 
＜市民部、消防局＞ 

 

文化財保護課は、被害が甚大であるなど本市においては文化財に対する緊急対応が困難な場合、文

化財の廃棄、逸散を防止するため、県との連携はもとより、県経由で文化庁に対して応急処置や一時

保管などの応急援助等を要請する。 
 

(5)文化財の修復 
＜市民部、消防局＞ 

 

文化財保護課は、災害を受けた指定文化財等の修復について、県、文化庁と協力して、所有者等に

技術的指導を行うとともに、必要があると認められるときは、修復事業に対しての補助を行う。 
 
［資料編 10 都市基盤 キ 文化財施設（文化財所有者）］ 
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第４章 災害復旧・復興計画 
 

第１節 災害復旧・復興計画の作成 

  

【基本方針】 

 風水害発生後、被災した施設の原形復旧に併せて再度災害の防止を図るとともに、被災者の生活再

建を支援し、より安全性に配慮した地域振興のための基礎的な条件づくりを目指す。 

 

第１ 災害復旧・復興の基本方針の決定 

(1)復旧・復興の基本方針の決定 
＜政策調整部、都市計画部、建設部、企業局＞ 

発災後、できる限り早い時期において、災害に強いまちづくりに向けた復旧・復興の基本方針を定

める。その際、多様な視点を確保する観点から、復旧・復興のあらゆる場・組織に女性、子育て家庭、

障害者や高齢者等の要配慮者の参画を促進する。 

 

(2)国・県・他の地方自治体への協力要請 
＜総務部、都市計画部、建設部、企業局＞ 

復旧・復興には多大な費用を要することから、必要に応じて県や国に財政措置、金融措置、地方財

政措置等により支援するよう要請する。また、復旧・復興対策の推進のため県や国、他の自治体等に

対して職員の派遣、その他の協力を求める。 

 

(3)災害復旧支援本部の設置 
＜総務部、全職員＞ 

 災害警戒本部又は災害対策本部を廃止後、引き続き復旧支援を総合的かつ計画的に実施する必要が

ある場合、市長は災害復旧支援本部を設置し、全庁あげて被災地域の復旧支援に取り組む。 

 

 

第２ 復興計画の作成 

(1)復興計画の作成 
＜政策調整部、都市計画部、建設部、企業局＞ 

地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じるような大規模な災害においては、被災地域の再

建は、都市構造の改変、産業基盤の改変を要するような高度かつ複雑な大規模事業となる。そのため、

復興計画を作成し、関係機関の諸事業を調整しつつ計画的に復興を進める。 

また、計画の策定にあたっては、市民の意向を尊重するとともに新たなまちづくりの展望やスケジ

ュールについて市民に公表していくものとする。 

 

(2)復興計画遂行のための体制整備 
＜政策調整部、都市計画部、建設部、企業局＞ 

 復興計画を迅速・的確に策定し、計画を遂行するための体制整備を行う。 



      第１節 災害復旧・復興の基本方針の決定 

 

209 

 

復旧 

第３ 防災まちづくり 

(1)都市整備方針 
＜政策調整部、都市計画部、建設部、企業局＞ 

 今後の各種災害被害の防止と、より快適な都市環境を目指し、住民の安全と環境保全等にも配慮し

た防災まちづくりを実施する。そのため、骨格的な都市基盤施設やオープンスペースの確保、ライフ

ラインの共同収容施設としての共同溝、電線共同溝の整備、ライフラインの耐震化、建築物や公共施

設の耐震・不燃化、耐震性貯水槽の設置等により安全な都市を目指すとともに、そこに暮らす市民が

安心できる都市を形成していくことを基本的な目標とする。方針検討にあたっては、障害者、高齢者、

女性等の意見が反映されるよう、環境整備に努める。 

 

(2)被災市街地復興特別措置法等の活用 
＜都市計画部、建設部＞ 

市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地復興特別措置法等を活用するとともに、住民の早

急な生活再建の観点から防災まちづくりの方向についてできるだけ速やかに住民のコンセンサスを得

るように努め、土地区画整理事業、市街地再開発事業等の実施により、健全な市街地の形成と都市機

能の更新を行う。 

 

(3)不適格建造物の解消 
＜都市計画部＞ 

 既存不適格建築物については、防災とアメニティの視点からその問題の重要性を住民に説明しつつ、

都市再生事業等の適切な推進によりその解消に努める。 
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第２節 原状復旧活動 
 

【基本方針】 

 被災した建物については早急に原状復旧を急ぐ。また、がれきの処理を適正に行うとともに環境汚

染を防止する。 

 

第１ 激甚災害の指定 

(1)激甚災害の指定 
＜総務部、防災関係機関＞ 

「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」（「激甚法」）に基づく激甚災害の

指定を受けるため、災害の状況を速やかに調査し、実情を把握して早期に激甚災害の指定を受けられ

るよう県・国に要請し、公共施設等の災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措置するものと

する。 

 

〔激甚災害の指定手続〕 

 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」（昭和37年法律第150号）に基づく激

甚災害の指定を受けるための手続きについては、次のとおりとする。 

内 閣 総 理 大 臣 

報告 

関 係 省 庁 関係担当部局 関 係 部 

答 ・激甚災害指定基準 

申 ・局地激甚災害指定基準 

中 央 防 災 会 議 

内 閣 府 

 

総 務 部 

政

令

指

定 

市 県 

災害対策本部 

事務局 

 （ 連 絡 調

防災危機管理局 

（

連

絡

調

整

） 

(調整) 

（ 連 絡 調

諮 

問 

報告 

①（報告) ②（報告) 
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［激甚災害の指定］ 
ア 激甚災害の指定手続き 

  甚大な被害が発生した場合において、迅速に「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」（昭和

３７年法律第150号、以下「激甚法」という。）による援助、助成等を受けて適切な復旧計画を実施する必要があ

る。 

  (ｱ)  激甚災害に関する調査 

     各部は、大規模な災害が発生した場合、県が行う激甚災害及び局地激甚災害に関する調査等について協力する。 

  (ｲ)  特別財政援助の交付手続き 

     市長（本部長）は、激甚災害又は局地激甚災害の指定を受けた時は、速やかに特別財政援助額の交付に係る調書

を作成し、県の関係部局に提出する。 

イ 激甚法に定める事業 

  激甚災害に係る財政援助措置の対象は、次のとおりである。 

  (ｱ) 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

    ａ  公共土木施設災害復旧事業 

    ｂ  公共土木施設災害関連事業（新設、改良） 

    ｃ  公立学校施設災害復旧事業 

    ｄ  公営住宅、共同施設災害復旧事業 

    ｅ  生活保護施設災害復旧事業 

    ｆ  児童福祉施設災害復旧事業 

    ｇ  老人福祉施設（養護老人ホーム、特別養護老人ホーム）災害復旧事業 

    ｈ  身体障害者社会参加支援施設災害復旧事業 

    ｉ  障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障がい福祉サービスの事業の用に供する施設の災害

復旧事業 

    ｊ  婦人保護施設災害復旧事業 

    ｋ  感染症指定医療機関災害復旧事業 

    ｌ  感染症予防事業 

    ｍ  堆積土砂排除事業 

    ｎ  湛水排除事業 

  (ｲ) 農林水産業に関する特別の助成 

    ａ  農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 

    ｂ  農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 

    ｃ  開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助 

    ｄ  天災による被害農林漁業者等に対する資金の融資に関する暫定措置の特例 

    ｅ  森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助 

    ｆ  土地改良区等の行なう湛水排除事業に対する補助 

    ｇ  共同利用小型漁船の建造費の補助 

    ｈ  森林災害復旧事業に対する補助 

  (ｳ) 中小企業に関する特別の助成 

    ａ  中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

    ｂ  小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金等の償還期間等の特例 

    ｃ  事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

  (ｴ) その他の特別の財政援助及び助成 

    ａ  公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

    ｂ  私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

    ｃ  市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例 

    ｄ  母子及び寡婦福祉法による国の貸付の特例 

    ｅ  水防資材費補助の特例 

    ｆ  罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例 

    ｇ 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等 

    ｈ 雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例 
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第２ 被災施設の復旧等 

(1)被災施設の復旧・支援 
＜防災関係機関＞ 

迅速かつ円滑に被災施設の復旧事業を行う。実施にあたっては、以下の点を留意する。 

ア  原状復旧を基本にしつつも、可能な限り改良復旧を行う。 

イ  事故防止等、安全対策に十分に注意し、施設の稼動を図る。 

ウ  計画的に施設の復旧作業を進める。 

エ  ライフライン、交通関係については、可能な限り地区別の復旧予定時期を明示する。 

オ 被災文教施設については、教育再開を妨げぬよう迅速に復旧事業を実施する。 

 

［主な災害復旧事業一覧］ 

事業・内容 法   律 関係省庁 

(1)公共土木施設災害復旧事業 

河川、海岸、砂防設備、林地荒廃防止施設、

地すべり防止施設、急傾斜崩壊防止施設、道

路、港湾、漁港、下水道、公園 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 国土交通省 

農林水産省 

(2)農林水産施設等災害復旧事業 

農地、農業用施設、林業用施設、漁業用施

設、共同利用施設 

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助

の暫定措置に関する法律 

農林水産省 

(3)文教施設等災害復旧事業 

①公立学校施設災害復旧事業 

②その他 

（国立学校、文化財） 

公立学校施設災害復旧費国庫負担法 文部科学省 

(4)厚生施設等災害復旧事業 

①社会福祉施設等災害復旧事業 

生活保護施設、児童福祉施設、老人福祉施

設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援

護施設等 

②環境衛生施設等災害復旧事業 

③医療施設等災害復旧事業 

④その他 

（水道施設、感染症指定医療機関） 

 

 

生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法等 

厚生労働省 

環境省 

(5)その他の施設に係る災害復旧事業 

①都市災害復旧事業 

（街路、都市排水施設等） 

②公営住宅災害復旧事業 

③空港災害復旧事業 

④鉄道災害復旧事業 

 

 

 

公営住宅法 

空港整備法 

鉄道軌道整備法 

国土交通省 

 



      第２節 原状復旧活動 

 

213 

 

復旧 

第３ 廃棄物の処理 

(1)災害廃棄物の処理 
＜環境部、都市計画部、建設部、滋賀県＞ 

災害廃棄物の処理については、大津市災害廃棄物処理計画に基づき処理処分方法を確立するととも

に、仮置場や最終処分場を確保し、計画的な収集、運搬及び処分を図る。市単独での対応困難な場合

には、県に対して支援を要請する。なお、可能な限りリサイクルに努める。 

 

(2)環境汚染防止 
＜環境部＞ 

復旧・復興計画を考慮しつつ計画的に廃棄物の処理を行う。また、処理にあたっては周辺への環境

汚染防止を図る。
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第３節 復旧・復興事業からの暴力団排除 
 

＜総務部、都市計画部、建設部、企業局、警察＞ 

市は、復旧・復興事業に関する全ての事務事業について、受注者や下請業者等を把握し、個別に施

行している「暴力団排除条例」の規定を厳守して、警察に対し「事務事業からの暴力団排除に関する

合意書」に基づき、受注者等に係る暴力団関係の照会等を実施して、暴力団等の排除措置を徹底する。 
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第４節 被災者等の生活再建等の支援 
 

【基本方針】 

 被災者の生活再建を支援するために、市は、罹災証明書等の交付、災害弔慰金の給付、援助・助成

制度、税等の減免措置等、雇用機会の確保等を行う。特に恒久的住宅の確保に関しては迅速かつ適正

な対応を図る。 

 

(1)罹災証明書等の交付 
＜政策調整部、総務部、都市計画部、建設部、消防局＞ 

発災後早期に罹災証明書等の交付体制を確立し、被災者に罹災証明書等を交付する。 

建物被害調査については、被災後速やかに「応急危険度判定」（危険、要注意、調査済の３区分）

を行い、その後被災した住家等に対して「住家被害認定調査」を実施し、全壊、大規模半壊、中規模

半壊、半壊、準半壊、一部損壊を認定する（第３章第4節(6)参照）。 

ア 火災以外に対する罹災証明書等交付 

 資産税課で対応する。 

イ 火災に対する罹災証明書発行 

 消防局各消防署で対応する。 

  ・北消防署 TEL:572-0119 

  ・中消防署 TEL:525-0119 

  ・南消防署 TEL:533-0119 

  ・東消防署 TEL:543-0119 
 

［罹災証明書等交付手順］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※市内に申請窓口を複数箇所設けるなど、市民の利便性と発行時の混乱を避けるよう考慮する。 
※交付にあたっての日程は、火災・救助等の現場活動が終息した時点を考慮して交付日を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  再調査 

 

 

 

 
再調査申請             交付   申請 

 

 

 

災 害 の 発 生 

災害対応 被 害 届 

 住家被害認定調査 
［総務部］ 

 全壊・大規模半壊・中規模半

壊・半壊・準半壊・一部損壊・

床上下浸水 

火災等調査 
［消防局］ 

 全焼・半焼・床上下浸水 

 埋没・流失 等 

罹災台帳の作成 ［政策調整部］ 

罹災証明書等の申請・交付窓口の開設 ［資産税課・消防署］ 

被 災 市 民 
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［罹災証明書等の交付］ 

ア 罹災台帳の作成 
   市は、住家被害認定調査等、各種調査の結果に基づき罹災台帳を整備する。 
 
イ 罹災証明書等の交付 
   市長は、大津市罹災証明書等交付事務取扱要領の規程に基づき、罹災者に対し必要があると認めた
ときは、証明書を交付する。 
 

ウ 罹災証明書等の交付申請と申請期間 
(ｱ)  罹災証明書等の交付を希望する者は、罹災した日から３ヶ月以内に、大津市罹災証明書等交付事

務取扱要領の規定に基づき申請を行わなければならない。ただし災害により甚大な被害が生じ、市
長が申請期間の延長が必要であると認めた場合及び申請者が期間内に申請を行うことが著しく困難
であったと認めた場合は、当該災害に係る証明書の申請期間について、災害発生から１年を限度に
これを延長することができる。 

 
エ 再調査の申請と再調査 

(ｱ)  罹災証明書等の交付を受けた者が、当該証明書により証明された被害の程度について相当の理由
をもって修正を求めるときは、当該証明書の交付を受けた日の翌日から起算して２ヶ月以内に、市
長に対し、再調査の申請をすることができる。 

(ｲ)  再調査の結果、認定結果に変更があった場合は罹災台帳を修正するとともに、罹災証明書等を再
交付する。 

 

［資料編 7 情報収集と報告様式 イ災害の被害認定基準 （参考）り災台帳］ 
［資料編 7 情報収集と報告様式 イ災害の被害認定基準 （参考）り災証明書］ 
 

(2)罹災見舞金、災害弔慰金等 
＜健康福祉部＞ 

罹災見舞金等の支給、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害弔慰金及び災害傷害見舞金等

の支給、災害援護資金の貸付並びに生活福祉資金の貸付制度に関して、被災者に広く周知し、被災者

の自立的生活再建の支援を行う。 

 

［資料編 19 その他 (3)関係法令 シ 大津市罹災見舞金等交付要綱］ 

 

［災害弔慰金の支給（健康福祉部）］ 
項  目 基     準 

支給対象 次の各号のいずれかに規定する災害による市民の死亡者の遺族 
(1)  市内で５世帯以上の住宅が滅失した災害 
(2)  県内で災害救助法による救助が行われた災害 
(3)  前２号と同等の災害と認められる特別の事情がある場合で、厚生労働大臣が特に定める災

害 

遺族の範囲 配偶者、子、父母、孫及び祖父母 

支 給 額 主たる生計維持者 500万円 
その他      250万円 

支給の制限 (1)  当該死亡者の死亡が、そのものの故意又は重大な過失により生じた場合 
(2)  令第２条に規定する場合（賞じゅつ金等が支給された場合） 
(3)  市長が適当でないと認める場合（避難の指示等に従わなかった等特別の事情） 

県の助成 要する費用につき、その3/4を負担する。 
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［災害障害見舞金の支給（健康福祉部）］ 
項  目 基     準 

支給対象 次の各号のいずれかに規定する災害により負傷し又は疾病にかかり、治ったとき（その症状が
固定したときを含む。）に法別表に掲げる程度の障がいがある市民 
(1)  市内で５世帯以上の住宅が滅失した災害 
(2)  県内で災害救助法による救助が行われた災害 
(3)  前２号と同等の災害と認められる特別の事情がある場合で、厚生労働大臣が特に定める災

害 

支 給 額 主たる生計維持者 250万円 
その他      125万円 

支給の制限 (1)  負傷又は疾病の原因が、そのものの故意又は重大な過失により生じた場合 
(2)  市長が適当でないと認める場合（避難の指示等に従わなかった等特別の事情） 

県の助成 要する費用につき、その3/4を負担する。 

 

〔災害援護資金の貸付（健康福祉部）〕 

１．貸付の対象となる災害 

県内で災害救助法が適用された市町が１以上ある自然災害 

２．受給者 

①療養に要する期間がおおむね１月以上である負傷を受けた世帯主 

②住居又は家財の損害を受けた世帯主 

３．貸付限度額 350万円 

被  害 
金  額 

負傷区分 程  度 

世帯主の１月以上の負傷が
ある場合 

住居の損害がなく、家財の１／３以上の損害がない場
合 

１５０万円 

住居の損害がなく、家財の１／３以上の損害がある場
合 

２５０万円 

住居の半壊 ２７０万円 
（３５０万

円） 

住居の全壊、滅失、流失 ３５０万円 

世帯主の１月以上の負傷が
ない場合 

住居の損害がなく、家財の１／３以上の損害がある場
合 

１５０万円 

住居の半壊 １７０万円 
（２５０万

円） 

住居の全壊 ２５０万円 
（３５０万

円） 

住居の滅失、流失 ３５０万円 

（注） 被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合
等特別の事情がある場合は（  ）内の額 
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４．所得制限及び利率等 
所得制限 世帯人員 市町村民税における前年の総所得額 

１ 人 ２２０万円 

２ 人 ４３０万円 

３ 人 ６２０万円 

４ 人 ７３０万円 

５人以上 １人増すごとに 730 万円に３０万円を加えた額 

ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1，270 万円とする。 

利率 年３％（据置期間中は無利子） 

据置期間 ３ 年（特別の場合は５年） 

償還期間 １０年（据置期間を含む） 

償還方法 年賦又は半年賦 

貸付申請の期間 災害発生の翌月から３月以内 

貸付原資負担 国２／３  県１／３ 

 

 

［資金貸付 （社会福祉協議会、健康福祉部）］ 
 
１．生活福祉資金貸付事業による災害援護資金の貸付  ［社会福祉協議会］ 
  生活福祉資金貸付事業による災害援護資金の貸付は、低所得世帯に対し、災害を受けたことによる

困窮から自立更正するのに必要な経費として貸し付けられる資金である。災害弔慰金の支給等に関す
る法律に基づく災害援護資金の貸付対象者は、原則としてこの資金の貸付対象とならない。 

 (1)取扱い機関 
 市社会福祉協議会及び滋賀県社会福祉協議会 

 (2)貸付限度額 
 １５０万円以内（住宅資金との重複貸付可） 

 (3)貸付条件 
・ 据置期間６ヶ月以内、償還期限７年以内 
・ 年利  １．５％ 

 
 
２．母子・寡婦福祉資金貸付、住宅資金特別貸付 ［こども未来部］ 
  災害によって現在の住宅が壊れ、移転や増改築が必要な場合、200万円を限度に貸付を受けること
ができる。 
 (1)取扱い機関 
  こども未来部 
 (2)貸付限度額 
  ２００万円以内 
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(3)被災者生活再建支援金の支給 
＜健康福祉部＞  

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって、経済的理由等によって自立して生

活を再建することが困難なものに対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、被

災者生活再建支援金を支給する。 
 

＜被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給＞ 

ア 法適用の要件 

(ｱ) 対象となる自然災害 

a 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は２号に該当する被害が発生した市町村における自然災害 

b 10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害 

c 100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害 

(ｲ) 支給対象世帯 

a 住宅が全壊した世帯 

b 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、倒壊防止等のやむを得ない事由により住宅を解体した世

帯 

c 災害による危険な状態が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続している世帯 

d 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難である世帯（大規模半壊世帯） 

e 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ住宅に居住することが困難である世帯（中規模半壊世

帯） 

 

イ 支援金の支給額 

支給額は、以下の2つの支援金の合計額となる。 

（※ 世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額） 

① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

被害程度 

 

全 壊 

（(ｲ)a に該

当） 

解 体 

（(ｲ)b に該

当） 

長期避難 

（(ｲ)c に該当） 

大規模半壊 

（(ｲ)d に該当） 

中規模半壊 

（(ｲ)e に該当） 

支 給 額 １００万円 １００万円 １００万円 ５０万円 なし 

 

② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

 

※ 一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、合計で２

００（又は１００）万円 

 

ウ 支給申請 

 市は支援金支給の申請を受けた場合、速やかに申請書類の審査、当該申請に係る被害の認定を行

住 宅 の 

再建方法 

全壊・解体・長期避難 大規模半壊 中規模半壊 

 

建設・購入 ２００万円 ２００万円 １００万円 

補 修 １００万円 １００万円 ５０万円 

賃 借 

(公営住宅以外) 

５０万円 ５０万円 ２５万円 
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う。 

 県は市からの申請書類の送付があった場合には、これを審査のうえ、支給の当否を決定する。 

 〔被災者生活再建支援金の支給手順〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜滋賀県被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給＞ 

ア 対象となる災害 

被災者生活再建支援法第２条第１号に規定する自然災害で、次のいずれかに該当する場合に適用す

る。 

a 県内で５世帯以上の住宅に全壊の被害が発生したとき。 

b その他知事と被災市町長の協議により特に必要と認めたとき。 

 

イ 支援金の支給 

市町は、自然災害によりその居住する住宅が全壊、大規模半壊、半壊もしくは床上浸水の被害を受

け、またはその居住する住宅が解体に該当するに至った世帯の世帯主（以下「支援対象者」とい

う。）に対し、住宅の被害の程度に応じて支給する支援金（以下「基礎支援金」という。）、住宅の

再建方法に応じて支給する支援金（以下「加算支援金」という。）を表－１および表―２に掲げる額

を上限として支給する。 

なお、被災者生活再建支援法の支援の対象となる者は、制度による支援の対象者とならない。ただ

し、中規模半壊世帯で当該住宅を解体しない者については、併給を認めるものとし、表―３に掲げる

額を上限として支給する。 

 

表－１ 

支援金 

の種類 

世帯 

構成 

住宅の被害の程度 

全壊・解体 大規模半壊 
（損害割合 40%以上） 

中規模半壊 
（損害割合 30%以上） 

半壊（損害割合 20%以上） 
床上浸水 

基 礎 

支援金 

複数 １００万円 ５０万円 ３５万円 ２５万円 

単数 ７５万円 ３７万５千円 ２６万２千円 １８万７千円 

表－２ 

支援金

の種類 

世帯

構成 
再建方法 

住家の被害の程度 
全壊・解

体・ 

大規模半壊 
（損害割合 40%以上） 

中規模半壊 
（損害割合 30%以上） 

半壊 
（損害割合 20%以上） 

床上 

浸水 

加 算 

支援金 
複数 

建設・購入 ２００万円 １００万円 ─ ─ 
補修 １００万円 ７５万円 ７５万円 ２５万円 
賃借 

（公営住宅を除

く。） 
５０万円 ５０万円 ５０万円 ２５万円 

支援金の支給 

書類 

送付 

書類 

送付 

書類 

送付 申請 被
災
者 

【市】 
 

○住家の被害認定 

○申請受付・確認 

○罹災証明書等の交付 

【県】 
 

○被害認定まとめ 

○対象災害の公示等 

【被災者生活再建

支援法人】 
 

○申請受理・審査 

○支給額の決定 

○支給など 

国 

事務委託 
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単数 

建設・購入 １５０万円 ７５万円 ─ ─ 
補修 ７５万円 ５６万２千円 ５６万２千円 １８万７千円 
賃借 

（公営住宅を除

く。） 
３７万５千円 ３７万５千円 ３７万５千円 １８万７千円 

 

表－３ 

 世帯

構成 
基礎支援金 

加算支援金 

建設・購入 補修 賃借 
（公営住宅を除く。） 

中規模

半 壊 

複数 ３５万円 ─ ２５万円 ２５万円 

単数 ２６万２千円 ─ １８万７千円 １８万７千５百円 

※加算支援金については、再建に要した経費と法の支援の支給額の差額を表―３に定

める額を上限額として、支給する。 

 

ウ 県の補助 

県は、市町が支援対象者に基礎支援金、加算支援金を支給したとき、その支給した額の３分の２の

額を補助する。 

 

エ その他 

県は、本計画に定めるもののほか必要な事項は、制度の対象となる自然災害の発生の都度、別に定

めるものとする。 
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(4)被災者支援等の弾力的対応 
＜総務部、健康福祉部、こども未来部、産業観光部、都市計画部、教育委員会＞ 

被災者の救済及び自立支援や、被災地域の総合的な復旧・復興対策等を進めるにあたり、特に必要

がある場合は、機動的な庁内体制を整備するとともに、災害復興基金の設立等、弾力的推進の手法に

ついて検討を行う。 

 

連
番 

被災状況 支援制度名称 被災基準 支援内容 対象者(物) 担当部 

1 
広範囲にわた

る災害 

市税の期限の

延長 

広範囲にわたる災

害 

市税に係る申告、申

請、請求、納付、納

入期限の延長 

被災者である

納税義務者 
総務部 

2 
災害による財

産の損失 

市税の減免措

置 

災害による財産損

失 

市 民 税、 軽自 動 車

税、事業所税の減免 

被災者である

納税義務者 
総務部 

3 
災害による固

定資産の損失 

市税の減免措

置 

固定資産の被害程

度 
固定資産税の減免 

被災者である

納税義務者 
総務部 

4 
住宅用地の被

災 

市税の特例措

置 

家屋の滅失又は損

壊 

住宅用地の特例措置

の延長 

被災者である

納税義務者 
総務部 

5 
災害による財

産の損失 

市税の減免措

置 

災害による財産損

失 
延滞金の減免 

被災者である

納税義務者 
総務部 

6 
災害による財

産の損失 

市税の期限の

延長 

災害による財産損

失 
市税の徴収猶予 

被災者である

納税義務者 
総務部 

7 

災害救助法の

適用を受ける

に至らない災

害が発生した

場合 

罹災見舞金 

（１）火災による

住家の全焼又は半

焼 

（２）地震、風水

害又は雪害による

住家の全焼又は半

焼 

（３）水害による

住家の床上浸水等 

（４）前 3 号に起

因する死亡 

罹災見舞金 

１世帯につき 

全焼・全壊：100,000

円以内 

半焼・半壊：50,000

円以内 

床上浸水：20,000 円

以内 

弔慰金 

死亡者１人につき：

150,000 円 

財産等の被災

世帯及び遺族 

健 康 福

祉部 

8 

災害で財産に

著しい損害を

受ける等 

介護保険料の

減免制度 
罹災証明書 

災害による保険料の

猶予･減額･免除 

財産等の被災

者 

健 康 福

祉部 

9 

災害で財産に

著しい損害を

受ける等 

介護サービス

費の自己負担

額の減免制度 

罹災証明書 

災害による介護サー

ビス費自己負担額の

減免、免除 

財産等の被災

者 

健 康 福

祉部 

10 

災害で財産に

著しい損害を

受ける等 

家事援助サー

ビス等の地域

支援事業や福

祉に資する事

業等 

罹災証明書 負担金等の減免 
財産等の被災

者 

健 康 福

祉部 

11 

人災以外の一

般災害で財産

を失った場合 

特別児童扶養

手当の特例措

置 

罹災証明書 

特別児童扶養手当支

給停止者のみに対し

て手当の受給権が一

時的に与えられる。 

財産等の被災

世帯で手当の

受給停止者 

健 康 福

祉部 

12 
居住家屋の半

壊以上 

障害者福祉施

設使用料の減

免 

被災により固定資

産税の減免を受け

ている 

火災その他の災害に

よる使用料の減免 

財産等の被災

者 

健 康 福

祉 部 ・

こ ど も

未来部 
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連
番 

被災状況 支援制度名称 被災基準 支援内容 対象者(物) 担当部 

13 

不慮の災害に

より生活の基

盤となる資産

に重大な損害

を受けたとき 

登録料及び保育

料の減免 
－ 

市長が必要と認める

額を減免 
保護者 

健康福

祉部 

14 

不慮の災害(震

災・風水害・

火災等) 

保育料減免 

生活の基礎とな

る資産に重大な

損害 

災害による保育料の

減免 

財産等の被災

者(保護者) 

こども

未来部 

15 
災害で家屋が

全壊する等 

国民健康保険料

減免制度 
罹災証明書 

国民健康保険料の免

除又は減額 

災害の被災者

等 

健康福

祉部 

16 
災害で家屋が

全壊する等 

後期高齢者医療

保険料減免制度 
罹災証明書 

後期高齢者医療保険

料の免除又は減額 

災害の被災者

等 

申請先 

：健康

福祉部 

 

決定：

滋賀県

後期高

齢者医

療広域

連合 

17 
災害で経営に

支障を生ずる 

セーフティネッ

ト保証（3 号） 
その都度決定 

指定地域内で指定業

種を営む中小企業者

への別枠融資ための

認定 

被災の中小企

業者 

産業観

光部 

18 
災害で経営に

支障を生ずる 

セーフティネッ

ト保証（4 号） 
その都度決定 

指定地域内で業を営

む中小企業者への別

枠融資ための認定 

被災の中小企

業者 

産業観

光部 

19 
市長が認める

とき 

大津市営土地改

良事業経費の賦

課徴収に関する

条例の第６条 

市長が認めると

き 

分担金等の猶予・減

免 
受益者 

産業観

光部 

20 
市長が認める

とき 

大津市法定外土

地改良事業分担

金徴収条例の第

７条 

市長が認めると

き 
分担金の猶予・減免 受益者 

産業観

光部 

21 
市長が認める

とき 

大津市県営土地

改良事業分担金

等徴収条例の第

５条 

市長が認めると

き 
分担金の猶予・減免 受益者 

産業観

光部 

22 

罹災した住宅

の除去により

発生した廃棄

物を処分する

場合 

廃棄物処理手数

料の減免 
罹災証明書 処理手数料の免除 

自ら所有し､

居住する者 
環境部 

23 

住宅の便槽に

浸水があった

場合 

大津市災害等に

よる浸水便槽の

汲取り手数料補

助金 

し尿汲取り業者

の汲取伝票に浸

水を表示 

被災後のし尿汲取り

費用の１／２（限度

額５，０００円） 

下水道計画区

域外等に存す

る住宅等の便

槽を管理して

いる個人 

環境部 

24 
災害で建築物

を失う等 

建築確認審査等

手数料の減免措
罹災証明書 

災害による被災建築

物の建築確認等申請

建築物等の被

災者 

都市計

画部 
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置 料の減免 

25 
災害を受けた

場合 

大津市 

就学援助費 

教育委員会が認

めるもの 
就学援助費の給付 

被 災 し た 児

童・生徒の保

護者 

教育委

員会 

 

(5)援助、助成措置の広報 
＜政策調整部＞ 

 被災者の自立に対する援助・助成措置について、広く被災者に広報し、総合的な相談窓口等を設置

する。被災地域外に疎開等を行っている個々の被災者に対しても、支援・助成に関する広報を行い、

連絡体制を構築する。 

 

(6)住宅確保の支援 
＜都市計画部＞ 

 復興過程の被災者については、仮設住宅の提供又は公営・都市再生機構等の空家の提供により、そ

の間の生活の維持を支援する。 

  被災者の恒久的な住宅確保支援策として、災害公営住宅等の建設、公営・都市再生機構住宅等への

特定入居等を行う。 

  災害危険区域等における被災者等の住宅再建にあたっては、国、県と調整しつつ、各種の災害対策

事業等を活用しつつ、極力安全な地域への移転を検討する。 

 また、住宅金融支援機構による災害復興住宅貸付及び既存貸付者に対する救済制度の存在も広報す

る。 

 

(7)税・保険料等の減免措置等 
＜総務部、健康福祉部、産業観光部、環境部、建設部、教育委員会、西日本旅客鉄道㈱＞ 

必要に応じ、税についての期限の延長、徴収猶予及び減免、国民健康保険制度等における医療費負

担の減免及び保険料の減免、ＪＲ運賃の減免等、被災者の負担の軽減を図る。 

 

(8)雇用機会の確保 
＜産業観光部＞ 

被災市民が速やかに自立再生するように、関係機関とも連携しながら被災者に対する就労対策や職

業相談に努め、被災者の生活の安定確保を支援する。 
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第５節 被災事業者の復興支援 
 

【基本方針】 

 大規模な災害が発生した場合、迅速に事業所等の被害状況を調査し、支援方策を実施する。 

 

(1)情報収集・報告 
＜産業観光部＞ 

被災した事業者の被害の情報を的確に収集し県等に報告する。 

 

(2)経済復興支援 
＜産業観光部＞ 

 次のような方法により被災した事業者に対する復興支援を行う。 

ア  内外経済の潮流を踏まえ地域が自立的発展の道を進めるような経済復興対策を講ずる。 

イ  被災中小企業等に対する援助、助成措置（災害復旧高度化資金、中小企業体質強化資金等）につい

て、広く被災者に広報するとともに、相談窓口等を設置する。 

ウ  農林水産事業者に対する援護、助成措置（農林漁業融資資金等）について、広く被災者に広報する

とともに、相談窓口等を設置する。 

 

［企業等資金融資制度（産業観光部）］ 

名  称 内  容 

小規模企業者小口簡易資金融資制度  災害により事業所や店舗、備品設備、製品・商品等に被害を受

け、営業が困難になった小規模事業者に対し、当面の取引維持・運

転資金、設備等の再建資金として、限度額を2,000万円として小口

資金を融資する。 

中小企業者経営安定資金融資制度  災害により事業所や店舗、備品設備、製品・商品等に被害を受

け、営業が困難になった中小企業者に対し、取引の維持、設備等の

再建など、経営を安定化させるための運転資金として、2,000万円

を限度額として融資する。 
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［農林漁業復旧資金の概要］ 

ア  天災資金 

  天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第2条第1項の規定に基づ

き、指定された天災に基づく被害を受けた農林水産漁業者に必要な資金を融資する。 

貸付の相手方  

(ｱ)  被害農林漁業者 

  (ｲ)  貸付対象事業 

       種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具（政令で定めるものに限る。）、家畜、家きん、薪炭原木、

しいたけほだ木、漁具（政令で定めるものに限る。）、稚魚、稚貝、漁業用燃油等の購入資

金、炭がまの構築資金、漁船（政令で定めるものに限る。）の建造又は取得資金、その他農林

漁業経営に必要な資金 

  (ｳ)  貸付利率  年6.5％以内（実際の貸付利率は天災融資法の発令時に国が決定） 

  (ｴ)  償還期限  ３年から６年以内（ただし、激甚災害のときは７年以内） 

  (ｵ)  貸付限度  被害農林漁業者当たり200万円以内（激甚災害のときは250万円以内） 

  (ｶ)  貸付機関  農業協同組合又は金融機関 

  (ｷ)  担保    保証もしくは担保 

  (ｸ)  その他   当該市町村長の被害認定を受けたもの 

イ  日本政策金融公庫資金 

    災害復旧資金として農地等の復旧のための農業基盤整備資金、農業施設等の復旧ための農林漁業

施設資金があります。 

 (ｱ)  期間   農業基盤整備資金：２５年以内 

         農林漁業施設資金：１５～２５年以内 

  (ｲ)  貸付利率 年0.55％～1.0％（令和5年3月20日現在であり、貸付利率は毎月変動） 

  (ｳ)  貸付機関 日本政策金融公庫 

  (ｴ)  担保   保証もしくは担保 
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